
平成22年（第４回）山鹿市議会９月定例会 
 

会 期 日 程 表 

 

日次 月 日 曜 日 本     会     議 委 員 会 

 １ ９月 １日 水 開 会 ・ 提 案 理 由 説 明

 ２ ９月 ２日 木 休   会 

 ３ ９月 ３日 金 休会（発言通告締切  午後５時まで）

 ４ ９月 ４日 （土） 

 ５ ９月 ５日 （日） 

 ６ ９月 ６日 月 

休   会 

 ７ ９月  ７日 火 質疑・一般質問 

 ８ ９月  ８日 水 質疑・一般質問・委員会付託 

 

 ９ ９月  ９日 木 建設環境 

１０ ９月  10日 金 

本会議なし 

経済観光 

１１ ９月  11日 （土） 

１２ ９月  12日 （日） 

休   会  

１３ ９月  13日 月 福祉厚生 

１４ ９月  14日 火 総務文教 

１５ ９月  15日 水 特 別 

１６ ９月  16日 木 

本会議なし 

議会運営 

１７ ９月  17日 金 委員長報告･討論･採決･閉会  

    

 



（1）   

平成22年（第４回）山鹿市議会９月定例会 

 

目 次 

 

第１号（９月１日）                            頁 

１．議事日程 ………………………………………………………………………………   3 

２．本日の会議に付した事件 ……………………………………………………………   4 

３．出席議員 ………………………………………………………………………………   4 

４．説明のため出席した者 ………………………………………………………………   5 

５．事務局職員出席者 ……………………………………………………………………   6 

６．日程第１ 会議録署名議員の指名 …………………………………………………   7 

７．日程第２ 会期の決定 ………………………………………………………………   7 

８．日程第３ 議案第70号～議案第84号 

       認定第１号～認定第15号 

       報告第10号～報告第15号 ………………………………………………   7 

９．提案理由の説明 ………………………………………………………………………   9 

  （１）議案第70号（本多総務部次長） ……………………………………………   9 

  （２）議案第71号（本多総務部次長） ……………………………………………   9 

  （３）議案第72号（本多総務部次長） ……………………………………………  10  

  （４）議案第73号（富田市民福祉部長） …………………………………………  10  

  （５）議案第74号（三森商工観光部長） …………………………………………  11  

  （６）議案第75号（緒方建設部長） ………………………………………………  11  

  （７）議案第76号（緒方建設部長） ………………………………………………  12  

  （８）議案第77号（倉原教育部長） ………………………………………………  12  

  （９）議案第78号（本多総務部次長） ……………………………………………  13  

  （10）議案第79号（富田市民福祉部長） …………………………………………  15  

  （11）議案第80号（富田市民福祉部長） …………………………………………  15  

  （12）議案第81号（富田市民福祉部長） …………………………………………  16  

  （13）議案第82号（本多総務部次長） ……………………………………………  16 

  （14）議案第83号（本多総務部次長） ……………………………………………  17  

  （15）議案第84号（池田副市長） …………………………………………………  17  

  （16）認定第１号（本多総務部次長） ……………………………………………  18  

  （17）認定第２号（有働市民福祉部次長） ………………………………………  19  

  （18）認定第３号（有働市民福祉部次長） ………………………………………  19  



（2）   

  （19）認定第４号（有働市民福祉部次長） ………………………………………  19  

  （20）認定第５号（古荘環境部長） ………………………………………………  20  

  （21）認定第６号（富田市民福祉部長） …………………………………………  20  

  （22）認定第７号（富田市民福祉部長） …………………………………………  21  

  （23）認定第８号（富安水道局長） ………………………………………………  21  

  （24）認定第９号（冨田農林部次長） ……………………………………………  22  

  （25）認定第10号（冨田農林部次長） ……………………………………………  22  

  （26）認定第11号（冨田農林部次長） ……………………………………………  23  

  （27）認定第12号（冨田農林部次長） ……………………………………………  23  

  （28）認定第13号（富安水道局長） ………………………………………………  24  

  （29）認定第14号（荒木病院事務部長） …………………………………………  24  

  （30）認定第15号（古荘環境部長） ………………………………………………  25  

（31）報告第10号（本多総務部次長） ……………………………………………  26  

  （32）報告第11号（富田市民福祉部長） …………………………………………  27  

  （33）報告第12号（本多総務部次長） ……………………………………………  27  

  （34）報告第13号（本多総務部次長） ……………………………………………  27  

  （35）報告第14号（潮﨑農林部長） ………………………………………………  28  

  （36）報告第15号（潮﨑農林部長） ………………………………………………  29  

10．散 会 …………………………………………………………………………………  29  

 

第２号（９月７日） 

１．議事日程 ………………………………………………………………………………  33  

２．本日の会議に付した事件 ……………………………………………………………  34  

３．出席議員 ………………………………………………………………………………  34  

４．説明のため出席した者 ………………………………………………………………  35  

５．事務局職員出席者 ……………………………………………………………………  36  

６．日程第１ 質疑・一般質問 …………………………………………………………  37  

  （１）森川昭彦議員第１回目一般質問 ……………………………………………  37  

    ○本多総務部次長答弁 …………………………………………………………  38  

    ○緒方建設部長答弁 ……………………………………………………………  38  

    ○倉原教育部長答弁 ……………………………………………………………  39  

（２）森川昭彦議員第２回目一般質問 ……………………………………………  41  

    ○倉原教育部長答弁 ……………………………………………………………  42  

  （３）森川昭彦議員第３回目一般質問 ……………………………………………  42  



（3）   

    ○杉本教育長答弁 ………………………………………………………………  43  

 （４）原  徹議員第１問目一般質問（１回目） ………………………………  43  

    ○佐藤教育部首席審議員答弁 …………………………………………………  45  

    ○杉本教育長答弁 ………………………………………………………………  47  

 （５）原  徹議員第１問目一般質問（２回目） ………………………………  48  

    ○佐藤教育部首席審議員答弁 …………………………………………………  51  

    ○杉本教育長答弁 ………………………………………………………………  53  

 （６）原  徹議員第１問目一般質問（３回目） ………………………………  53 

 （７）原  徹議員第２・第３問目一般質問（１回目） ………………………  54  

    ○本多総務部次長答弁 …………………………………………………………  55  

    ○古荘環境部長答弁 ……………………………………………………………  56  

 （８）原  徹議員第２・第３問目一般質問（２回目） ………………………  57  

    ○本多総務部次長答弁 …………………………………………………………  58  

 （９）原  徹議員第２・第３問目一般質問（３回目） ………………………  59  

    ○中嶋市長答弁 …………………………………………………………………  60  

（10）丸山寛治議員第１問目一般質問（１回目） ………………………………  61  

    ○倉原教育部長答弁 ……………………………………………………………  61  

（11）丸山寛治議員第２問目一般質問（１回目） ………………………………  63  

    ○潮﨑農林部長答弁 ……………………………………………………………  63  

    ○三森商工観光部長答弁 ………………………………………………………  64  

（12）丸山寛治議員第２問目一般質問（２回目） ………………………………  65  

    ○潮﨑農林部長答弁 ……………………………………………………………  65  

（13）丸山寛治議員第２問目一般質問（３回目） ………………………………  66  

（14）森 久雄議員第１回目質疑・一般質問 ……………………………………  67  

    ○本多総務部次長答弁 …………………………………………………………  70  

    ○中嶋市長答弁 …………………………………………………………………  72  

    ○倉原教育部長答弁 ……………………………………………………………  73  

（15）森 久雄議員第２回目質疑・一般質問 ……………………………………  74  

    ○倉原教育部長答弁 ……………………………………………………………  75  

（16）森 久雄議員第３回目質疑・一般質問 ……………………………………  76  

（17）高野誠二議員第１回目一般質問 ……………………………………………  76  

    ○古荘環境部長答弁 ……………………………………………………………  77  

（18）高野誠二議員第２回目一般質問 ……………………………………………  78  

    ○古荘環境部長答弁 ……………………………………………………………  79  



（4）   

（19）高野誠二議員第３回目一般質問） …………………………………………  80  

    ○中嶋市長答弁 …………………………………………………………………  81  

（20）稲葉 昇議員第１問目一般質問（１回目） ………………………………  83 

    ○本多総務部次長答弁 …………………………………………………………  84  

（21）稲葉 昇議員第２問目一般質問（１回目） ………………………………  86  

    ○三森商工観光部長答弁 ………………………………………………………  86   

（22）稲葉 昇議員第３問目一般質問（１回目） ………………………………  87  

    ○本多総務部次長答弁 …………………………………………………………  88   

７．散 会 …………………………………………………………………………………  89  

 

第３号（９月８日） 

１．議事日程 ………………………………………………………………………………  93  

２．本日の会議に付した事件 ……………………………………………………………  94  

３．出席議員 ………………………………………………………………………………  94  

４．説明のため出席した者 ………………………………………………………………  95  

５．事務局職員出席者 ……………………………………………………………………  96  

６．日程第１ 質疑・一般質問 …………………………………………………………  97  

  （１）福本義文議員第１回目一般質問 ……………………………………………  97  

    ○倉原教育部長答弁 ……………………………………………………………  99  

  （２）福本義文議員第２回目一般質問 …………………………………………… 101   

    ○杉本教育長答弁 ……………………………………………………………… 103   

  （３）福本義文議員第３回目一般質問 …………………………………………… 104   

  （４）藤原 豊議員第１回目一般質問 …………………………………………… 105   

    ○杉本教育長答弁 ……………………………………………………………… 106   

  （５）藤原 豊議員第２回目一般質問 …………………………………………… 108   

    ○杉本教育長答弁 ……………………………………………………………… 110   

  （６）藤原 豊議員第３回目一般質問 …………………………………………… 112   

（７）北原昭三議員第１問目一般質問（１回目） ……………………………… 112   

    ○本多総務部次長答弁 ………………………………………………………… 113   

（８）北原昭三議員第１問目一般質問（２回目） ……………………………… 114   

    ○本多総務部次長答弁 ………………………………………………………… 114   

（９）北原昭三議員第２問目一般質問（１回目） ……………………………… 115   

    ○富田市民福祉部長答弁 ……………………………………………………… 116   

（10）北原昭三議員第２問目一般質問（２回目） ……………………………… 118   



（5）   

    ○富田市民福祉部長答弁 ……………………………………………………… 118   

（11）北原昭三議員第２問目一般質問（３回目） ……………………………… 119 

    ○中嶋市長答弁 ………………………………………………………………… 119   

（12）北原昭三議員第３問目一般質問（１回目） ……………………………… 120 

    ○本多総務部次長答弁 ………………………………………………………… 121   

    ○緒方建設部長答弁 …………………………………………………………… 121   

（13）北原昭三議員第３問目一般質問（２回目） ……………………………… 122   

    ○緒方建設部長答弁 …………………………………………………………… 123   

（14）北原昭三議員第３問目一般質問（３回目） ……………………………… 124   

    ○本多総務部次長答弁 ………………………………………………………… 124   

（15）川野 功議員第１問目一般質問（１回目） ……………………………… 125   

    ○杉本教育長答弁 ……………………………………………………………… 125   

（16）川野 功議員第１問目一般質問（２回目） ……………………………… 127   

    ○杉本教育長答弁 ……………………………………………………………… 128   

（17）川野 功議員第１問目一般質問（３回目） ……………………………… 129   

    ○杉本教育長答弁 ……………………………………………………………… 130   

（18）川野 功議員第２問目一般質問（１回目） ……………………………… 131   

    ○杉本教育長答弁 ……………………………………………………………… 131   

（19）川野 功議員第２問目一般質問（２回目） ……………………………… 132   

    ○杉本教育長答弁 ……………………………………………………………… 133   

（20）川野 功議員第３問目一般質問（１回目） ……………………………… 134   

    ○杉本教育長答弁 ……………………………………………………………… 135   

（21）川野 功議員第３問目一般質問（２回目） ……………………………… 135   

    ○杉本教育長答弁 ……………………………………………………………… 136   

（22）川野 功議員第３問目一般質問（３回目） ……………………………… 137   

    ○杉本教育長答弁 ……………………………………………………………… 138   

（23）太田黒鐵郎議員第１回目一般質問 ………………………………………… 139   

    ○杉本教育長答弁 ……………………………………………………………… 141   

（24）太田黒鐵郎議員第２回目一般質問 ………………………………………… 143   

     ○杉本教育長答弁 …………………………………………………………… 147   

（25）太田黒鐵郎議員第３回目一般質問 ………………………………………… 150   

 （26）吉本政幸議員第１回目一般質問 …………………………………………… 151   

    ○富田市民福祉部長答弁 ……………………………………………………… 153   

 （27）吉本政幸議員第２回目一般質問 …………………………………………… 154   



（6）   

    ○富田市民福祉部長答弁 ……………………………………………………… 156   

７．日程第２ 委員会付託………………………………………………………………… 157   

８．散 会 ………………………………………………………………………………… 158   

 

第４号（９月17日） 

１．議事日程 ……………………………………………………………………………… 161   

２．本日の会議に付した事件 …………………………………………………………… 162   

３．出席議員 ……………………………………………………………………………… 163   

４．説明のため出席した者 ……………………………………………………………… 164   

５．事務局職員出席者 …………………………………………………………………… 165   

６．日程第１ 議案第70号～議案第84号 

認定第１号～認定第15号 

請願第１号 

付議事件  ……………………………………………………………… 166   

７．各常任委員長の報告 ………………………………………………………………… 167   

  （１）建設環境常任委員長報告 …………………………………………………… 167   

  （２）経済観光常任委員長報告 …………………………………………………… 168   

  （３）福祉厚生常任委員長報告 …………………………………………………… 169   

  （４）総務文教常任委員長報告 …………………………………………………… 170   

  （５）特別委員長報告 ……………………………………………………………… 171   

８．質 疑 ………………………………………………………………………………… 172   

  （１）家入憲隆議員第１回目質疑 ………………………………………………… 172   

    ○経済観光常任委員長答弁 …………………………………………………… 172   

  （２）家入憲隆議員第２回目質疑 ………………………………………………… 174   

    ○経済観光常任委員長答弁 …………………………………………………… 174   

  （３）家入憲隆議員第３回目質疑 ………………………………………………… 175   

 （４）原  徹議員第１回目質疑 ………………………………………………… 175   

    ○池田特別委員長答弁 ………………………………………………………… 176   

  （５）原  徹議員第２回目質疑 ………………………………………………… 177   

     池田特別委員長答弁 ………………………………………………………… 178   

９．討 論 ………………………………………………………………………………… 179  

  （１）原  徹議員討論 …………………………………………………………… 179   

  （２）平井邦廣議員討論 …………………………………………………………… 182   

10．採 決 ………………………………………………………………………………… 183   



（7）   

11．日程追加日程第２ 議案第85号 

議員提出議案第１号 

意見書案第１号 ……………………………………………… 189   

12．提案理由の説明 ……………………………………………………………………… 189  

  （１）議案第85号（中嶋市長） …………………………………………………… 189   

  （２）議員提出議案第１号（池田誠一議員） …………………………………… 190   

  （３）意見書案第１号（職員朗読） ……………………………………………… 190   

13．質疑 …………………………………………………………………………………… 192 

14．討論 …………………………………………………………………………………… 192  

15．採決 …………………………………………………………………………………… 192  

16．閉 会 ………………………………………………………………………………… 193   



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

９月１日(水曜日) 



 － 3 －

平成22年（第４回）山鹿市議会９月定例会会議録 

 

議 事 日 程（第１号） 

 

平成22年９月１日（水曜日）午前10時開会 

第１ 会議録署名議員の指名 

第２ 会期の決定 

第３ 議案第70号 専決処分の承認を求めることについて 

         （平成22年度山鹿市一般会計補正予算（第３号）） 

 議案第71号 山鹿市職員の育児休業等に関する条例の一部を改正する条例 

   議案第72号 山鹿市職員の勤務時間、休暇等に関する条例の一部を改正する条例 

   議案第73号 山鹿市国民健康保険条例の一部を改正する条例 

   議案第74号 山鹿市さくら湯再生基金条例 

   議案第75号 山鹿市営一里木団地管理条例の一部を改正する条例 

   議案第76号 山鹿市営原団地・幸ヶ丘第２団地管理条例の一部を改正する条例 

   議案第77号 八千代座等条例の一部を改正する条例 

   議案第78号 平成22年度山鹿市一般会計補正予算（第４号） 

   議案第79号 平成22年度山鹿市国民健康保険事業特別会計補正予算（第１号） 

   議案第80号 平成22年度山鹿市老人保健事業特別会計補正予算（第１号） 

   議案第81号 平成22年度山鹿市介護保険事業特別会計補正予算（第２号） 

議案第82号 財産の取得について 

   議案第83号 山鹿市過疎地域自立促進計画について 

   議案第84号 人権擁護委員の推薦につき意見を求めることについて 

   認定第１号 平成21年度山鹿市一般会計歳入歳出決算の認定について 

   認定第２号 平成21年度山鹿市国民健康保険事業特別会計歳入歳出決算の認定に

ついて 

   認定第３号 平成21年度山鹿市老人保健事業特別会計歳入歳出決算の認定につい

て 

   認定第４号 平成21年度山鹿市後期高齢者医療特別会計歳入歳出決算の認定につ

いて 

   認定第５号 平成21年度山鹿市農業集落排水事業特別会計歳入歳出決算の認定に

ついて 

   認定第６号 平成21年度山鹿市介護保険事業特別会計歳入歳出決算の認定につい

て 

   認定第７号 平成21年度山鹿市・植木町介護認定審査事業特別会計歳入歳出決算
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の認定について 

   認定第８号 平成21年度山鹿市簡易水道事業特別会計歳入歳出決算の認定につい

て 

   認定第９号 平成21年度六郷財産区特別会計歳入歳出決算の認定について 

   認定第10号 平成21年度城北財産区特別会計歳入歳出決算の認定について 

   認定第11号 平成21年度稲田財産区特別会計歳入歳出決算の認定について 

   認定第12号 平成21年度稲田六郷財産区特別会計歳入歳出決算の認定について 

   認定第13号 平成21年度山鹿市水道事業会計決算の認定について 

   認定第14号 平成21年度山鹿市病院事業会計決算の認定について 

   認定第15号 平成21年度山鹿市下水道事業会計決算の認定について 

   報告第10号 平成21年度決算に基づく財政の健全化判断比率及び公営企業の資金

不足比率の報告について 

   報告第11号 専決処分の報告について 

   報告第12号 専決処分の報告について 

   報告第13号 財団法人山鹿市地域振興公社の経営状況の報告について 

   報告第14号 株式会社小栗郷の経営状況の報告について 

報告第15号 株式会社鹿本町振興公社の経営状況の報告について 

―――――――――――――― ○ ―――――――――――――― 

本日の会議に付した事件 

 議事日程のとおり 

―――――――――――――― ○ ―――――――――――――― 

出席議員（30名） 

１番  永 田   健 君   

２番  稲 葉   昇 君   

３番  藤 本 芳 雄 君 

４番  福 本 義 文 君   

５番  冨 丸 洋一郎 君   

６番  藤 本 峰 秀 君   

７番  北 原 昭 三 君   

８番  芹 川 正 美 君   

９番  藤 原   豊 君   

10番  立 山 秀 木 君   

11番  立 山   隆 君   

12番  原     徹 君   

13番  平 井 邦 廣 君   



 － 5 －

14番  吉 本 政 幸 君   

15番  池 田 誠 一 君   

16番  堀   茂 幸 君   

17番  永 田 紘 二 君   

18番  森 川 昭 彦 君   

19番  川 野   功 君   

20番  古 荘 克 郎 君   

21番  森   芳 顕 君   

22番  家 入 憲 隆 君   

23番  横 手 啓 介 君   

24番  高 野 誠 二 君   

25番  藤 原   弘 君   

26番  森   久 雄 君   

27番  太田黒 鐵 郎 君   

28番  丸 山 寛 治 君   

29番  寺 崎 勇 児 君   

30番  丸 山 康 昭 君   

―――――――――――――― ○ ―――――――――――――― 

説明のため出席した者 

市      長     中 嶋 憲 正 君   

副 市 長     池 田 永 実 君   

教 育 長     杉 本 作 德 君   

市 民 福 祉 部 長     富 田 辰 郎 君   

農 林 部 長     潮 﨑 昭 二 君   

商 工 観 光 部 長     三 森 兄 臣 君   

建 設 部 長     緒 方 淳 一 君   

環 境 部 長     古 荘 秀 幸 君   

病 院 事 務 部 長     荒 木   隆 君   

教 育 部 長     倉 原 謙 治 君   

総 務 部 次 長     本 多 隆 文 君   

市民福祉部次長     有 働   博 君   

農 林 部 次 長     冨 田 弘 海 君   

水 道 局 長     富 安   豪 君   

病院事務部事務次長     田 上 信 博 君   
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会 計 管 理 者     北 井 孝 範 君   

企 画 課 長     大 林 秀 樹 君   

財 政 課 長     木 下   実 君   

国 保 年 金 課 長     坂 梨 真 樹 君   

農 林 企 画 課 長     戸 次 由 夫 君   

商 工 課 長     大 森 健 司 君   

観 光 課 長     早 田 順 二 君   

住 宅 課 長     古 家 明 敏 君   

   監査事務局長兼選管事務局長       緒 方   栄 君   

―――――――――――――― ○ ―――――――――――――― 

事務局職員出席者 

議 会 事 務 局 長     幸 村 英 星 君   

議 会 総 務 係 長     渡 邊 義 明 君   

議 事 係 長     中 村 武 志 君   

書 記     森   英 州 君   

―――――――――――――― ○ ―――――――――――――― 



 － 7 －

午前10時00分 開会 

―――――――――――――― ○ ―――――――――――――― 

○議長（横手啓介君） 

   ただいまから平成22年（第４回）山鹿市議会９月定例会を開会いたします。 

   直ちに本日の会議を開きます。 

   議事に入ります前にご報告をいたします。去る６月23日、議員定数等に関する特

別委員会が開催され、丸山康昭議員の委員長辞任及び川野功議員の副委員長辞任に

伴い、池田誠一議員が委員長に、平井邦廣議員が副委員長に互選されましたのでご

報告をいたします。 

―――――――――――――― ○ ―――――――――――――― 

日程第１ 会議録署名議員の指名 

○議長（横手啓介君） 

   日程第１、会議録署名議員の指名を行います。 

会議録署名議員は、会議規則第81条の規定により、議長において藤原弘議員、森

久雄議員を指名いたします。 

―――――――――――――― ○ ―――――――――――――― 

日程第２ 会期の決定 

○議長（横手啓介君） 

   日程第２、会期の決定を議題といたします。 

お諮りいたします。今期定例会の会期は、本日から９月17日までの17日間といた

したいと思います。これにご異議ありませんか。 

［「異議なし」と呼ぶ者あり］ 

○議長（横手啓介君） 

ご異議なしと認めます。よって、会期は17日間と決定いたしました。 

―――――――――――――― ○ ―――――――――――――― 

日程第３ 議案第70号～報告第84号 

     認定第１号～認定第15号 

     報告第10号～報告第15号      

○議長（横手啓介君） 

   日程第３、議案第70号から報告第15号までの全案件を一括議題といたします。 

―――――――――――――― ○ ―――――――――――――― 

 議案第70号 専決処分の承認を求めることについて 

        （平成22年度山鹿市一般会計補正予算（第３号）） 

議案第71号 山鹿市職員の育児休業等に関する条例の一部を改正する条例 
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  議案第72号 山鹿市職員の勤務時間、休暇等に関する条例の一部を改正する条例 

  議案第73号 山鹿市国民健康保険条例の一部を改正する条例 

  議案第74号 山鹿市さくら湯再生基金条例 

  議案第75号 山鹿市営一里木団地管理条例の一部を改正する条例 

  議案第76号 山鹿市営原団地・幸ヶ丘第２団地管理条例の一部を改正する条例 

  議案第77号 八千代座等条例の一部を改正する条例 

  議案第78号 平成22年度山鹿市一般会計補正予算（第４号） 

  議案第79号 平成22年度山鹿市国民健康保険事業特別会計補正予算（第１号） 

  議案第80号 平成22年度山鹿市老人保健事業特別会計補正予算（第１号） 

  議案第81号 平成22年度山鹿市介護保険事業特別会計補正予算（第２号） 

議案第82号 財産の取得について 

  議案第83号 山鹿市過疎地域自立促進計画について 

  議案第84号 人権擁護委員の推薦につき意見を求めることについて 

  認定第１号 平成21年度山鹿市一般会計歳入歳出決算の認定について 

  認定第２号 平成21年度山鹿市国民健康保険事業特別会計歳入歳出決算の認定につ

いて 

  認定第３号 平成21年度山鹿市老人保健事業特別会計歳入歳出決算の認定について 

  認定第４号 平成21年度山鹿市後期高齢者医療特別会計歳入歳出決算の認定につい

て 

認定第５号 平成21年度山鹿市農業集落排水事業特別会計歳入歳出決算の認定につ

いて 

認定第６号 平成21年度山鹿市介護保険事業特別会計歳入歳出決算の認定について 

認定第７号 平成21年度山鹿市・植木町介護認定審査事業特別会計歳入歳出決算の

認定について 

認定第８号 平成21年度山鹿市簡易水道事業特別会計歳入歳出決算の認定について 

認定第９号 平成21年度六郷財産区特別会計歳入歳出決算の認定について 

認定第10号 平成21年度城北財産区特別会計歳入歳出決算の認定について 

  認定第11号 平成21年度稲田財産区特別会計歳入歳出決算の認定について 

  認定第12号 平成21年度稲田六郷財産区特別会計歳入歳出決算の認定について 

  認定第13号 平成21年度山鹿市水道事業会計決算の認定について 

  認定第14号 平成21年度山鹿市病院事業会計決算の認定について 

  認定第15号 平成21年度山鹿市下水道事業会計決算の認定について 

  報告第10号 平成21年度決算に基づく財政の健全化判断比率及び公営企業の資金不

足比率の報告について 

  報告第11号 専決処分の報告について 
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  報告第12号 専決処分の報告について 

  報告第13号 財団法人山鹿市地域振興公社の経営状況の報告について 

  報告第14号 株式会社小栗郷の経営状況の報告について 

報告第15号 株式会社鹿本町振興公社の経営状況の報告について 

―――――――――――――― ○ ―――――――――――――― 

○議長（横手啓介君） 

   提案理由の説明を求めます。本多総務部次長。 

［総務部次長 本多隆文君 登壇］ 

○総務部次長（本多隆文君） 

議案第70号 専決処分の承認を求めることについて、ご説明申し上げます。本案

は、本年７月中旬の集中豪雨により被害を受けた農業用施設、林業施設及び公共土

木施設の災害復旧に要する経費につきまして、地方自治法第179条第１項の規定に

基づき、平成22年度山鹿市一般会計補正予算（第３号）を専決第11号として平成22

年７月22日に専決処分をいたしましたので、同条第３項の規定によりましてこれを

報告し、承認を求めるものです。 

３ページをお開きください。 

第１条は歳入歳出予算の補正であります。歳入歳出予算の総額に1780万円を追加

し、歳入歳出予算の総額を259億9745万6000円とするものであります。 

10ページをお開きください。 

３ 歳出、（款）災害復旧費、（目）現年発生農業用施設災害復旧費の補正額は

780万円であります。災害復旧事業230万円は、集中豪雨により被害を受けた農地及

び農業用施設に係る災害査定用の測量設計に要する経費であります。次の災害復旧

事業（単独災害）270万円は、小規模等災害の復旧に要する経費であります。 

続きまして、応急対策経費280万円は、廃土・崩土除去に係る重機等の借上料及

び砕石等の原材料費であります。 

11ページの（目）現年発生林業施設災害復旧費の補正額350万円及び（目）現年

発生土木施設災害復旧費の補正額650万円につきましても、同じく被害を受けてお

ります林業施設並びに公共土木施設に係る災害復旧に要する経費であります。財源

は、一般財源であります。 

以上、補正予算の内容につきましてご説明を申し上げましたが、このたび被害を

受けております施設は、いずれも市民の日常生活に欠くことのできない施設であり

ますので、現在、早期復旧に向けて取り組んでおります。 

よろしくご承認賜りますよう、お願い申し上げます。 

続きまして、議案第71号 山鹿市職員の育児休業等に関する条例の一部を改正す

る条例について、ご説明申し上げます。本案は、地方公務員の育児休業等に関する
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法律の改正に伴い、育児休業等をすることができる職員の範囲の拡大等をするため、

山鹿市職員の育児休業等に関する条例について、所要の規定の整備を行うものです。 

今回の改正において、少子化対策の観点から喫緊の課題となっている仕事と子育

て等の両立支援を一層図るため、男女ともに子育てや介護をしながら働き続けるこ

とができる雇用環境を整備するものです。主な改正内容は、職員の配偶者が育児休

業をしている等の状況にかかわらず、夫婦ともに育児休業、育児短時間勤務、また

は部分休業をすることができるように改めるものです。また、男性職員は子の出生

の日から８週間以内に育児休業をした場合、再び育児休業をすることができる特例

を新設しております。あわせて、再度の育児休業、再度の育児短時間勤務について

も、職員の配偶者の勤務状況等にかかわらず取得することができることとしていま

す。その他、所要の規定の整備を行うものです。 

附則といたしまして、この条例は平成22年10月１日から施行するものです。 

続きまして、議案第72号 山鹿市職員の勤務時間、休暇等に関する条例の一部を

改正する条例について、ご説明申し上げます。本案は、国家公務員の勤務時間等に

関する制度の改正に準じまして、本市の職員の勤務時間、休暇等に関する条例につ

いて、所要の規定の整備を行うものです。 

主な改正内容といたしましては、まず小学校就学前の子のある職員等が子を養育

するために請求した場合には、その職員の配偶者が常態として子を養育することが

できる場合についても早出、遅出勤務をすることができるものとするものです。 

次に、職員が３歳に満たない子を養育するために請求した場合には、時間外勤務

をさせてはならないとすることや、また小学校就学の時期に達するまでの子のある

職員が請求した場合には、特定の時間を超える時間外勤務をさせてはならないとす

るものです。さらに、任期付短時間勤務職員の勤務時間等の規定について定めてお

ります。その他、所要の規定の整備を行うものです。 

附則といたしまして、この条例は平成22年10月１日から施行するものです。 

以上、よろしくご審議賜りますようお願い申し上げまして、説明を終わります。 

○議長（横手啓介君） 

   富田市民福祉部長。 

［市民福祉部長 富田辰郎君 登壇］ 

○市民福祉部長（富田辰郎君） 

議案第73号 山鹿市国民健康保険条例の一部を改正する条例について、ご説明申

し上げます。本案は、山鹿市国民健康保険条例第７条中、第72条の５を第72条の４

に改めるものです。 

   内容ですが、引用しておりました国民健康保険法第72条の５が法律改正により法
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第72条の４に繰り上げとなったため、改正するものです。 

   なお、附則として、この条例は公布の日から施行いたします。 

   以上、ご説明申し上げましたが、よろしくご審議賜りますようお願い申し上げ、

説明を終わります。 

○議長（横手啓介君） 

   三森商工観光部長。 

［商工観光部長 三森兄臣君 登壇］ 

○商工観光部長（三森兄臣君） 

   議案第74号 山鹿市さくら湯再生基金条例について、ご説明申し上げます。市民

温泉としてのさくら湯建設の背景には、当時の旦那衆を初めとする多くの市民の高

い志と奉仕により完成した経緯がございます。今回の再生につきましても、その先

人の熱い思いを次の世代に伝えるとともに、市民の皆様や多くの方々と一緒にさく

ら湯再生を行うために本条例を制定するものです。 

   それでは、議案によりご説明いたします。まず第１条は、設置として、さくら湯

再生の資金を積み立てるため、山鹿市さくら湯再生基金を設置するとしております。

次に第２条は、積立てとして、基金として積み立てる額はさくら湯再生のための寄

附金の額としております。これにつきましては、本年７月１日から開始しておりま

すさくら湯再生一口湯主運動や、募金箱の設置により寄せられた寄附金を基金とし

て積み立てるものです。以下、第３条から第６条までの各条文におきまして、管理、

運用益金の処理、処分及び委任について規定しております。 

   附則としまして、この条例は公布の日から施行することとしております。 

   以上、よろしくご審議賜りますようお願い申し上げまして、説明を終わります。 

○議長（横手啓介君） 

   緒方建設部長。 

［建設部長 緒方淳一君 登壇］ 

○建設部長（緒方淳一君） 

議案第75号及び議案第76号は関連がございますので、あわせて説明いたします。 

始めに、議案第75号 山鹿市営一里木団地管理条例の一部を改正する条例につい

て、ご説明いたします。 

今回の改正は、山鹿市営単独住宅について、住宅が空いた場合の補充入居者に関

する事項を明確にするため、補充入居者規定の追加にあわせ、関係条文の整備を行

うものです。 

なお、議案第76号の管理条例につきましても同様の改正を行うものです。 

以下、議案に基づき、主な改正部分についてご説明いたします。 
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第６条の改正は、見出し及び第２項の条文の整備を行っています。第８条の２の

改正は、新たに補充入居者の規定を追加するものです。第１項では、市長は、団地

に空きが生じた場合は、規則で定めるところにより、補充入居者を定めることがで

きること。第２項では、補充入居者の資格、申し込み、選考に関する準用規定を設

けております。第３項は、決定通知に関する準用及び補充入居者の読替規定です。 

続きまして、議案第76号 山鹿市営原団地・幸ヶ丘第２団地管理条例の一部を改

正する条例について、ご説明します。 

第５条の改正は、見出しを改め、各項の条文の整備を行っております。第６条の

２の改正は、新たに補充入居者の規定を追加するものです。第１項では、市長は、

団地に空きが生じた場合は、規則で定めるところにより補充入居者を定めることが

できること。第２項では、補充入居者の資格、申し込み、選考に関する準用規定を

設けております。第３項は、決定通知に関する準用及び補充入居者の読替規定です。 

なお、附則としまして、この２条は平成22年10月１日から施行するものです。 

よろしくご審議賜りますようお願い申し上げまして、説明を終わります。 

○議長（横手啓介君） 

   倉原教育部長。 

［教育部長 倉原謙治君 登壇］ 

○教育部長（倉原謙治君） 

議案第77号 八千代座等条例の一部を改正する条例について、ご説明を申し上げ

ます。 

   今回の改正は、現在の八千代座、八千代座資料館及び新楽屋に加えまして、新し

く八千代座交流施設を公の施設として設置し、管理運営するための改正です。新た

な八千代座交流施設の設置につきましては、現存する八千代座を効率的に運営する

ために、楽屋機能を補完し、あわせて利用者等の利用の促進及び拡大を図るための

ものとしております。そのため、現在の条例中に当該施設の管理について必要な事

項を加え、あわせて条文の整備を行うものです。また、別表第２の施設使用料を八

千代座及び新楽屋に改め、その次に、八千代座交流施設の使用料の表を追加してお

ります。 

   附則としまして、この条例は平成22年10月28日から施行するものです。 

   以上、よろしくご審議賜りますようお願い申し上げまして、説明を終わります。 

○議長（横手啓介君） 

   本多総務部次長。 

［総務部次長 本多隆文君 登壇］ 

○総務部次長（本多隆文君） 
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   議案第78号 平成22年度山鹿市一般会計補正予算（第４号）について、ご説明申

し上げます。 

１ページをお開きください。 

今回の補正予算は、歳入歳出予算の補正、債務負担行為の補正及び地方債の補正

であります。第１条、歳入歳出予算の補正は、歳入歳出予算の総額に２億6688万

2000円を追加し、歳入歳出予算の総額を262億6433万8000円とするものであります。    

５ページをお開きください。 

第２表、債務負担行為補正であります。新庁舎整備事業（基本設計業務）を追加

し、債務の期間、限度額を記載のとおり定めるものであります。 

６ページをお開きください。 

 第３表、地方債補正であります。地方債の変更につきましては、義務教育施設整

備事業において、限度額の変更を行うものであります。７ページにあります地方債

の追加につきましては、災害復旧事業に係る地方債を追加するものであります。地

方債の限度額及び起債の方法、利率、償還の方法は記載のとおりであります。 

次に、歳入歳出補正予算の内容につきまして、事項別明細書の歳出によりご説明

いたします。 

18ページをお開きください。 

３ 歳出、（款）総務費、（目）庁舎建設費の補正額2244万円は、新庁舎建設に係

る基本設計委託料等であります。次の（目）情報化推進費の補正額630万円は、地

上デジタル放送への移行に伴い、地形的条件により辺地難視聴地域となっている共

聴組合が実施する共同受信施設の整備に対し助成するものであります。対象地区は

菊鹿地域の長谷地区であります。 

続きまして、（款）民生費、（目）社会福祉総務費の補正額2629万5000円、並びに

19ページにあります（目）高齢者福祉総務費の補正額15万7000円は、平成21年度に

交付を受けております国・県支出金に係る精算返納金であります。次の（目）児童

福祉総務費の補正額は497万円であります。国・県支出金精算返納金236万8000円は、

平成21年度交付の国・県支出金に係る精算返納金であります。母子家庭自立支援事

業169万2000円は、母子家庭世帯の経済的自立を支援するものであります。このた

びの補正は、申込者の増加によるものであります。また、ひとり親家庭等日常生活

支援事業91万円は、ひとり親家庭の家事を援助し、子育て家庭の生活の安定化を図

るものです。このたびの補正は、利用時間の増加によるものであります。次の

（目）児童措置費の補正額300万円は、雇用情勢の悪化に起因する受給対象者の所

得減少による支給額の増額によるものであります。次の（目）児童福祉施設費の補

正額38万9000円は、水疱瘡や手足口病など感染症の流行に伴い、病後児保育事業の
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利用者が増加したことによるものであります。 

20ページをお開きください。 

（目）生活保護総務費の補正額は、1557万1000円であります。国・県支出金精算

返納金1129万4000円は、平成21年度交付の国・県支出金に係る精算返納金でありま

す。次の管理経費427万7000円は、生活保護業務の効率化と不正受給を防止するた

め、全国一斉に実施するシステム改修に係る経費であります。 

続きまして、（款）衛生費、（目）保健衛生総務費の補正額1108万8000円につきま

しても、同じく平成21年度交付の国・県支出金に係る精算返納金であります。次の

（目）環境対策費の補正額2249万2000円は、排水処理計画に基づき、本年度より取

り組んでおります重点地域における浄化槽設置希望者の増加に伴うものであります。

21ページになりますが、（目）清掃総務費の補正額264万1000円は、ごみの細分別化

を行うモデル地区の追加に伴う実証実験に係る経費であります。 

続きまして、（款）農林水産業費、（目）農業委員会費の補正額136万5000円は、

農地法の改正に伴い、農地基本台帳のシステム改修を行うものであります。次の

（目）農業振興費の補正額68万円は、菜種等の景観作物の作付、並びにその生産加

工品の流通販売等を支援することにより、遊休農地の解消を図るものであります。 

22ページをお開きください。 

（目）農地費の補正額46万5000円は、中山間地域総合整備事業に係る熊本県から

の受託事業として、換地業務を行うものであります。対象地域は、菊鹿地域の五郎

丸地区であります。次の（目）林業振興費の補正額1400万円は、熊本県の基金事業、

緑の産業再生プロジェクト促進事業の補助内示を受け、民間事業者が行う木材加工

施設の整備に対し助成するものであります。 

（款）商工費、（目）観光費の補正額3050万円は、さくら湯再生事業に係る浄財

寄附を、さくら湯再生基金に積み立てるものであります。 

続きまして、（款）消防費、（目）消防施設費の補正額150万円は、財団法人九州

建設の支援を受け、消防小型動力ポンプ及び組み立て式水槽を購入するものであり

ます。 

次の（款）教育費、（目）教育委員会費の補正額100万円は、寄附行為に基づき奨

学基金を増額するものであります。 

24ページをお開きください。 

（目）学校建設費の補正額333万3000円は、鹿北地区の小学校統合に係る移転補

償費であります。次の（目）学校管理費の補正額154万7000円は、市内各中学校各

部の全国大会等への出場を支援するものであります。 

25ページになりますが、（款）災害復旧費、（目）現年発生農業用施設災害復旧費
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の補正額2514万8000円及び次の現年発生林業施設災害復旧費の補正額2320万1000円

につきましては、本年７月の集中豪雨により被害を受けた農地、農業用施設並びに

林業施設に係る災害復旧事業であります。次の（目）現年発生土木施設災害復旧費

の補正額4880万円につきましても、同じく被害を受けております道路河川に係る災

害復旧事業であります。 

以上、歳出予算の概要につきましてご説明を申し上げましたが、補正に関する説

明書としまして、26ページ以降に給与費明細書、債務負担行為及び地方債に関する

調書を掲載いたしておりますので、ご参照の上、ご審議賜りますようお願い申し上

げます。以上、説明を終わります。 

○議長（横手啓介君） 

   富田市民福祉部長。 

［市民福祉部長 富田辰郎君 登壇］ 

○市民福祉部長（富田辰郎君） 

   議案第79号 平成22年度山鹿市国民健康保険事業特別会計補正予算（第１号）に

ついて、ご説明申し上げます。 

   １ページをお開きください。 

第１条、歳入歳出予算の総額にそれぞれ8311万円を追加し、総額を73億6176万

1000円とするものです。 

内容につきましては、事項別明細書の歳出によりご説明申し上げます。 

９ページをお開きください。 

３ 歳出、（款）諸支出金、（目）償還金の補正額8311万円は、平成21年度の療養

給付費等負担金などの確定に伴う国・県支出金、支払基金交付金に係る精算返納金

です。財源は一般財源です。 

総括としまして、歳入歳出補正予算事項別明細書総括表を７ページに掲載してお

りますので、ご参照いただきますようお願い申し上げます。 

   続きまして、議案第80号 平成22年度山鹿市老人保健事業特別会計補正予算（第

１号）について、ご説明申し上げます。 

   １ページをお開きください。 

第１条、歳入歳出予算の総額にそれぞれ174万5000円を追加し、総額を3154万

5000円とするものです。 

内容につきましては、事項別明細書の歳出によりご説明申し上げます。 

７ページをお開きください。 

３ 歳出、（款）諸支出金、（目）償還金の補正額174万5000円は、平成21年度に

交付を受けた国・県負担金、支払基金交付金に係る精算返納金です。財源は一般財
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源とその他です。 

総括としまして、歳入歳出補正予算事項別明細書総括表を５ページに掲載してお

りますので、ご参照いただきますようお願い申し上げます。 

   続きまして、議案第81号 平成22年度山鹿市介護保険事業特別会計補正予算（第

２号）について、ご説明申し上げます。 

   １ページをお開きください。 

第１条、歳入歳出予算の総額にそれぞれ2509万6000円を追加し、総額を55億257

万5000円とするものです。 

内容につきましては、事項別明細書の歳出によりご説明いたします。 

７ページをお開きください。 

３ 歳出、（款）地域支援事業費、（目）任意事業費の補正額524万円は、国の新

規モデル事業として地域における介護、医療、福祉の一体的提供の推進を目的に、

地域包括支援センター等のコーディネート機能の強化、地域課題に対応した課題解

決の仕組みづくりに取り組む地域包括ケア推進事業を行うものです。財源は、国庫

支出金です。 

次に、（款）諸支出金、（目）償還金の補正額1985万6000円は、平成21年度の介護

給付費及び地域支援事業費の確定に伴う国・県支出金及び支払基金交付金の精算返

納金です。財源は、繰越金です。 

総括としまして、歳入歳出補正予算事項別明細書総括表を５ページに掲載してお

りますので、ご参照の上、よろしくご審議賜りますようお願い申し上げ、説明を終

わります。 

○議長（横手啓介君） 

   本多総務部次長。 

［総務部次長 本多隆文君 登壇］ 

○総務部次長（本多隆文君） 

   議案第82号 財産の取得について、ご説明申し上げます。 

本案は、新庁舎の建設用地として財産を取得するため、議会の議決に付すべき契

約及び財産の取得又は処分に関する条例第３条の規定により、議会の議決が必要で

ありますので、ご提案申しあげるものであります。 

取得する財産は、土地、山鹿市山鹿字豊前川1026番17、山鹿市山鹿字東原927番

４、山鹿市山鹿字東原927番10であります。地目はすべて宅地、地積は合計で

5338.61平方メートルです。取得金額は１億4734万5000円であります。契約の相手

方は、鹿本農業協同組合、代表理事組合長、古田均氏であります。 

以上、よろしくご審議賜りますようお願いいたします。 
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続きまして、議案第83号 山鹿市過疎地域自立促進計画について、ご説明申し上

げます。 

まず、これまでの経緯ですが、本市におきましては、合併前の鹿北町、菊鹿町、

鹿央町の３町が過疎地域自立促進特別措置法に基づく過疎地域の指定を受けており、

合併後は、同法の特例措置により、本市全域がみなし過疎地域の指定を受けており

ます。そこで、平成17年度に過疎法の有効期間である平成22年３月を期限とした本

市の計画を策定し、この計画に基づき過疎対策事業債を活用した事業をこれまで推

進してまいりました。今回提案しております過疎地域自立促進計画につきましては、

法の改正により、過疎地域自立促進特別措置法の有効期限が延長となったことを受

けまして、同法の期限である平成27年度までの６カ年の計画として新たに策定する

ものです。 

なお、このたびの法改正では、計画策定の義務づけが廃止されておりますが、過

疎債を起債するためには、これまでと同様に過疎計画での位置づけが必要となって

おりますので、今後も過疎債を活用した事業を推進するために、ご提案するもので

す。 

また、計画の策定に当たりましては、現在、熊本県が策定中の過疎地域自立促進

方針に基づき、産業振興など、所定の項目により計画を構成しております。今回、

この内容であらかじめ県との協議が終了しましたので、法第６条の規定により、議

会の議決を経るため、提案するものです。ご審議のほど、よろしくお願いいたしま

す。 

○議長（横手啓介君） 

   池田副市長。 

［副市長 池田永実君 登壇］ 

○副市長（池田永実君） 

   議案第84号 人権擁護委員の推薦につき、意見を求めることについて、ご説明申

し上げます。 

次の者を人権擁護委員の候補者に推薦したいので、人権擁護委員法第６条第３項

の規定に基づきまして、議会のご意見を求めるものです。住所、山鹿市下吉田793

番地９、氏名、松江和子、昭和15年３月25日生まれです。 

提案理由としまして、同委員の任期満了に伴い、再度、推薦するものです。 

次のページに略歴を記載しております。ご参照の上、ご同意を賜りますようお願

いを申し上げます。 

○議長（横手啓介君） 

   本多総務部次長。 
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［総務部次長 本多隆文君 登壇］ 

○総務部次長（本多隆文君） 

   認定第１号 平成21年度山鹿市一般会計歳入歳出決算の認定について、ご説明申

し上げます。 

   ７ページをお開きください。 

下段の歳入合計欄において、ご説明をいたします。合計欄が二段書きになってお

りますが、上段が前年度からの繰越事業に係るもの、下段が現年度決算額でありま

す。合算してご説明します。 

予算現額327億5447万6200円、調定額316億5369万2819円に対しまして、収入済額

は308億2527万3298円となっております。不納欠損額7163万8714円、収入未済額は

７億5678万807円であります。 

11ページをお開きください。 

歳出につきまして、歳出合計欄においてご説明いたします。 

予算現額327億5447万6200円に対しまして、支出済額293億7426万2995円、翌年度

繰越額13億4705万6000円、不用額が20億3315万7205円です。執行率93.5％となって

おります。 

12ページをお開きください。 

歳入歳出差引残額は、14億5101万303円であります。 

69ページをお開きください。 

実質収支に関する調書であります。歳入歳出差引額14億5101万円のうち、翌年度

へ繰り越すべき財源は１億5489万円であり、結果、実質収支額は12億9612万円であ

ります。この実質収支額のうち、地方自治法第233条の２及び地方財政法第７条並

びに山鹿市財政調整基金条例第２条第２項の規定に基づき、３億円を財政調整基金

へ編入いたしております。 

13ページ以降に、歳入歳出決算事項別明細書、70ページ以降に財産に関する調書

を添付いたしておりますので、よろしくご審議の上、ご認定いただきますようお願

い申し上げます。 

また、決算に係る付属資料としまして、主要施策の成果に関する説明書及び財政

状況に関する資料を作成いたしておりますので、あわせてご参照いただきたいと存

じます。以上、説明を終わります。 

○議長（横手啓介君） 

   有働市民福祉部次長。 

［市民福祉部次長 有働 博君 登壇］ 

○市民福祉部次長（有働 博君） 
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   認定第２号 平成21年度山鹿市国民健康保険事業特別会計歳入歳出決算の認定に

ついて、ご説明申し上げます。 

４ページをお願いいたします、一番下の欄の歳入合計によりご説明申し上げます。 

予算現額73億9149万9000円、調定額80億7267万8018円に対しまして、収入済額74

億9495万7864円、不納欠損額8620万2046円、収入未済額４億9151万8108円です。 

７ページをお願いいたします。 

歳出につきまして、合計欄によりご説明申し上げます。 

予算現額73億9149万9000円に対しまして、支出済額70億8443万4762円、不用額３

億706万4238円です。 

次に８ページをお願いいたします。 

歳入歳出差引残額は、４億1052万3102円です。 

21ページをお願いいたします。 

実質収支に関する調書であります。歳入歳出差引額及び実質収支額は、４億1052

万3000円です。このうち、地方自治法第233条の２の規定により２億1000万円は国

民健康保険事業特別会計財政調整基金へ編入いたしております。 

なお、９ページ以降に歳入歳出決算事項別明細書、また財産に関する調書を添付

いたしております。 

続きまして、認定第３号 平成21年度山鹿市老人保健事業特別会計歳入歳出決算

の認定について、ご説明申し上げます。 

３ページをお願いいたします。 

歳入合計欄によりご説明いたします。予算現額6934万1000円、調定額6016万3791

円に対しまして、収入済額6016万3791円です。 

４ページをお願いいたします。 

歳出合計欄によりご説明いたします。予算現額6934万1000円に対しまして、支出

済額5829万2725円、不用額1104万8275円です。 

次に５ページをお願いいたします。 

歳入歳出差引残額は187万1066円です。 

なお、６ページ以降に事項別明細書、実質収支に関する調書を添付いたしており

ます。 

続きまして、認定第４号 平成21年度山鹿市後期高齢者医療特別会計歳入歳出決

算の認定について、ご説明申し上げます。 

３ページをお願いいたします。 

歳入合計欄によりご説明いたします。予算現額６億5973万3000円、調定額６億

1376万8328円に対しまして、収入済額６億1225万8028円、収入未済額151万300円で
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す。 

４ページをお願いいたします。 

歳出合計欄によりご説明いたします。予算現額６億5973万3000円に対しまして、

支出済額６億1032万3959円、不用額4940万9041円です。 

次に５ページになります。 

歳入歳出差引残額は193万4069円です。 

なお、６ページ以降に事項別明細書、実質収支に関する調書を添付いたしており

ますので、よろしくご審議の上、ご認定いただきますようお願い申し上げまして、

説明を終わります。 

○議長（横手啓介君） 

   古荘環境部長。 

［環境部長 古荘秀幸君 登壇］ 

○環境部長（古荘秀幸君） 

認定第５号 平成21年度山鹿市農業集落排水事業特別会計歳入歳出決算の認定に

ついて、ご説明申し上げます。 

４ページをお願いいたします。 

歳入につきまして、合計欄においてご説明いたします。予算現額13億6951万7000

円、調定額13億3962万7168円に対しまして、収入済額は13億709万9598円となって

おります。収入未済額は3252万7570円であります。 

５ページになりますが、歳出につきましても、合計欄によりご説明いたします。

予算現額13億6951万7000円、支出済額13億709万9598円、不用額6241万7402円であ

ります。 

６ページをお願いいたします。 

歳入歳出差引残額はゼロ円です。 

なお、７ページ以降に歳入歳出決算事項別明細書、実質収支に関する調書、財産

に関する調書を添付いたしております。ご参照の上、認定いただきますようお願い

申し上げまして、説明を終わります。 

○議長（横手啓介君） 

   富田市民福祉部長。 

［市民福祉部長 富田辰郎君 登壇］ 

○市民福祉部長（富田辰郎君） 

認定第６号 平成21年度山鹿市介護保険事業特別会計歳入歳出決算の認定につい

て、ご説明申し上げます。 

４ページをお願いします。 
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歳入につきまして、歳入合計欄によりご説明いたします。予算現額52億4078万

1000円、調定額52億3544万7573円に対しまして、収入済額は51億8742万5488円とな

っております。収入未済額は4802万2085円です。 

６ページをお願いいたします。 

歳出合計欄によりご説明いたします。予算現額52億4078万1000円に対しまして、

支出済額50億7513万2481円、翌年度繰越額5250万円、不用額は１億1314万8519円で

す。 

次に７ページをお願いいたします。 

歳入歳出差引残額は１億1229万3007円です。 

19ページをお願いいたします。 

実質収支に関する調書です。実質収支額は１億1229万3000円です。このうち4000

万円を地方自治法第233条２及び山鹿市介護給付費準備基金条例第２条第２項の規

定に基づき、介護給付費準備基金へ編入いたしております。 

８ページ以降に事項別明細書、20ページに財産に関する調書を添付いたしており

ます。 

続きまして、認定第７号 平成21年度山鹿市・植木町介護認定審査事業特別会計

歳入歳出決算の認定について、ご説明申し上げます。 

３ページをお願いいたします。 

歳入合計欄によりご説明いたします。予算現額3868万8000円に対しまして、調定

額3480万3305円、収入済額も同額です。 

４ページをお願いいたします。 

歳出合計欄によりご説明いたします。予算現額3868万8000円に対しまして、支出

済額3480万3305円、不用額388万4695円です。 

５ページをお願いいたします。 

歳入歳出差引残額はゼロ円です。 

６ページ以降に事項別明細書、実質収支に関する調書を添付いたしております。 

よろしくご審議の上、ご認定いただきますようお願い申し上げまして、説明を終

わります。 

○議長（横手啓介君） 

   富安水道局長。 

［水道局長 富安 豪君 登壇］ 

○水道局長（富安 豪君） 

認定第８号 平成21年度山鹿市簡易水道事業特別会計歳入歳出決算の認定につい

て、ご説明いたします。 
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３ページをお願いいたします。 

歳入合計欄においてご説明いたします。予算現額３億6298万6000円、調定額３億

4666万1636円に対しまして、収入済額は３億4601万6036円となっております。不納

欠損額は710円、収入未済額は64万4890円であります。 

４ページをお願いいたします。 

歳出につきましても合計欄によりご説明いたします。予算現額３億6298万6000円

に対しまして、支出済額３億4601万6036円、不用額は1696万9964円であります。 

５ページをお願いいたします。 

歳入歳出差引残額はゼロ円であります。 

なお、６ページ以降に歳入歳出決算事項別明細書、実質収支に関する調書、財産

に関する調書を添付いたしております。ご参照の上、認定いただきますようお願い

いたしまして、説明を終わります。 

○議長（横手啓介君） 

   冨田農林部次長。 

［農林部次長 冨田弘海君 登壇］ 

○農林部次長（冨田弘海君） 

認定第９号から第12号まで、財産区特別会計決算の認定について、ご説明申し上

げます。 

まず、認定第９号 平成21年度六郷財産区特別会計歳入歳出決算の認定について、

ご説明いたします。 

３ページをお願いいたします。 

歳入合計についてご説明いたします。予算現額125万5000円、調定額87万4020円

に対しまして、収入済額は同額であります。 

４ページをお願いいたします。 

歳出合計についてご説明いたします。予算現額125万5000円に対しまして、支出

済額が40万3745円であります。 

５ページの歳入歳出差引残額は47万275円となっております。 

なお、６ページ以降に歳入歳出決算事項別明細書、実質収支に関する調書、財産

に関する調書を添付しております。 

次に、認定第10号 平成21年度城北財産区特別会計歳入歳出決算の認定について、

ご説明いたします。 

３ページをお願いいたします。 

歳入合計についてご説明いたします。予算現額945万円、調定額798万6968円に対

しまして、収入済額は同額であります。 
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４ページをお願いいたします。 

歳出合計についてご説明いたします。予算現額945万円に対しまして、支出済額

は575万7477円であります。 

５ページの歳入歳出差引残額は222万9491円となっております。 

６ページ以降に歳入歳出決算事項別明細書、実質収支に関する調書、財産に関す

る調書を添付しております。 

次に、認定第11号 平成21年度稲田財産区特別会計歳入歳出決算の認定について、

ご説明いたします。 

３ページをお願いいたします。 

歳入合計についてご説明いたします。予算現額293万4000円、調定額204万7385円

に対しまして、収入済額は同額であります。 

４ページをお願いいたします。 

歳出合計についてご説明いたします。予算現額293万4000円に対しまして、支出

済額は169万1136円であります。 

５ページの歳入歳出差引残額は35万6249円となっております。 

６ページ以降に歳入歳出決算事項別明細書、実質収支に関する調書、財産に関す

る調書を添付しております。 

最後に、認定第12号 平成21年度稲田六郷財産区特別会計歳入歳出決算の認定に

ついて、ご説明いたします。 

３ページをお願いいたします。 

歳入合計についてご説明いたします。予算現額102万5000円、調定額66万7121円

に対しまして、収入済額は同額であります。 

４ページをお願いいたします。 

歳出合計についてご説明いたします。予算現額102万5000円に対しまして、支出

済額は28万6038円であります。 

５ページの歳入歳出差引残額は38万1083円となっております。 

なお、６ページ以降に歳入歳出決算事項別明細書、実質収支に関する調書、財産

に関する調書を添付しております。 

以上、ご参照の上、認定いただきますようお願い申し上げまして、説明を終わり

ます。 

○議長（横手啓介君） 

   富安水道局長。 

［水道局長 富安 豪君 登壇］ 

○水道局長（富安 豪君） 
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認定第13号 平成21年度山鹿市水道事業会計決算の認定について、ご説明いたし

ます。 

２ページをお願いいたします。 

収益的収入及び支出の収入よりご説明いたします。第１款 水道事業収益、予算

額４億5403万4000円に対しまして、決算額は４億5394万4029円となりました。 

次に、支出についてご説明いたします。第１款 水道事業費、予算額４億4670万

8000円に対しまして、決算額は４億1937万3186円となりました。 

３ページをお願いいたします。 

資本的収入及び支出の収入よりご説明いたします。第１款 資本的収入、予算額

３億3347万4000円に対しまして、決算額は２億4088万8696円となりました。 

次に、支出についてご説明いたします。第１款 資本的支出、予算額５億8297万

5000円に対しまして、決算額は４億2193万4306円で、翌年度繰越額は9400万円とな

りました。 

７ページをお願いいたします。 

平成21年度水道事業会計剰余金処分計算書（案）ですが、未処分利益剰余金１億

1233万5386円を生じましたので、減債積立金に500万円、建設改良積立金に5000万

円を積み立て、翌年度繰越利益剰余金を5733万5386円で処分いたします。 

以上、概略ご説明いたしましたが、４ページ以降に損益計算書、剰余金計算書、

貸借対照表、その他関係書類を添付いたしておりますので、ご参照の上、認定いた

だきますようお願いいたします。以上、説明を終わります。 

○議長（横手啓介君） 

   荒木病院事務部長。 

［病院事務部長 荒木 隆君 登壇］ 

○病院事務部長（荒木 隆君） 

認定第14号 平成21年度山鹿市病院事業会計決算の認定について、ご説明申し上

げます。 

１ページをお開き願います。 

収益的収入及び支出について、収入よりご説明いたします。第１款 病院事業収

益は予算額合計23億9176万4000円に対しまして、決算額は24億1602万5257円であり

ます。 

次に、支出についてご説明いたします。第１款 病院事業費用は、予算額合計27

億5836万9000円に対しまして、決算額は26億6791万4664円であります。 

２ページをお開き願います。 

資本的収入及び支出について、収入よりご説明いたします。第１款 資本的収入
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は、予算額合計31億4496万3000円に対しまして、決算額は30億966万3000円であり

ます。 

次に、支出についてご説明いたします。第１款 資本的支出は予算額合計41億

9025万7000円に対しまして、決算額は32億8799万4049円であります。 

６ページをお開き願います。 

平成21年度山鹿市病院事業欠損金処理計算書です。これは、21年度純損失２億

5421万8037円と、前年度繰越欠損金11億69万3801円を合わせて、当年度未処理欠損

金13億5491万1831円として、同額を翌年度繰越欠損金としたところです。 

以上、ご説明しましたとおり、21年度も残念ながら純損失が約２億5400万円とい

う赤字を計上する結果となり、また、資金不足比率も15.9％という極めて厳しい財

政状況と経営状況であると認識しているところです。引き続き、全職員が一丸とな

りまして医療の質の向上を図り、収益の確保と費用の削減に努めていく所存です。 

以上、概略ご説明いたしましたが、３ページ以降に損益計算書、剰余金計算書、

貸借対照表、その他関係書類を添付いたしておりますので、ご参照の上、ご認定い

ただきますようお願い申し上げまして、説明を終わります。  

○議長（横手啓介君） 

   古荘環境部長。 

［環境部長 古荘秀幸君 登壇］ 

○環境部長（古荘秀幸君） 

認定第15号 平成21年度山鹿市下水道事業会計決算の認定について、ご説明申し

上げます。 

２ページをお願いいたします。 

収益的収入及び支出について、収入よりご説明いたします。第１款 下水道事業

収益、予算額９億2835万3000円に対しまして、決算額は９億1448万1915円となりま

した。 

次に、支出についてご説明いたします。第１款 下水道事業費用、予算額８億

1568万9000円に対しまして、決算額は７億6211万9270円となりました。 

３ページをお願いいたします。 

資本的収入及び支出について、収入よりご説明いたします。第１款 資本的収入、

予算額４億8364万5000円に対しまして、決算額は４億7511万2415円となりました。 

次に、支出についてご説明いたします。第１款 資本的支出、予算額９億4615万

1000円に対しまして、決算額は９億3249万3706円であります。 

なお、資本的収入が資本的支出に不足する額４億5738万1291円につきましては、

当年度分損益勘定留保資金、当年度分消費税資本的収支調整額及び過年度利益剰余
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金処分額で補填いたしました。 

７ページをお願いいたします。 

平成21年度山鹿市下水道事業会計剰余金処分計算書（案）ですが、未処分利益剰

余金５億9803万4399円を生じましたので、減債積立金に２億円を積み立て、翌年度

繰越利益剰余金を３億9803万4399円で処分いたします。 

以上、概略ご説明いたしましたが、４ページ以降に損益計算書、剰余金計算書、

貸借対照表、その他関係書類を添付いたしておりますので、ご参照の上、認定いた

だきますようお願い申し上げまして、説明を終わります。 

○議長（横手啓介君） 

   本多総務部次長。 

［総務部次長 本多隆文君 登壇］ 

○総務部次長（本多隆文君） 

   報告第10号 平成21年度決算に基づく財政の健全化判断比率及び公営企業の資金

不足比率の報告についてご説明申し上げます。 

このたびの健全化判断比率及び公営企業の資金不足比率につきましては、平成21

年４月１日から施行されております地方公共団体の財政の健全化に関する法律第３

条第１項及び第22条第１項の規定に基づき、ご報告申し上げるものです。 

１ 健全化判断比率の中の実質赤字比率につきましては、一般会計におきまして

赤字が生じておりませんので、マイナス表示となっております。続きまして、連結

実質赤字比率ですが、当指標につきましては、病院事業会計において資金不足が生

じておりますが、全会計を合わせますと赤字が生じておりませんのでマイナス表示

となっております。次に実質公債費比率につきましては、12.7％となっております。

次の将来負担比率、この指標の定義は一般会計等の地方債の残高や、将来支払って

いく可能性のある経費、退職金、債務負担行為のうち、公債費に準ずるもの等、言

うなれば現時点での債務残高の程度を数値化したものであり、将来の財政運営に及

ぼす負担の度合いを示すものであります。対象範囲は、一般会計、特別会計等、一

部事務組合はもとより地方公社並びに第三セクターまで及ぶものであります。その

算定結果は66.5％となっております。 

続きまして、２ 資金不足比率。この指標の定義は、公営企業の資金繰りなど、

経営状況の深刻度を示すものでありますが、当指標にありましては、病院事業会計

において資金不足が生じております。結果、資金不足比率が15.9％となっておりま

す。以上、ご報告申し上げます。 

○議長（横手啓介君） 

   富田市民福祉部長。 
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［市民福祉部長 富田辰郎君 登壇］ 

○市民福祉部長（富田辰郎君） 

報告第11号 専決処分の報告について、ご説明申し上げます。 

地方自治法第180条第１項の規定に基づき、公用車での事故による損害賠償に係

る額の決定及び和解について、専決処分をいたしましたので、ご報告申し上げます。 

２ページをお願いいたします。 

事故発生日時は平成22年５月６日、午後３時15分ごろです。相手方の住所、氏名

は記載のとおりです。事故の概要は、国道３号の日輪寺前交差点において、赤信号

により停止した公用車のブレーキ操作が不十分であったため、停止していた相手方

車両に接触し、損傷させたものです。損害賠償額は９万5870円です。和解事項とい

たしまして、山鹿市は損害を賠償し、今後、いかなる事情が発生しても双方とも異

議の申し立てをしないものとするものです。以上、ご報告申し上げます。 

○議長（横手啓介君） 

   本多総務部次長。 

［総務部次長 本多隆文君 登壇］ 

○総務部次長（本多隆文君） 

   報告第12号 専決処分の報告について、ご説明申し上げます。 

地方自治法第180条第１項の規定に基づき、物損事故に係る損害賠償の額の決定

及び和解について専決処分をいたしましたので、ご報告申し上げます。 

２ページをお願いいたします。 

事故発生日時は、平成22年６月23日、午後３時30分ごろです。相手方の住所、氏

名は記載のとおりです。事故の概要は、職員が菊鹿総合支所の敷地内において、除

草作業を行っていた際、刈り払い機の回転歯が石に当たり、その石が駐車していた

相手方車両に接触し、損傷させたものです。損害賠償の額は４万4075円です。和解

事項といたしまして、山鹿市は損害を賠償し、今後いかなる事情が発生しても、双

方とも異議の申し立てをしないものとするものです。以上、ご報告申し上げます。 

続きまして、報告第13号 財団法人山鹿市地域振興公社の経営状況の報告につき

まして、地方自治法第243条の３第２項の規定に基づき、ご報告申し上げます。 

４ページをお願いいたします。 

21年度の事業報告です。２の事業内容ですが、（１）自主事業としまして、文化、

福祉、スポーツ関係などのさまざまな地域振興事業を行っております。また、５ペ

ージの（２）受託事業ですが、当振興公社の主な事業を占めております勤労青少年

ホームなど、市の五つの施設を指定管理者として指定を受け、その管理業務を行っ

ております。また、三つの業務を受託し、運営に当たっております。 
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次に、７ページから９ページまでは、その施設の入場者数や使用料収入などの実

績です。 

次に、10ページから13ページにかけては公益法人の会計であります収支計算書を

掲載しております。各事業項目の決算内訳につきましては、ご一読願いたいと存じ

ますが、収入につきまして、11ページをお願いいたします。当期収入合計の決算額

が１億1934万1788円、前期からの繰越収支差額6954万8348円を加えまして、収入合

計が１億8889万136円です。 

支出につきまして、13ページをお願いします。当期支出合計の決算額は１億2473

万4368円です。当期の収支ですが、当期収入合計から当期支出合計を差し引いた当

期収支差額は539万2580円のマイナスとなりましたが、受託事業の管理経費等の削

減や、予備費の支出がなかったことで、当初見込みよりマイナス額を抑えることが

できました。なお、次期への繰越収支差額は11ページの収入合計から当期支出合計

を差し引きまして、6415万5768円となりました。 

次に、14ページの正味財産増減計算書をお願いいたします。下から６行目、当年

度の一般正味財産期末残高は、6634万8768円となり、市が出資しました基本財産で

ある指定正味財産の3000万円を加えた正味財産期末残高は、9634万8768円となりま

した。15ページは、前年度と当年度の貸借対照表、16ページには財産の内訳であり

ます財産目録を掲載しておりますので、ご参照をお願いします。17ページ以降に22

年度の事業計画、収支予算書を掲載しております。財団法人山鹿市地域振興公社の

経営状況につきましては、市の施設の管理運営を主としており、指定管理施設の減

少や20年12月に施行された新公益法人制度への移行など、厳しい環境が予想されま

す。したがいまして、行政としましても公社の経営基盤の強化と経営改善の取り組

みにつきまして、今後とも指導、支援していきたいと考えております。 

以上をもちまして、報告を終わります。 

○議長（横手啓介君） 

   潮﨑農林部長。 

［農林部長 潮﨑昭二君 登壇］ 

○農林部長（潮﨑昭二君） 

報告第14号及び第15号の２件について、ご報告申し上げます。 

市が２分の１以上を出資しております株式会社小栗郷、株式会社鹿本町振興公社

の経営状況につきまして、地方自治法の規定に基づき、ご報告するものです。 

なお、幸の国木材工業株式会社及び株式会社菊鹿フラワーバンクにつきましては、

決算時期の関係から、12月議会でご報告申し上げます。 

まず、報告第14号 株式会社小栗郷の経営状況の報告についてです。 
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４ページをお願いいたします。下段の（１）小栗郷総額に記載してありますよう

に、平成21年度の売上額は経済情勢の悪化による消費低迷のあおりを受け、総額で

６億5600万円と対前年比11％の減となっております。７ページの損益計算書をお願

いいたします。当期純利益は、最下段に掲載しておりますとおり、経費の節減によ

る経営改善に努めながら、145万3971円が確保されております。９ページは、株主

資本等変動計算書です。利益剰余金が記載されておりますが、当期末残高は、3955

万3853円となっております。また、中期に記載のとおり、このうち97万円を株主配

当金としております。10ページから12ページまでは平成22年度事業計画などを掲載

しておりますので、ご参照いただきますようお願いいたします。 

続きまして、報告第15号 株式会社鹿本町振興公社の経営状況の報告についてで

す。 

４ページをお願いいたします。 

平成21年度事業報告です。概要につきましては、記載のとおりですが、売上につ

きましては、５ページに部門ごとの実績を掲載しております。来客数の減少と経済

不況の影響を受け、全体で６億9800万円余と、対前年比で約５％減少しております。

７ページの損益計算書をお願いいたします。昨年の赤字決算を受け、入札による仕

入れ業者の選定や、人件費カットなどに努め、最終的に当期純利益は149万3518円

と黒字決算になりました。８ページは株主資本等変動計算書ですが、当期純利益を

差し引いた当期末の繰越利益剰余金は、昨年の赤字繰越金の影響でマイナス1704万

520円となっております。９ページから10ページまでは、平成22年度事業計画など

を掲載いたしておりますので、ご参照いただきますようお願いいたします。 

今後、これら法人を取り巻く経営環境は、長引く経済情勢の悪化や、出荷者の高

齢化による農産物等の出荷量の減少など、非常に厳しい状況にあります。市といた

しましては、それぞれの施設の特徴を生かし、安心安全な商品の提供や、各種イベ

ントの開催などにより、集客力を向上させ、地域経済の活性化にさらに貢献できる

よう、各法人に対しての経営革新改善を要請するとともに、創意工夫をこらした特

色ある取り組みを促してまいりたいと考えております。以上、ご報告を終わります。 

―――――――――――――― ○ ―――――――――――――― 

 散 会 

○議長（横手啓介君） 

   以上で、本日の会議は全部終了いたしました。 

   本日は、これにて散会いたします。 

午前11時21分 散会 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

９月７日(火曜日) 
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平成22年（第４回）山鹿市議会９月定例会会議録 

 

議 事 日 程（第２号） 

 

平成22年９月７日（火曜日）午前10時開議 

第１ 質疑・一般質問 

―――――――――――――― ○ ―――――――――――――― 

発言通告 

１．森川 昭彦  

一般質問 

 （１）合併特例債の使途について 

   ① 庁舎 

   ② アクセス道路 

   ③ 学校再編整備事業 

２．原  徹 

 一般質問 

 （１）教育条件の改善について 

 （２）地域経済の活性化対策について 

 （３）エコアクション21認証・登録制度について 

３．丸山 寛治 

 一般質問 

 （１）菊鹿中学校の寄宿舎の今後の対応について 

（２）福岡ターゲット構想の現在までの成果と今後の計画について 

４．森  久雄 

 質 疑 

（１）議案第83号 山鹿市過疎地域自立促進計画について 

一般質問 

 （１）新山鹿市史の編さんについて 

（旧山鹿市史、鹿北・菊鹿・鹿本・鹿央町史をまとめたものを編さんする） 

 （２）旧市町史に参考資料とされた書物を可能な限り図書館蔵書としての購入整備に

ついて 

５．高野 誠二 

 一般質問 

 （１）山鹿市のごみ問題への対応について 

   ① 今迄の経緯（合併協議会からの経緯を詳しく） 
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   ② バイオマスの能力等について 

   ③ ごみ焼却を民間委託した場合の費用 

   ④ 分別品目を増す事への住民の反応 

   ⑤ モデル地区の選定はどのように行ったのか 

   ⑥ 今後の対応（クリーンセンターも視野に入れてよいのか） 

６．稲葉  昇 

 一般質問 

 （１）山鹿市における火災発生状況について 

 （２）山鹿灯籠まつりについて 

（３）新庁舎建設について 

―――――――――――――― ○ ―――――――――――――― 

本日の会議に付した事件 

議事日程のとおり 

―――――――――――――― ○ ―――――――――――――― 

出席議員（30名） 

１番  永 田   健 君   

２番  稲 葉   昇 君   

３番  藤 本 芳 雄 君   

４番  福 本 義 文 君   

５番  冨 丸 洋一郎 君   

６番  藤 本 峰 秀 君   

７番  北 原 昭 三 君   

８番  芹 川 正 美 君   

９番  藤 原   豊 君   

10番  立 山 秀 木 君   

11番  立 山   隆 君   

12番  原     徹 君   

13番  平 井 邦 廣 君   

14番  吉 本 政 幸 君   

15番  池 田 誠 一 君   

16番  堀   茂 幸 君   

17番  永 田 紘 二 君   

18番  森 川 昭 彦 君   

19番  川 野   功 君   

20番  古 荘 克 郎 君   
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21番  森   芳 顕 君   

22番  家 入 憲 隆 君   

23番  横 手 啓 介 君   

24番  高 野 誠 二 君   

25番  藤 原   弘 君   

26番  森   久 雄 君   

27番  太田黒 鐵 郎 君   

28番  丸 山 寛 治 君   

29番  寺 崎 勇 児 君   

30番  丸 山 康 昭 君   

―――――――――――――― ○ ―――――――――――――― 

説明のため出席した者 

市      長     中 嶋 憲 正 君   

副 市 長     池 田 永 実 君   

教 育 長     杉 本 作 德 君   

市 民 福 祉 部 長     富 田 辰 郎 君   

農 林 部 長     潮 﨑 昭 二 君   

商 工 観 光 部 長     三 森 兄 臣 君   

建 設 部 長     緒 方 淳 一 君   

環 境 部 長     古 荘 秀 幸 君   

病 院 事 務 部 長     荒 木   隆 君   

教 育 部 長     倉 原 謙 治 君   

教育部首席審議員     佐 藤   智 君   

総 務 部 次 長     本 多 隆 文 君   

市民福祉部次長     有 働   博 君   

農 林 部 次 長     冨 田 弘 海 君   

病院事務部事務次長     田 上 信 博 君   

会 計 管 理 者     北 井 孝 範 君   

企 画 課 長     大 林 秀 樹 君   

財 政 課 長     木 下   実 君   

人 権 啓 発 課 長     前 田 泰 秀 君   

農 林 企 画 課 長     戸 次 由 夫 君   

商 工 課 長     大 森 健 司 君   

観 光 課 長     早 田 順 二 君   
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建 設 課 長     宮 崎 錦 也 君   

環 境 課 長     冨 田 龍 也 君   

―――――――――――――― ○ ―――――――――――――― 

 

事務局職員出席者 

議 会 事 務 局 長     幸 村 英 星 君   

議 会 総 務 係 長     渡 邊 義 明 君   

議 事 係 長     中 村 武 志 君   

書 記     森   英 州 君   

―――――――――――――― ○ ―――――――――――――― 
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午前10時00分 開議 

―――――――――――――― ○ ―――――――――――――― 

○議長（横手啓介君） 

   これより本日の会議を開きます。 

―――――――――――――― ○ ―――――――――――――― 

 日程第１ 質疑・一般質問 

○議長（横手啓介君）   

  日程第１ 質疑・一般質問を行います。 

 発言の通告があっておりますので、順次発言を許します。森川昭彦議員。 

［18番 森川昭彦君 登壇］ 

○18番（森川昭彦君）   

  議席番号18番、森川であります。 

発言通告に従いまして、一般質問をいたします。 

合併特例債の発行とその使途についてを質問いたします。合併特例債の発行につ

いては、平成19年、そして平成21年、それぞれの定例会におきまして、19年には当

時の西田部長、21年には現部長の藏原部長、それぞれ答弁をいただきました。大枠

において発行額が165億円、その内訳として、庁舎が40億円、合併支援アクセス道

路の整備が25億円、学校再編整備事業に100億円という答弁をいただきましたが、

このことについての変更はございませんか。また、変更がないということを前提と

いたしまして、３点質問をいたします。 

まず１点目。庁舎の整備事業については、用地買収の契約が完了して、今議会に

基本設計委託料を計上してあります。用地買収までの経緯、そして審議会、庁内論

議、市民のニーズ、例えば市民ホールをつくるのであるとか公民館、また図書室を

整備するとか、いろいろと市民のご希望もあるものと思いますが、今考えておられ

る庁舎の形態をわかる範囲でお知らせをいただきたいと思います。 

２点目。アクセス道路、合併支援道路の整備については、21年の議会におきまし

て当時の建設部長から、主要事業はほぼ完了したという答弁がありました。改めて、

合併特例債発行での整備路線名、そして今後、庁舎建設等で必要となってくる、そ

の予想される事業についてお尋ねをいたします。 

３点目。学校の再編整備事業について、お尋ねをいたします。まず、特例債の発

行期限内、平成27年３月でありますが、幾つの学校を整備される予定ですか。また、

本年度当初予算で設計の予算計上がなされております。現在、山鹿・川辺の統合小

学校、鹿北三つを統合した鹿北の小学校については、設計段階にあるものと思いま

す。その過程においては、学校現場や整備検討委員会、そして保護者等の意見を十
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分に聞いて、整備後に現場をあずかる教育職員、また市民からも理解が得られる施

設としなければなりませんが、その努力をしておられますか。合併特例債の期限内

で予定をしておられるすべての小学校の再編整備をするというのは困難であると思

います。耳にします山鹿小学校整備計画のグレードの高さ、そのことを考えますと、

将来、必然的に学校間の施設の格差というものが生じてくるのだと思いますが、い

かがお考えでしょうか。山鹿小学校、鹿北小学校について、それぞれ幾らぐらいの

予算規模を考えておられるのか。あわせまして学校・校舎の形態。それから、今か

ら完成までの事業予定をお尋ねいたしまして、１回目の質問を終わります。 

○議長（横手啓介君）   

  これより、執行部の答弁を求めます。 

本多総務部次長。 

［総務部次長 本多隆文君 登壇］ 

○総務部次長（本多隆文君）   

森川議員の１回目のご質問についてお答えをいたします。 

ご質問の１点目、合併特例債の発行予定額については、山鹿市中期財政ビジョン

における財政計画上、変更はありません。 

ご質問の２点目、新庁舎整備に係る用地取得の経緯、そして庁舎機能を含めた施

設の形態について、ご説明申し上げます。新庁舎の整備に関しましては、本年、３

月定例会におきまして新庁舎の建設予定地であります鹿本農業協同組合所有の用地

取得に係る予算の議決をいただいた後、４月に入りましてから譲渡の申し入れを行

ったところです。その後、約４カ月を費やし、具体的な譲渡に向けての交渉を重ね

てまいりました。また、鹿本農業協同組合におかれましても６月末の第21回通常総

代会においてご承認をいただきまして、去る８月17日の仮契約締結の運びとなった

ところです。 

次に、庁舎機能を含めたその形態については、ご承知のとおり、平成21年３月に

策定いたしております山鹿市新庁舎建設基本構想に基づき整備を行うものでありま

す。当該基本構想の策定におきましても、策定委員そして市民の皆様から寄せられ

ておりますご意見にも市民交流施設、あるいは市民ホールの設置などのご要望をい

ただいておりますので、今後の基本設計の中で再度、市民の皆様の意見集約に努め、

十分検討してまいりたいと考えております。以上、ご答弁申し上げます。 

○議長（横手啓介君）   

  緒方建設部長。 

［建設部長 緒方淳一君 登壇］ 

○建設部長（緒方淳一君）   
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森川議員の一般質問の２点目、合併特例債を活用したアクセス道路について、お

答えします。 

アクセス道路については、合併後の均衡ある発展を図るため、合併特例債を活用

した合併支援道路整備事業として十三部御宇田線、吹上稲田線、福原長坂線の３路

線について整備をしている市道です。３路線の総事業費は、13億8600万円を予定し

ております。財源内訳は、合併特例債が12億4590万円、地域活性化経済危機対策臨

時交付金が5000万円、一般財源が9010万円の予定です。平成21年度末の整備状況に

ついては、十三部御宇田線の延長1100メートルと吹上稲田線の延長2200メートルは

ほぼ完了しております。福原長坂線については、計画延長1504メートルのうち改良

済延長が920メートルで、整備率61％です。現在、工事を進めており、本年度中に

整備を終えたいと考えております。なお、今後、整備が予想される路線については、

新庁舎建設の整備計画とあわせて、交通動向を調査・検討し、市民の安全で安心な

暮らしや活力ある市の発展に資する道路整備をしたいと考えております。 

以上、お答えします。 

○議長（横手啓介君）   

  倉原教育部長。 

［教育部長 倉原謙治君 登壇］ 

○教育部長（倉原謙治君）   

森川議員の一般質問の３点目、学校再編整備事業について、お答え申し上げます。 

まず、合併特例債発行期限内の整備計画についてですが、学校規模適正化基本計

画の中で示していますように、既に整備事業に着手しております川辺小と山鹿小の

統合再編、鹿北地区３小の統合再編に加え、現在、合意形成に向けて関係者説明会

等に取り組んでおります菊鹿地区３小の統合再編、鹿央地区３小と米田小の統合再

編について、ぜひとも期限内の事業完了を目指してまいりたいと考えております。

また、鹿本地区３小の統合再編についても、少なくとも期限内に事業に着手してま

いりたいと考えております。 

続きまして、再編整備を進めるに当たっての学校現場、統合準備委員会、保護者

等の皆様からの意見収集の努力についてですが、現在、整備事業に着手しておりま

す川辺小と山鹿小の統合校、鹿北地区３小の統合校、２校の設計を進めるに当たっ

ては、統合校をみんなで考えるため、児童、保護者、地域、現場の先生方を対象と

したワークショップを数回ずつ開催し、ご意見をできるだけ設計に反映できる取り

組みをいたしております。また、特に現場の先生の活用する側としてのご意見は大

変重要であると考え、学校に出向いたり、お集まりいただく機会を設けたりと、個

別に聞き取り調査を実施し、テーマごとに設計内容を詰めていく段階では、必ず関
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係校の校長先生にご参加いただく関係者会議において、協議をいただいているとこ

ろです。 

統合再編整備を実施していくに当たっては、申すまでもなく現場の先生方、保護

者を初め地域の皆様のご理解とご協力のもと、一体となって取り組む必要があると

考えております。 

続きまして、合併特例債活用期間に整備される統合校と、その後に整備される統

合校の施設格差についてのご質問ですが、今後整備される統合校について施設間に

格差が生じないよう、施設整備の指針となる学校施設整備基本コンセプトを昨年３

月に策定いたしております。現在設計を行っている二つの統合校はもちろん、今後

実施していく統合校の設計におきましても、この指針を基本に現実に即した機能的

な学校を適正な事業規模で計画してまいりたいと考えております。ご指摘の川辺小

と山鹿小の統合校については、基本設計が終了し、現在、実施設計に移っておりま

すが、同規模の他の学校の事業費用と比較しても標準的な範囲での計画と考えてお

ります。 

最後に、川辺小と山鹿小の統合校、鹿北地区３小の統合校の事業予算の規模、教

室等の形態、完成までの事業予定です。事業予算としては、川辺小と山鹿小の統合

校の校舎及び屋内運動場等の建設費用として、約25億円程度、これ以外に現在の校

舎及び屋内運動場等の解体費用等が必要と考えております。鹿北地区３小の統合校

の校舎及びプール等の建設費用として約13億円程度、これ以外に用地等の取得、造

成費用等が必要と考えております。教室等の形ですが、基本コンセプトにあります

「今後のさまざまな教育内容や教育方法などの変化に対応するために、多様な学習

内容や学習形態、情報教育等にも対応可能な高機能かつ多機能な学習環境を整備す

る。また、長年にわたる教育環境の変化に対応することのできる柔軟性のある施設

とする」を基本にしながら、学習効果が上がる空間整備を主眼において、現場の先

生方と一緒に現在、協議をしているところです。 

完成までの事業予定ですが、川辺小と山鹿小の統合校については、本年度設計を

終え、平成23年度に校舎の一部と屋内運動場等の解体、新校舎の一部と新屋内運動

場の建設、平成24年度に残りの校舎の解体と残りの新校舎の建設及び外構工事を実

施し、平成25年４月、統合校の開校を予定しております。 

また、鹿北地区３小の統合校については、本年度設計を終え、平成23年度に校舎

とプールの建設及び外構工事を実施し、平成24年４月、統合校の開校を予定してお

りますが、統合校の建設位置について再度検討しますので、時間を要するものと考

えております。以上、ご答弁いたします。 

○議長（横手啓介君）   
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  森川議員、了解ですか。 

○18番（森川昭彦君）   

  議長。 

○議長（横手啓介君）   

  森川議員。 

［18番 森川昭彦君 登壇］ 

○18番（森川昭彦君）   

２回目の質問をいたします。 

庁舎については、この現庁舎が昭和41年度の落成であると思いますので、新しい

庁舎ができる予定年数を考えますと、50年余りが経過をするということです。この

ことを考えましても、庁舎は半世紀に一度の大事業であります。現在の山鹿市の財

政状況では、早急に新たな文化会館、そして図書館を建設することは、残念ながら

困難であろうと思います。基本設計の中で十分検討されまして、市民ホール、そし

て公民館、図書室の整備等、市民の最低ニーズにはこたえることが必要であると思

います。このことを強く要望をいたしておきます。 

アクセス道路、合併支援道路については、本年度中に整備を終わるということで

ありまして、建設部の努力に敬意を表します。新庁舎の連絡道路についても、新庁

舎の整備とあわせて、安心で安全で使い勝手のよい連絡道路を整備していただきま

すようお願いを申し上げておきます。 

教育部に２回目の質問をいたします。 

６月の定例議会の総務文教委員会におきまして、テレビで放映されました「夢の

扉」について、議員の方からいろいろとお尋ねがありました。私もこのＤＶＤを見

せていただきましたが、まさしくテレビ放映のとおり、夢のような構想でありまし

た。公立高校に革命を起こす、建設で学校を変える、施設が教育力を上げる、寝こ

ろんで本の読める図書室づくり、いじめや登校拒否がなくなるなど、大変結構な話

ばかりです。ただ、出演されておられました大学教授の方は、建設学、特に学校づ

くりではエキスパートであると聞いておりますが、しかしながら一方では、設計会

社の代表取締役であるということがホームページに出ております。そしてまた、山

鹿・川辺統合小学校の予定図という、すばらしいやつがそのホームページの中に出

ております。これは市民が見れば、山鹿小学校はこのような日本一の学校ができる

んだと当然思うのではなかろうかなと思います。教育委員会、現場の校長先生等も

先進校の視察ということで出演されておられました。市長部局と十分協議をされた

上でやられたことかどうか、そこら辺よくわかりませんが、このことで山鹿小学校

が日本一の学校、これは建物だけですが、なるという話がございます。しかしなが
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ら、このことについては一市民としては大変違和感を感じます。このことだけで教

育力が上がる、不登校が減少する、そのような考えなら教育の本質を見間違ってお

られる。そのように思います。現に山鹿市内の中学校におきまして、指導者の熱意

とその教育力で不登校、いじめ等が激変して、そして成績も驚異的に伸びていると

いうモデルとなる学校があります。県下でも注目をされております。校舎も学校と

しての規律、規範をしっかりと守れる形態とするべきであると思いますが、いかが

でしょうか。以上、２回目の質問を終わります。 

○議長（横手啓介君）   

  答弁を求めます。倉原教育部長。 

［教育部長 倉原謙治君 登壇］ 

○教育部長（倉原謙治君）   

森川議員の２回目のご質問にお答え申し上げます。 

議員ご指摘のとおり、教育委員会としましてもどんなにすばらしい学校施設をつ

くったとしても、そのことが直接教育力の向上であったり、いじめや不登校の根絶

になるとは毛頭思っておりません。学校現場で直接指導される先生方の努力と、保

護者を初め地域の方々の協力があってこそ、初めて子どもや学校を取り巻くさまざ

まな問題を解決する方策が生まれると信じております。これから統合校を計画する

に当たっても、そのことを十分認識しながら、現場の先生方や地域の方々の声を聞

き、少しでも日ごろの先生方の労力が軽減でき、地域の方々が足を運びやすいよう

な学校施設の整備に努めてまいりたいと考えております。以上、ご答弁いたします。 

○議長（横手啓介君）   

  森川議員、了解ですか。 

○18番（森川昭彦君）   

議長。 

○議長（横手啓介君）   

森川議員。 

［18番 森川昭彦君 登壇］ 

○18番（森川昭彦君）   

３回目の質問をいたします。３回目は教育長に答弁をお願いしたいと思います。 

学校整備が現場の声が取り入れられずに、業者と、そして所管課だけで進められ

ているという声を聞きます。鹿北３小の統合校についても、建設位置についていろ

いろと議論も上がっております。今後、山鹿・川辺の統合小、鹿北の統合小学校に

ついて、どのような形でどのようなプロセスを踏んでお進めになっていかれるのか、

お尋ねをいたします。来年度からは、山鹿市は数十億円を投資して、山鹿小学校を
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初め、改築や統合校の建設を始めていかれると思いますが、将来にわたる市の財政

状況というものも十分に考えた上で、計画実行をしていただきたい。そのように思

います。 

日本一の校舎づくりは山鹿ではなく、よその地区にお任せをいただいて、山鹿市

は真の教育力のある日本一の教育市を目指していただきたい。そのように思います。

このことが市長がお挙げになっております、「子どもはやまがの宝だ宣言」にも大

きくつながってまいると、そのように思います。 

３回目の質問で、もうこれで終わりでありますから、答弁は要りませんが、提言、

ご要望を申し上げます。 

病院、八千代座の新楽屋、そして今回の山鹿小学校、鹿北の小学校の計画進行を

される上で、その都度、さまざまな議論が出てまいります。もう一度全庁的な意思

の疎通というものをしっかりと考えてやられた方がいいんじゃないでしょうか。そ

して特に、財政当局との連携をしっかりとされて事業の推進に当たっていただきた

いということをお願い申し上げまして、３回目の質問を終わります。 

○議長（横手啓介君）   

  答弁を求めます。杉本教育長。 

［教育長 杉本作德君 登壇］ 

○教育長（杉本作德君）   

森川議員の３回目の一般質問について、お答えいたします。 

繰り返しになりますが、川辺小と山鹿小の統合については、現在、実施設計を行

っております。作業を進めるに当たっては、現場の先生方からの聞き取り調査や、

両校の校長先生を中心とした関係者会議においてご意見をいただいてきたところで

す。今後、実施設計の詰めに入ってまいりますが、これまで以上に両校の先生方や

統合準備委員会の方々等と話をしながら作業を進めてまいりたいと考えております。

また、鹿北の３小の統合についても、統合校の位置の決定に当たって、関係者との

議論が不足しているとのご指摘を真摯に受けとめ、早急に統合校の位置についての

説明会や関係者会議等を開催し、改めて統合校の位置を検討し、決定をしてまいり

たいと考えております。以上、答弁いたします。 

○議長（横手啓介君）   

  以上で、森川議員の一般質問は終了いたしました。 

次の通告順により、原 徹議員の発言を許します。原議員。 

［12番 原  徹君 登壇］ 

○12番（原  徹君）   

12番、日本共産党の原 徹です。 
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一般質問を３問行います。 

１問目は、教育条件の改善について。この質問だけは一問一答方式で行わせてく

ださい。 

今年の夏は、記録的な猛暑が日本列島を包囲しました。気象庁は今年の夏、６月

から８月の平均気温が平年より1.64度高く、統計を開始した1898年以降の113年間

で最も高かったと発表しております。９月になっても厳しい残暑が続いております

が、気象庁は地球温暖化の影響のあらわれだと、このように言っているわけです。

このような猛暑が続く中で、小中学校では２学期がスタートしております。それに

対して、保護者や地域の方が疑問を持っておられる。その点をまず３点質問いたし

ます。 

１点目は、夏休みについてです。地域の方から、なぜ夏休みが短くなったのです

か。こういう質問を受けました。異常気象で酷暑日が続いているのに、小中学校は

８月27日に２学期が始業したからです。酷暑が続くので２学期の始業を遅らせると

いうなら筋が通るわけですが、早めるというのは理解できません。一般に夏休みと

いえば８月31日までと思っているわけであります。 

質問いたします。夏休みの目的は何ですか。なぜ夏休みが短縮されたのですか。

夏休みの期間はどこが決めるのですか。ご説明をお願いいたします。 

２点目は、小学校の運動会開催日についてです。どうして小学校の運動会の開催

日が早くなったのですか。この質問も受けました。小学校の運動会と言えば以前は

９月の最終日曜日、本年で言うならば26日か、10月の第１日曜日、本年で言えば３

日になると思いますが、このころが一番多かったわけです。残暑厳しい折、子ども

たちの健康に配慮して決められていたと考えます。ところが今年は９月19日に開催

する学校が急激にふえていると聞きます。19日と言えばまだ残暑厳しい時期であり

ます。夏休みが終わるとすぐに練習を開始しなければならないわけです。例年に増

して酷暑日が続いているのに、なぜ運動会の開催日を早めるのですか。開催日はど

こで決めるのですか。ご説明をお願いします。 

３点目は、扇風機の設置についてであります。保護者の方から、教室に扇風機ぐ

らいはつけるべきではないでしょうかと、こういう声が寄せられております。家庭

では、厳しい暑さをしのぐために、扇風機は当然ながら、クーラーもほとんどの家

庭で使用されているのが現状だと思います。ところが学校の教室には暑さをしのぐ

設備がありません。クーラーが設置されているのは校長室、職員室、保健室、それ

に学校の図書館だけです。菊池市は、小中学校の各教室にもクーラーを設置すると

いうことだそうです。山鹿市は、せめて扇風機ぐらいは設置すべきではないでしょ

うか。以上、３点が保護者、地域の方の疑問、願いであります。答弁を求めます。 
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４点目は、学校司書補助員の全校配置についてです。私は昨年12月議会で、山鹿

市でも３名の学校司書補助が配置され、名前は「読書推進員」と言っているようで

すが、子どもや先生方から大変歓迎され、成果も上がっているとして、全校配置を

要請しました。それに対して、佐藤首席審議員も司書補助員制度を高く評価され、

努力すると答弁されたわけです。しかし結果は１名のみの増員に終わりました。図

書館に常時担当者がいるかいないかでは、児童生徒の図書館利用に大きな格差が生

じることは証明されております。かぎのかかった中学校の図書館はなくさなければ

なりません。県内でも司書補助が全校に配置されていない市は、もうわずかになっ

てきております。この山鹿市も、全校に配置できるようにすべきと思いますが、い

かがでしょうか。 

５点目は、小学校部活動の社会体育への移行についてです。８月に市内小中学校

の校長先生たちと、市長、教育長、部長、それに総務文教委員会との懇談会が開か

れました。何か筋の通らない懇談会だと不評ではありましたが、校長会から学校の

実態を詳しく聞くことができました。一言で言うと、学校が超多忙、とにかく忙し

いということであります。特に部活動があるときは、部活動後にもろもろの事務整

理などで、先生たちが自宅に向かうのは９時か10時ということであります。以前か

ら、教師は授業で勝負、こう言われてきたものです。しかし、このような勤務実態

では、翌日の教育実践に影響し、楽しくわかる授業など期待することができません。

聞くところによりますと、児童生徒のスポーツ活動を学校の部活動に頼っているの

は九州管内では熊本県だけであり、よその県は社会体育に移行して、クラブとして

活動しているそうであります。したがって、指導者は学校外部からのコーチであり

ます。熊本県内でも、このような指導体制に一歩一歩近づいている自治体もあると

聞いております。山鹿市も社会体育への移行を考える時期ではないでしょうか。 

６点目は、解放子ども学習会についてです。私はこれまで、解放子ども学習会を

継続させることは、同和問題の解決を遅らせる大きな要因となっているとして、早

期廃止を求めてまいりました。それに対して教育長は、時期は明確にしておりませ

んが、廃止する方向でいくと答弁されておりました。 

そこで、今日はちょっと質問を変えまして、教育長が廃止する方向でいくとの結

論に達したのはどんな理由からでしょうか、明らかにしていただきたいと思います。 

１回目を終わります。 

○議長（横手啓介君）   

執行部の答弁を求めます。佐藤教育部首席審議員。 

［教育部首席審議員 佐藤 智君 登壇］ 

○教育部首席審議員（佐藤 智君）   
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原議員の１点目から５点目までのご質問にお答えいたします。 

まず１点目の、夏季休業日についてのご質問ですが、夏季休業日の目的は、授業

に適さない酷暑の時期に児童生徒及び教職員を暑さから守り、休養させることが一

番大きな目的です。しかし、児童生徒にとってはこの長期間の休みを活用し、心身

を鍛えたり、日ごろできない体験活動等を経験するよい機会ともなっております。

また、教職員にとりましても課業期間中には実施することが難しい研修会等を行う

研修の期間ともなっております。 

次に、夏季休業日の期日の決定ですが、山鹿市立小中学校管理規則で定められて

おりまして、夏季休業日は７月21日から８月31日までとなっております。また、教

育上、特に必要と認めるときは、校長は学期休業日変更届により、あらかじめ市教

育委員会に届け出て休業日を変更することができると、平成20年に改定をされまし

た。その改定によりまして、夏季休業日が短くなったわけです。その一番の大きな

理由ですが、授業時数の確保のためです。 

昨年度は、祝祭日の日数も多くございました。また、新学習指導要領が小学校で

は来年４月より、中学校では平成24年４月より完全実施となっております。昨年度

からこの移行期間に入っておりまして、ご存じのとおり、新学習指導要領では、授

業時数が増加いたします。このような理由から、山鹿市では夏季休業日を３日間短

くしております。 

２点目の、小学校の運動会開催日についてのご質問にお答えいたします。 

運動会に限らず、学校行事の期日の決定については、各学校・園の校長・園長が

行うこととなっております。運動会については、幼稚園、保育園、地域等と合同で

行う小学校もございます。そのため、各学校保護者や地域の方と協議し、他の行事

との関連も考えながら、最終的には各学校・園の校長・園長が決定しております。

ちなみに本年度は５月に小学校が１校、中学校５校が開催をされました。９月には

幼稚園１園、小学校19校、中学校１校が、10月には幼稚園２園が開催予定となって

おります。 

次に、運動会の開催日が早くなってきている理由ですが、２学期の始業日が早く

なったこともその理由の一つです。また、その他にも９月下旬の２日間の祝日と絡

めた運動会準備や運動会当日の振替休業日の問題や、練習時間の確保の問題、陸上

記録会との関連などの理由が挙げられます。 

３点目の、扇風機の設置についてのご質問にお答えいたします。 

現在、小中学校26校のうち、４校で一部の普通教室に壁掛け式の扇風機が設置し

てありますが、それ以外の学校では未設置となっております。しかし、議員ご指摘

のとおり、本年は猛暑日が続いておりまして、今後は教室内における熱中症の防止
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等の健康管理にも注意を払う必要があると思いますので、学校現場の状況を調査し、

検討してまいりたいと考えております。 

４点目の学校司書補助員に関するご質問にお答えいたします。山鹿市では、学校

司書補助員を読書活動推進員という名称で本年度から１名増員し、現在４名で活動

を行っております。４名に増員しましたことにより、小学校においては、毎週１回、

決まった曜日に読書活動推進員が来校し、図書室の整備を行い、大きな成果が上が

っております。また、本年度の夏季休業中には４名の推進員を中学校に配置し、中

学校の図書室の環境整備や蔵書管理を行いました。議員からのさらに増員し、全校

に配置をというご意見はありがたく受けとめまして、増員に向けまして前向きに努

力してまいりますとともに、地域のボランティアの活動等につきましても、あわせ

て検討してまいりたいと思っております。 

５点目の、小学校部活動に関するご質問にお答えいたします。現在部活動は、学

校における教育活動の一環という位置づけがされております。児童は部活動を通し

て、個々の技能の向上を図るのみならず、協調性、社会性など豊な人間性や人間関

係づくりなど授業では学べないさまざまなことを学ぶ場となっております。しかし、

専門的な知識・技能を持った指導者が少ないなどの課題があることも事実です。県

の事業としまして、地域の人材を非常勤講師として部活動の外部コーチに活用する

事業も行われておりまして、山鹿市の小学校でも活用されております。また、学校

独自で地域の方を外部コーチとして活用している学校もあります。今後は、県の事

業や地域の方の外部コーチとしての活用推進を図りながら、先生方の負担軽減や児

童生徒の技能の向上等、部活動指導のあり方について検討してまいりたいと思いま

す。以上、答弁申し上げます。 

○議長（横手啓介君）   

  杉本教育長。 

［教育長 杉本作德君 登壇］ 

○教育長（杉本作德君）   

  原議員の、６点目の質問についてお答えをします。 

本市の子ども学習会は、昭和50年前後より同和問題の早期解決に向け、被差別状

況にある子どもや保護者の思い、願いを受けとめ、学力向上措置と適切な進路保障

に努めることを目的に進めてまいりました。その結果、人権を尊重し、不合理な部

落差別を見抜き、それを乗り越える主体的意識や実践力を持った児童生徒が育ちつ

つあり、高校進学率も向上し、差別解消への大きな力になってきたことは過言では

ありません。教育委員会といたしましては、平成14年３月の地域改善対策特別措置

法の失効以降、学習会に求められる意義や役割を一層明確にし、継承すべきことは
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大切に引き継ぎ、見直す部分を把握するなどして、発展的な改善を図ることといた

しました。 

従来の子ども学習会の成果と課題を踏まえ、学力の向上と仲間づくりの趣旨から、

市内すべての子どもたちを対象にした学習会のあり方について、積極的に検討し、

山鹿中学校のふれあい講座、鹿本中学校のひだまり学習会及び八幡小学校のくらつ

か寺子屋教室などを試行的に実施しております。以上、お答えいたします。 

○議長（横手啓介君）   

  原議員、了解ですか。 

○12番（原  徹君）   

議長。 

○議長（横手啓介君）   

  原議員。 

［12番 原  徹君 登壇］ 

○12番（原  徹君）   

教育条件の改善について、２回目の質問です。 

まず１点目の、夏休みの短縮について、三つほど質問をいたします。 

一つ目は、今答弁を聞いて議員の皆さん、傍聴者の皆さん、おわかりでしょうか。

暑さから身を守ると言いながら、こんなに酷暑が続くのに、これまでで一番暑いの

に、どうして夏休みを短くするのか。これがわからないのです。今の答弁の中では

授業時数を確保するために夏休みを短縮したということでありました。このことは、

暑さ対策が目的の夏休みを短縮しなければ、授業時数が確保できないという学習指

導要領に大きな欠陥があるということではないでしょうか。週５日制の学校の実態

に学習指導要領が合致していない、こういうことだと思います。日本の教育は前々

から指導内容が余りにも多すぎて、詰め込み教育、新幹線教育、新幹線教育という

のは遅れた子がいてもそのまま置いてきぼりで次に行ってしまう、そういう教育を

新幹線教育と呼ばれているのですが、非行や不登校を生み出す大きな要因にもなっ

ておりました。国際的にも批判を買って改善の勧告を受けております。子どもたち

に過重な負担を負わせる学習指導要領の改善を文部科学省に要請していくべきでは

ないでしょうか。 

二つ目は、私は教職員組合運動の中で、当時の文部省に出向き、直接文部省の幹

部と折衝する機会を得たことがあります。そこで私は二つの質問をいたしました。

一つは、文部省が示しております教室の広さが狭いということ。なぜこの質問をし

たかと言いますと、私はその当時、鹿北中におりまして、鹿北中が新しく校舎が建

ったのです。そうしたらもう狭くて、後ろはほとんどあいていない。どうしてこん
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なに狭くするのかと言ったら、基準があるからそのとおりすると言うのです。だか

ら質問してみたのです。もう一つは、文部省が示している授業日数、授業時数の確

保が大変厳しいということ。このことを質問しました。それに対して文部省の幹部

は、文部省が示している教室の広さや授業日数、授業時数などの数値は必ず確保し

なさい、守りなさいという数値ではなく、あくまでも基準・目安である。地域や学

校によって大きな格差が生じないように設定してある。こういう回答でありました。

それを教育委員会や指導主事初め、校長もですけども、必ず確保しなければならな

い、この数値を絶対視しているわけであります。基準であるから何が何でも確保す

る数値ではなく、より基準値に近くという考え方をすべきではないでしょうか。実

際に熊本市などは、１学期と３学期の終業式は山鹿市よりも１日早く行われ、夏休

みも８月31日まできちんと取っております。山鹿市より年間５日間ぐらいは授業日

数が少ないと思うわけです。見解を伺いたいと思います。 

三つ目は、来年度以降も地球温暖化で酷暑日が続くことが予想されます。夏休み

の目的と子どもの健康管理を重視するなら、夏休みを短縮することは極めて問題で

あります。現場の教師からは、何が何でも授業時数確保というのであれば、夏休み

でなくて春休みを短縮して対応した方がよいのではないかと、こんな声も聞いたこ

とがあります。いかがでしょうか。 

２点目の、運動会開催日についてであります。開催日を早めたのは、９月下旬は

休みが多くなる。また10月には陸上記録会が控えているからということでありまし

た。子どもたちの健康を守るという観点はあるのでしょうか。朝夕は、しのぎやす

くなったとは言え、運動会の全体練習が始まる午前11時ごろには、気温が34度から

35度に上昇、直射日光を浴びる運動場では40度に達していると思います。私は実際

計ってみました、日中に、11時ごろ。太陽が、光が当たったら、やっぱり40度ぐら

いになります。低学年、特に１年生に配慮して、すがすがしい秋空のもとで運動会

が開催できるようにすべきではないでしょうか。そのためには４年生以上が参加す

る陸上記録会を10月下旬に遅らせるとか、思い切って５月に持ってくる方法もある

と思います。４年生以上ですから、そういうことは可能であります。 

とにかく、直接指導に当たっている先生たちの意見にもっと耳を傾けることだと

思います。一部の教師のみで作成した教育カレンダーというのがあって、もう来年

のことは今年中に決めてしまうんですよ、先生たち何人かで。だから、陸上記録会

はいつときちんと決めてしまう。それで全部学校運営がなされている。だから、こ

れだけでは最善策は見つからない、こう思うわけです。いかがでしょうか。 

３点目の、扇風機の設置についてです。扇風機の設置については、前向きな答弁

をいただきました。そこで、さらに補足しておきますと、１年で一番授業がやりに
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くい月は、６月下旬から７月にかけての梅雨時であります。気温はさほど高くなく

ても教室には風も入らず、雨で湿気が多く、子どもたちの体温で室内の温度が上昇

します。１時間の授業が終わると教師は汗びっしょりであります。子どもたちも授

業に集中・持続ができない、そういう教室環境にあります。７月上旬に授業参観が

ありますが、保護者は廊下に並んでなかなか教室に入ろうとしません。私が「なぜ

入らんとですか」こう聞きますと「ムンムンして気持ち悪かですもん。教室に入る

と気分が悪くなる」そんなところで子どもたちは勉強しているわけです。こういう

声が返ってきましたけれども、このような教室環境を改善するのが教育委員会の仕

事ではないでしょうか。 

先日、テレビで東京23区の小中学校の95％の教室にクーラーが設置されていると

の報道があっていました。クーラーが設置されてから、学習の効率が抜群に上がる

ようになったとインタビューに先生が答えておられました。財政力の弱い山鹿市で

は、まだクーラーは望めませんけれども、せめて扇風機の設置だけは、ぜひお願い

しておきたいと思います。 

４点目の、学校司書補助員の全校配置についても、前向きに努力するとの答弁で

ありました。市長も校長会の学校の実態報告を聞いておられますので、ぜひご尽力

をお願いいたします。 

５点目の、部活動についてです。長年、体育を専門に指導してこられた校長先生

が、先日の校長会との懇談会の折、部活動について次のような話をされました。小

学校の部活動は、早急に対策を考えなければなりません。今、女性の先生がふえて

おり、部活動を女性の先生に担当させると帰宅が遅くなって、自分の家庭さえも守

れなくなってしまいます。また、専門的な知識や技能を持っている教師が少なくな

って、小学校の部活動が停滞しています。こういうお話でありました。独自に外部

コーチを招いている学校もあるとのことでありますが、学校任せではこの問題は解

決しません。また、完全なボランティア、無償のボランティアで外部コーチをお願

いするわけにはいきません。教育委員会が先進地に学んで、コーチ招へいのための

予算化が必要だと思いますが、いかがでしょうか。予算があれば、学校としても外

部コーチを招きやすいわけです。 

６点目、解放子ども学習会の廃止についてです。教育長からは、解放子ども学習

会のどこに問題点があるから廃止する。こういう明解な答弁はありませんでした。

しかし、旧同和地区の子どもだけでなく、市内すべての子どもたちを対象にした新

たな学習会に移行したい、この答弁は高く評価するものであります。これこそ同和

教育だと思います。この間、総務文教常任委員会は二つのことに取り組みました。

一つ目は勉強会を持ったこと、そして問題点を幾つか明らかにしました。私なりに
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まとめてみますと、解放子ども学習会をこのまま継続させるということは、一つ、

公共教育の場で特定の地区だけに長年、教師を送り続けることは、日本国憲法第26

条教育の機会均等に反することになる。二つ、学力の向上は極めて重要であるが、

その取り組みの責任は社会教育ではなく、学校教育にあるわけです。社会教育は一

般社会人の啓発に責任を持つべきであります。三つ、特定の地区に予算を使い続け

ることは、不公平な予算の使い方になる。本年度は旧同和地区の子どもたち、中学

生だけで行くキャンプが廃止になりました。約19万円ぐらい使っておりましたが、

私はそれを指摘したんです。やっていいけども、やるならばどうして旧同和地区の

子どもたちだけでやるのか、一緒に連帯を組んでやったらどうかと、大いにやって

くださいと言ったのですけど中止になってしまいました。ぜひ続けていいんですけ

れども。ただ、旧同和地区の子どもたちだけという、そういう考え方はやめなさい

ということを言ったわけです。四つ、これが一番大切です。このまま学習会を継続

すれば、いつまでたっても同和地区が存在することになり、同和問題解決の弊害と

なって新たな差別をつくる。以上、四つを明らかにしました。 

二つ目の取り組みは、委員会として解放同盟支部長会との意見交換会を持ったこ

とであります。支部長の考えを聞き、率直に学習会の問題点を指摘して、子ども学

習会の廃止を提起しました。支部長会からは、学習会の継続にはこだわらない、こ

ういう回答があったわけであります。 

再度質問いたします。解放子ども学習会は、23年度からきちっとなくして、教育

委員会が目指す、すべての子どもたちを対象に新たな学習会に移行させ、各地区で

発展させるべきではないかと思いますが、答弁をお願いいたします。 

○議長（横手啓介君）   

答弁を求めます。佐藤教育部首席審議員。 

［教育部首席審議員 佐藤 智君 登壇］ 

○教育部首席審議員（佐藤 智君）   

原議員のご質問にお答えいたします。まず、学習指導要領の改善の要請について

のご質問ですが、議員ご指摘のとおり、小中学校の学習指導要領については、文部

科学省が定めているものです。ほぼ10年ごとに改訂されておりますが、平成20年３

月に新学習指導要領が告示され、小学校は23年４月より、中学校では24年４月より

完全実施がなされます。本年度は小中学校とも完全実施に向けた移行期間中となっ

ておりますが、既に前倒しで一部が実施されておりまして、小学校では全学年にお

いて授業時数が週に１時間増加しております。文部科学省では、今後約10年間でそ

の実施状況を踏まえ、現場の声を聞きながら次期改訂に向けて、中央教育審議会で

審議されていくことになるかと思います。地教委としましては、今後、現場の先生
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方の声をお聞きしながら、県教委を通して皆さんの声をお届けしてまいりたいと考

えております。 

次に、授業時数に関するご質問にお答えいたします。標準授業時数については、

学校教育法施行規則により定められております。また、新学習指導要領では、各学

校において年間授業時数を確保しつつ、と述べられております。児童生徒の学力保

障及び学力向上のためにも、教育課程の完全実施による標準授業時数の確保は必要

なことでして、各校ともその時数確保に向けて創意工夫をしているところです。 

また、熊本市は９月１日に始業式を行っているとのご指摘がございましたが、本

年度は県下の小中学校の45％が８月中に２学期の始業式を行っております。熊本市

が本市よりも５日間授業日数が少なくなっているのは、各種行事を少なくして授業

時数を確保しているからではないかと思われます。昨今、市内各学校でも行事の見

直しと精選をかなり行っておられますが、児童生徒の教育のためにはカットできな

い行事等もございます。次に、春休みを短くしたらというご提案ですが、山鹿市小

中学校管理規則では、学年始休業日を４月１日から４月７日までと定めてあります。

また、４月は教職員の定期異動がありますので、各学校では新たな教職員組織で新

年度をスタートするために、教育課程の編成、学級編成、担任や校務分掌の決定、

入学式や各種行事の計画、新学級のスタート準備など、企画委員会や職員会議によ

り協議し、新学期スタートに向けて本当に激務の毎日となります。しかも、学年始

休業日は７日間ですが、必ず土曜、日曜が含まれますので、実質的には５日間で新

年度のスタートの準備を行っているのが現状です。そういう現状から、４月の学年

始休業日を現在より短くすることは大変難しいと考えております。 

２点目の、運動会の開催日に関して、陸上記録会を10月下旬にしたらどうかとい

うご提案ですが、これを下旬に遅らせますと、11月上旬にはブロック別の小中学校

音楽会が計画されておりまして、児童の負担がさらに大きくなってしまいます。ま

た、10月、11月には、この他にも科学展や教育美術展等の催しや、学習発表会、授

業参観など、数多くの行事もありますので、陸上記録会の時期を変更するためには

他の多くの行事の組みかえ等が必要となってまいります。５月に陸上記録会を実施

してはどうかというご提案については、小体連や校長会にご提案し、検討していた

だくことはできると思います。 

また、本年度、八幡小学校が実施されましたように、運動会を春に実施するとい

うことも一つの案ではないかと思います。ただ、校区民体育祭として実施されてい

る地域もございますので、各学校において教職員や保護者、地域の皆様方のご意見

を伺いながら協議し、各学校、地域の状況に応じて、年間を見通した検討をしてい

ただくよう、校長・園長会議や教務主任研修会、学校訪問などにおいてお願いをし
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てまいりたいと思っております。 

３点目の、小学校の部活動への外部コーチに対する謝金の予算措置についてです

が、現在、学校独自で外部コーチを活用している学校における謝金については、各

学校でさまざまな対応をしていただいております。議員ご提案のとおり、外部コー

チの委嘱に対しましては、何らかの対応が必要であると考えますので、来年度に向

けての予算措置については、前向きに検討してまいりたいと思います。以上、答弁

申し上げます。 

○議長（横手啓介君）   

  杉本教育長。 

［教育長 杉本作德君 登壇］ 

○教育長（杉本作德君）   

原議員の２回目の質問にお答えします。今後の子ども学習会のあり方としては、

試行的に実施したふれあい講座や、ひだまり学習会などの実績を踏まえ、学力向上

を初め人権尊重に対する豊かな感性、主体的な意識や実践力は学校教育が中心的な

役割を担うこととし、同和問題を初めさまざまな人権問題についての理解や仲間づ

くりについては、地区内外を問わず、すべての子どもたちを対象にした新たな子ど

も学習会への移行が望ましいものと考えているところです。今年度は、新たな学習

会への移行を図るための見極めの年と考えており、特に本年２月には総務文教委員

の皆さんの意向により、各支部長さんとの意見交換会を開催していただいており、

相互に前向きな意見が交換されたことをお聞きしているところです。 

今後は、関係者の意向や学校の推進状況等を把握し、学習会の内容等について検

討を重ね、地域、学校の実情に則した新たな学習会の構築を図り、市内の小中学校

に計画的な年次計画を立てて、拡充を図ってまいりたいと考えているところです。

ご理解とご協力をいただきますよう、よろしくお願いいたします。 

○議長（横手啓介君）   

  原議員、了解ですか。 

○12番（原  徹君）   

議長。 

○議長（横手啓介君）   

  原議員。 

［12番 原  徹君 登壇］ 

○12番（原  徹君）   

教育条件の改善について、３回目ですが、質問ではなく、ちょっと意見を述べて

終わりたいと思います。 
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まず、夏休みの問題と運動会の開催日について、要請をしておきたいと思います。

９月４日付の新聞報道によりますと、気象庁は、９月３日に専門家による異常気象

分析検討委員会を開き、全国的に厳しい暑さとなった要因について分析しておりま

す。その結果を発表しているわけでありますが、会長の木本昌秀東大教授は記者会

見で、今年の夏は、1898年以降、113年間で平均気温が最も高くなるという異常気

象だったが、近々またこのような経験をする可能性があり、十分に対策をとってい

ただきたい。このように話しておられます。このことから、今後、子どもたちの安

全と健康管理を十分に考慮した行事や学校運営を行うように、教育委員会は責任を

持って指導すべきであるということを強調しておきたいと思います。 

部活動については、部活動外部コーチを招くための予算化について、前向きな答

弁をいただきました。部活動の発展と教職員の多忙化解消のためにご尽力をお願い

いたします。 

解放子ども学習会については、教育長からはいつまでに移行する、廃止するとの

明解な答弁は返ってきませんでしたが、本年度を新たな学習会へ移行させるための

見極めの年と考えているということでありますので、見守っていきたいと思います。 

なお、総務文教常任委員会は、来年度が廃止する絶好の機会だと、全会一致で意

思統一を図っております。もし常任委員会の協力が必要であるならば、要請してい

ただきたいと思います。１問目はこれで終わります。 

○議長（横手啓介君）   

ここで、しばらく休憩いたします。 

―――――――――――――― ○ ―――――――――――――― 

午前11時06分 休憩 

午前11時16分 開議 

―――――――――――――― ○ ―――――――――――――― 

○議長（横手啓介君）   

休憩前に引き続き、会議を開きます。 

原議員。 

［12番 原  徹君 登壇］ 

○12番（原  徹君）   

それでは、あと２問目と３問目がございますが、一括質問をいたします。 

まず２問目は、地域経済活性化対策についてです。最近、建築業者の方とお話を

する機会がありました。１人の業者の方は、「全く仕事がない、娘を大学に進学さ

せたけども、このような状況が続くと授業料が払えないので、退学させなくてはな

らない」こう言っておられました。また、別の方は「新築やリフォームを働きかけ
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ているが、この不況でなかなか決断してくれない」と嘆いておられました。今、行

政としてやらなければならないことは、業者に仕事を起こしてやり、不況を乗り切

ることであります。 

そこでまず、小規模工事登録制度について質問いたします。 

この登録制度は2007年度から採用されるようになりましたが、市内の零細業者の

受注機会の拡大と、市の経済活性化を目的としてつくられたものであります。公共

の建物の修繕などで30万円以下の仕事について、入札資格のない業者にも仕事が回

る制度であります。本制度が実施された当初は、自分たちにも山鹿市の仕事が回っ

てくると大変喜ばれておりましたが、最近では契約金額が小さすぎる、登録したが

仕事がなかなか来ない、こういう声が返ってきております。 

最近の利用状況はどうなっているのかをお尋ねいたします。また、契約金額を今

の30万円から50万円に増額して、さらに仕事をふやすべきではないかと考えますが、

いかがでしょうか。 

３問目は、エコアクション21認証・登録制度についてお尋ねいたします。先ほど

も問題にしましたように、今、地球温暖化は人類が直面する危機的状況となってお

ります。最新の研究によりますと、今の環境状態が続けば21世紀末までには気温は

最大で７℃、海面は１～２メートル上昇すると言われており、地球温暖化の要因で

ある二酸化炭素の排出削減に取り組むことが喫緊の課題となっております。このよ

うな中で、山鹿市が他の自治体に先駆けて、エコアクション21認証・登録制度を採

用し、二酸化炭素排出削減に取り組もうとしていることは高く評価されるものであ

ります。 

そこで、お尋ねいたします。山鹿市におけるエコアクション21への取り組みの現

状はどうなっているのかご説明をお願いいたします。 

○議長（横手啓介君）   

答弁を求めます。本多総務部次長。 

［総務部次長 本多隆文君 登壇］ 

○総務部次長（本多隆文君）   

原議員ご質問の地域経済の活性化対策についての１点目、小規模工事登録制度の

活用状況と、契約上限額の増額についてお答えいたします。 

まず、登録制度の現状ですが、本制度は平成19年の制定から４年目を迎えており、

２年ごとに更新の受付を行っております。現在は、25事業者が18の業種に登録をさ

れております。登録の対象となるのは、建設業法第２条で規定されている土木工事

業を含む28の業種で、１事業者当たり３業種までの登録となっております。登録の

内訳を見ますと18業種に及び、件数の多い順から、土木工事業８件、建築工事業６
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件、造園工事業４件、大工工事業、電気工事業、管工事業、水道施設工事業がそれ

ぞれ３件、その他14件、合計の44件となっております。 

活用状況については、19年度は10事業者の方が合わせて97件、総額515万円。20

年度については９事業者の方が合わせて66件、総額340万円。21年度は10事業者の

方が合わせて73件、総額397万円を受注されており、いずれの年度も本庁舎、各総

合支所、学校関係等の市の施設全般にわたってのトイレの修繕、ガラスの入れかえ、

畳の表がえ、配電盤の取りかえなど、広範囲に及んでの維持補修等が主な内容です。 

次に、契約上限額を現在の30万円未満から50万円以下に増額できないかとのご質

問について、お答えをいたします。本市の工事関係業者の登録制度は、今回ご質問

の小規模工事等契約希望者登録の他に、従来の工事入札参加資格者、通称指名願の

登録制度がございます。後者の指名願登録事業者は大臣や知事が許可する建設業の

許可を受け、県が審査する経営事項審査を受けた上で登録の申請を行っております

ので、入札を行う大規模な工事はもちろん、随意契約を行う小規模な工事にも参加

資格を有しております。小規模工事等契約希望者については、契約金額が少額のた

め、工事の技術を証明する免許等をお持ちであれば登録が可能です。ご質問の上限

額については、その両者のバランスを考慮し、本制度の目的であります小規模事業

者の受注機会を拡大し、地域経済の活性化が図れるよう、金額の見直し等も含め、

本制度について検討を重ねてまいります。 

○議長（横手啓介君）   

古荘環境部長。 

［環境部長 古荘秀幸君 登壇］ 

○環境部長（古荘秀幸君）   

原議員の一般質問の３問目、山鹿市における取り組みの現状について、お答えい

たします。まず、エコアクション21認証・登録制度についてですが、環境省が策定

しているエコアクション21ガイドラインに基づき、第三者機関でありますエコアク

ション21中央事務局が企業、学校、公共機関等の事業者に対して認証・登録する環

境経営システムのことです。エコアクション21では、必ず把握すべき環境負荷の項

目として、二酸化炭素排出量、廃棄物排出量及び総排水量を規定しています。さら

に必ず取り組む行動として、省エネルギー、廃棄物の削減、リサイクル及び節水の

取り組みを規定しております。これらの環境への取り組みは、環境経営に当たって

の必須の要件となっております。本市では、初めての取り組みでもありましたが、

環境への取り組みを推進し、低炭素社会、持続可能な循環型社会の実現に貢献する

ことを目的に、平成19年11月21日に九州の自治体で初めて認証・登録をしたところ

であります。また、市内の事業者について、エコアクション21事務局が実施する研



 － 57 －

修会及び事前説明会に参加され、26の事業者が認証・登録をされております。内訳

としましては、建設業が19社、製造業が３社、その他が４社となっております。以

上、答弁といたします。 

○議長（横手啓介君）   

原議員、了解ですか。 

○12番（原  徹君）   

議長。 

○議長（横手啓介君）   

原議員。 

［12番 原  徹君 登壇］ 

○12番（原  徹君）   

２回目の質問ですが、質問の前に資料を準備しましたので、議長に配付の許可を

お願いいたします。 

○議長（横手啓介君）   

資料配付の要求があっておりますので、会議規則第150条の規定により、これを

許可いたします。職員に配付させます。 

［資料配付］ 

○12番（原  徹君）   

それでは、質問を続けます。先ほどの小規模工事登録制度については、少しでも

業者の仕事がふえるように、さらなるご検討をお願いしておきます。 

次に、地域経済の活性化策としての住宅リフォーム助成制度について、質問をい

たします。今、住宅リフォーム助成という制度が全国に広がりつつあります。不況

の中での建設業者への仕事起こしや、地域経済活性化に大きな役割を果たしている

そうであります。この制度は、住民が市内の業者に住宅のリフォームを注文した場

合、工事費の一定額を市が助成する制度であります。助成額は、工事費の10％～

15％で、上限は10万円から20万円程度であります。 

資料をご参照いただきたいのですが、本年８月から実施された自治体を３市ほど

抜粋してみました。時間がありませんので、詳しく説明できませんけども、宮崎市、

市内の業者が施工する一般住宅で、工事費が20万円以上の工事、工事費の15％、上

限は15万円で助成する。岡山県津山市、これは地元産木材の利用促進による林業の

振興と地域経済の活性化を目的に、地域材利用リフォーム補助事業というのがあり

ます。地域材の材料費が10万円以上であること。そして、材料費に応じて５万円か

ら15万円を助成する。島根県安来市ですが、これは宮崎市と津山市の二つの制度を

一緒に導入しているわけであります。さらに65歳以上の高齢者世帯、こういう世帯
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にも10万円を上乗せして補助していくと、そういう制度であります。この制度の長

所を３点だけ紹介しますと、住宅が古くなってリフォームの必要性を感じていても

なかなか踏み切れないときに、この制度が大いに役立つという評価を受けておりま

す。２点目は、地元業者を条件にするために、建設業はもとより運輸業や製材業、

建材店、あるいは左官業など、地域経済の活性化に大きな波及効果を与えるという

ことです。３点目は、地元産の木材利用促進により、林業振興にも直結するという

ことであります。 

このような制度を山鹿市でも採用して、業者への仕事起こしと地域の経済発展を

図ってはいかがでしょうか。提案として述べてみたいと思います。 

エコアクション21認証・登録制度についてであります。エコアクション21への取

り組みの状況が報告されましたが、事務負担が多く、費用も要するということで、

再登録しない業者も出ているとの話を聞いております。先ほど26業者が登録されて

いるとの報告がありましたが、登録業者を減らすのではなく、ふやしてこそ、この

制度の価値があるわけであります。研修を深めて、本制度の意義を深めると同時に、

登録したら何らかの利点があるという制度にすることが必要ではないでしょうか。

その一つが入札参加資格審査の格付けのための加点制度の採用であります。エコア

クション21認証・登録制度に登録すれば、入札資格の格付けに加点されるわけです

から、入札が少しでも有利になるということになります。そうすれば、本制度に登

録する業者がさらに増加し、目標に向かって一歩前進するのではないでしょうか。

加点制度の採用についての見解を求めたいと思います。 

○議長（横手啓介君）   

答弁を求めます。本多総務部次長。 

［総務部次長 本多隆文君 登壇］ 

○総務部次長（本多隆文君）   

地域経済活性化対策についての、住宅リフォーム助成制度の創設について、お答

えをいたします。昨今の住宅事情は、景気低迷により新規の住宅着工が伸び悩む一

方で、使われなくなった部屋の用途変更や部分解体、逆に建て増しなどによる二世

帯住宅への変更など、老朽化による維持補修のみならず、生活スタイルの変化に応

じた住まいづくりが進んでいるようです。こうしたいわゆる住宅リフォームは、新

築ほどではないにしろ、建築資材分野のみならず、家電やインテリア等、多くの住

宅関連業界に経済効果が及ぶことは十分に認識をしております。しかし、住宅リフ

ォームに対する助成は、個人の財産形成に公金を投じる側面がございますので、助

成の対象範囲や助成率、上限額、完了検査基準などはもとより、助成の目的を明確

にした制度設計でなければならないと考えております。特に経済波及効果と雇用機
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会の拡大という面では、地元産木材の使用を義務づけることや、施工業者は市内に

拠点を置くものに限るなどの点は不可欠であると思っております。 

今後、こうした点に留意しながら、制度導入の可能性を検討してまいりたいと思

います。 

続きまして、エコアクション21認証・登録制度についての２回目、入札参加資格

審査の格付けのための加点制度の採用について、お答えをいたします。現在、本市

の格付けについては、エコアクション21やＩＳＯの取得等の環境負荷低減への取り

組みに対する加点は行っておりません。これらの取り組みに対する認証・登録や取

得には、事業者へのかなりの費用負担が発生し、事務の負担も大きいと伺っており

ますが、とても重要な取り組みと認識をしておりますので、本市では平成20年度か

ら大規模工事で格付け上位の事業者を指名して試行している総合評価方式入札の企

業の評価に、エコアクション21の認証・登録とＩＳＯの取得を評価項目として採用

をしております。今後は、環境負荷低減への取り組み等を強化項目に加えるなど、

格付けの加点制度を前向きに検討してまいりたいと考えております。以上、ご答弁

申し上げます。 

○議長（横手啓介君）   

原議員、了解ですか。 

○12番（原  徹君）   

議長。 

○議長（横手啓介君）   

原議員。 

［12番 原  徹君 登壇］ 

○12番（原  徹君）   

いつも時間が迫ってきているのですが、簡単に質問します。 

住宅リフォーム助成制度についてですけれども、もし山鹿が本制度を採用して補

助率を10％にした場合、１件10万円の補助で100万円の仕事が発生するわけです。

市が年間1000万円の助成をすれば、100件の仕事ができます。そして、１億円の仕

事が生まれます。建設関係の仕事起こし、大きな効果があり、そのことによって市

の経済発展にも寄与するものだと思うわけです。全国で一番振興している都市は埼

玉県です。埼玉県内では64市町村の中で45の自治体が本制度を採用しているそうで

あります。70％が採用しているそうです。埼玉県のある業者は大手ゼネコンだけし

か仕事も儲けも回らない大型公共事業と違って、この制度は自治体のわずかな予算

で助成金を薄く広く助成することによって、地元の中小業者にも仕事が回ってくる、

本当にありがたい制度だと思うと語っています。県内では本制度を採用している自
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治体はまだありません。業者の仕事起こしと地域経済活性化のために、先進県を教

訓にして採用をお願いしたいと思います。 

エコアクション21についてでありますが、本制度に登録する業者がふえればふえ

るだけ二酸化炭素の排出削減に取り組むことになり、地球温暖化防止の一助になる

と考えて加点制度を提起したわけでありますが、小さい業者にとっては費用負担や

事務負担があって、ハードルが高いようであります。しかしながら、半分ぐらいは

費用を助成するという制度も使って、現在の26業者をさらに倍化するぐらいの意気

込みが必要ではないでしょうか。山鹿市が二酸化炭素排出削減に先駆的に取り組ん

でいることは大いに評価できるわけですが、他の自治体が見習うように、さらなる

検討をお願いします。 

これで終わるつもりでしたが、最後に、この住宅リフォーム助成制度の創設とエ

コアクション21認証・登録制度について、最後に市長から感想を一言お願いして質

問を終わります。 

○議長（横手啓介君）   

中嶋市長。 

［市長 中嶋憲正君 登壇］ 

○市長（中嶋憲正君）   

ただいまの原議員のご質問の最後にございました２点について、感想をというこ

とですので、率直な思いを申し上げてみたいと思います。 

住宅リフォーム助成制度については、ただいま質問の中にございましたように、

今日の経済状況は非常に厳しい。特に零細業者の方々の困難状況は非常に厳しいも

のであるというふうに認識をいたしております。そういった中で、住宅リフォーム

助成は効果的なものかと思います。しかしながら、先ほど担当部長、次長が言いま

したように、個人の財産に助成するという、いろんな側面もございます。それとと

もに、業者だけではなくて、本市の第一次産業です林業等についても大変厳しい状

況にあるわけです。そういったことも両面からしっかりと検証しながら、この制度

はどうあるべきかと、どうするべきかと、しっかりと検討をすることが必要であろ

うと、そんな思いをいたしました。 

エコアクション21認証・登録制度については、大変な評価をいただきましてあり

がたく思うわけですし、今日の地球的な規模での大きな環境問題・課題であろうと

思いますし、本市におきましても資源循環型社会の構築という大きな方向性を打ち

出しておる中です。そういった中でのエコアクション21の制度をしっかりと継続、

発展させていきたいと思うわけです。そういった中で、民間の企業の方々がこれに

取り組んでいただいておることを大変ありがたく思っております。そういった中で
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何らかのメリット等があるべきではないかというお話の中で、入札制度の中に加点

制度等々についてはしっかりと評価しながら検討していくことが必要かなと、そん

な思いをいたしておりますし、そういったことを内部でも今、検討をいたしておる

ところです。さらなるいろんなことから、このエコアクション21、環境問題に対す

る取り組みが全市的に展開されるような努力・検討を進めてまいりたいと思ってお

ります。 

○議長（横手啓介君）   

以上で、原議員の一般質問は終了いたしました。 

次の通告順により、丸山寛治議員の発言を許します。丸山議員。 

［28番 丸山寛治君 登壇］ 

○28番（丸山寛治君）   

28番、丸山寛治です。よろしくお願いします。 

質問を２点ほど、菊鹿中学校の寄宿舎の今後の対応についてと、福岡ターゲット

構想の現在までの成果と今後の計画について、一問一答でお願いしたいと思います。 

菊鹿中の寄宿舎の今後の対応について質問いたします。 

昭和46年に内田中学校、城北中学校、それに鹿本町の稲田校区と組合立で設立さ

れていた稲郷中学校の一部、六郷校区が統合され、新しく菊鹿中学校が開校されま

した。しかし、当時、遠距離通学の生徒、通学距離の基準外の６キロ以上の生徒の

通学をどのようにするかということが議論になりました。保護者からは、登下校の

通学時間の問題、日照時間の短い冬場や部活動の生徒の下校時の安全等の心配が特

にあったと聞いています。検討された結果、寄宿舎を建設することになり、当初は

菊鹿町立総合センターを利用し、２年後の昭和48年に設置されたのだが、この寄宿

舎、菊花寮であります。しかし、建設以来37年を経過しています。また、ここ数年

の寮生の数は30数名と維持はしているものの、今後の寮生の減少が懸念されるとこ

ろであります。 

そこで、この寄宿舎の今後の対応、運営等は、どのようにされるのかお尋ねいた

します。 

○議長（横手啓介君）   

執行部の答弁を求めます。倉原教育部長。 

［教育部長 倉原謙治君 登壇］ 

○教育部長（倉原謙治君）   

丸山議員の一般質問、菊鹿中学校の寄宿舎の今後の対応について、お答えいたし

ます。 

菊鹿中学校の寄宿舎は、通称菊花寮と呼んでおりますが、設置された経緯につい
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ては、ただいま議員がご質問の中でご紹介されましたとおりです。施設の概要は、

鉄骨平屋の建物で、管理棟と男子、女子の各宿泊棟の計３棟で構成されております。

設置以来37年余り経過しておりますので、安全面を中心にした維持補修に努めなが

ら運営を続け、現在に至っております。今年度は31人の生徒が入寮しており、月曜

日の朝から金曜日の夕方まで、共同生活を送っております。また、寮生活を支える

職員としましては、舎監として菊鹿中学校の先生、市職員として寮母、舎監補、調

理員２名がお互いに協力しながら生徒を見守っているところです。 

続きまして、今後の寄宿舎の管理運営方針について、ご説明申し上げます。 

山鹿市では、現在、20年度末に策定しました学校規模適正化基本計画のもと、学

校再編を進めております。その第一次計画分として、菊鹿地区の３小学校の再編を

予定しており、約２年半後の平成25年４月の統合スタートを目標にその準備を進め

ているところです。新しい統合小学校の区域は、現在の菊鹿中学校の通学区域と同

じく広域になりますので、小学校の遠距離通学の基準とされる４キロメートルを超

える通学区域の対象として、スクールバスによる送迎を検討することになると考え

ております。そうなりますと、小学校では４キロメートルを超える地域はスクール

バスで対応し、中学校では６キロメートル以上は寄宿舎で対応することになります。

距離の違いはあるにしても、同じ通学区域で二つの遠距離通学対策が混在すること

になりますので、この点においては保護者や地域の皆様方のご意見を伺いながら、

十分検討していかなければならないと思っております。また今後、通学距離が６キ

ロ以上で菊花寮に入ることのできる地区からの菊鹿中学校への入学予定者数を見ま

すと、６年後には現在の３分の１近くに減少し、１年生から３年生まで合わせまし

ても11人ほどと予想されます。その結果、少人数での施設運営になるほど１人当た

りの運営費は高くなりますし、共同生活による自主性向上などのメリットも低くな

るのではないかと心配をいたしております。したがいまして、やがて菊鹿地区の３

小学校の統合準備委員会がスタートすることになりますが、その中でＰＴＡや各学

校教職員の代表による通学の検討部会が開かれ、統合小学校のスクールバスの運行

についての協議を始めることになるものと思います。その時点で、別途、菊鹿中学

校の保護者や学校関係者による協議を並行して進めまして、先ほど述べましたよう

な各種の状況をもとにしながら、寄宿舎存続の必要性やスクールバスでの対応の可

否を検討し、関係者や地域の皆様の同意をもとに今後の方針を定めていきたいと考

えております。以上、ご答弁申し上げます。 

○議長（横手啓介君）   

丸山議員、了解ですか。 

○28番（丸山寛治君）   



 － 63 －

議長。 

○議長（横手啓介君）   

丸山議員。 

［28番 丸山寛治君 登壇］ 

○28番（丸山寛治君）   

１番目の菊鹿中の宿舎、今後の対応については、倉原部長から説明がございまし

たが、私のところの前にございますし、朝６時ごろ散歩するので「おはよう」と言

って中学生があいさつしてくれます。それと夜も、何も事故も起こらないし、中学

生の道徳教育にはいいんじゃないかと、私個人としては思っております。 

三つの小学校が統合準備委員会の協議と並行して、この寄宿舎問題も中学校関係

者等による協議会を行い、今後の方針を定めていきたいということでしたが、寄宿

舎の存続の必要性、また、スクールバスでの対応について、ＰＴＡや関係地区に、

十分な説明と理解のもと話を進めていただきたいと思います。 

１点目の質問を終わりまして、２点目の、福岡ターゲット構想の現在までの成果

と今後の計画について、お尋ねいたします。 

新市建設計画の一つである福岡ターゲット構想は、国道３号線、325号線、県道

玉名山鹿線など、幹線道路を擁し、大消費地である福岡県と隣接する位置にある山

鹿市の立地条件を生かして、福岡市場を足がかりとし、各産業の生産能力向上を図

り、販路拡大や情報発信を増大することで活力ある新市の形成を目指すことを目的

に、合併以来、それぞれの事業において計画され、実施されてきていることであり

ますが、現在までの成果と今後の計画などについてお尋ねします。 

○議長（横手啓介君）   

答弁を求めます。潮﨑農林部長。 

［農林部長 潮﨑昭二君 登壇］ 

○農林部長（潮﨑昭二君）   

福岡ターゲット構想の現在までの成果と今後の取り組みについて、お答えいたし

ます。 

本構想は、新市建設計画の五つの構想の一つであり、九州最大の市場である福岡

県と隣接する立地条件を生かし、福岡をターゲットとした販路拡大、情報発信及び

誘客活動を重点的に行うことで、山鹿市の農産物や観光資源などの認知度向上につ

なげ、農林業、商工、観光などの産業振興を図るものです。 

それでは、農林分野におきますこれまでの取り組みと成果をご紹介申し上げます。

平成18年度より市の職員を熊本県福岡事務所に派遣し、山鹿市のＰＲや情報収集、

発信、市場調査などの活動に取り組んでおります。その結果、バイヤーとの商談会
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である山鹿マーケットなどを通じて、紫山芋や古代米など、農産物だけでも13社以

上との取り引きが開始されるなど、新たな販路拡大に一定の成果を収めています。

また、本年３月にはＪＡファーマーズマーケットがオープンし、地産地消及び情報

発信拠点としての機能充実が図られております。さらに都市と農村の交流では、農

産物や棚田など、特徴的な地域資源を生かした棚田ツアーや農業体験ツアーに加え、

竹林オーナー制度など新たな取り組みにより、福岡を初め多くの方が本市を訪れ、

山鹿のファンになっていただいております。 

今後の計画については、今月には市内の物産館とＪＡとの連携による、山鹿市物

産館連絡協議会が設立される予定となっており、地産地消の充実による地域の活性

化はもとより、新商品の開発や食のイベントなどの共同実施により、福岡や久留米、

熊本市などからの集客をふやしていきたいと考えております。また、現在、市とＪ

Ａが連携して山鹿市農産物新規販路開拓推進事業を実施中であり、新たな加工品の

開発や熊本県福岡事務所の協力のもとに販路開拓に取り組んでおります。特に本市

の特産品であるクリ、タケノコを初め、米粉を使用した加工品開発にも支援を行っ

ており、成果品をもって市場に売り込みができるよう努めたいと考えております。 

その他にも、菊池川流域の各市、荒尾市、玉名市、菊池市、合志市、阿蘇市です

が、これら各市と連携した商談会や物産展開催の協議を進めております。 

このような取り組みについて、商工観光部とも連携しながら、創意工夫を重ね、

一つ一つ成果を積み上げることにより、山鹿市の魅力を福岡を初めとする市外にＰ

Ｒし、誘客力を高めてまいりたいと考えております。 

○議長（横手啓介君）   

三森商工観光部長。 

［商工観光部長 三森兄臣君 登壇］ 

○商工観光部長（三森兄臣君）   

福岡ターゲット構想の商工観光部門の取り組みについて、お答えいたします。 

福岡都市圏において、テレビ、新聞などのマスコミや旅行会社へ、山鹿の旬の情

報を売り込む観光マーケットの開催、農業部門と連携した山鹿観光物産展の開催、

テレビＣＭの放送、情報誌の配布、九州国立博物館やヤフードーム等、集客施設で

の観光ＰＲ等、熊本県福岡事務所の協力を得ながら市内の各観光協会と連携し、誘

客活動を実施してまいりました。その成果として、毎年福岡のマスコミ各社からの

取材依頼や灯籠踊り出演依頼が20社以上あり、福岡からの観光客の増加につながっ

ております。さらに旅行情報誌によるアンケート調査において、行ってみたい温泉

地として平山温泉や山鹿温泉が上位にランキングされております。 

今後については、福岡都市圏において、これまで以上の誘客活動を積極的に展開
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するとともに、九州新幹線の全線開業を踏まえ、福岡都市圏のみならず、関西方面

も誘客エリアとしてとらえ、県北地域と連携を強化しながら観光キャンペーン等、

誘客宣伝を推進してまいります。以上、お答えいたします。 

○議長（横手啓介君）   

丸山議員、了解ですか。 

○28番（丸山寛治君）   

議長。 

○議長（横手啓介君）   

丸山議員。 

［28番 丸山寛治君 登壇］ 

○28番（丸山寛治君）   

観光面については、新幹線が開業するのでＰＲに努めているということですので、

来年開業してから山鹿をしっかりと魅力的に売り込んでいただいて、観光客の誘致

をよろしくお願いしておきます。 

農林部の方に、福岡ターゲット構想の現在までの成果ということで今ありました。

職員の福岡事務所への派遣による情報収集や発信、マスコミを利用した山鹿市の観

光特産品のＰＲ、山鹿マーケットの開催、また情報発信拠点施設であるＪＡファー

マーズマーケットのオープンによる情報機能の充実など、それぞれにおいて成果を

上げていることが伺えますが、当初、本市の特産品の流通手段として、アンテナシ

ョップの設置や市内の物産館、直売所の業務提携や情報を集約してインターネット

などを活用した宅配業務の支援など、体制づくりを構築していくということで計画

が進められていたと思いますが、アンテナショップ設置についての調査結果につい

て、また宅配業務の体制づくりについては、現在どのようになっているのかお尋ね

します。 

それから、都市と農村の交流では、地域資源を生かした棚田ツアー、農業体験ツ

アー、竹林オーナー制度などの取り組みがなされておりますが、参加者数とか具体

的にどちら方面からおいでになっているかについてお尋ねいたします。 

○議長（横手啓介君）   

答弁を求めます。潮﨑農林部長。 

［農林部長 潮﨑昭二君 登壇］ 

○農林部長（潮﨑昭二君）   

２回目の質問について、お答え申し上げます。 

まず、アンテナショップについては、消費者のニーズを知るための一つの手段で

あり、構想策定後に福岡市内に出向き、既存のアンテナショップの現状調査や空き
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店舗の調査などを実施しております。その結果、適切な場所の確保、関係団体の協

力、開設後の継続的な運営維持及び費用対効果などが大きな問題であり、開設は慎

重に検討する必要があるということが判明いたしました。一方、アンテナショップ

以外の手段でも、消費者ニーズの把握は可能であり、現在、水辺プラザかもとや、

鹿北の加工グループが、福岡にあるスーパーに野菜や加工品を出品され、消費者の

反応を検証されております。自然農業協議会が認証し、水辺プラザかもとが取り扱

っている野菜、他とは違う漬け方をしたラッキョウ、まんじゅうの１個売りなどが

好評で、他とは違う付加価値があるものに高いニーズが伺えるところです。今後は

このような消費者ニーズの情報を関係者が共有し、栽培方法の改善や新たな商品開

発、販売戦略等に生かしていく取り組みを進めていきたいと考えております。 

次に、インターネットを活用した宅配業務については、現在、水辺プラザかもと

で実施されておりますが、他の物産館や直売所での取り組みについても、今月設立

される山鹿市物産館連絡協議会の中で議論していきたいと考えております。 

都市と農村の交流における参加者数等の具体的な内容については、福岡との商談

会として、これまで３回実施している山鹿マーケットには60名ほどのバイヤーの方

の参加をいただいております。菊鹿の棚田ツアーには、参加者約70名のうち、例年

40名ほどの方が福岡から、鹿央の里山ツアーには約50名のうち30名ほどが、それか

ら竹林オーナー制度では11名のうち２名が福岡からの参加となっております。 

また、水辺プラザかもとが過去に実施しました来館者アンケートでは、年間の来

館者のうち３割が福岡県からであり、熊本市及びその近隣からの来館者とほぼ同数

であることがわかりました。このほか、小栗郷やＪＡファーマーズマーケットでも

福岡ナンバーや久留米ナンバーの車や貸切バスが目立っており、福岡方面から多く

の方に山鹿を訪れていただいております。 

今後は、山鹿の農林産物や地域資源などの魅力をさらにアップしながら、福岡で

物を売ることよりも、情報発信機能を高め、福岡方面や熊本市方面などからの誘客

に力を入れてまいりたいと考えております。 

○議長（横手啓介君）   

丸山議員、了解ですか。 

○28番（丸山寛治君）   

議長。 

○議長（横手啓介君）   

丸山議員。 

［28番 丸山寛治君 登壇］ 

○28番（丸山寛治君）   



 － 67 －

福岡市内でのアンテナショップの開設については、十分な調査がなされているよ

うであります。運営の問題、費用対効果などについて、難しい面があり、心配して

いたところです。水辺プラザかもとなどから福岡市内のスーパーに野菜や加工品を

出品されて好評とのことでありますが、関係者の連携のもと、消費者ニーズの把握、

また情報の発信、販路拡大のためには、必要不可欠なことではあります。積極的な

支援をお願いするところであります。 

インターネットを活用した宅配業務については、関係者が情報を共有し、また連

携して情報発信に努めることが販路拡大に大いに役立つものと考えます。 

ようやく今月、物産館連絡協議会が設立されると聞きましたが、市内のあらゆる

関係者、農業、商工、観光などの連携を密にしながら進めることが重要ではないか

と考えます。 

山鹿市としてできる限りの支援をお願いして、私の質問を終わります。 

○議長（横手啓介君）   

以上で、丸山議員の一般質問は終了いたしました。 

ここで、昼食のため休憩いたします。午後１時10分から再開いたします。 

―――――――――――――― ○ ―――――――――――――― 

午後０時06分 休憩 

午後１時10分 開議 

―――――――――――――― ○ ―――――――――――――― 

○議長（横手啓介君）   

休憩前に引き続き、会議を開きます。 

次の通告順により、森 久雄議員の発言を許します。森議員。 

［26番 森 久雄君 登壇］ 

○26番（森 久雄君）   

26番、民主党、森久雄です。 

今回は、質疑を１点、一般質問を２点行います。 

質疑については、議案第38号 山鹿市過疎地域自立促進計画についてです。過疎

特措法が平成28年３月31日まで６年間延長されましたことは、本市のみならず過疎

地域を抱える自治体にとりましては、延長に幾らかの不安も抱いていただけに、大

変よかったと思っております。 

今議会に、山鹿市過疎地域自立促進計画が議会の議決を得るため提案をされまし

た。本市は市全域がみなし過疎地域であるので、本計画上の事業は、過疎債を財源

にできるという立場を得ております。みなし過疎地域が喜ばしいことかどうかは別

に議論すべきことではありますが、議案の４ページに示してあります財政状況から



 － 68 －

して、借金をするにしても有利な借金ができることは喜ばしいことであると思いま

す。 

さて、計画の内容が示されております。計画は、県とも正式に協議しての議会提

案となっています。 

そこで、幾つかお伺いをしたいと思います。 

１、ここに示された計画は、６ページにも書いてある基本方針を具現化するもの

であり、必要な事業ばかりであると思います。また他にも要望を聞けば、多くの要

望事業が出ることはわかっておられると思います。でも、まずは本計画に掲げられ

たこれらの事業を推進することでありましょう。しかし、全部を同時並行にはでき

ないと思います。では、６年間のうち初年度に優先すべきは何か、次年度以降はど

の事業か、さらに次の年度の計画はこれだとお考えになっておられると思います。

それらについて、各部からおのおの答弁されずに、まとめられたものを代表答弁で

結構ですから、お答えください。 

２、次に重要なことは、財政計画です。どんなにすばらしい計画でも、資金の裏

づけなしでは一歩も進めません。本議案に金額的な数字は一切見当たりません。細

部計画はこれからでしょうから、一つ一つの事業に対する資金計画は出せないと思

います。計画に掲げられた事業のすべてを過疎債に頼ることは考えられません。そ

こでまさに慎重な財政計画として、マクロの限度額を、６年間の過疎債活用総額を

幾らまでならと考えておられるのかお示しをいただきたいと思います。闇雲に借り

るというわけにもいきませんでしょうし、また借りられもしないでありましょうか

ら。 

３、示された事業の中で、６年間の中での優先順位は問いませんが、私的にぜひ

お聞きしておきたい事業が以下の６点です。それらの事業についてのお答えは、Ａ、

６年のうちにやる。Ｂ、やろうと思っている事業の一つである。Ｃ、一応挙げてお

きました。のいずれに該当するのか、正直にあっさりとお答えをいただきたいと思

います。 

①交通通信体系の整備。情報化及び地域間交流促進の中の、道路は全部なのかど

うか。②情報化施設の中の光ファイバー網整備事業については、旧４町すべてを順

次いつまでにやられるのかということです。③生活環境整備の消防施設で、東分署

庁舎建設、鹿北分署庁舎建設の負担金、これは６年のうちのいずれかの時期であっ

ても負担要請があれば応じることになるのかどうか。④公営住宅の建てかえはどこ

を向こう何年までにやろうとされているのか。⑤カルチャースポーツセンターの温

泉プール整備はいつごろになるのか。⑥菊鹿、鹿本、鹿央総合支所の改修事業は何

年までで終えるのか。以上について、お答えをいただきたいと思います。 
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次に、一般質問に移りたいと思います。 

１点目は、新山鹿市史の編さんについてであります。山鹿地域の歴史に江戸期か

ら明治初期までは山鹿郡や山本郡、玉名郡があって、地域的にも今から考えますと

複雑に村々が存在していたように見受けられます。ある程度すっきりした自治体と

なってきたのは明治29年の鹿本郡誕生からではなかろうかと思います。この鹿本郡

も、大正12年の郡制廃止で消滅をしましたが、当時の郡長の高田亀喜によりまして、

同年３月10日付で鹿本郡史が発行されております。その後は、山鹿市の誕生、鹿本、

鹿央、菊鹿、鹿北の各町が誕生して、いずれも市史や町史を編さんしてこられまし

た。そして、平成17年１月15日には平成の合併で新山鹿市が誕生したところです。 

今、新山鹿市の温故を見るときに、開くべき資料の一つには、旧１市４町の市町

史があります。合計12冊もあろうかと思います。今後もこの状態、いわゆる12冊を

お見せして、市内外の人たちに提供していくことは、余りにも不親切ではないかと

思うのであります。中には在庫ゼロの町史もあり、図書館のみに存在するものもあ

ります。 

そこで提案ですが、４年先には合併10周年が訪れます。恐らく記念事業が計画さ

れていくものと思います。その一つとして、新山鹿市史の編さんに取り組まれるこ

とを提案して、そして願うものです。今存在している12冊の市町史をベースにして、

重複しているデータ等をそぎ落として編集すれば、恐らく５冊以下にはまとめられ

るのではないでしょうか。また、データ部分だけは電子化して、鹿本図書館のホー

ムページで検索可能にすれば、さらに冊数を減らすことも可能になるものと思いま

す。発行目的は、できる限り多くの人たちに読んでいただき、山鹿を知っていただ

くこと。後世の人たちに20年代までの山鹿市を探るための資料としても活用してい

ただくことにあるのではないでしょうか。であれば、各１冊が分厚く高額であれば

購入意欲は起きずに、どこかの支所みたいに倉庫にたくさん残ることが目に見えま

す。よって、思い切ったやり方ではありますが、全12冊を全部電子化してしまうこ

とも考えられるのではないかと思います。そうしておきますと、今の子どもたちは

ＩＴ世代でありますから、必要な情報はインターネットから得ることも当たり前に

していると思いますので、今もこれからも、郷土山鹿について容易に検索できてい

くのではないでしょうか。まさに国立国会図書館がやっております近代デジタルラ

イブラリーの山鹿版になるのではないかと思います。10周年事業にとこだわっては

いませんが、しかし絶好の機会と思っております。要は、新山鹿市史編さんは必要

ということを訴えたいのであります。その際に、アナログ、デジタルの方法のいず

れかにしなさいということを申し上げ、それにこだわることはございません。市長

の考えをお聞きしたいと思います。 
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２点目です。旧１市４町の市町史は、実に多くの資料・文献を参考に編集編さん

されております。それらは執筆者の持ち物か、それとも市内の図書館、図書室、あ

るいは旧自治体に存在しているものなのかがわかりません。しかし、例えば中世山

鹿の歴史の一幕が日記に残されており、それを参考に山鹿市史が生き生きと書かれ

ています。参考にされたのは、薩摩の島津の家来であった上井覚兼日記です。島津

氏が相良氏を下して肥後北部へ攻め上がってきたときに、隈部親康が降伏を伝えて

きたことや、人質に有働何がしを差し出したとか、山鹿城に入らせろ、いや、城内

は難しいので宗方がよろしかろうなどのやり取りが書かれております。この日記は、

県立図書館にはありますけれども、山鹿にはいずれにもございません。つまりは、

市町史を完成させた資料を揃えていただきたいと要望するものであります。さらに

は、歴史にもっと肉をつけ、奥行きを持たせるために、必要な資料の収集をお願い

して、図書館にコーナー等を設けて揃えていただきたいのであります。それらの中

に、私的に特にお願いしたいのは、豊前街道山鹿の宿を通過した細川、島津、相良、

松井諸家の記録や個人のいろいろな日記類など、加えまして中世期の山鹿を知るた

めに鹿児島県、大分県、佐賀県発行の県資料などに山鹿の記載を見ることができる

と思いますので、特に揃えていただきたいと思います。できない相談を申し上げて

いるとは思いません。ぜひ取り組んでいただき、歴史の方向、山鹿のあかし、資

料・文献を充実させていただきたいのであります。以上で、１回目の質問を終わり

ます。 

○議長（横手啓介君）   

執行部の答弁を求めます。本多総務部次長。 

［総務部次長 本多隆文君 登壇］ 

○総務部次長（本多隆文君）   

森議員の、山鹿市過疎地域自立促進計画についての質疑に、お答えをいたします。 

まず、過疎地域自立促進計画は、過疎地域の実状に応じて創意工夫による総合的

かつ計画的な自立促進のための施策を推進するために策定するものです。これを踏

まえ、山鹿市過疎地域自立促進計画では、道路・通信体系の整備や、生活環境の整

備、医療福祉などの基本的生活水準の確保や、農林業や商工、観光業などの産業振

興の観点から、本市の実状に応じた施策を盛り込んでいます。その施策を実現する

ための具体的な事業として、本計画では旧計画の積み残した事業を含むとともに、

熊本県の広域的な過疎対策に対応するためにもかなりのボリュームを持った計画と

なっております。 

そこで、森議員の質疑の１点目、６年間の中で年度ごとに各部が優先的に取り組

む事業は何かというご質問にお答えをいたします。 
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本計画については、総合計画や定住自立圏形成方針、また各種の基本計画ともリ

ンクしなければなりません。基本的な考えとしましては、３月定例会の市長説明要

旨の中にあった、周辺部の振興対策、子育て支援体制の充実強化、資源循環型社会

の構築の三つの柱を重点的に展開することとしております。 

具体的には、一つ目の柱の周辺部の振興対策では、本市の基幹産業である農林業

の活性化対策として、農林業関連施設の整備や機械・設備の導入を図ります。また、

情報化社会への対応としての光ファイバー網整備や、市民サービスの拠点である総

合支所の改修事業にも取り組みます。 

次に、二つ目の柱の子育て支援体制の充実強化では、教育施設等の環境整備を図

るため、小中学校校舎の耐震化や、規模適正化事業に取り組むとともに、社会教育

関連施設の整備に努めます。 

最後に、三つ目の柱の資源循環型社会の構築では、環境保全を図るため、合併処

理浄化槽設置整備に係る支援を集中的に行うとともに、堆肥製造施設の整備を進め

ます。 

次に、２点目の、６年間の過疎債活用総額をどれくらいに設定しているのかとい

うご質問にお答えいたします。国の方針では、個別の補助金を廃止し、一括交付金

として地方に配分する動きや、地域主権が進む中で、今後新たにどのような過疎関

連政策が示されるか不透明な部分もあることから、現時点で発行上限額を示すこと

は難しいと考えております。 

なお、過疎債についても、地方債であることに変わりはなく、本市の健全な財政

運営を行うために、各年度の地方債発行額の適正管理に努める必要があると考えて

おります。 

次に、３点目、６年間のうちに実施する事業、実施したいと思っている事業、た

だ単に掲載している事業に区分すると、それぞれの事業はどれに該当するのかとい

うご質問にお答えします。 

光ファイバー網整備事業については、市内での情報格差が生じている現状にかん

がみ、この解消に向けた早急な取り組みが必要であると思いますので、諸条件が整

い次第、優先して取り組むべき事業と考えております。 

また、三つの総合支所改修事業については、既存施設のあり方を含め、平成25年

度までには整備を終了する計画であります。 

市道整備については、旧計画に引き続いて整備する路線を含めて、また道路マス

タープランにおける整備計画との整合性も図りつつ、年次計画により鋭意整備を進

めたいと考えております。 

次に、消防施設整備については、現時点で不透明な要素があるものの、今後の消
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防体制の再編整備の動きにあわせて、適宜必要な機能や体制の充実強化を図らなけ

ればならないと考えております。 

公営住宅の建てかえについては、維持補修による延命化を図る一方、耐用年数を

過ぎて、これ以上の改修を行っても投資効果が上がらないと思われる住宅について

行う考えです。計画に掲載している建てかえ事業は、これに該当する山鹿地域や鹿

本地域の住宅を想定したものです。 

温泉プール整備については、市民スポーツの振興を図る上で必要な事業の一つと

考えていますが、市民プールの老朽化への対応とカルチャースポーツセンターの未

利用地活用という視点で検討している段階です。以上で答弁を終わります。 

○議長（横手啓介君）   

中嶋市長。 

［市長 中嶋憲正君 登壇］ 

○市長（中嶋憲正君）   

ただいまの森久雄議員の、新山鹿市史の編さんについてのご質問にお答えいたし

ます。 

現在、市が保有し販売している旧１市４町のときに発刊された市史、町史は、上

下巻、別巻からなる山鹿市史を初め、鹿北町誌幸の国のあゆみ、菊鹿町史、鹿本町

史、鹿央町史など、全部で13巻あります。森議員のご質問の中にありましたが、大

正12年までは当時の鹿本郡役所によって編さんされ、鹿本郡史があるのみで、町村

史はございませんでした。戦後、昭和の合併の後、これまでの町や村の資料を整理

し、克明に記録しておかなければ、ふるさとの歴史が永遠に消えてなくなってしま

うのではないかという危機感から、どれもが平成の合併前に編さんされたものです。 

市史、町史は、市や町の歴史、文化、世相を知るバイブルとも言われるもので、

山鹿のことを知る百科事典として、子どもからお年寄りに至るまで、広く利用され

てきました。今現在、以前に刊行された市史や町史の中には、在庫がなかったり、

残り少ないものもございます。多くの山鹿市民に山鹿のことを知ってもらうことを

目的に、旧市史や町史を編さんして、新たに新山鹿市史を発行し、家庭や学校、職

場で利用していただくことは、郷土の歴史を正しく理解し、次世代の山鹿を担って

いく子どもたちを育成していく面からも大変意義あるものと思います。しかしなが

ら、この事業はかなりの予算、人員、期間を要するものだと考えられます。合併10

周年も一つのタイミングとして視野に入れて、しっかり検討してまいりたいと思い

ます。また、市町史のデータベース化についても、担当部署にしっかりと検討をさ

せたいと考えます。以下については、担当部長から答弁をさせます。 

○議長（横手啓介君）   
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倉原教育部長。 

［教育部長 倉原謙治君 登壇］ 

○教育部長（倉原謙治君）   

市町村史のデータ化、データの電子化についてお答えを申し上げます。 

インターネット等の普及によりまして、さまざまな情報が瞬時にパソコン上で検

索でき、調べものをする際、大変便利になりました。市では、市のホームページや

鹿本図書館のホームページを充実させ、市民にさまざまな最新の情報を提供してい

るところです。 

市のホームページには、一般的な文化財情報等も掲載しておりますが、専門的な

内容については市史や町史で詳しく調べるしか他に方法がないのが現状です。市町

史をデータベース化し、ホームページ等で検索できるシステムを構築すれば、子ど

もからお年寄りに至るまで、市民が必要なときに必要なだけ簡単に情報を取得する

ことができます。できますならば、冊子としての新山鹿市史の編さんとこれらのデ

ータ電子化の同時進行を実施することが理想ではありますが、予算、効果、必要性

の面から十分に検討し、実現可能なものから取り組んでいきたいと考えております。 

続きまして、市町村史を編集・編さんした際の資料を図書館に揃えてもらいたい

とのご質問にお答えいたします。 

旧１市４町で市町村史を編集・編さんした際の資料ですが、個人の持ち物をお借

りしたり、他市町及び県立図書館などから借用した資料、文献を参考にしておりま

す。郷土の歴史資料の収集、保管については、山鹿の歴史を正しく理解し、後世に

伝えていく意味から大変重要かつ必要な活動であると思っております。しかし、郷

土の歴史資料といいますのは、大変貴重で、しかも稀少な資料ですので、なかなか

手に入りにくいものもありますが、出版社等に問い合わせながら、取り寄せられる

ものについては今後、購入していきたいと考えています。また、歴史資料について

は、古いものが多く、保管についても非常に気を遣い、専門的な知識を要しますの

で、市立博物館や鹿本図書館で管理し、閲覧や貸出をしてまいりたいと考えており

ます。熊本県立図書館は、県で唯一の県立図書館であるために、貸出や返却といっ

た通常業務だけではなく、資料の保存機能としての役割も兼ね備えておりますので、

郷土資料は積極的に収集や保管をされております。参考にしたい資料等が図書館に

なかった場合には、他市図書館から本を借りて利用者に貸し出す相互貸借という制

度を市民に利用していただいておりますが、資料の収集や保管については、県立図

書館にお任せするだけでなく、山鹿市におきましても積極的に行い、さすがに山鹿

市は歴史の宝庫だと言われるよう取り組んでまいりたいと考えております。以上、

ご答弁いたします。 
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○議長（横手啓介君）   

森議員、了解ですか。 

○26番（森 久雄君）   

議長。 

○議長（横手啓介君）   

森議員。 

［26番 森 久雄君 登壇］ 

○26番（森 久雄君）   

山鹿市の過疎地域自立促進計画については、答弁の内容について理解をいたしま

したし、また遅滞なく順調に推進をされていきますことを心からお願いを申し上げ

て、この質疑については終わらせていただきますが、新山鹿市史の編さんにかかわ

るところについて、別な視点から少し苦言を申し上げたいと思います。 

発言通告を何日までと議運で決まります。その発言通告の締め切りまでに、私に

限ってということではございませんが、私の場合はと申し上げますと、その発言通

告をする際には、できるだけ原稿を添えて提出をするようにいたしております。そ

れはどういうことを目的とするかといいますと、よりよき答弁をいただきたいとい

う思いからであります。これは、私が平成７年に議員になりましてからの変わらな

いスタンスです。それに基づきまして、該当される部署、質問を受ける部署につい

ては、発言を予定している議員に対して、発言内容を把握するための聞き取りや意

向を聞くために接触を行います。どういう内容でお尋ねになりますか、どういうと

ころがポイントですか等あろうかと思います。その後、そういうやり取りが終わり

ますと、答弁の骨子について、あるいはある程度細かいところまですり合わせとい

うのが行われます。そして、本会議というものを迎えるというのが今のこの本会議

の一般質問の進め方だろうと思っております。そのすり合わせによって、質問者の

再質問等が省略されていきます。むだな質問も省かれていきます。そしてまた、質

問者が示されたある程度の中身について妥協をして、その議会における質問という

ものを終わらせていくようになります。ところが、そのすり合わせや答弁書作成の

担当者が詰めた結果を、その後で担当者の上司が、それはちょっとできませんと、

質問者に対して答弁内容の変更を了解させるべく、再度、すり合わせを求める。こ

のとき担当者は、質問者に対して再質問はありませんかというぐらいまで詰めてい

るわけです。そういうことをされると担当者はたまったものじゃないし、質問者も

今までのすり合わせは何だったかと、こういうことになります。質問者を愚弄する

わけであります。そして、部下に対する信頼はないということを露呈するものであ

ります。このようなことでは、部下はモチベーションも上がることはないでしょう
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し、決して生き生きとした仕事ぶりにはなっていかないと思います。そしてまた、

議員に対する幹部職員の考え方も悪い例ではありますけれども、阿久根市長のよう

な対応でも済むんじゃないかということにもなりかねません。なぜこういうことを

申し上げるかと言いますと、私は先ほどの質問のときに、趣旨については合併10周

年をめどにお願いしますと、こだわっていないけれどもぜひお願いしたいというこ

とを申し上げましたが、私はそれについて、答弁は、そういう方向での答弁がある

というふうに受け取りました。それで大変喜んでおりました。しかし、今先ほどの

市長の答弁では、検討に変わりました。まことにもって残念であります。それで、

最初に答弁をこういうふうにしてやるということを示したならば、それが少し職員

が頑張りすぎたかと思われても、それを呑み込みきるだけの器量で対応していただ

きたいということを申し上げておりますので、ぜひ、もう一回、市長でなくても教

育長でも結構ですが、そこについては、どうしてそういうふうに対応をさせていっ

たのかということを、説明をいただきまして、もう一度答弁をお願いしたいと思い

ます。 

○議長（横手啓介君）   

答弁を求めます。倉原教育部長。 

［教育部長 倉原謙治君 登壇］ 

○教育部長（倉原謙治君）   

今回の答弁については、私の指示不足等で森議員には大変ご迷惑をおかけしまし

た。質問を最初お伺いしまして、私も旧山鹿市の市史編さんには少し携わってまい

りましたので、その市史の重要性等は十分認識をしているところです。お話をいた

だきまして、紙の市史にするのか、あるいはデータベース化するのか、そういった

検討はまだしておりませんし、それにかかる費用等もまだ皆無です。こういったこ

とがまだ全然わからない中でつくるというのは、議員さんにも失礼かなということ

で、答弁を少し変更させていただきました。気持ちとしましては、個人的にはぜひ

つくりたいという気持ちでおります。以上、ご答弁申し上げます。大変失礼申し上

げました。 

○議長（横手啓介君）   

森議員、了解ですか。 

○26番（森 久雄君）   

議長。 

○議長（横手啓介君）   

森議員。 

［26番 森 久雄君 登壇］ 
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○26番（森 久雄君）   

答弁の内容等については、私は全く期待を裏切られたという思いで、少しどころ

ではない憤りを覚えておりますけれども、これは苦言を申し上げて質問を終わりた

いと思いますが、議員に対して質問が出た場合に、答弁の内容についてすり合わせ

をする時には、少なくとも、やっぱり幹部職員の皆さんは目を通すなり、あるいは

その部下を100％信頼して質問者、議員の前に向かわせるとか、そういうことにつ

いて、もう少し質問者に対しての敬意を払っていただきたいし、慎重さも持ってい

ただきたいし、みずからの組織の持っている守備範囲というものも、頭に入れなが

ら対応していただくようにしていただきたいと思います。でないと、これからの質

問をする際に、もうどうでもいいような答弁にころっと変わるようなことになりま

すと、また私たちもそのつもりでの質問に変えていかなければならないと思います

ので、よくよく考えていただきたいということを最後に申し上げて、終わります。 

○議長（横手啓介君）   

以上で、森議員の質疑・一般質問は終了いたしました。 

次の通告順により、高野誠二議員の発言を許します。高野議員。 

［24番 高野誠二君 登壇］ 

○24番（高野誠二君）   

24番、鹿進会の高野です。何か妙な流れにきまして、ちょっとやりにくいのです

けど、とりあえず皆さん、残暑お見舞い申し上げます。やはり、この暑さは、涼し

くなってから、夏バテというのは来るそうです。皆さんの予定を見ますと、９月の

終わりごろに各委員会の行政視察が目白押しになっております。体調にはお気をつ

けて頑張って行ってらっしゃいと思っております。 

それでは、質問の方に入らせていただきます。山鹿市のごみ問題への対応につい

てお尋ねいたします。７月の広報やまがや、６月議会において報道の新聞で、市長

がごみゼロを目指すという記事を見て、初めて山鹿市においてはごみ問題が喫緊の

課題であるとわかった市民の方々は多かったのではないでしょうか。実際には、今

年の３月議会で循環型社会の構築については、述べられておりましたが、平成25年

３月までしか使用できない鹿央町のクリーンセンターにかかわる対策は、本来なら

ば合併してすぐに取り組むべき問題であったろうと思います。そして、かなり追い

詰められてこの問題が浮上し、山鹿市の対応が遅かったことが露見したのではない

かと思います。しかし、執行部の対応の遅さを指摘しなかった私たち議員にも責任

があると思います。ここは、執行部、議会が一丸となりまして、市民の皆様の協力

をいただきながら、この難局を乗り越えていかなければならないと思っております。 

今回は、改めてこのごみ問題がどのような経緯を経て、近い将来、どんな形で解
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決するのかを私どもの指摘の遅さの反省を込めまして、お聞きしたいと思います。 

まず、鹿央町のクリーンセンターに関する取り決めも含めまして、合併協議会に

おける一般廃棄物処理に対する決め事の経緯はどのようなものであったかをお尋ね

します。１回目を終わります。 

○議長（横手啓介君）   

答弁を求めます。古荘環境部長。 

［環境部長 古荘秀幸君 登壇］ 

○環境部長（古荘秀幸君）   

高野議員の一般質問、山鹿市のごみ問題への対応についてお答えします。 

今回の質問の趣旨は、クリーンセンターの使用期限に関する問題に対してのこと

でありますので、その観点からご説明申し上げます。 

１点目、今までの経緯、特に合併協議会からの経緯について、ご説明いたします。 

まず、平成15年当時の合併協議会における生活環境分科会や、一部事務組合等の

取り扱いの話の中では、クリーンセンターの使用期限に関する件については、議題

や協議としては一切行われておりません。これは、１市４町の合併に関する事務事

業の調整等が最優先されたことによるもので、クリーンセンターの問題については、

合併後において協議を行うこととされていたものであります。その後、広域事務組

合においては、新市が誕生したことで、それまでの１市５町の計画であった一般廃

棄物処理基本計画を新山鹿市と植木町の１市１町で策定を見直す必要が生じたため、

平成18年12月には、基本計画の見直し策定が行われたところであります。その中で

は、中間処理に関する計画で、「クリーンセンターについては平成24年度までが現

在の建設地で施設が稼働できる期間として、地元協定にて定められた期限となって

いるために、構成市町や組合、関係者間にて今後の措置について検討を行ってい

く。」と明記してあります。平成19年５月には、広域事務組合と構成市町により、

ごみ焼却施設建設検討委員会が設置され、協議・検討の結果、現有施設の延命化で

平成34年度までは十分使用可能であると方針が出されましたが、地元からの理解が

得られませんでした。その後、平成20年12月から翌１月にかけて、市長は広域事務

組合の管理者の立場として、地元説明会に出席いたしましたが、地元の反対の声は

極めて強く、理解を求めることは厳しい状況であると判断され、地元のご意見を尊

重し、協定書を遵守すると地元に対して報告したところであります。これを受け、

平成21年４月からは、再度、一般廃棄物処理対策検討委員会を設置し、クリーンセ

ンターに代わる処理施設や、その他の処理方法の検討、先進地事例の研鑽を行い、

本年度において具体的なごみの減量化の実証実験や、処理方法の比較検討を主目的

とした、一般廃棄物処理基本計画を山鹿市単独で策定することとなったものであり
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ます。以上、答弁といたします。 

○議長（横手啓介君）   

高野議員、了解ですか。 

○24番（高野誠二君）   

議長。 

○議長（横手啓介君）   

高野議員。 

［24番 高野誠二君 登壇］ 

○24番（高野誠二君）   

クリーンセンターの問題は、合併後に協議するということになったということで

すが、問題を何か先送りしたような感じがして、大変残念な気がいたします。この

辺のいきさつは、私ども議員も情報が余りなくて、よく理解していないところがあ

ったかと思います。まさに私どもにとりましては、遅きに失したという感がありま

す。この巻き返しに努力をしなければならないと今感じております。次に執行部が

３月、６月で答弁されました、今後の一般廃棄物処理に対する基本的な考え方、そ

して方向性に対してちょっと質問したいと思います。 

まず、バイオマスに関してですけれども、バイオマスも大いに活用して、循環型

社会への対応を図るとのことでした。現在のバイオマスの処理能力はどの程度なも

のか、また今後、処理能力を拡大する予定はあるのか、ないのかをちょっとお聞き

したいと思います。 

次に、民間委託についてですけれども、民間委託した場合のごみ処理に対する費

用は、現在に比べてどのくらいかかる見通しか、お知らせいただきたい。概算で結

構ですから、わかっている範囲でお答え願いたいと思います。 

次に、ごみの分別収集体制の見直しという記事を見てからの市民の反応はいかが

でしたでしょうか。区長さんたちに説明されたのなら、その反応で結構ですので、

お知らせください。 

それから、広報やまがに載っておりましたモデル地区の件ですけれども、検証さ

れるということは大変大事なことだと、私もそう思います。しかし、山鹿市街地や

鹿本町で来民の中心街は、モデル地区から外れております。それだと本当の検証が

できないのではないだろうかと心配しますけれども、それを含めまして、そのモデ

ル地区の選定はどのような方法で行われたのかお聞きします。 

２回目を終わります。 

○議長（横手啓介君）   

答弁を求めます。古荘環境部長。 
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［環境部長 古荘秀幸君 登壇］ 

○環境部長（古荘秀幸君）   

高野議員の２回目の質問、２点目のバイオマスセンターでの生ごみの処理能力等

について、お答えいたします。 

山鹿市バイオマスセンターは、家庭系で２トン、事業系で１トンの合わせて１日

３トンで、年間1095トンの処理能力であります。この処理計画は、鹿本地域の世

帯・人口にあわせて設計した施設でありまして、山鹿市全域の生ごみ、推定で4000

トンを処理するとなれば、現有施設での処理は困難であり、施設拡大についても厳

しい状況であります。 

なお、山鹿市全域の生ごみをすべて堆肥などとして再資源化するには、新たな生

ごみの処理対策が必要となってまいりますので、現在、その方法について検討を行

っているところであります。 

次に、質問の３点目、ごみ焼却を民間に委託した場合の費用について、お答えい

たします。 

平成21年度実績の可燃ごみの量、１万1082トンの処理費用１億4700万円です。こ

れを比較試算いたしますと、民間焼却施設への委託費は３倍程度となることが予想

されます。また、固形燃料化にする資源化施設での処理費用は２倍程度と試算して

おります。しかし、可燃ごみの減量化による現状の５割程度に減量した場合には、

クリーンセンターでの処理量は減少しますが、通常どおり稼働するための固定費は

必要であるため、現在の総処理費用と余り変わりはありませんが、トン当たりの処

理単価は逆に現在の２倍程度の試算となり、効率性、コスト的には悪い状況となり

ます。また、減量後のごみ処理を資源化施設へ委託する場合のトン当たり単価と比

較しますと、クリーンセンターで処理する単価と大きな差違はないと試算していま

す。ただ、搬入に伴う施設等の整備は必要となってまいります。 

次に、質問の４点目、分別品目をふやすことへの住民の反応についてお答えいた

します。 

市民の中には、これ以上分別品目をふやすことへの不安の声は一部ありますが、

今回、細分別を予定しております生ごみ、硬質系プラスチック、その他紙製容器、

及び草木類の４品目を追加資源化することで、可燃ごみの量が５割程度は減量可能

と試算しており、ぜひとも取り組まなければならない重要な減量化対策であります

ので、市民の皆様のご意見を取り入れながら、分別しやすい方法などを模索し、理

解、支持が得られるよう進めてまいりたいと考えております。具体的には、既に実

施しておりますモデル地区におけるごみ減量化の実証実験により、住民へのアンケ

ートや生の声を柔軟に取り入れながら、不安解消に努めますとともに、高齢者対策



 － 80 －

も含め、住民の理解を得てまいります。 

次に、質問の５点目、モデル地区の選定はどのように行ったのかについて、お答

えいたします。 

まず、モデル地区選定の要件といたしましては、市内各地域から１カ所選定する。

区長及び住民の皆様がごみ問題に関心があり、取り組む意欲があること。最後に収

集日が重ならないことなどといたしました。次に、各地域の選定については、校区

長等に事業の説明を行い、推薦していただく方法、また、各総合支所に相談の上、

支所より推薦していただく方法、また、自薦をしていただきました地区もございま

した。その後、地区役員や関係者への説明会とご了解をいただき、住民全員への説

明会等を開催し、現在、取り組んでいるところです。 

このような経緯により、モデル地区を選定したものでありますが、今後において

は、モデル地区の実施状況を検証しながら、順次、市街地にも拡大し、分別の推進

を図ります。以上、答弁といたします。 

○議長（横手啓介君）   

高野議員、了解ですか。 

○24番（高野誠二君）   

議長。 

○議長（横手啓介君）   

高野議員。 

［24番 高野誠二君 登壇］ 

○24番（高野誠二君）   

３回目の質問を行います。 

バイオマスに関しましては、山鹿市全域をカバーする処理能力はもうないという

ことでした。新たな生ごみ処理方法を検討中ということで、この点は、民間が、い

ろいろな機器を開発したり、処理の方法を考えておりますので、その辺も研究して

いただきながら、今後の対応をしていただきたいと思います。そしてまた、ごみ処

理の民間委託についてですけれども、現状では３倍の費用がかかる。減量化すると、

今度はクリーンセンターの場合、固定費が変わらないから、かえって稼働するだけ

現状より損をするということですけれども、いずれにしろ、仮の話ですけども、ク

リーンセンターが延命化した方がコスト的には有利であることは変わらないという

ことだろうとは思います。そのことによって、ごみの減量化が進まないというと、

今度は循環型社会の理想の方にはまたそぐわないということになりますので、大変

難しいところではございますけれども、山鹿市の場合は、循環型社会を目指すとい

うことですので、まずごみの減量化と、これに向かって進むということであろうか
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と思います。この辺は頑張っていただきたいと思いますし、また協力しなければな

らないと思っております。 

そして、モデル地区の選定についてですけれども、先ほど申しましたように、今

回の選定地区は余りごみの排出が多い方ではないといいますか、焼却処理が許可さ

れている場所でありますので、ちゃんとした本来のデータが取れるのかなと心配し

ておりましたけれども、市街地にも拡大するということですので、今後、期待して

おきます。 

最後に、今後の対応ですけれども、広報やまがには可燃物の資源化をさらに進め、

山鹿市に平成25年以降、処理施設、燃やす施設を持たない方向で取り組む、ごみを

限りなくゼロに近づけるためのゼロ・ウェイストへの挑戦、一般廃棄物処理基本計

画を策定するとのことでした。今後、いろいろなことを検証して、先ほどの基本方

針に合わないことがもし出てきた場合など、例えば費用が考えているより数倍かか

るとか、住民の皆様から考え直してほしいと、強い要望があったり、また、仮の話

ですけども、平成35年まで延命化ができるクリーンセンターの使用の見直しを、ま

た見直したらどうかという声がもし出てきた場合とか、そういうことを含めまして、

方針を変えることがあるのでしょうか。お聞きしたいと思います。 

山鹿市が目指しております循環型社会の構築は、大変すばらしいものであると考

えておりますし、ほとんどの方々がそのように思っていらっしゃると思います。こ

の事業への取り組みは、市民の皆様のご理解とご協力が必要であります。だからこ

そ、官民一体となるべく努力をすべきであり、発想も柔軟でなければならないと考

えます。喫緊の問題には柔軟に対応し、市民の皆様の協力が必要なときは、先走り

することなく、時間をかけて説明責任を果たしていくことが重要かと思いますが、

いかがでしょうか。これは、市長にお聞きいたします。これで質問を終わります。 

○議長（横手啓介君）   

答弁を求めます。中嶋市長。 

［市長 中嶋憲正君 登壇］ 

○市長（中嶋憲正君）   

ただいまの高野議員の３回目の質問、山鹿市のごみ問題への対応について、特に、

今後の対応について、お答えいたします。 

市の方針は、平成25年４月以降はごみを燃やさない、焼却施設を持たない方向で

検討を進めることとしております。この方針の進め方は、現在、燃えるごみの中に

混入している再資源化可能なごみを細分別し、リサイクルすることにより、燃える

ごみの減量化へ強力に取り組む。しかし、燃えるごみがゼロになることは、現時点

では厳しい状況でありますが、ごみを限りなくゼロに近づけるための、ゼロ・ウェ
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イストへの挑戦を行うというものです。このゼロ・ウェイストへの挑戦とは、ごみ

をすべてなくすという意味ではなく、無駄、浪費、廃棄をやめて、ごみをつくらな

い、ごみにしないという、市民一人一人がもったいないの心を持ち、ゼロに向けて

挑戦しようという意味です。 

それでは、なぜ焼却施設を建設しないのかについては、前回の定例会でも説明申

し上げましたが、一つには、新たな焼却施設を建設すれば60億円程度の費用が必要

になると試算をいたしております。この費用を市民の皆様に負担を強いることは避

けたいということです。二つには、新たな建設場所についても地元住民の理解を得

るのは困難を極めるということです。さらに３点目、今日の地球環境の急速な悪化

が進む中で、限られた地球資源をいかに循環させ、大切に使っていくかは今を生き

る私たちに課せられた使命であると、強く考えます。 

今後の対応として、再資源化できないごみについて、どのように処理するかにつ

いては、関係部局と広域事務組合が連携しながら、一般廃棄物処理計画の策定の中

で、さまざまな方法により比較検討しているところであります。具体的には、資源

循環型社会を構築するため、生ごみの堆肥化や可燃ごみの固形燃料化への資源化処

理の方法、また焼却処理に代わる新たな処理方法、将来のごみ排出量推計により試

算しながら、幾つかの選択肢の中から、そのメリット・デメリットを含め、慎重に

検討をしてまいります。 

そこで、議員ご質問のクリーンセンターも視野に入れてよいのかというご質問に

ついては、現状では到底お願いできる状況ではないと考えております。なぜかと申

しますと、一つには地元に対し、これまで37年間という長い間、大変な負担と心労

をおかけしていること。二つには、平成14年２月に締結されたクリーンセンターの

管理運営に関する協定書の重み。三つには、地元４地区での説明会における使用期

限厳守への強い要望。以上のことから、協定書を遵守すべきものと考えます。 

いずれにいたしましても、このごみ問題については、行政はもとより全市民で解

決に向けて行動を起こすことが重要であります。したがいまして、今回、一般廃棄

物処理基本計画の策定において、適切な方向性を導きたいと考えておりますので、

どうかご理解よろしくお願いを申し上げます。以上、答弁といたします。 

○議長（横手啓介君）   

以上で、高野議員の一般質問は終了いたしました。 

ここでしばらく休憩いたします。 

―――――――――――――― ○ ―――――――――――――― 

午後２時11分 休憩 

午後２時24分 開議 
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―――――――――――――― ○ ―――――――――――――― 

○議長（横手啓介君）   

休憩前に引き続き、会議を開きます。 

市長より、答弁漏れがありましたので、発言を許します。 

［市長 中嶋憲正君 登壇］ 

○市長（中嶋憲正君）   

先ほどの質問の中に、この大変大きな問題、市民の協力を得なければならない事

業ですので、柔軟に対応することも必要ではないかというようなお話でございまし

て、その辺についての答弁漏れがございましたので、お答えをいたしたいと思いま

す。 

先ほど言われましたように、市民みんなで考えなければいけないし、市民の協力、

理解なくしてはこれはできない。その意味からも、しっかりと市民の方々のご意見

を聞きながら柔軟に対応していく、そういった気持ちが大事かなと思います。とと

もに、この限られた今のときをどうしっかりと取り組んでいくかということも、大

事かなと、そういった思いをいたしております。そういった思いの中で、しっかり

とこの問題に市民の方々とともに取り組んでいきたいと、そのような思いです。 

○議長（横手啓介君）   

次の通告順により、稲葉昇議員の発言を許します。稲葉議員。 

［２番 稲葉 昇君 登壇］ 

○２番（稲葉 昇君）   

２番議員、鹿進会の稲葉昇です。 

今日は最後になりました。６番目ということで、質問を３項目させていただきま

す。１問目は、山鹿市における火災発生状況について。２問目は、山鹿灯籠まつり

について。３問目に、新庁舎建設についてということで、３項目で質問をさせてい

ただきます。 

最初に、山鹿市における火災の発生状況についてということで、質問をしたいと

思います。 

実は、約１カ月前、第１木曜日ですけども、私の近くの地域において家屋の火災

発生がいたしました。オフトークで「釘の花の何さん宅の近くで火災が発生しまし

た」という情報が流れまして、近くというとどこら辺までなのかなという思いで聞

きまして、私も消防歴が長く、消防の操法大会等あたりも非常に訓練を磨きながら、

当時は県大会まで出場していたということもありまして、昼の１時半という時間で

もありましたので、消防団の団員数が少ないという思いの中から、私もお手伝いを

しようということで、急きょ軽トラックで、ものの５分ぐらいで駆けつけたという
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思いもありますけども、非常に火災の火の回りが早いということで、びっくりして

おったわけです。そうした中、水の確保はどうかということで、防火水槽を見まし

たところ、私が行ったときには、もう防火水槽を半分ほど使っていたということで、

急きょ、川の水を給水しなければならないということで、川が両面ありまして、芋

生川、あるいは岩野川ということで、両面から水をポンプアップということでした。

それで、３号線沿いを横断しなければならないということで、３号線でホースを引

っ張って、２本も３本も引っ張った渋滞の中で交通規制等もあり、約１時間近く延

焼したということで、本家の元は全焼しました上、隣の納屋２軒も全焼ということ

で、非常に大きな火災であったということで、３軒の方にお見舞いを申し上げたい

と思っておるところです。 

そこで、私の質問の要旨といたしましては、熊本県内及び山鹿市における火災発

生状況についてということで、データ的なものをお聞きをしたいということと、２

番目に、山鹿市における火災発生の原因、いわゆる何が一番原因なのかということ

をお聞きしたい。そしてまた、火災警報器、そういったものの役割、それがどうい

うふうに役立っているのかということをお聞きしたいと思います。今現在、うちの

方では台所に１カ所ありまして、あと２階の方の廊下の天井に１カ所ということで、

２カ所、火災警報器がついているということでもありますけれども、やはり夜、寝

ていますと、寝室には恐らく聞こえないだろうと思います。本当にこの火災警報器

が役立っているのかという思いをしているところでもあります。そういった中、ど

ういう改善策等を考えておられるかということをお尋ねします。そういった中、ま

た消火活動における道路交通確保についてということでもあります。先ほど３号線

をストップしたということで、約１時間ほどストップしましたけれども、そういっ

た中、やはりホースのブリッジということで、早くそういったものをしますと、交

通渋滞が早く解消するということでもありますので、そういった面をどう考えてお

られるかをお聞きをしたいと思います。 

○議長（横手啓介君）   

執行部の答弁を求めます。本多総務部次長。 

［総務部次長 本多隆文君 登壇］ 

○総務部次長（本多隆文君）   

稲葉議員の一般質問、山鹿市における火災発生状況の１点目、熊本県内及び山鹿

市における火災発生状況について、お答えいたします。 

平成21年中の県内における火災発生件数は699件となっており、うち山鹿市での

発生件数は32件となっております。他の自治体と比較してみますと、県内14市では

熊本市の196件を筆頭に、八代市48件、天草市47件、次いで山鹿市の32件の順とな
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っています。また、城北６市においては山鹿市が最も多く、以下、阿蘇市30件、荒

尾市18件、玉名市17件、菊池市8件、合志市３件の順となっております。 

続きまして、２点目の、山鹿市における火災の発生原因と火災警報器の性能につ

いて、お答えいたします。 

平成21年中に本市で発生した32件において、原因として最も多かったのが、たき

火で７件、以下、コンロ５件、配線器具３件、火入れ２件の順となっております。

その他の原因といたしましてはストーブ、たばこ、火遊びなどがございます。 

次に、住宅用火災警報器については、住宅火災による死亡原因の７割が逃げ遅れ

であることを踏まえ、火災を早期に気づかせることを目的に、平成23年６月１日ま

でに設置することが義務づけられています。なお、火災警報器については、その性

能を保証する上から、日本消防検定協会の検定に合格した製品を推奨しており、適

正な場所への設置とメーカー保証期間内での更新を行っていただくことで、効果は

維持できるものと考えております。 

続きまして、３点目のご質問、消火活動時における道路交通の確保について、お

答えいたします。 

火災時においては、消防水利の位置により、道路を横断して消火活動を行うケー

スもあり、特に国県道等の幹線道路の場合は渋滞を引き起こしかねません。このた

め、極力道路交通に支障を来さず消火活動が行えるよう、通行車両が消火ホースの

上を横断できるようにするためのホースブリッジを消防ポンプ積載車に装備してい

るところです。なお、消火活動時における道路交通への配慮を徹底するため、火災

現場の状況に応じたホースブリッジの活用について、消防団に再度周知を図りたい

と考えております。 

最後になりますが、本市としましては、火災発生を未然に防ぐため、広報誌や防

災行政無線、オフトーク施設等により、市民への啓発に取り組んできたところです

が、今後も引き続き予防消防の強化に努めてまいりたいと思います。以上、お答え

いたします。 

○議長（横手啓介君）   

稲葉議員、了解ですか。 

○２番（稲葉 昇君）   

議長。 

○議長（横手啓介君）   

稲葉議員。 

［２番 稲葉 昇君 登壇］ 

○２番（稲葉 昇君）   
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山鹿地区におきましての火災の発生というものは、やはりよそに比べても若干多

いような感じを受けたわけです。この周知徹底については、夜９時の放送でもござ

います。そういった中で火災があったときに、どういった原因で火災があったかと

いうことでも、知らせておけば、火災が未然に防げるんじゃないかという思いをし

ておるところです。 

次に、山鹿灯籠まつりについて、ご質問をしたいと思います。 

実は、私も議員になり２年目を迎えておるところです。以前は、山鹿灯籠まつり

は、私の若いころは非常に人も多く、祭りを楽しく観覧していた思いがあるわけで

す。そういった中、これについて２回目であるたいまつ行列に参加をしながら、本

当の主催者というふうな思いで参加をしているところです。そういった中、議員控

室に何時に集合ということで集まっておりました。それから山鹿大橋近くまで行き

ましたけれども、その途中に非常にお客の少なさを感じたわけです。どうしてかな

という思いをしたところです。合併しまして、もう少しこの祭りについても、元気

な灯籠まつりが開催されればという思いでおるところです。 

そういった中、３点質問をさせていただきたいと思います。 

今年の灯籠まつりの客数はどれくらいだったのか。例年に比べてどうだったのか

ということを１点目に質問したいと思います。次に千人灯籠踊り手の確保について、

市外からの参加者はどれくらいあったのか。それから、３番目に、千人灯籠踊りに

対し、合併後、旧４町からの参加者の状況はどうか。灯籠まつりを充実させるため

に小学生、あるいは中学生、高校生の参加を促進するべきだと考えるが、市はどの

ように考えておられるかというお尋ねをしたいと思います。 

○議長（横手啓介君）   

答弁を求めます。三森商工観光部長。 

［商工観光部長 三森兄臣君 登壇］ 

○商工観光部長（三森兄臣君）   

一般質問の２点目、山鹿灯籠まつりについて、お答えいたします。 

最初に、今年の灯籠まつりの集客数についてです。15日の大きな催しの花火大会

について、主催者であります山鹿温泉観光協会の発表によりますと、例年並みの約

３万人となっております。その他、15日は全体を通して例年並みの人出でした。 

また、千人灯籠踊りのあった16日の来客者数は、平日の月曜日に開催ということ

もあり、例年に比べると少なくなっております。２日間で約25万人で、全体として

は例年より少ない人出でした。 

２点目の、千人灯籠踊りの参加については、各地区の嘱託員及び婦人会等のご協

力により、校区ごとに目標数を定め、参加いただいております。 
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ご質問の、市外からの参加者については、今年は200名を募集し、熊本県内から

150名、福岡県から29名、長崎県から４名、宮崎県、鹿児島県から２名の合計185名

の参加がありました。 

３点目の、千人灯籠踊りへの旧４町からの参加については、合併後の17年度は

122名の参加がありましたが、年々減少し、今年は29名でした。灯籠まつりは、市

全体の祭りという位置づけからも、今後はさらに総合支所との連携を行い、減少の

原因を検証するとともに、募集の方法や踊り手確保の方策を検討してまいりたいと

考えております。 

次に、小中高校生の千人灯籠踊りの参加については、小学校の４年生から６年生

までは少女灯籠踊りに参加いただいており、今年は179名の参加がありました。中

学生、高校生の参加についても、灯籠まつりを充実させることのみならず、郷土芸

能の伝承・体験という観点からも重要であると考えております。しかしながら、夜

遅くなる関係上、参加申し込みについては、保護者と学校の承諾を条件としており、

学校単位でなく、個人としての参加をお願いしているところです。また、上がり灯

籠についても、伝統行事を体験し、継承していくという観点から、市内の高校に参

加をお願いし、昨年から担ぎ手として先生や生徒に参加をしていただいております。

今後、踊り手や担ぎ手として、灯籠まつりへ参加しやすい環境を整えるため、教育

委員会や学校関係機関と連携しながら、協議を進めてまいります。 

山鹿灯籠まつりは、いわゆるイベントではなく、当市の歴史ある伝統行事です。

地域の伝統的な祭りや文化芸能は、先人から受け継いだものに、その時代に生きる

者が新しい息吹を吹き込み、後世に残していくことが責務であり、先人たちの郷土

山鹿を愛する心意気に負けないよう、市民が協働して発展させていかなければなら

ないと存じます。以上、お答え申し上げます。 

○議長（横手啓介君）   

稲葉議員、了解ですか。 

○２番（稲葉 昇君）   

議長。 

○議長（横手啓介君）   

稲葉議員。 

［２番 稲葉 昇君 登壇］ 

○２番（稲葉 昇君）   

祭りを絶やさず、伝統を絶やさず、ひとつ頑張っていただきたいという思いでご

ざいます。私も祭りを盛大にするのは好きでございます。私の、こういうふうにし

たら祭はどうかという思いを出したいと思っております。 
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 議員は、たいまつ行列に参加して主催者となりました。地域の合併４町も本当の

参加の意味でどうかなという思いで、やはり４町が灯籠踊りに参加するようなこと

はできないかという思いで、やはり歴史は、合併しますと歴史をつくりかえるとい

う思いもあります。そういった中、千人灯籠踊りが山鹿小のグラウンドであるなら

ば、市内の中に各４町でまた千人踊りをつくるならばどうかという思いです。鹿北

から250名、あるいは他の３町も250名参加しながら、例えばの話ですけども、上町

の方から鹿北が踊りに出る。下町の方から鹿央町から250名の踊り手が出る。中央

通りから菊鹿の250名の方が踊りに出る。あるいは大宮通りから鹿本町が250名で踊

りをつくり出す。そういったことを実現すれば、非常に盛大な歴史ある灯籠まつり

になるのではないかというビジョンでもあるわけでございます。実現するかしない

かはわかりませんけれども、私の抱負と、そういう思いを述べさせていただきたい

と思います。 

第３問目の新庁舎建設についてということで、質問を２点させていただきます。 

最初に、今日、森川議員が質問に立たれました。実は、１年前、私も初登壇した

ときに、新庁舎建設ということで質問をさせていただきました。内容的には、やは

り40億円かかるということです。いよいよ着手する準備ができており、鹿本農協の

取得も決まったということです。そういった中、今年度について、また来年度以降

を含め、今後のスケジュール等をお聞きしたい。それにつきまして、また新庁舎に

対する市民の思い、要望等の集約の方法についてということでお尋ねをしたいとい

うことを述べてみたいと思います。私も１年前、市民会館を入れる、あるいは灯籠

タワーをつくるということを言っておりました。１億円ぐらいかければ灯籠タワー

ができ、山鹿のシンボルもできるのじゃないかという思いを持っているところでも

ございます。そういった中、私のビジョンを大きく述べさせていただきます。答弁

をよろしくお願いします。 

○議長（横手啓介君）   

答弁を求めます。本多総務部次長。 

［総務部次長 本多隆文君 登壇］ 

○総務部次長（本多隆文君）   

稲葉議員の３点目のご質問について、お答えいたします。 

新庁舎に係る整備計画についてのお尋ねですが、このたびの９月定例会に新庁舎

整備関連議案をご提案申し上げております関係上、現時点においての想定スケジュ

ールとしてお答えいたします。まず、本定例会におきまして、関連議案の議決をい

ただきましたならば、早速10月から基本設計に着手することになりますが、基本設

計に約１年、その後の実施設計を含めまして約２年間の設計期間を要するものと考
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えております。その後、契約相手方であります鹿本農業協同組合から用地の引き渡

しを受けまして、平成24年10月を目途に、本体工事に着手したいと考えております。

工期は、現庁舎の解体、周辺整備までを含めたところで、特例債の発行期限であり

ます平成26年度末の完成を予定いたしております。 

次に、新庁舎に対する市民の皆様のご意見、要望等の集約方法について、お答え

いたします。 

基本設計に関しましては、平成21年３月に策定いたしております、新庁舎建設基

本構想を踏まえて進めてまいります。新庁舎の規模、配置、構造など、具体的な作

業を進めていく基本設計の進め方としましては、庁内組織として新庁舎検討委員会

を母体とする複数の専門部会を設置した上で進めてまいります。また、新庁舎に対

する市民の皆様のご意見、要望等については、市民の方々からなる仮称ではござい

ますが、新庁舎整備市民懇話会なるものを立ち上げ、意見の集約に努めていきたい

と考えております。 

また、その進捗状況等については、ホームページ、広報紙等により積極的に情報

提供を行い、市民一人一人の方からもご意見をいただきながら、全庁的施策として

取り組んでまいります。そして、議会に対しましては適宜ご報告を申し上げ、ご意

見等をいただきながら進めてまいりたいと考えております。以上、ご答弁申し上げ

ます。 

○議長（横手啓介君）   

稲葉議員、了解ですか。 

○２番（稲葉 昇君）   

終わります。 

○議長（横手啓介君）   

以上で、稲葉議員の一般質問は終了いたしました。 

―――――――――――――― ○ ―――――――――――――― 

 散 会 

○議長（横手啓介君） 

   これをもちまして、本日の質疑、一般質問は全部終了いたしました。 

   本日はこれにて散会いたします。 

午後２時50分 散会 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 
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 平成22年（第４回）山鹿市議会９月定例会会議録 

 

議 事 日 程（第３号） 

 

平成22年９月８日（水曜日）午前10時開議 

第１ 質疑・一般質問 

第２ 委員会付託 

―――――――――――――― ○ ―――――――――――――― 

発言通告 

１．福本 義文  
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午前10時00分 開議 

―――――――――――――― ○ ―――――――――――――― 

○議長（横手啓介君） 

   これより本日の会議を開きます。 

―――――――――――――― ○ ―――――――――――――― 

 日程第１ 質疑・一般質問 

○議長（横手啓介君）   

  日程第１ 昨日に引き続き、質疑・一般質問を行います。 

 発言の通告があっておりますので、順次発言を許します。福本義文議員。 

［４番 福本義文君 登壇］ 

○４番（福本義文君）   

  ４番議員の福本義文です。 

今回は、１番ということで、昨晩は寝られなくて睡眠不足ですけど、精一杯やり

ますので、誠意のある答弁をお願いします。 

今回の質問は、文化財の保存と管理についてです。合併により、指定文化財は昨

年、菊鹿町の隈部館の国指定となり、国指定が10件、国の登録が１件、県の指定が

19件、市の指定が160件、計190件と数多くこの市内には存在しております。この菊

池川流域は、装飾古墳はもとより、文化遺産の宝庫ではないでしょうか。また、こ

れらの他にも指定に匹敵する眠っている文化財、歴史的な遺産があるのではないで

しょうか。 

このような文化、歴史は、私たちに先人が残した遺産であり、このことは郷土の

歴史を守ることにより、地域の誇りでもあると思います。 

そこで、指定文化財とはどのようなものか。指定になるまでの流れはどのように

なっているか。指定文化財の取り扱い、管理はどのようになっているか。指定文化

財の定義をお知らせください。 

２点目に、平山橋の保存についてです。県道和仁山鹿線の拡幅工事が現在、平山

橋の上流といいますか、横といいますか、新しいコンクリートの橋の基礎工事が始

まっております。平山橋は文久元年、1861年の歴史のある石橋で、その後、拡張工

事で大正３年に橋の幅を倍に広げられ、そのままの姿で現在残っている眼鏡橋であ

ります。しかし、この石橋が地元の人たちの中に、撤去を、という話が持ち上がっ

ているようですが、撤去されるのか、現在地に保存されるのか、心配している一人

であります。ちなみに、山鹿市に存在している石橋は、菊鹿地区にある移転復元で

はありますが、県内では一番古いと言われております、石工仁平の自作の洞口橋、

安永３年、1774年の作があります。また、鹿北地区には11基と、石橋がいっぱい現
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在残っております。旧山鹿地区には11基、主な橋をトータルしますと大体23基と思

います。この石橋づくりには、先人たちの知恵と力をあわせてつくり上げた結晶で

あります。その時代は、すべてが手仕事の時代であり、今日の私たちには想像もで

きない、困難な事業であったと思われます。しかし、現在では社会環境の変化に伴

い、強度や道幅などの機能面だけを考えられているのではないでしょうか。石橋の

多くが橋としての必要性を失いつつ、そのため、取り崩されて新しいコンクリート

の橋や鉄の橋が架けられて、先人たちの知恵と力でつくり上げられた石橋の影が薄

れております。 

旧山鹿地区の11基のうち、湯町橋は日輪寺境内に、大坪橋は博物館前に移転復元

されています。また、坂田川橋、坂田橋、湯山橋、これは河川のバイパス工事でそ

のまま現地に保存されております。また、方保田橋、小原橋、これは今後において

も問題は生じないと考えられます。石、杉、長坂の３箇所の石橋は、神社の所有で

あり通常の道路橋でありません。したがいまして平山眼鏡橋ただ一つが保存の解決

をみれば、旧山鹿市の石橋の保存については、河川改修や道路拡幅等での存続が問

題となることはなくなるわけであります。また、この地域は平山温泉の起こり、発

祥地でもありますし、近くの湯山橋と歴史的、文化的要素を持った地域の財産で、

資源としても価値ある石橋でありまして、温泉客の方々にも一つの観光スポットと

して貴重な観光資源として期待されるものと思います。 

そこで、平山橋の重要性の思いと保存についての山鹿市教育委員会の思い、考え、

これからの地元の方々への進め方についてお聞かせください。 

次に、平山城跡の管理活用についてです。平山城は、室町時代の初期に菊池家の

分家であり、蛇塚九郎定氏の三男、平山秀世によって築城されたと伝えられており

ます。廃城時期は不明でありますが、永正元年、1504年に平山秀直の名があり、こ

の頃までは続いていたと思われます。 

また、西南戦争では政府軍の陣地として使用されていたとも言われております。

昭和62年８月に、史跡として山鹿市の指定を受けまして、昭和59年に発足した平小

城文化財顕彰会の会員の努力により、各方面の方々に寄付を募り、立派な平山城跡

の碑が建立されました。しかし、指定を受けて20年が過ぎ、顕彰会の会員さんも一

人欠け、二人欠けとなり、活動も管理もできなくなっている現状であります。城跡

一帯は、指定を受けたものの個人の所有地でもありまして、個人の維持管理、これ

は大変大きな負担となっております。 

そこで、市教育委員会での草刈り等の管理ができないものか、お答えください。 

最後に、城村城の国指定についてですが、この城は、菊池８代、能隆の第４子、

隆経が、文永５年、1268年に入居し、城氏を名乗り、天文19年、1550年、12代城親
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冬が隈本城に移ったため、隈部親永の子どもで親泰が入城し、その後、天正15年、

1587年の肥後国衆一揆では、城村城を中心に隈部軍と佐々軍の間で大きな戦いがあ

り、戦いの中心舞台となったところでもあります。この肥後国衆一揆の終末で、戦

国期から近世へと夜明けを意味するものでありまして、兵農分離による身分制度の

確立や、秀吉の刀狩り令も、この一揆が契機になったと言われ、その後、中央集権

社会へと発展していったものであります。 

このようなことから、昨年、隈部館跡は国指定に、その前に旧三加和町の田中城

も国指定になっておりますし、ぜひこの城村城、肥後国衆一揆の中心舞台となった

城跡、それに城村城の場合は、東の付け城、西の付け城がありまして、それとセッ

トにして考えれば、他の城跡、館跡にもひけを取らない史跡ではないかと思ってお

ります。そこで、市教育委員会の思い、考えをお聞かせください。 

これで、１回目の質問を終わります。 

○議長（横手啓介君）   

  執行部の答弁を求めます。倉原教育部長。 

［教育部長 倉原謙治君 登壇］ 

○教育部長（倉原謙治君）   

福本議員の一般質問、文化財の保存と管理について、お答えいたします。 

まず、文化財の定義というご質問についてですが、文化財は我が国の長い歴史の

中で生まれ、育まれ、今日の世代に守り伝えられてきた、貴重な国民的財産です。

これは、我が国の歴史、文化等の正しい理解のために欠くことのできないものであ

ると同時に、将来の文化の向上発展の基礎をなすものです。山鹿市文化財保護条例

では、文化財を建造物、絵画、工芸品、書跡、筆跡、典籍、古文書、民族資料、そ

の他の有形文化的所産及び無形の文化財で、我が国、熊本県及び山鹿市にとって歴

史上又は芸術上価値の高いもの及び考古資料と史跡名勝及び天然記念物と定義づけ

ております。 

山鹿市内にあります文化財のうち、国、県指定文化財以外のもので、特に重要と

されるものを山鹿市指定文化財として指定し、保存と活用が図られております。 

指定までの流れについてですが、文化財の所有者が指定申請書を提出し、この申

請書を受けて教育委員会がその指定の可否を文化財保護委員会に諮問いたします。

文化財保護委員会がこれを審議し、教育委員会に答申いたします。この答申が指定

にすべきというとき、教育委員会がその文化財を指定するという流れになっており

ます。 

次に、平山橋の保存について、お答えします。 

平山橋は、山鹿市平山、岩村川に架かる石橋です。築造年代は文久元年で、山鹿
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市で現存する全31基の石橋のうち７番目に古いものです。現在も県道和仁山鹿線の

一部として立派に役目を果たしております。橋の長さは約10メートルで、高さは約

３メートルとなっています。大正３年、県道開通に伴って約2.4メートル拡幅され、

現在の幅は4.9メートルとなっています。石橋のアーチ部分の石積みが当初と拡幅

の時とで積み方が異なっており、江戸時代と大正時代の技法の違いを一目で見るこ

とができる点がこの橋の特長となっております。このようなことから、平山橋は山

鹿市指定文化財に十分値するものと考えますが、残念ながら所有者の同意を得られ

なかったため、指定できなかったという経緯がございます。 

現在、この平山橋が県道和仁山鹿線の改良工事に伴って、撤去されるという話が

持ち上がっているのは事実です。ただ今回は、道路工事に支障が出るため撤去され

るのではなく、平山橋が水害の原因になるため撤去してほしいという地元の要望に

より計画されたとのことです。現在は、平山橋の下流において河川改修も進み、こ

こ20年間ほどは当地区で床下浸水などの水害被害は発生していないと聞いておりま

す。しかしながら、異常気象の影響による局地的な豪雨も懸念される今日におきま

しては、降雨量の想定による河川流量の設定は非常に困難と言わざるを得ませんが、

この石橋はおよそ160年もの長い間、地域の人々の暮らしに密着して活用されてき

たかけがえのない文化財であります。 

熊本県文化課との協議におきましても、その文化財的価値について、共通認識を

得ているところであります。教育委員会といたしましては、県文化課と連携して、

保存に向け努力してまいりたいと考えています。 

３点目の、平山城跡のご質問について、お答えいたします。 

平山城跡は、議員が先ほど申されましたように、室町時代初期につくられたとい

う山城で、昭和62年に山鹿市の文化財に指定されています。この文化財の管理につ

いてですが、本市指定文化財は、本年９月１日現在で160件ほどがございます。文

化財の管理につきましては、所有者が行うことが原則となっていますが、この平山

城跡は個人の所有です。そのため、この文化財だけを市が管理するということは難

しいと思われます。こうした現状でありますので、平山城跡につきましては、面積

も広く、管理は大変かと思いますが、これまで通り所有者の方で管理をしていただ

ければと考えています。 

最後に、城村城跡の国指定について、お答えいたします。 

城村城跡は、戦国時代末期の天正15年に起こった肥後国衆一揆のとき、隈部親永、

親泰親子が籠城した城として有名です。当時の形状をよくとどめており、肥後国衆

一揆の主戦場の一つとして重要であることから、昭和62年に山鹿市の文化財に指定

されました。この城村城跡と同じ時代の城跡や館跡で、菊鹿町上永野の隈部氏館跡



 － 101 －

と、和水町の田中城跡が国の指定を受けています。どちらも肥後国衆一揆に関連す

るもので、築造当時の形状をよくとどめ、歴史的意義も大きいと評価されています。 

この城村城跡はどうかということですが、判断するのは国の文化審議会ですので、

教育委員会の現段階での見解とさせてもらいますが、城村城跡は先ほどの二つと比

べてみても、文化財的価値は全く遜色ないと思っております。 

肥後国衆一揆関連史跡としての位置づけで、国の史跡の指定を受ける価値は十分

有していると考えています。しかしながら、国の指定を受けるには、事前に測量調

査や発掘調査の他、文献調査など、さまざまな詳細な調査が必要であり、さらに指

定地の所有者から同意をいただかなければなりません。このようなことから、国指

定の業務につきましては、十分な時間と人員が必要になります。そのため、中長期

的な計画によって取り組みを進めていかなければならないと考えているところです。 

以上、ご答弁申し上げます。 

○議長（横手啓介君）   

  福本議員、了解ですか。 

○４番（福本義文君）   

  議長。 

○議長（横手啓介君）   

福本議員。 

［４番 福本義文君 登壇］ 

○４番（福本義文君）   

それでは、２回目の質問に入ります。 

ただいま文化財の定義につきましては、大体理解ができたところですが、今後の

考え方として、教育委員会として指定文化財について、今まで以上に目を傾けてい

ただきたいと思います。 

平山橋の保存についてですが、平山橋が水害の原因になるため撤去してほしいと

の地元の要望と言われましたが、山鹿市として、鹿本地域振興局とのどれだけの協

議をなされてきたのか、協議の経緯についてお知らせください。 

先ほど、所有者の同意が得られないという文言がありましたけど、所有者という

のは県ではないでしょうか。その辺りも再度お願いします。 

眼鏡橋が水害の原因であるという話も聞かれますが、どのような状況をもって眼

鏡橋が原因で水害を断定できるのか。市教育委員会として現地に足を運び、地元の

方々のお話を聞いたことがありますか。また、これから先、地元の人たちに保存の

理解を求めることは考えておられますか。再度お答えください。 

次に、平山城跡の維持管理の問題ですが、個人の所有地であるので個人で管理し



 － 102 －

ていただきたいと言われますが、個人の所有地ではありますが、これも市指定の史

跡でありますので、ぜひ市で維持管理をやっていただきたいと思います。また、そ

れができないならば、市としてこの城跡一帯を買い上げるということはできないも

のでしょうか。また、一つの方法として、今年になり、農林振興課で計画されてお

ります市民の森事業との抱きあわせで、平山城跡と山林の整備を文化課と農林振興

課とで事業、管理をダブルセットして考えられないものでしょうか。 

教育長、部長、課長の管理職の皆さんが、この平山城跡地に足を運ばれたことが

ありますか。現地を自分たちの目で確認して、管理の大変さを判断していただきた

いと思います。再度お答えをお願いします。 

次に、城村城の国指定への問題ですが、指定地の所有者の同意とか、十分な時間

がない、人員が必要など、消極的な言い訳にしか思えません。これから先、城村城

跡の国指定に向けて、中長期的な計画に向けた取り組みを進めたいと思っていると

言われましたが、具体的な取り組みをお答えください。 

職員だけの解決を考えるのではなく、文化財保護委員や文化財協力員にも協力を

お願いするなど、いろんな知恵を出し、相談をしながらやっていただきたいと思い

ます。 

今日の市の教育委員会の取り組みを見ますと、目先の事業だけに追われているよ

うにしか見えません。 

最初に申しましたように、山鹿市は先人が残した多くの文化遺産の宝庫でもあり

ます。どうか、平山橋の保存、平山城の管理、城村城の国指定の取り組みを期待し

ます。 

それに、気になりますのがもう一つあります。それは、八千代座100周年事業の

一環で、平成の瓦１枚運動が展開されておりますが、昭和の終わりに老人会の働き

で、瓦１枚運動で浄財を募り、５万枚の屋根瓦の修復が行われたことは皆さんご存

じかと思いますが、その後、平成８年秋から13年５月にかけて、平成の大普請と名

を打った大規模改修工事が行われました。しかし、大規模改修工事のとき、平成の

瓦１枚運動の瓦が軽量瓦に葺き替えられたと聞いておりまして、そのときの瓦はお

年寄りの財源で５万枚の一部が廃棄処分されたと聞きます。これは、真心のこもっ

た瓦であります。10年ほどで廃棄処分したその経緯を詳しくお答えください。 

また、八千代座の今までの100年、いや、これからの100年に向けての維持管理に

ついての提案です。木造の建物を考える場合、材料、木材は今のうちから地元の木

を育てることが大事かと思います。特に我が山鹿市においては鹿北町のアヤ杉、鹿

央町のメノ杉など、すばらしい木材の産地でもあります。どうか、八千代座の維持

管理につきまして、また他の木造の建造物のためにも、地元産木材の育て方にも目
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を向けていただきたいものであります。 

これは、杉本教育長に答弁をお願いします。 

○議長（横手啓介君）   

  答弁を求めます。杉本教育長。 

［教育長 杉本作德君 登壇］ 

○教育長（杉本作德君）   

福本議員の２回目、まず平山橋保存へ向けた取り組み方について、お答えをした

いと思います。 

平山橋は、県文化課と土木事務所と協議を進めているところです。それから、所

有者は県ということになっております。 

続いて、平山橋の保存へ向けた取り組みについて、お答えをしたいと思いますが、

教育委員会といたしましては、過去の水害被害の記録や、河川改修後の流下状況の

聞き取り調査などを実施して、近年における現状の把握とともに、地域の皆様に平

山橋の文化財としての価値について説明し、ご理解を図り、可能な限りこのまま保

存していただけるよう、お願いしてまいりたいと考えています。保存されれば、平

山温泉の観光スポットの一つになることも考えられます。地元の皆様のご理解によ

り、保存に向けた機運が高まり、保存へとつながれば大変ありがたいと思います。

議員のお力添えをぜひいただければと存じます。 

次に、平山城跡の管理と活用に関する市全体としての対策について、お答えいた

します。 

平山城跡のあります山林につきましては、市民参加の森づくり事業の候補地とし

て、事業の検討が進められているように聞いております。事業そのものは、これか

ら地元の合意形成に向け、取り組みを始めていく段階ということですが、事業の予

定地はすべて私有地でありまして、その後の管理については、今のところ未定とい

うことです。教育委員会といたしましては、当該事業の具体化の進捗状況にあわせ

まして、文化財の保護と活用という面から、どのようなことが協力できるのか、所

管課との横の連携をしっかり図っていきたいと考えております。 

また、議員ご指摘の市指定文化財所有者の高齢化によりまして、維持管理が難し

くなってきている状況につきまして、教育委員会といたしましても大変心配をいた

しているところです。 

今後、市民協働という見地に立脚した管理の方法等につきまして、教育委員会は

もとより他部局も含めまして、市全体の協力を仰ぎながら検討してまいりたいと考

えます。 

次に、城村城跡につきましては、現在、文化財関係事業も優先順位をつけながら、
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それぞれの事業を進めていますので、今すぐ城村城跡の具体的な調査に取りかかる

ということは難しい状況にございますが、議員からご提案がありましたように、文

化財保護委員や文化財協力員に対して、城村城に関する文献や聞き取りなどの調査

に取り組んでいただけないか、ご相談をしたいと思います。調査のご了解をいただ

けたならば、委員と今後どのようなスケジュールで進めていくのか、年次計画につ

いて検討をしたいと考えています。 

八千代座の保存管理についてですが、昭和の瓦１枚運動でいただいた瓦について

は、八千代座の平成の大改修のとき再利用する予定で、解体時に１枚１枚丁寧に取

り外して保管しておりました。しかしながら、その後の調査の結果、欠損の目立つ

瓦が多く、再利用は不可能な状態であることが判明いたしました。さらに、建物の

耐震補強のため、屋根の総重量を軽くすることが重要視されましたので、特別に軽

量化した瓦をふく必要がございました。そのため、やむを得ず鬼瓦の一部を除いて

廃棄せざるを得ませんでした。なお、昭和の瓦１枚運動によりご寄附いただいた方

たちの気持ちを尊重し、この運動を後世に伝えるため、鬼瓦を大屋根の北側に再利

用しております。 

最後に、八千代座の今後の100年に向けた維持管理について、地元産材の活用や

市有林からの材木調達など、貴重なご意見をいただきました。ご提案いただいたよ

うに将来の修理には、できるだけ地元の材料を使うよう、努めてまいりたいと考え

ます。以上、ご答弁いたします。 

○議長（横手啓介君）   

  福本議員、了解ですか。 

○４番（福本義文君）   

  議長。 

○議長（横手啓介君）   

福本議員。 

［４番 福本義文君 登壇］ 

○４番（福本義文君）   

最後の八千代座の保存について、その前の瓦のことですけど、やはり調べて欠損

が目立つ、軽量に変えた。それで廃棄処分をせざるを得なかった。これは本当、私

としては残念な思いであります。と言いますのも、先ほども申しましたように、老

人会の人たちが一生懸命お金を集め、５万枚の瓦をふきかえた、それを10年足らず

で処分するというのはちょっと考えられません。こういったことを二度と起こさな

いよう、これから先の文化財について、特に目を向けて真剣に考えていただきたい。

また、反省もしていただきたいと思います。 
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これで、質問を終わります。 

○議長（横手啓介君）   

  以上で、福本議員の一般質問は終了いたしました。 

次の通告順により、藤原豊議員の発言を許します。藤原議員。 

［９番 藤原 豊君 登壇］ 

○９番（藤原 豊君）   

議席番号９番、みらい山鹿の藤原豊です。 

通告にしたがいまして、３点、一般質問いたします。 

まず、県鹿本教育事務所の廃止と市教育委員会の機能強化について。 

皆さんご承知のように、鹿本教育事務所は、熊本県教育庁の出先機関として、合

併後の山鹿市教育委員会と連携して、本地域の児童生徒の学力向上等の教育指導ば

かりでなく、教職員の人事管理、生涯学習、社会教育に関する教育行政を多岐にわ

たり携わってこられ、山鹿市の教育振興に多大に寄与されているところは衆目の一

致するところです。このような鹿本教育事務所も、植木町と熊本市が合併したため

に、県内では例がない、本市だけを担当する事務所となったわけです。それを受け

て、県教育委員会では平成21年10月末に鹿本教育事務所を廃止すべく、山鹿市教育

委員会へ打診があったようですが、昨年の秋に中嶋市長、横手議長、杉本教育長が

県庁に蒲島知事を訪ね、事務所の存続を申し入れ、結果として平成25年３月末に廃

止されることになった経緯があると聞いておりますが、まずこれに間違いございま

せんか。間違いなければ、この件についての概要並びに結果について、お聞きした

いと思います。 

次に、学校通学区の弾力化について、お尋ねいたします。 

山鹿市内には小学校20校、中学校が６校設置されており、校長先生を中心に特色

ある学校づくりに邁進されていることを、ありがたく思います。そして、それぞれ

の学校には、学校教育法、学校教育法施行令及び学校教育法施行規則等の規定を受

けて制定されております。 

山鹿市立学校通学区域に関する規則、また山鹿市立小中学校就学規則等に関する

規則により、児童生徒の就学校を決め、その手続きがなされているものと思ってお

ります。 

しかし、現在、山鹿市において生徒だけ住民票を移し、生活根拠のない知人の住

所を借り、校区外の自宅から越境して、本来通学しなければならない学校ではない

学校に通っている生徒がいると聞いております。教育委員会では、そのような越境

による通学について、どのように把握されているのか、お伺いいたします。 

３問目の、特別支援学校の誘致について。 
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特別支援教育は、障害のある幼児、児童、生徒の自立や、これらの社会における

参加に向けた自主的な取り組みを支援するという視点に立ち、幼児、児童、生徒、

一人一人の教育的ニーズを把握し、その持てる力を高め、生活や学習上の困難を改

善または克服するため、適切な指導及び必要な支援を行う教育であります。 

また、特別支援教育は、これまでの特殊教育の対象の障害だけでなく、知的な遅

れのない発達障害も含めて、特別な支援を必要とする幼児、児童、生徒が在籍する

すべての学校において実施されるものであります。さらに、特別支援教育は障害の

ある幼児、児童、生徒への教育にとどまらず、障害の有無やその他の個々の違いを

認識しつつ、さまざまな人々がいきいきと活躍できる共生社会の基礎となるもので

あり、現在はもとより将来の社会にとって、重要な意味を持っております。 

国においては、特別支援教育の推進のため、学校教育法が一部改正され、平成19

年４月１日から、先ほど申し上げた趣旨に基づき、施行されております。 

主な改正の概要は、小中学校等においては一つ目として、教育上特別な支援を必

要とするＬＤ、いわゆる学習障害や、ＡＤＨＤ、注意欠陥多動性障害や、高機能自

閉症を含む障害のある幼児、児童、生徒に対する適切な教育を行うことと規定して

いること。二つ目に、いわゆる盲、聾、養護学校等の複数の種別に対応した教育が

できる特別支援学校へ移行すること。三つ目は、特別支援学校は小中学校等に在籍

する障害のある幼児、児童、生徒の教育について、助言や援助を行うことを規定し

てあります。山鹿市においては、その根拠となる特別支援学校がありません。小学

校、中学校と、地元の学校に通っていたのに、中学校卒業後は、荒尾や菊池等の遠

距離に通学している児童、生徒が多数存在します。このことは、今までに多くの議

員が質問され、昨年の６月、12月定例会でも永田紘二議員が詳しく質問され、その

答弁として、県の協議会が新聞で発表された素案の中で、特別支援学校がない地域

への対応について、三つの今後の対策を述べられました。そして６月、12月の答弁

でも、今回の県の動きにあわせ、このチャンスを逃がさず、特別支援学校の誘致を

山鹿市教育委員会としても積極的に取り組みたいと考えており、山鹿市の動きとし

てぜひともお願いしたいと思います、と答弁されました。杉本教育長は、手をつな

ぐ育成会総会で、特別支援学校が近々できるというふうに言われたやに聞きますが、

果たしてそのようにできるのか、お伺いいたします。また今後、どのように市とし

てやっていかれるのか、お伺いいたします。１回目の質問を終わります。 

○議長（横手啓介君）   

  執行部の答弁を求めます。杉本教育長。 

［教育長 杉本作德君 登壇］ 

○教育長（杉本作德君）   
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藤原議員の、１点目のご質問、県鹿本教育事務所の廃止に係る経緯と結果につき

まして、お答えをいたします。 

まず、熊本県では平成20年３月に、教育事務所の見直し方針が策定をされました。

その理由といたしまして、児童生徒数や小中学校数の減少などの環境変化、さらに

教育行政の地方分権化の進行、国や県の行政改革などの取り組みのため教育事務所

の見直しについて検討するという内容でございました。その見直し方針の中では、

基本的な考え方として、教育事務所の管轄区域や学校数などを考慮しながらも、教

育事務所の業務内容を縮小する方針が明示されております。その後、熊本市と植木

町の合併が10月16日に官報掲示され、確定的になったこともありまして、昨年10月

末に鹿本教育事務所の廃止に向けた具体的な県教委の対応案が山鹿市教育委員会に

示されました。山鹿市教育委員会といたしましては、あまりにも急なお話でござい

ましたので、関係各位としっかりと協議しながら、対応や検討に努めてまいりまし

た。そして、その経過を12月１日の市議会の全員協議会でご説明申し上げ、事務所

存続要望についての議会のご了解をいただいた次第です。以来、山鹿市として県鹿

本教育事務所の存続についての努力を続けてまいりましたが、結果的には今年５月

初めの新聞に掲載されましたように、県鹿本教育事務所の管轄区域が山鹿市のみと

なりましたことから、県教委は平成24年度末をもって鹿本教育事務所を廃止する旨

の決定をされました。 

以上が、県鹿本教育事務所の廃止に係る経緯と結果です。 

次に、２点目のご質問にお答えしたいと思います。 

学校通学区の弾力化ですが、校区外の自宅から越境して通学している児童、生徒

の状況把握について、ご説明を申し上げます。 

現在、校区外の自宅から区域外就学をしている児童、生徒は15名おりますが、こ

れはさまざまな家庭事情により、学期末までとか、学年末まで等、ある一定期間に

おいてのみ、区域外就学を山鹿市教育委員会で、または他の市町村の場合は、該当

市町村教育委員会と協議した上で、承認をしている児童、生徒です。 

児童、生徒の就学すべき学校は、居住している住所によって決定されます。居住

する住所が変わった場合、市役所や役場に転入届を提出すると、就学児童生徒の場

合は、その住所によって就学すべき学校が指定されます。その転入通知を持って保

護者が教育委員会に来られ、指定の学校への転入の手続きをすることになります。

したがいまして、どんな児童、生徒がどういう状況で転入してきたのかを詳しく知

ることは、教育委員会におきましては大変困難な面がございます。 

続きまして、３点目の質問にお答えしたいと思います。 

特別支援学校の誘致についてですが、５月末にありました、手をつなぐ育成会総
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会のあいさつの中で、私が話しましたことは、先日、県教育委員会へ確認いたしま

したところ、少し時期は遅れるが、必ず設置するという回答をいただきました、と

お話し申し上げました。これは、電話での問い合わせでありまして、正式に県教委

から回答をいただいたということではございません。 

特別支援学校の山鹿市への誘致につきましては、現在、誘致の希望を県教育委員

会に強く要望しているところでして、山鹿市への誘致についての具体的な時期等に

つきましては、これも県教委からの正式な通知はあっておりませんので、これは未

定ということで答えておきます。 

５月21日の熊日新聞に掲載されましたように、県立高校の一部を使った特別支援

学校の高等科の分教室設置計画が発表されました。その折に、県教育委員会から山

鹿市への特別支援学校の設置については、具体的な時期や場所については発表でき

ないが、設置については、しっかりと検討中である旨の連絡をいただいております。

議員の皆様方のご支援をいただきまして、山鹿市手をつなぐ育成会の皆様方とも連

携をしながら、今後とも強く要望してまいりたいと思っております。大変お世話に

なりますが、どうぞよろしくお願いいたします。以上、答弁申し上げます。 

○議長（横手啓介君）   

  藤原議員、了解ですか。 

○９番（藤原 豊君）   

  議長。 

○議長（横手啓介君）   

藤原議員。 

［９番 藤原 豊君 登壇］ 

○９番（藤原 豊君）   

鹿本教育事務所廃止の問題について、２回目の質問をいたします。 

この件は、先ほど申されましたが、今年５月の熊日朝刊で大きく報道されました

が、その記事の中に、市は自立に向けて最大限の努力をする、という教育長のコメ

ントがあります。本来、地方自治体における行政機関は、それぞれ自立しており、

現在でも山鹿市教育委員会は自主自立している行政委員会と認識しております。そ

こで、なぜそのような自立という言葉を使われたのか、その自立とはどういう意味

だったのか、お尋ねいたします。 

山鹿市教育委員会は、崇高な教育使命で独立していることを自覚していただきた

い。また、あえて私は自立ではなく、市教育委員会の強化を今後３年間で図ってい

く必要があると考えるところです。つまり、教育指導の先生方の人事異動等につい

てのスタッフの強化をしていかなければ、他の市町村との教育間競争に負け、ひい
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ては「子どもはやまがの宝だ宣言」の主旨に反することになるのではないかと危惧

しております。 

例えば、教育事務所がなくなりますので、山鹿市教育委員会に指導課の設置や専

門的指導のできる指導主事の増員、そして人事異動を取り仕切る人事担当者の増員

をしなければならないと思うが、山鹿市教育委員会は具体的にどのようなことを検

討され、どのような構図を描いておられるのか、お聞きしたいと思います。 

鹿本教育事務所の廃止される今が一番大事なときです。今以上の陣容を敷き、

「教育の山鹿」「子どもはやまがの宝だ」と言わしめる施策を大胆に打ち出してほ

しいと思います。教育長の考えをお伺いいたします。 

次に、学校通学区の弾力化について、お尋ねいたします。 

今、生徒数が減少し、部活動の大会へも出場できなくなったり、種目も減らさな

ければならない状況だと聞いております。今回、菊鹿中男子バレー部は、中体連県

大会で優勝し、九州大会で２位の成績を修め、先日、全国大会へ出場されました。

今後も多いに期待し、応援したいところですが、３年生が抜けた今、２年生部員は

０人、１年生は４人と聞いており、大会に出ることもできません。山鹿市内には、

陸上部が強い学校、剣道、柔道が得意な学校、球技が強い学校、それぞれあり、文

化系も音楽系も、それぞれ特色ある学校づくりがなされており、部活動がある学校、

ない学校があります。 

子どもたちが自分の行きたい学校へ何の障害もなく行けるよう、山鹿市に保護者

が住民票を置く人については、六つの全ての中学校を選択できるよう、今後、さら

に山鹿市の教育の特性を出すためにも通学区の弾力化を希望し、強くお願いいたし

ます。 

この件は、山鹿市立小中学校就学等に関する規則の第９条の別表９、その他で認

めるか否かであり、庁内会議で決定できることであります。お金もかかりません。

よろしくお願いいたします。 

それから、この通学区に関して、以前、愛知県の守山中学校がバレーボールで全

国優勝したときも問題になり、教育委員会から指導是正があり、本来の通学校に戻

した例がありますが、山鹿市教育委員会はどのような指導是正をするのか、これは

法的に認められるのか、お伺いいたします。これを解消する唯一の方法は、通学区

の弾力化と市教育委員会が他市町村教育委員会と広域に交流や取り決めをすること

によって、山鹿に在籍するすべての子どもたちに同じ教育、行政サービスが提供で

きるのではないでしょうか。教育長の見解をお伺いいたします。 

２回目の質問を終わります。 

○議長（横手啓介君）   
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  答弁を求めます。杉本教育長。 

［教育長 杉本作德君 登壇］ 

○教育長（杉本作德君）   

藤原議員の、２回目のご質問にお答えいたします。 

まず、１点目の、県鹿本教育事務所の廃止と市教育委員会の機能強化について、

市教委の自立とはどういう意味で使われたのかということと、鹿本教育事務所廃止

後の市教育委員会の強化対策を具体的にどのように検討し、どのような構図を描い

ているのか、この点についてお答えをいたします。 

まず、山鹿市教育委員会のこれからの機能強化方針の中で、市教育委員会の自立

という表現をした点についてのお尋ねがございましたが、ご質問の中で、議員から

ご指摘がございましたとおり、市教育委員会は法的にも実態におきましても、独立

した執行機関として立派に機能をしております。それを今回、あえて自立と表現い

たしました理由は、現在まで県鹿本教育事務所には、指導・助言や人事に関する県

とのパイプ役として多方面にわたってご支援をいただいておりますが、間もなくこ

れらを市教育委員会がすべてをみずから行っていかなければならないことになりま

す。したがいまして、当然、今までよりも重く厳しくなるであろう、学校教育に対

する指導・助言や人事面におきまして、山鹿市教育委員会みずからの力のみで行っ

ていかねばならないという意味におきまして、これを自立という言葉で表現したも

のです。そのような意味で用いた言葉ですので、ご理解いただきたいと思います。 

次に、今後の市教育委員会の機能強化に向けた方針について、お答えします。 

県鹿本教育事務所の廃止が24年度末という期限は決まっておりますが、それまで

の各年度の鹿本教育事務所の人員配置体制は、まだ明確ではございません。しかし

ながら、近いうちに何らかの具体案が示されるのではないかと思いますので、その

内容が分かり次第、迅速に対応できるように市教育委員会内部で真摯に検討を重ね

まして、適宜、進めているところです。 

具体的には、指導主事の増員確保を中心としました人的強化、また指導・研修機

能の維持に向けた組織体制の強化などを基本としながら、学校再編その他の課題も

含めまして、市教育委員会としての責任が十分に果たされ、山鹿の教育が衰退する

ことが絶対ないような体制にしなければならないことを念頭に置きまして、しっか

りと検討を重ねているところです。 

以上、ご説明申し上げましたように、しばらくは県の動きに即応しながらの対応

にならざるを得ませんので、現時点では基本的な方針の説明でご理解をいただきた

いと思います。 

それから、２点目の、学校通学区の弾力化の面で、通学区の弾力化と他市町村教
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育委員会と広域に交流や取り決めをすることによって、山鹿市のすべての子どもた

ちに同じ教育、行政サービスを提供できるのではないかという点、それから寄留の

生徒にどのような指導是正をするかという点について、お答えをしたいと思います。 

まず、一つ目の、校区外からの越境入学に関する指導について、答えたいと思い

ますが、先ほども述べましたように、教育委員会において入学者名簿を作成します

際は、その児童生徒の住所によって就学校が決定されますので、一人一人の児童生

徒がどういう状況で入学してくるのか、その実態を把握することは大変困難です。

もし、入学後に校区外の自宅から越境して通学している児童生徒がいることが判明

し、学校から連絡がありましたら、学校長や該当児童生徒及び保護者から状況を聞

き取り、しっかりと協議しながら対応してまいりたいと思います。 

次に、二つ目の、通学区の弾力化のことですが、通学区域の弾力化により、山鹿

市内に在住の児童生徒が自由に希望する学校に入学できるようになれば、すべての

児童生徒に同じ教育、行政サービスを提供できるということは、一概には言えない

のではないかと思います。校区外の遠距離に通学するためには、交通網の整った大

都会と違いまして、自転車通学や保護者による毎日の送迎の負担の問題、学級編成

の確定ができない問題、そのことに伴う教職員の配置定数も確定しないので、人事

異動ができなくなりますし、児童生徒の郷土意識の醸成の問題など、数多くの問題

が生じてくることとなり、かえって同じ教育、行政サービスを提供しにくくなって

しまう可能性もあるのではないかと思います。 

また、運動部活動においては、児童生徒数減少に伴うチーム編成ができないよう

な場合は、現在、近隣の学校による合同チームでの大会出場を小学校体育連盟、小

体連も、中学校体育連盟、中体連も認可しておりまして、中体連におきましては、

県大会、九州大会、全国大会の出場も認めております。 

義務教育の部活動というのは、勝利至上主義に走ることなく、児童生徒の豊かな

心、人間性、社会性、忍耐力などを育てる非常に大切な教育の場であります。どれ

だけ実績を上げたかが目的ではなく、その活動により何を学び、身につけ、いかに

成長できたかを大切にしております。 

その点におきまして、心も体も成長して、部活動によって進学高校を選択するこ

とも可能となる高校進学と、義務教育における部活動による就学校の選択とは大き

く違うのではないかと思います。以上、ご答弁申し上げます。 

○議長（横手啓介君）   

藤原豊議員、了解ですか。 

○９番（藤原 豊君）   

  議長。 
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○議長（横手啓介君）   

藤原議員。 

［９番 藤原 豊君 登壇］ 

○９番（藤原 豊君）   

３回目ですが、何か全部断られて、検討しますという言葉がほしかったので、再

度お願いにきました。答弁は要りません。 

県鹿本教育事務所の廃止ですが、これは熊本県下でここだけなんです。だからも

っと山鹿市としてどんどん県の方に働きかけてほしい、そういう気持ちでいっぱい

です。お願いいたします。 

それから、通学区の問題ですけど、答弁によりますと、そぎゃん勝たんでもよか

というような、出場できればいいというような雰囲気で受けましたが、やはり出場

するためにどうにかしてやる、そして勝ったなら勝ったときの喜び、負けたなら負

けて悔しい、また頑張ろうというようなやる気を起こすようなことも一つは大事じ

ゃないだろうかというふうに感じております。 

中学校の部活というのは、親が一番一生懸命にならにゃ強くならないと思います。

そういうことで、もう少し柔らかくというか、子どもたちの目線に立ったような答

弁が欲しかったんですが、また検討してほしいと思い、お願いいたします。 

３点目、特別支援学校ですが、学級か分室か学校になるか分かりませんが、山鹿

にできるということで、大変うれしく思っております。昨年度が60数名、今年度は

たしか80数名、そういう子どもたちが今か今かと待っている状況ですので、これも

県との折衝のときに、いい結果になるよう、頑張ってほしいということをお願いし

て終わります。 

○議長（横手啓介君）   

  以上で、藤原議員の一般質問は終了いたしました。 

  ここでしばらく休憩いたします。 

午前11時08分 休憩 

―――――――――――――― ○ ―――――――――――――― 

午前11時18分 開議 

○議長（横手啓介君）   

休憩前に引き続き、会議を開きます。 

次の通告順により、北原昭三議員の発言を許します。北原議員。 

［７番 北原昭三君 登壇］ 

○７番（北原昭三君）   

議席番号７番の北原昭三です。よろしくお願いを申し上げます。 
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発言通告にしたがいまして、一問一答式にて、今回３件の一般質問をいたします。 

まず、始めに地域生活支援、あいのりタクシー等公共交通の拡充について、お伺

いをいたします。この件につきましては、本年３月の定例会におきまして、地域支

援市街地循環バス等の現状についてということで、利用状況等についてお伺いをい

たしました。 

現在、市街地循環バス、またはあいのりタクシーが運行していない地域の多くの

方々から、導入についての依頼、要望がございましたので、再度質問をいたします。 

山鹿市におきましても、例外になく今後ますます高齢化率が高くなっていくと思

われます。そうなりますと、交通弱者が増加していく傾向が予想されるわけです。

山鹿市市街地循環バス、またはあいのりタクシーを利用できる地域の皆様方には、

今以上にご利用をお願いしたいと思いますが、我が地元、平小城も当然ですが、市

内各地域に公共交通の空白地帯もあるわけです。バス停が遠いため歩いて行けない

ので、タクシーを利用しなければ病院並びに買い物等に行けない、少ない年金で出

費が重なり、今後の生活が心配との声を多く聞きます。 

この前の答弁では、現在取り組んでおります循環バスやあいのりタクシーについ

て、さらに推進するとともに、空白地帯対策としましては、高齢者の方を初め地域

の皆様方の声を聞きながら、その地域の実情に応じた利便性の高い公共交通の整備

を図ってまいりたいとありましたが、その後の取り組み状況について、お伺いをい

たします。以上で、１回目の質問を終わります。 

○議長（横手啓介君）   

執行部の答弁を求めます。本多総務部次長。 

［総務部次長 本多隆文君 登壇］ 

○総務部次長（本多隆文君）   

北原議員ご質問の、地域生活支援、公共交通の取り組み状況について、お答えい

たします。 

先般の３月定例会でお答えいたしましたように、公共交通の整備は大変重要な課

題であると認識をしております。そのような中、５月に職員で１週間にわたりまし

て市街地循環バスの乗降調査を実施し、バス利用者の皆さんのご意見を伺う一方、

あいのりタクシーについても運行事業者や利用者の声をお聞きしながら、可能な部

分から見直しを図っているところです。 

なお、山鹿地域や鹿本地域にはいわゆる交通空白地域が39カ所ございますが、そ

れら地域につきましては、区長を初め高齢者の方を中心にアンケート調査を実施す

るよう、現在、その準備を進めているところです。 

それらの調査結果をもとに、今後の方向性について十分検討し、地域の実情に合
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った利便性の高い公共交通の整備を進めてまいりたいと考えております。 

以上、ご答弁申し上げます。 

○議長（横手啓介君）   

北原議員、了解ですか。 

○７番（北原昭三君）   

  議長。 

○議長（横手啓介君）   

北原議員。 

［７番 北原昭三君 登壇］ 

○７番（北原昭三君）   

取り組み状況についてご答弁いただきまして、ありがとうございました。調査の

結果、空白地域が39カ所あるということで、これからアンケート調査を実施される

そうですので、期待をしたいと思います。 

それでは、２回目の質問をいたします。 

人数は少なくても、その地域に住む、交通手段のない市民の皆様方にとりまして

は、生活の足は買い物だけにとどまらず、医療、福祉という命にかかわるものです。

今や交通権は人の基本的人権に含まれると言われているようです。 

先ほど申し上げましたが、近年、過疎化が進行し、少子高齢化が進展する各地域

で導入されているＮＰＯ団体などによる、過疎地有償運送等、幾つか新たな運送サ

ービスをぜひとも現在運行便のない地域に、多様なニーズに的確に対応しつつ、安

心安全を基本として導入していただきたいと思うのであります。 

再度、お考えをお伺いいたします。 

○議長（横手啓介君）   

答弁を求めます。本多総務部次長。 

［総務部次長 本多隆文君 登壇］ 

○総務部次長（本多隆文君）   

２回目のご質問にお答えをいたします。 

過疎化や少子高齢化が進む地域では、現在、さまざまな地域公共交通が導入され

ております。多くは、定時定路線型によるバスやタクシーの運行、デマンド型交通

と言われる予約制による運行ですが、本市におきましても現在、定時定路線型の市

街地循環バスや、予約制によるあいのりタクシーを運行しております。その他、Ｎ

ＰＯ法人等による過疎地運送や、福祉運送などの有償運送、その他、自治会等が運

行する無償型運送など、自治体によっては導入している事例もありますが、これら

の運送には制約等もございます。過疎地運送等の有償運送は、バスやタクシーなど
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の公共交通機関がない地域であることや、利用者が限定されるなどの制約がありま

すし、その運行範囲もバスやタクシー事業者との調整が困難な場合があります。無

償型による運送は、利用者からの運賃収入が得られないため、自主財源の確保や体

制づくりが非常に難しいなど、さまざまな課題を抱えております。 

以上のように、公共交通のない地域のニーズにおこたえするためには、財源の確

保や既存の交通事業者との調整などを含め、どのような交通手段が良いのか、どの

ような交通サービスをできるのかなど、今後、慎重に検討していく必要がございま

す。したがいまして、現時点ではどの地域にいつごろ、どのようなサービスを提供

していくのか、明確にはお答えできませんが、交通空白地域の解消を含め、市民の

皆様が安全で安心して暮らせる交通社会の確立を目指して、引き続き積極的に取り

組んでまいりたいと考えております。以上、ご答弁申し上げます。 

○議長（横手啓介君）   

北原議員、了解ですか。 

○７番（北原昭三君）   

  議長。 

○議長（横手啓介君）   

北原議員。 

［７番 北原昭三君 登壇］ 

○７番（北原昭三君）   

３回目につきましては、質問ではございませんけども、答弁にありましたように、

市民の皆様が安全で安心して暮らせる交通社会の早期確立をよろしくお願いをして

おきたいと思います。そして、あいのりタクシーの日曜日の運行もご検討をお願い

いたしたいと思います。 

続きまして、２件目の、子育て支援策について、５歳児健診の推進導入について、

お伺いをいたします。 

５歳児健診の推進についてでありますが、現行の乳幼児健康審査は母子保健法第

12条及び第13条の規定により、市町村が乳幼児に対して行っております。現在の対

象年齢は、ゼロ歳児、１歳６カ月児、３歳児となっております。その後は、就学児

健診となっております。現行の３歳児から就学児健診までの期間の空きすぎは、特

に近年増加している発達障害にとって重要な意味を持っております。発達障害者支

援法は、平成17年４月に施行され、自閉症、アスペルガー症候群、後半生発達障害、

学習障害、注意欠陥移動性障害などの障害は、ようやく社会で認識され始め、法律

が施行されたことで厚生労働省には、発達障害対策戦略推進本部が設置され、さま

ざまな角度から総合的な支援策や取り組みがスタートをしております。 
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専門家によりますと、障害の程度が重度の場合は、１歳６カ月健診で見つかり、

中程度の場合は３歳児健診で見つかるそうです。しかし、後半生発達障害は５歳ぐ

らいになって見つかることが多く、問題は５歳児健診を取り入れている自治体が少

ないために、この段階で発達障害の児童を見つけることが大変難しいという点にあ

るそうです。残念ながら、本市も５歳児健診は取り入れられておりません。早期発

見、早期療育は、発達障害への対応の重要な役割を担いますが、その一方で、対応

が遅れるとそれだけ症状が進むとも言われております。そして、就学前に発達障害

が発見されても、親がその現実を受け入れるのに時間がかかって、適切な対応、対

策を講じることなく、子どもの就学を迎えるため、さらに状況を悪化させることに

もつながり、大変懸念されております。 

発達障害者支援法では、国、都道府県、市町村の役割としまして、発達障害者に

対して早期発見のために必要な措置を講じることと定めてありますが、模範的な取

り組みとしまして、鳥取県、栃木県が全国に先駆け、県内全市町村において５歳児

健診を実施しておられます。また、健診の内容に違いはあるものの、熊本県の城南

町や長野県、香川県、静岡県などの市町村の一部が本格導入を始めたところです。 

このように、先進事例を踏まえ、早期発見で適切な支援を１日でも早く受けられ

るように、５歳児健診の導入を推進していただきたく、今回、取り上げさせていた

だきました。そこで、４点について質問をいたします。 

まず１点目は、本市における５歳児健診の必要性について、お考えをお聞かせく

ださい。 

２点目には、発達障害者支援法が施行され、５年が経過をした今、本市ではどの

ような取り組みがなされておりますでしょうか。 

３点目には、現行の３歳児の健診体制では、発達障害が発見できないケースもあ

ると認識をいたしますが、仮に５歳児健診を実施すれば、現在の体制、予算などか

ら、どのような問題点、また課題があるのでしょうか。 

４点目は、現在、教育委員会で行われております、就学児健診ですが、健診体制

と、健診内容について、お聞かせをいただきたいと思います。 

以上で、２件目の１回目の質問を終わります。 

○議長（横手啓介君）   

答弁を求めます。富田市民福祉部長。 

［市民福祉部長 富田辰郎君 登壇］ 

○市民福祉部長（富田辰郎君）   

子育て支援策について、お答えいたします。 

まず、５歳児健診の導入についての１点目、市における５歳児健診の必要性につ
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いてと、２点目、発達障害者支援法が施行されて５年が経過していますが、本市の

取り組みについて、あわせてお答えいたします。 

５歳児健診の必要性につきましては、５歳児健診を実施して、発達障害を早期発

見し、早期療育につなげなければならないことは、十分認識しているところです。

山鹿市が現在行っております乳幼児健診につきましては、母子保健法に基づき３、

４カ月児、７、８カ月児、１歳６カ月児、３歳児の健診を実施しているところです。

発達障害者支援法が平成17年４月に施行されましたので、山鹿市においては既に３

歳児健診時において心理士を配置し、発達障害の早期発見に努めております。３歳

児までの乳幼児健診の結果で経過観察が必要な乳幼児及び３歳児から就学までの幼

児で、新たに保育所や幼稚園等から相談があった場合も、協議を行いながら小児科

医、臨床心理士における精神発達健診、心理士における心理相談、事後指導等によ

り、個別に対応しております。また、必要な場合は、専門医受診勧奨を行ったり、

保護者の不安を軽減させるための支援や、その対象児に合った支援ができるように、

鹿本地域療育センターや保育所等と連携を取りながら、支援体制を充実させている

ところです。 

このように、山鹿市においては、３歳児健診以降、就学時期まで継続的にかかわ

りを持つことで、５歳児健診を実施するよりも充実した事業になっていると考えて

おりおます。 

次に３点目の、本市における５歳児健診を実施する場合の課題について、お答え

いたします。 

まず、５歳児健診を実施しています城南町の状況をご説明申し上げます。城南町

での健診対象者は200名程度であり、月１回の開催で、１回の健診対象者数は15名

から20名が限度と聞いております。健診のスタッフについては、熊本大学付属病院

の発達小児科医１名、心理士１名、公私立保育園や幼稚園に協力依頼し保育士２名、

保健師４名、栄養士１名、看護師１名により、遊びを通した集団観察という形で健

診が実施されています。 

山鹿市に置きかえますと、健診対象者数が500名程度で、健診回数は月２回、年

間24回の開催が必要となり、発達小児科医、心理士等の専門職の確保については山

鹿市に限らず、大変難しい状況であると把握しております。また、山鹿市における

乳幼児健診回数は年間84回開催しており、保育士や保健師等についても現在の職員

数から考えると大変厳しいと思われます。また、予算につきましては、専門職を確

保し、24回の健診を実施するためには、概算で200万円程度の予算が必要と考えら

れます。 

４点目、教育委員会で行われている就学時健診の健診体制と健診内容につきまし
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ても、私の方でお答えさせていただきます。就学時健康診断は、毎年、小学校に入

学する前年度の11月30日までに実施しております。その健診体制及び内容ですが、

まず体の疾患については学校医が健診し、続けて教職員による知的発達の検査を行

います。そして、心身等に何らかの障害があると認められた場合には、専門医によ

る診断と就学相談を受けるように指導しております。以上、答弁といたします。 

○議長（横手啓介君）   

北原議員、了解ですか。 

○７番（北原昭三君）   

  議長。 

○議長（横手啓介君）   

北原議員。 

［７番 北原昭三君 登壇］ 

○７番（北原昭三君）   

５歳児健診の導入につきましては、今のところ考えられていないようですが、健

診の必要性については、保健師や専門職の確保、そして地域療育センターの受け入

れなど、幾つかの課題はあるようですけども、早期にどういうふうにして事業を実

施できるのかというのも研究をしていただきたいと思うわけであります。 

５歳児健診の実施は、近い将来、全国的に波及する時期が来ると確信をいたして

おります。５歳児健診が全国的に波及した場合の市としての見解をお伺いいたしま

す。 

○議長（横手啓介君）   

答弁を求めます。富田市民福祉部長。 

［市民福祉部長 富田辰郎君 登壇］ 

○市民福祉部長（富田辰郎君）   

北原議員の２回目の質問にお答えします。 

５歳児健診が全国的に波及した場合の市の見解について、お答えいたします。 

母子保健法の中で、５歳児健診と明記されれば実施しなければならないと考えて

おります。しかし、現在実施している３歳児健診を発達障害の早期発見につながる

ように、十分留意するとともに、保育園、幼稚園、子育て支援センター等との連携

を密にして、乳幼児の発達健診、相談につなげるような体制の充実を一層図ってま

いりたいと思っております。 

また、地域療育センター等とも発達障害児の早期療育につながるよう、今後も関

係機関と連携をとっていきたいと考えております。以上、答弁といたします。 

○議長（横手啓介君）   
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北原議員、了解ですか。 

○７番（北原昭三君）   

  議長。 

○議長（横手啓介君）   

北原議員。 

［７番 北原昭三君 登壇］ 

○７番（北原昭三君）   

３回目は、乳幼児医療費の現物給付についてです。 

今年１月から、この名称が子ども医療費に改定されておりました。大変失礼いた

しました。 

それでは、子ども医療費の現物給付について、お伺いをいたします。 

先般、市長は対象年齢を引き上げることで、子育て支援の拡大を図ったとおっし

ゃいました。確かにそのとおりだと思います。しかし、まだまだ現物給付を望む保

護者の方が多くいらっしゃるのも現実です。また、菊池や植木から山鹿に引っ越し

てこられたお母さん方から、どうして山鹿市は償還払いなんですか、との質問が多

くあるのも事実であります。やはり、一番子どもたちが病気等で病院に行くのは就

学前が多いと思われます。今後を考えますと、就学前だけでもやはり現物給付にし

ていただけないかという思いでいっぱいです。今後の山鹿を支える若い人たちが、

今のままでは山鹿市に残るのも厳しくなるのではないかと私は思っております。 

市長は、償還払いを維持すると言われておりますので、意志の強い市長ですから、

そのお考えは変わらないと思いますが、再度、あえて市長のご見解をお伺いいたし

ます。３回目の質問を終わります。 

○議長（横手啓介君）   

答弁を求めます。中嶋市長。 

［市長 中嶋憲正君 登壇］ 

○市長（中嶋憲正君）   

ただいまの北原議員のご質問にお答えいたします。 

子ども医療費助成の償還払い継続の考えにつきましては、これまでも申し上げて

まいりましたように、市民と行政の協働によるまちづくりを進めるにあたっては、

自助、共助、公助というものが基本になるものと思います。この考えから、まずは

子育ての第一義的責任者として、保護者が申請をしていただき、市はそれをしっか

りとした形で支えていくことが重要であると考えております。 

数多くの行政ニーズを受けながら、限られた予算の中で、より効果的な事業に取

り組んでいくことが、市政をあずかる者の使命であるとの考え方に立ち、また市民
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の皆様からの多くの要望もあり、子ども医療費の対象者を小学６年生まで拡大した

ところであります。現物給付に変えることで生じる財政負担を、保護者の皆様が償

還払いの手続きをこれまで通り行っていただくこととして、対象者を拡大する選択

をいたしたものです。 

また、就学前の子どもだけでもできないかというお尋ねでありますが、本市の子

ども医療費助成の申請方法は、制度全体として共通したものであり、区分しての現

物給付は難しいのではないかと考えております。以上、答弁といたします。 

○議長（横手啓介君）   

北原議員、了解ですか。 

○７番（北原昭三君）   

  議長。 

○議長（横手啓介君）   

北原議員。 

［７番 北原昭三君 登壇］ 

○７番（北原昭三君）   

現物給付の件につきましては、今後もお願いをしていきたいというふうに思って

おります。 

それでは、３件目に移ります。もうしばらくお付き合いをお願いいたします。 

３件目は、空き家、廃屋対策に関してお伺いをいたします。 

市内を回ってみますと、明らかに空き家であると思われる家や、雑草が生い茂り

天井が抜けて窓ガラスが割れ、崩壊寸前の住宅などを見かけます。このような空き

家や廃屋は、核家族化と高齢化、そしてまた県外へ出た子どもさんが帰って来ない

などの理由で、本市においても増加傾向にあるのではないかと思います。こうした

空き家や廃屋の中には、長年放置されたことによって、地域でさまざまな問題を引

き起こす要因があると思われます。こういった空き家、廃屋の問題としまして、ま

ず放火による火災や、自然倒壊の危険、台風や強風時の木片や瓦の飛散によるケガ

などの災害、ごみの不法投棄、不審者や非行少年のたまり場になりやすい防犯上の

問題、飼い主のいない犬、猫のねぐら、またシロアリの繁殖地になるなどの衛生上

の問題、周辺地域の景観上にも悪影響等が上げられます。しかし、土地、建物が個

人の所有している財産であるがゆえに、地域から苦情があっても行政の打つ手が限

られているのが実態であろうかと思います。そこで、２点、質問をいたします。 

まず１点目は、本市内にはどのくらいの倒壊の恐れがある危険な家屋があるのか。

一定の基準に基づきまして、市内全域の実態調査が必要と思いますが、どのくらい

の件数がありますでしょうか。 
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２点目としまして、建築基準法第10条には、保安上危険な建築物等に対する措置

として、「著しく保安上危険であり、また著しく衛生上有害であると認める建築物

に対しては、除去等を含めた改善指導を行うことができる」とあるようです。 

個人の財産を行政が勝手に処分はできませんが、しかしながら一般住宅において

も市民に危害が及びそうな極めて危険な建物に対しては、改善指導よりも一歩踏み

込んだ対応が必要かと思うものです。 

そこで、本市における著しく危険な家屋に対する取り組みについて、お伺いをい

たします。１回目の質問を終わります。 

○議長（横手啓介君）   

答弁を求めます。本多総務部次長。 

［総務部次長 本多隆文君 登壇］ 

○総務部次長（本多隆文君）   

北原議員の一般質問の３件目、空き家、廃屋対策について、お答えをいたします。 

１点目の、倒壊の恐れのある危険な家屋や空き家の件数はどれくらいあるのかと

いうご質問ですが、本市のおきましても、少子高齢化による人口減少により、過疎

化が進行する中、市内各地域で空き家が増加をしておりますが、これまで現況調査

が行われていなかったため、その実態が把握できていない状況でした。このため、

現在、嘱託員の皆様にお願いし、将来、空き家を有効活用し、定住促進や地域活性

化を図るための基礎資料とするために、市内全域を対象とした現況調査を実施して

いるところです。お尋ねの件数につきましても、現在調査中ですので、今後集計し、

現地調査などを実施しながら実態を把握していきたいと考えております。 

以上、お答えいたします。 

○議長（横手啓介君）   

緒方建設部長。 

［建設部長 緒方淳一君 登壇］ 

○建設部長（緒方淳一君）   

北原議員のご質問の、空き家、廃屋対策についての２点目、危険な家屋に対する

取り組みについて、お答えします。 

本市でも、家屋が長年風雨にさらされ、老朽化し、崩壊寸前の廃屋も見受けられ

るような状況です。防災や通行、または生活環境等の問題が懸念されているところ

です。なお、建築基準法第10条が平成18年に改正され、不特定多数の人が利用する

建築物、いわゆる特殊建築物ですけども、例えば５階建てのビルとか、延べ床面積

が1,000㎡以上の建物になりますけども、そういう建物のみの行政指導ができるよ

うになっております。 
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市街地における対応につきましては、建築基準法第８条、建築物の所有者等に当

該建築物の常時適法な維持管理を求めているもので、建物所有者に対して、修繕、

あるいは取り壊しなどの措置をお願いする文書送付や、自宅の訪問を行い、継続し、

依頼を行っているところです。 

今後につきましても、市民の安全と健康を守る観点からも、関係部署とも協力し

ながら、行政として危険家屋の把握と適切な対応に努めてまいりたいと思います。 

以上、お答えします。 

○議長（横手啓介君）   

北原議員、了解ですか。 

○７番（北原昭三君）   

  議長。 

○議長（横手啓介君）   

北原議員。 

［７番 北原昭三君 登壇］ 

○７番（北原昭三君）   

２回目の質問に移ります。 

危険な家屋を解体したくても、お金がないという人もおられるかもしれません。

また、お金をかけて解体して更地にした後は、今度は固定資産税が高くなり、こう

した要因が危険な家屋の解体の大きな障害となっているとも考えられます。その結

果、行政からたび重なる指導をしても前に進まないのが現状であろうかと思われま

す。国土交通省には、新たに創立された社会資本整備総合交付金事業という支援制

度があるとお聞きしております。これは、地域における住宅施策を自主性と創意工

夫を生かしながら、総合的かつ計画的に推進することを目的とした制度であり、空

き家となっている住宅などの活用や解体、撤去などの費用についても、国からの支

援が可能になるというものであります。 

そこで、質問いたします。 

１点目、このような国の支援制度の活用も視野に入れ、本市独自の助成制度の創

設に向け、行政として所有者の背中を後押しできるような制度の創設ができないの

か、お伺いをいたします。 

２点目、本市では、もし更地の寄贈があった場合については、どのような対応を

されますでしょうか。また、利用価値のある空き家について、寄贈の申し出があっ

た場合、市が譲り受けて、公費で解体、撤去し、公園や、緊急車両も通れないよう

な細い路地が多い地域での避難場所や、防災用具の置き場など、公共的な利用がで

きないでしょうか。これは、地域性は全く違いますが、長崎市におきましては、



 － 123 －

2006年から昨年までの４年間で約１億円の予算で危険な空き家の解体に取り組んで

いるとのことでした。条件としまして、土地、建物を市に寄贈することだそうです

が、それでも208件もの申し込みがあり、市は既に28棟を解体したとのことであり

ます。解体後の土地は、貴重な公共のスペースとなり、公共的な用途に有効活用さ

れているというふうに聞き及んでおります。内容的には非常に厳しいことはわかっ

ておりますし、また厳しいと思われますが、本市でもこういった制度を創設しては

どうかと思いますが、ご所見をお伺いいたします。２回目の質問を終わります。 

○議長（横手啓介君）   

答弁を求めます。緒方建設部長。 

［建設部長 緒方淳一君 登壇］ 

○建設部長（緒方淳一君）   

２回目のご質問の１点目、危険な家屋に係る支援制度の創設について、お答えし

ます。 

危険な家屋の解体等につきましては、私的財産であるため、経済的な問題や相続

等に係る権利関係の不調などにより、速やかな解体が進まないのが現状です。した

がいまして、行政は私的財産権の問題に対して、かかわっていけることに限界がご

ざいます。そのようなことから、家屋の解体等における支援につきましても、公共

性の諸問題から慎重に進めなければならないと考えております。特に、私的財産に

対して、公的助成を行い、解体処理することは当該財産が公共的意義や価値を有す

ることが必要であり、市が関与することは非常に難しい現状であると思われます。

公的支援制度を創設する目的を明確にするために、市としてどうして取り組むこと

ができるか、また現実的な対策として、どのような方法がとれるか、国の支援制度

等、また他市の事例など研究し、制度導入の可能性を検討してまいりたいと考えて

おります。 

次に、２点目の更地等の寄贈の申し出があった場合の対応について、お答えしま

す。 

建物等解体後の更地などの寄贈があった場合の対応ということですけれども、仮

に寄贈があった場合には、その活用計画や管理運営の方針を持たないまま受け入れ

てはならないと思われます。しかし、それを災害時の緊急通路や避難場所等に充て

ることは大変有効な手段と考えられますが、それぞれの適地を必要とすると思いま

す。その中で、土地を含む公共施設の経済的、効率的運営を図る観点から、解体後

の更地などの受け入れにつきましては、本市の今後の施設運営のコンパクト化とい

う方針にそぐわないものと考えております。以上、お答えします。 

○議長（横手啓介君）   
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北原議員、了解ですか。 

○７番（北原昭三君）   

  議長。 

○議長（横手啓介君）   

北原議員。 

［７番 北原昭三君 登壇］ 

○７番（北原昭三君）   

それでは、３回目の質問をいたします。 

全国では660万戸ほどの空き家があるというふうに聞いております。対策につき

ましては、定住促進を図り、地方を活性化しようとする取り組みの一つとしまして、

空き家バンクというような名称で、民間の空き家を所有者より物件情報の提供を受

け、希望者に情報を提供し、早期に空き家バンクが活用できるよう、取り組んでい

る自治体として、呉市、京都府、兵庫県、豊岡市などがあるようです。取り組んで

いる自治体は、ほかにもまだまだあるというふうに思われます。ぜひ山鹿市もホー

ムページの活用等と十分な対応をご検討いただきますよう、よろしくお願いを申し

上げまして、私の一般質問を終わります。 

○議長（横手啓介君）   

本多総務部次長。 

［総務部次長 本多隆文君 登壇］ 

○総務部次長（本多隆文君）   

空き家バンクについて、山鹿市でも取り組めないかというご質問に対して、お答

えをいたします。 

空き家バンクにつきましては、ホームページを活用し、空き家の有効活用を通じ

て定住促進や地域の活性化を図ることを目的に、多くの自治体が取り組んでおり、

近隣では菊池市や玉名市が空き家バンクを立ち上げております。空き家バンク制度

は、ホームページに所有者から申請のあった賃貸や、売却できる物件を登録し、移

住・定住希望者に情報を提供することにより、空き家の有効活用を図るもので、行

政が双方の連絡調整を行う仲介役となっております。また、空き地情報も提供して

いる自治体があるようです。 

本市といたしましても、空き家は定住の交流の受け皿になる可能性を秘めた重要

な資源と考えており、先ほどお答えいたしましたように、現在、空き家調査を実施

しておりますので、その結果を十分に検討、分析し、今後、空き家バンク制度を含

め具体的な方策を検討してまいりたいと考えております。 

以上、お答えいたします。 
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○議長（横手啓介君）   

以上で、北原議員の一般質問は終了いたしました。 

ここで、昼食のため休憩いたします。午後１時10分から再開いたします。 

午後０時00分 休憩 

―――――――――――――― ○ ―――――――――――――― 

午後１時10分 開議 

○議長（横手啓介君）   

休憩前に引き続き、会議を開きます。 

次の通告順により、川野功議員の発言を許します。川野議員。 

［19番 川野 功君 登壇］ 

○19番（川野 功君）   

19番、川野です。先日通告しておりました、教育関係について質問いたします。 

教育関係については、私の所管委員会でありますが、県教育事務所廃止や、教育

委員会の今の状況、さらに現在の学校現場の混乱などをかんがみ、今のうちに何と

かしなければならない、との思いで、あえて本会議でじっくり議論をしたいと思い、

質問いたしました。その点をご理解いただき、よろしくお願いいたします。 

３問ありますので、３回に分けて一問一答方式でお願いいたします。 

まず１問目、今後の山鹿市の教育ビジョンを教育長自身はどう描いておられるの

か、お尋ねします。本市に限ったことではありませんが、子どもたちを取り巻く教

育環境は、ますます厳しいものになってきています。少子高齢化や核家族化、進む

過疎化、あらゆる情報の氾濫、社会経済の変化等、それらを背景とした人間関係や

地域における連帯意識の希薄化など、考えれば考えるほど、実に多くの問題があり

ます。それに加えて、学校、家庭や地域の教育力の低下も大きな原因であると思い

ます。このような厳しい時代だからこそ、本市の宝物である子どもたちにすばらし

い、満足のいく教育をしなければいけませんし、そうなるように取り組んでまいら

なければなりません。そんな中、昨年３月に杉本教育長が新しく本市の教育長に就

任されました。この厳しい時代に、どう乗り切っていくかはトップの考え、行動次

第で大きく結果が違ってきます。よくも悪くもトップのかじ取りにかかってくるの

です。そこには先を見据えたビジョンと、計画性、実効性が必要不可欠です。教育

長として、山鹿市教育のビジョンはどういうものをお持ちか、お尋ねいたします。 

○議長（横手啓介君）   

執行部の答弁を求めます。杉本教育長。 

［教育長 杉本作德君 登壇］ 

○教育長（杉本作德君）   
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川野議員の、１点目のご質問について、お答えします。 

本市においては、平成17年４月に作成された、人づくりの基本となる山鹿市教育

ビジョン基本構想に基づいて、市民総がかりで子どもの教育を考え、実践に移すこ

とが地域を担う人づくりにつながるという構想のもとで、平成18年度に山鹿市教育

基本計画が策定されました。山鹿市教育ビジョンには、四つの主要な人づくり施策

が掲げられていますが、教育委員会では現在、この人づくり施策に基づき、教育基

本計画の具現化を目指して、各種施策を積極的に推進しています。19年度から23年

度までの計画による施策として現在取り組んでいますが、これまでの取り組みをし

っかりと検証、総括し、新たな施策等も考慮しながら、24年度からの計画を策定し

たいと考えております。 

私が教育長に就任したときに、皆様に約束しました教育ビジョンの中の、子ども

を自立できる大人に導くための人づくり教育、次世代を産み育てる大人の人づくり

教育、生涯にわたり求め学ぶ人づくり教育、この三つの人づくり教育には、特にこ

れまで力を入れて取り組んでまいりましたし、今後もさらに力を入れ、充実させて

いきたいと考えております。 

これまで、幼・保、小・中・高、家庭、地域社会がしっかりと連携し、子どもた

ちに大人として自立できる資質を身につけさせ、大人社会へ導くための各種施策を

積極的に実践してまいりました。早ね、あいさつ、朝ごはん運動や、読書活動の推

進を初め、各種施策の成果は子どもたちの姿に確かにあらわれてきていますし、最

近、中学生、高校生が保育園、幼稚園、小学校に出向き、子どもたちの先生となっ

て面倒を見るような活動もふえてまいりました。就学前教育と義務教育がしっかり

と連携して、養われた学力、体力、人間力が確実に向上しつつあると思います。 

報道でご承知と思いますが、この夏には、文武両面にわたり、山鹿市内の小・

中・高校生が県大会、九州大会、全国大会で大活躍し、優秀な成績をおさめてくれ

ました。幼・保、小・中・高の連携強化による教育の成果が確実に出てきているも

のと思いますし、このことは県下に誇れることだと確信をしております。 

次に、子育てに悩む家庭を中心に、親の家庭教育力を支援するための施策である

親育て家庭教育支援事業を強化しています。過去２年間は国の支援事業として取り

組んでまいりましたが、本年度からは山鹿市独自の事業として推進しております。

この取り組み成果も少しずつではありますが、出てきており、学校の先生方の熱意

ある取り組みと、オアシスクラブや家庭教育支援チーム等のご支援によって、不登

校の児童、生徒数も激減してきております。今後とも、さらなる充実に向けて努力

してまいりたいと思います。 

また、公民館活動のさらなる活性化を図り、生涯にわたり求め学ぶ人づくりと地
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域づくりに力を入れていきたいと考えています。 

乳幼児を含む就学前から高校までは、人生を生き抜くための基礎となる能力を身

につけるための大切な期間です。今後は、「子どもはやまがの宝だ宣言」を具現化

するために、山鹿の子どもは山鹿が育てるという考え方のもと、全市民で取り組む

子どもの教育を重点的な取り組みとして、子どもの生きる力、確かな学力、豊かな

心、健やかな体の基礎的能力を一人一人の子どもたちが身につけられることを目指

し、教育の中心となる園、学校や行政で実践してまいります。 

以上、答弁申し上げます。 

○議長（横手啓介君）   

川野議員、了解ですか。 

○19番（川野 功君）   

  議長。 

○議長（横手啓介君）   

川野議員。 

［19番 川野 功君 登壇］ 

○19番（川野 功君）   

教育長の教育ビジョンへの２回目の質問をします。 

ご答弁いただきましたが、その内容は、平成17年に作成された山鹿市教育ビジョ

ンや、18年度作成の山鹿市教育基本計画での取り組みについての内容が主でした。 

私がお伺いしたかったのは、教育長自身の教育に関するビジョンでしたが、それ

は仕方がないとして、それらの取り組みについては、やっとこれから予算がつき始

めて、一部実行していく時期にきております。そしてそれらは教育委員会の事務に

関する点検評価報告書に、事業内容、達成状況、今後の方向性とまとめてあります

ので、今回は余りお聞きしませんが、答弁の中で、教育長の就任時に約束されたと

いう、子どもを自立できる大人に導くための人づくり教育、次世代を産み育てる大

人の人づくり教育、生涯にわたり求め学ぶ人づくり教育、の三つについて、特に力

を入れて取り組まれたということです。これらは昨年３月議会で私の質問に答弁さ

れております。今回、それをどう具体的にどこで、どのように実行され、どういう

成果が上がったのか、さらに質問いたします。 

次に、今後は「子どもはやまがの宝だ宣言」を具現化するために、山鹿の子ども

は山鹿が育てるという考え方のもと、全市民で取り組む子どもの教育を重点的な取

り組みとして、子どもの生きる力、確かな学力、豊かな心、健やかな体の基礎的能

力を一人一人の子どもたちが身につけられることを目指し、教育の中心となる園、

学校や行政で実践してまいります、との答弁でしたけども、私には余り意味が理解
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できませんでしたので、もっとわかりやすく具体的に、「子どもはやまがの宝だ宣

言」を具現化するためにどうしていくのかをご説明いただきたいと思います。 

○議長（横手啓介君）   

答弁を求めます。杉本教育長。 

［教育長 杉本作德君 登壇］ 

○教育長（杉本作德君）   

川野議員の１点目の質問にお答えいたします。 

まず私が、教育長就任時に約束し、特に力を入れて取り組んできた三つのことに

ついて、具体的に説明をいたします。 

子どもを自立できる大人に導くための人づくり教育についてですが、このために

は保・幼、小・中・高までがしっかりと連携し、就学前から高校まで、一貫して学

力、体力、人間力、人間力といいますのは道徳心や基本的生活習慣、規範意識等を

含んでおります。これを育成することが大切であると考えます。そのために、就学

前教育、義務教育を通して、基礎学力、基礎体力、基礎的人間力など、人としての

基礎的資質を身につけさせ、高等学校教育を通して学力、体力、人間力をさらに充

実させ、自立できる大人に導いてほしいと願っております。このことを市内の園長、

校長会議、幼稚園、小中学校の学校訪問、幼稚園、保育園の職員研修会等でお願い

をしてまいりました。さらに市内の４高校を訪問し、園や小中学校で取り組んでい

る施策や、私の教育ビジョンを理解していただき、高校までの一貫した人づくりに

協力をお願いしてまいりました。その結果、先ほども述べましたように、中高校生

が園や小学校を訪問して、子どもたちの面倒を見たり、夏休みを利用して小学校の

先生方が保育園実習をしたり、小学生が保育園を訪問したりと、着実に連携が強化

されてきていると思われます。就学前と義務教育がしっかりと連携してきました。

その中で、学力、体力、人間力は確実に向上しています。具体的には、小中学校、

高校で、文武両面にわたる活躍があっており、学校の生活面でも落ちついておりま

す。心配されるような問題行動等も現在少ない状況にございます。 

次に、次世代を産み育てる大人の人づくり教育については、過去２年間は国の支

援事業である家庭教育支援事業を受けて、８人の家庭教育支援員で取り組んでまい

りました。具体的には、山鹿中学校区と鹿本中学校区で、学校や園を訪問し、そし

て企業を訪問し、家庭訪問により父親、母親育ての講話や、子育てに悩んでいる家

庭を訪問し、子育て相談等を実施いたしました。その成果は、不登校児童生徒数の

減少等にも表れているのではないかと思います。今年度から、国の支援がなくなり

ましたが、大変重要な取り組みであると考えて、山鹿市独自の事業として立ち上げ、

山鹿市全域を対象に実施することにしました。現在、４名の家庭教育支援員で取り



 － 129 －

組んでいますが、さらに家庭教育支援員を増員し、充実していきたいと考えており

ます。 

また、生涯にわたり求め学ぶ人づくり教育については、区長会や公民館長会議等

に出向き、地域の活性化、公民館活動の活性化をお願いしたり、生涯学習講座等で

意識改革の話をしてきました。今後は、さらに公民館活動の活性化や生涯学習講座

の充実に努めていきたいと考えています。 

次に、「子どもはやまがの宝だ宣言」の具現化につきましては、現在取り組んで

いる教育委員会の施策をさらに充実したり、今後、新たな施策も検討して取り入れ

ていきたいと考えています。具体的には、今までやってきました早ね、あいさつ、

朝ごはん運動を今以上に全市民で取り組む運動へ広げるために、区長会や公民館長

会議等を活用し、協力支援を呼びかけていきたいと思っています。 

また、読書活動の推進につきましても、読書活動推進員やボランティアの協力を

得ながら、移動図書による貸し出しや親子読書の取り組みをさらに推進し、アンケ

ート等を取って読者のニーズをより詳しく調査するなど、現在取り組んでいる施策

をさらに充実してまいりたいと考えております。 

また、学校教育におきましては、子どもたちの教育水準を維持、さらに向上する

ために、人事異動において意欲のある教員の確保に努め、指導力を強化するための

研修体制、研修内容の充実を図り、教員の資質向上を目指してまいりたいと考えて

います。 

さらに、家庭教育力の向上、地域の教育力向上のために、学校や関係機関等、地

域のボランティア、県の支援指導員、市の子育て支援課等と連携を強化し、子育て

中の家庭の親育て教育、子育て相談体制の充実や学校・園・家庭を市民みんなで支

え合うために、市民の子育て支援協力を呼びかけていきたいと考えています。 

以上、答弁いたします。 

○議長（横手啓介君）   

川野議員、了解ですか。 

○19番（川野 功君）   

  議長。 

○議長（横手啓介君）   

川野議員。 

［19番 川野 功君 登壇］ 

○19番（川野 功君）   

３回目の質問をいたします。 

私が、教育長の教育ビジョンをお尋ねした理由は、県鹿本教育事務所廃止後に市
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教育委員会が自立するとなっているからです。自立するなら、トップになるリーダ

ーが独自のしっかりしたビジョンを持ってみんなをリードしていかなければなりま

せん。考えがふらついたり迷ったりしていては、芯の通った施策ができないと思う

からです。私が思う理想のトップリーダーというのは、独自の確立したビジョンを

持ち、カリスマ性があり、周りをどんどん引っ張っていくリーダー、またはその組

織を徹底的にマネジメントして、正しい方向へ導いていくリーダーのどちらかだと

思っております。 

最近よく話題になっているドラッカーのマネジメントという本があります。この

本は以前からありましたが、最近特に注目されているのですが、本の内容について

はここでは触れませんけども、ぜひ読んでいただいて、教育委員会というものを真

剣にマネジメントしていただいて、ちゃんと機能させるようにすることが早急に必

要ではないかと思っております。 

これから教育委員会をどのように掌握されて、そして導いていかれるおつもりな

のか、お尋ねいたします。 

○議長（横手啓介君）   

答弁を求めます。杉本教育長。 

［教育長 杉本作德君 登壇］ 

○教育長（杉本作德君）   

川野議員の３回目の質問にお答えいたします。 

ご承知のように、鹿本教育事務所は平成24年度末をもって廃止されます。山鹿市

教育委員会としては、これまで鹿本教育事務所にご支援いただいておりました学校

教育に対する指導助言や、人事管理、県との連携等を山鹿市教育委員会がすべてみ

ずからの力でやっていかねばならなくなると考えています。したがって、今後は市

教育委員会の機能強化を図るために、指導主事や事務職員の増員確保による人的強

化を図り、人事管理、指導研修機能の向上に向けた組織体制の強化を図るとともに、

教育委員会事務局長としてのリーダーシップをしっかりと取ってまいりたいと考え

ています。また、教育委員会の事業推進にあたりましては、教育委員会各課が今ま

で以上に縦の連携を強化し、課長を中心として担当者との報告、連絡、相談を密に

し、事業の掌握、確認をしっかりさせ、事業にかかわる関係者等の意見聴取を十分

に行っていくよう、指導してまいります。そして、教育部長、教育長までその推進

状況を随時、報告させることを徹底させます。そこで、改善すべき点や不備な点に

つきましては、その場で指導を行っていくようにしてまいります。 

教育長と教育部長は、各課長、担当者と常に連絡を取り、事業の掌握、確認を行

い、なるべく数多く現場へ出かけて、関係者や市民の声を直接聞くようにしてまい
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りたいと思っております。以上、答弁申し上げます。 

○議長（横手啓介君）   

川野議員、了解ですか。 

○19番（川野 功君）   

  議長。 

○議長（横手啓介君）   

川野議員。 

［19番 川野 功君 登壇］ 

○19番（川野 功君）   

教育長にはしっかり頑張っていただきたいと思います。事態は楽観視できないと

ころまできていると思いますので、よろしくお願いいたします。 

次に、２問目に入ります。県鹿本教育事務所廃止と市教育センターの有効活用に

ついて、質問いたします。 

鹿本教育事務所の廃止に伴い、山鹿市の教育力が低下しないために、市の教育セ

ンターをいかに活用していくのか、という質問です。 

藤原議員への答弁で、鹿本教育事務所の廃止に向けて、市教育委員会の学校教育

に関する指導体制は、指導面、人事管理面、事務処理面における強化を図っていく

という答弁でした。 

私は、県鹿本教育事務所が廃止になるのはチャンスだと思っております。いつま

でも県に頼っていても、これからはますます見放されていくのは仕方のないことで

す。今こそ独自の施策を打ち出していく時期がきております。今まで再三提言して

きました、本市教育センターがその大きな役目を果たすときがきたと思っておりま

す。現在の市教育センターをこれからどのように有効活用されていくのか、お尋ね

いたします。 

○議長（横手啓介君）   

答弁を求めます。杉本教育長。 

［教育長 杉本作德君 登壇］ 

○教育長（杉本作德君）   

川野議員の２問目のご質問にお答えいたします。 

24年度末の鹿本教育事務所の廃止に向けて、山鹿市教育委員会の学校教育に関す

る指導体制の強化につきましては、藤原議員の質問の答弁で申し上げましたように、

指導面、人事管理面、事務処理面における強化を図るべく、検討しているところで

す。その中で、今後の山鹿市教育センターの果たすべき役割も大きくなってまいり

ます。本年度から学校教育指導員を１名増員して３名とし、教育センターの設置場
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所である「ひだまり」に３名が常駐して、日々の活動に当たっております。 

教育センターの具体的な活用内容を少し紹介しますと、事業として、教科等指導

力向上支援事業、教師力充実支援事業、園・学校力向上支援事業の３事業、講座と

いたしまして、小学校指導法改善講座、中学校指導法改善講座、中間管理職である

ミドルリーダー養成講座、臨時的任用教員研修講座、教育研究論文の書き方養成講

座、学校経営講座、管理職研修講座、保育園・幼稚園経営講座の８講座を開催し、

市内幼稚園、小中学校の多くの先生方が、学校、園の現場における指導・助言を得

ながら、指導力向上、学校、園経営における大変貴重な研修を重ねておられます。 

また、植木町の熊本市との合併に伴い、鹿本郡市教育会が解散され、本年度から

新たに山鹿市教育会が発足されました。そこで、山鹿市教育会における事業である

文集「なかま」、科学展・発明工夫展、教育美術展、中学校英語暗唱大会、読書感

想文・感想画コンクール、ブロック音楽会を教育センター主催の事業として、事業

に必要な予算を教育委員会で確保しながら、山鹿市教育会の各教科部会と連携しな

がら実施するようにしております。その事業実施に伴う事務的処理や助言を教育セ

ンターの学校教育指導員が行っていくようにしております。さらに、ひだまりの教

育センターの隣の部屋に、家庭教育支援員が常駐しておりまして、学校・園とも連

携しながら、保護者の子育て支援活動や先生方の支援活動を行っております。将来

的には、山鹿市教育センターは、学校・園の先生方の研修機関として大変大きな役

割を果たしていくことを目指しております。以上、ご答弁申し上げます。 

○議長（横手啓介君）   

川野議員、了解ですか。 

○19番（川野 功君）   

  議長。 

○議長（横手啓介君）   

川野議員。 

［19番 川野 功君 登壇］ 

○19番（川野 功君）   

教育センターについて、２回目の質問をいたします。 

山鹿市教育センターの果たすべき役割も大きくなってくるという認識を持ってお

られるようですので、安心いたしました。 

本年度から、「ひだまり」に３名が常駐しておられ、そしていろんな事業に取り

組んでおられるとの答弁でした。県鹿本教育事務所がなくなるということは、県か

らの指導体制がなくなるということですので、本市としてそれを補う体制をつくり

出さなければなりません。しっかりとした指導体制をつくり出すことができたら、
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本市独自の理念が入った教育システムができ、本市にとっては先ほど申し上げまし

たが、逆にチャンスだと捉えております。 

私は以前から、本市教育センターについて提言をしておりますが、その中で一番

に挙げているのが、地域に埋もれているパワー、頭脳をもっと利用しましょうとい

うことです。本市には学校を退職された先生方がたくさんおられます。それぞれの

得意分野を持ったまだまだ元気な先生方が、それぞれの地域で活躍されておられま

す。国語教育の得意な先生、音楽の指導ならピカイチの先生や、算数教育のプロ中

のプロなど、宝の山だと思います。その先生方をひだまりの中の教育センターが中

心となって、学校の支援や現役先生方の教育に適材適所に派遣するような機能を持

たせるということです。 

どこにどういうサポートが欲しいのかという情報も、教育センターが情報を収集

し、適材適所に先生方を派遣する。当然、交通費程度の派遣料は必要になると思い

ます。そういうことをお願いすると、きっと派遣される先生方も喜んで仕事をされ

ると思います。そうすることで、たとえ県教育事務所からの指導主事が減ったとし

ても、市全体で本市の教育を盛り上げていくシステムができ上がると考えておりま

す。 

せっかく３名の先生方が頑張っておられますので、それにプラスして、派遣シス

テムを考えていただきたいと考えますが、教育委員会のお考えはどうでしょうか。 

○議長（横手啓介君）   

答弁を求めます。杉本教育長。 

［教育長 杉本作德君 登壇］ 

○教育長（杉本作德君）   

川野議員の２回目の質問にお答えいたします。 

議員ご提案のとおり、学校教育指導員のみならず、地域にいらっしゃる多くの先

生方のお力をお借りしますことは、市内の児童生徒、先生方にとりましても大変あ

りがたいことであります。議員ご提言の派遣システムもすばらしいアイデアである

と思っております。本年度から、県教委では基礎学力向上システム推進事業として、

熊本型コミュニティスクールと称して、その学校の地域におられるさまざまな方々

にボランティアとして児童生徒の学習活動や教育活動の支援をしていただき、児童

生徒の学力向上を推進しようという基礎学力向上のための学校の応援団づくりの推

進が図られています。本市におきましても、本の読み聞かせやゲストティーチャー

などの取り組みは、各学校でもかなり取り組まれておりますが、そのような取り組

みをさらに発展させ、地域の人材、教育力を生かした学力向上のための学校の応援

団づくりに努力してまいりたいと思っております。 
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また、その地域による学校応援団は、児童生徒の学習支援のみならず、先生方の

学習指導に関する助言や、さまざまな先生方の悩み相談などにも応じていただくこ

とも可能ではないかと思います。各学校の地域におられるご退職されました先生方

などに、各校の校長先生からお願いをしていただくなどすれば、議員のご提案のよ

うなティーチャーサポート的な支援活動も可能ではないかと考えます。 

本年度から、大道小学校がその基礎学力向上システム推進事業の研究指定校とし

て取り組んでおられますし、三岳小学校でも学力充実推進校の指定校としてそのシ

ステムづくり、つまり学校応援団づくりに取り組んでおられます。校長会議などで、

その推進につきましてのお願いをしていきながら、教育委員会としましても地域の

人材の紹介などにおける情報提供等のご支援をしてまいりたいと思います。 

以上、答弁申し上げます。 

○議長（横手啓介君）   

川野議員、了解ですか。 

○19番（川野 功君）   

  議長。 

○議長（横手啓介君）   

川野議員。 

［19番 川野 功君 登壇］ 

○19番（川野 功君）   

教育長のリーダーシップと、みんなのいい知恵を出し合って、すばらしい山鹿の

教育をつくり上げていただきたいと思います。 

次に、３問目に入ります。 

教育長の、市内園、小、中学校への現状認識についてお尋ねいたします。 

教育長は、県立高校の職歴を経て本市の教育長になられましたので、それまで余

り小、中学校のことはご存じなかったと思います。幼稚園、小学校や中学校の義務

教育と、高校の教育は違っていると思います。具体的にどれがどう違うのかは私に

はわかりませんが、先生たちの顔ぶれは全く違います。トップとしては、まず現状

認識を早くしなければ、的確な施策も指示が出せないはずです。どういう形で現状

認識、把握をこれまでされてきたのか、お尋ねいたします。 

市内には、３つの幼稚園、20の小学校、中学校も６つあり、把握するのは大変だ

と思いますが、まずそれをやらないと何も始まらないと思っておりました。それぞ

れの園や小中学校で抱えている問題は違いますし、地域性、先生方の個性もありま

すし、何でも一律に同じようにできるわけではありません。教育長はどれくらい小

中学校現場に出かけておられるのか、どれほどの園、小中学校の先生をご存じなの
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か、今後、どのようにして現状を把握していこうと思われているのか、質問いたし

ます。 

○議長（横手啓介君）   

答弁を求めます。杉本教育長。 

［教育長 杉本作德君 登壇］ 

○教育長（杉本作德君）   

川野議員の３点目のご質問にお答えいたします。 

教育長に就任しまして１年半が経ちましたが、その間、幼稚園、小中学校現場に

出かけましたのは入学式、運動会、体育大会、卒業式などの行事以外では、春季の

園や学校訪問、定期的に行きます園や学校の経営訪問、総合訪問、研究発表会、あ

いさつ運動などです。ですから、１校につき年に３、４回ほどではないかと思って

おります。 

市内には、小中学校の県費教職員が455名、市職員が117名ほどおりますが、その

全部を承知できてはおりませんが、校長、教頭先生方はもちろんのこと、主だった

先生方はかなり認識をしております。 

議員ご承知のとおり、教育委員会は学校教育、社会教育、社会体育、文化に関す

る執行機関ですので、教育委員会事務局長として、大変忙しい日々を送っておりま

す。時間を見つけては学校現場に出かけて、学校の様子や先生方と話したいとは思

っておりますが、なかなか十分にはできていなかったというところはあったかと思

います。 

今後は、機会を見てなるべく多く学校現場に出かけていくように努力してまいり

たいと思っております。 

また、校長先生方などにも気軽に教育長室においでいただけるようにしてまいり

たいと思っております。以上、ご答弁申し上げます。 

○議長（横手啓介君）   

川野議員、了解ですか。 

○19番（川野 功君）   

  議長。 

○議長（横手啓介君）   

川野議員。 

［19番 川野 功君 登壇］ 

○19番（川野 功君）   

それでは、２回目の質問をいたします。 

教育長就任後１年半が経過して、年に平均３、４回訪問しているという答弁でし
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た。多分学校訪問等の行事で訪れているので、先生方とゆっくり話したり、意見を

聞いたりする時間はなかったのではないかと思います。校長、教頭、主だった先生

方はかなり認識しているとの答弁で、それを否定はしませんが、果たしてそれで十

分だったのでしょうか。 

小中学校の現場からは、最近特にいろんな不協和音が聞こえてきます。先生方や

保護者もいろいろ不満があるのではないかと思いますが、教育長には届いているの

でしょうか。そういう情報はできるだけ早く入手し、小さい問題のうちに対策を取

るべきだと思います。現場との意思の疎通の取り方はどうしているのでしょうか。 

次に、教育長の大事な職務に人事があります。人事で人を動かすには、その人を

よく知っていなければ適材適所に配置できません。加えて、他の地域や先生方のい

ろんな情報を持っていなければ、よその管轄からいい先生を引っ張ってくることな

ど、できるものではありません。熊本市が政令指定都市になるまであと１年半しか

ありません。植木の方に優秀な先生を多く集められて、そのまま政令指定都市にな

られたら、もうこちらに呼び戻すことは不可能になるのではないでしょうか。人事

に関して、この１、２年が一番大事な時期だと思っております。この件に関して、

どうお考えがあるのか、お尋ねいたします。 

次に、鹿北３小学校の統合校舎に関してお尋ねいたします。 

この建設計画について、教育長は建設現場に何回訪問されたのか。校長先生や現

場の先生と意見交換をされたのか、お尋ねいたします。 

○議長（横手啓介君）   

答弁を求めます。杉本教育長。 

［教育長 杉本作德君 登壇］ 

○教育長（杉本作德君）   

川野議員の２回目の質問にお答えいたします。教育長に就任して１年半が経過し

ましたが、この間、私としては幼稚園教育や義務教育についての理解・認識や、市

内の幼稚園、小中学校の先生方を早く覚えるための努力は精一杯やってきているつ

もりです。園長、校長先生方とのヒアリングや、学校訪問等の限られた時間内での

意見聴取や情報収集等が主であり、議員ご指摘のとおり、先生方と直接向き合って

意見を聞く機会は少なかったと思います。真摯に受け止め、今後は積極的に園や学

校現場に出向き、幅広く情報収集に努めてまいりたいと思います。そして、先生方

や保護者からの意見や不満情報等がありましたら、しっかりとご意見を聞かせてい

ただきたいと思いますし、しっかり受けとめてお答えできるように努めてまいりた

いと思います。改善すべき点は謙虚に反省し、改善努力をしたいと思っております。 

次に、人事異動についてですが、先生方に関する情報で分からない点は、園長、
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校長先生に聞いたり、教育委員会や教育事務所の関係者に相談しながら情報収集に

努めてまいりました。他地区の情報収集には、時間を見つけて関係機関に出向いた

り、県内の教育長との情報交換で情報収集に努めております。また、熊本市が政令

指定都市になるまでの間に、植木町と山鹿市の人事交流をできるだけ早く進めるべ

く、鹿本教育事務所としっかりと相談し、取り組んでおります。 

次に、鹿北３小学校の建設計画現場を何回訪問されたかとのことですが、統合準

備に関する会合時や、鹿北地区の行事参加時、学校訪問時等には現場を訪問してお

り、何度も建設現場の様子は確認しています。校長先生や教職員との直接的な意見

交換はしておりませんが、会議の場での意見として伺っております。今回は、学校

施設課の担当者から間接的に学校現場の意見を聞いて、直接現場の先生方の意見を

聞く機会ができませんでしたが、今後はぜひみずから出向いて直接意見を聞く機会

をできるだけ多く持ちたいと思っております。以上、答弁申し上げます。 

○議長（横手啓介君）   

川野議員、了解ですか。 

○19番（川野 功君）   

  議長。 

○議長（横手啓介君）   

川野議員。 

［19番 川野 功君 登壇］ 

○19番（川野 功君）   

３回目の質問をします。 

鹿北３小学校の建設現場は、何度も様子を確認しているということでしたけども、

せっかく鹿北中まで何回も行かれたならば、校長先生や他の先生ともお話をされて

いればよかったなと思います。なぜ、もし行かれたのであれば、そのとき校長先生

とお話をされなかったのか、それが不思議でなりません。せっかく行かれたのに話

をする時間はなかったのでしょうか。その点をお尋ねいたします。もし、そのとき

校長と会われてお話ができておれば、８月に行われた校長会と市長の懇談会もスム

ーズに終わったのではないかと思っております。 

次に、私が気になっているのは、人事異動に関してです。本人の希望や適材適所、

県との折衝と、１人の先生を動かすことでもいろんな方面が関係していくので大変

なことです。今の状態でそれがきちんとできるのか心配しております。しかし、人

事に関しては教育長に頑張ってもらうしかありません。建設現場の様子を何度も確

認したのに、校長先生となぜお話しできなかったのかと、来年の人事にかける意気

込みをお尋ねして、私の質問を終わります。 
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○議長（横手啓介君）   

答弁を求めます。杉本教育長。 

［教育長 杉本作德君 登壇］ 

○教育長（杉本作德君）   

議員の最初のご質問にお答えしたいと思いますが、学校訪問で正式に二度ほどま

いりまして、校長室で校長先生といろいろお話をしました。春季訪問では、スター

トが無事に切れたか、あるいはそのときにも非常に短い時間でしたが、学校の建設

のことをお尋ねしました。それから、総合訪問、経営訪問でもある程度お尋ねをし

ましたが、今回の建設位置について、しっかりとお話したことはありませんでした。

それが一つの課題であったかなと思います。今後は、非常に重要なことであります

ので、ぜひ出かけて行ってお話をしたいと、そういうふうに思っております。 

それから、人事異動に対する私の考え方ですが、大きく４点ほど言っておきたい

と思います。これは私の考え方ですが、先ほどご指摘の、植木町が熊本市に合併い

たしまして、政令指定都市になりますと、非常に難しくなってきますので、管外に

出ている先生方と管内との人事交流を積極的に進めていきたい。特に植木町と山鹿

市は積極的に進めたいと思っております。 

それから、２点目は、教育に対する情熱と使命感を持ち、意欲的な先生方を確保

したい。私はあえて優秀な先生とは使いません。教育に対する情熱と使命感を持ち、

意欲的な先生方を確保したいと思っております。 

３点目は、管内人事に関しては一極集中とならないように配慮し、適材適所に配

置したい。それから特に、新規採用教職員については、将来にわたって育成を考慮

しなければなりません。適正に配置に努めたいと、このように思っております。 

大まかな私の考えですので、お答えになったかどうかわかりませんが、以上、答

弁をいたします。 

○議長（横手啓介君）   

以上で川野議員の一般質問は終了いたしました。 

ここでしばらく休憩いたします。 

午後２時01分 休憩 

―――――――――――――― ○ ―――――――――――――― 

午後２時13分 開議 

○議長（横手啓介君）   

休憩前に引き続き、会議を開きます。 

次の通告順により、太田黒鐵郎議員の発言を許します。太田黒議員。 

［27番 太田黒鐵郎君 登壇］ 
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○27番（太田黒鐵郎君）   

27番、太田黒鐵郎です。 

今日は雨も降らんごたるけん、帰ってから何しようかて考えよるもんの６人ばか

りおる。２年ばかり前、目の手術したもんだから、人の腹まで見えるごつなった。 

今度の定例議会の花形は教育部でして、非常に教育部の質問が多い。他の部もま

ちっと頑張らんと、質問のなかけんて言うてから退屈しておる。いさぎよう退屈し

ておるなら帰って仕事しよったがええかもしれん。 

私の今回の質問は、教育長に集中してお尋ねをいたします。 

私は、今回ヒアリングをしておりません。ヒアリングを何でせんかということは、

二、三、私の考えがある。まず一つは、質問より先に答弁するならば、質問は、し

にくうしてしよんなかというようなことと、答弁が一生懸命答弁書を見よるとしゃ

が、答弁書と変わったことば言うてもらうと腹の立っていかんから、ヒアリングは

せんほうがええなと思いました。 

それから、教育長は教育界では生き字引と言われるようなお方でして、そういう

方にヒアリングなんか非常に失礼じゃなかろうかというようなことを考えましたの

で、それでヒアリングはやめたわけであります。 

元々この一般質問というのは、今ヒアリングしてというようなことは、山鹿にき

て初めて知りましたが、町の方ではそういうことは全然なかったわけです。一般質

問というのは、通告はせにゃんならば、市政全般です。そして質問しても、これは

結果は分からんわけですから、そういうことで前向きに検討しますというようなこ

とですから、せんて言われた答弁はあんまりない。どのくらい真剣にするかという

だけの話でして、大体そういうことを登壇してから、そして今日はだれに聞くとい

うようなことでよかろう。そのためにここに20何人か座っとんなる。だれにくるか

わからんなら、みんな緊張しておらにゃんけれども、もう答えでも何でも、何て質

問のくるか、何て答弁するか、分かってしもうとるもんだから、結構なことという

ような感想を私は持っております。 

質問に入りますけれども、私は、今度の学校規模適正化事業がだんだん進みまし

て、今、計画が行われ、今から建築に入るわけですが、鹿北小学校のことが中心で

はありますが、この鹿北小学校が山鹿で一番に建設するというような予定になって

おりますので、今後のためにおいてもいろいろここで議論しておかないと、次々に

問題が出てくるのではなかろうかというようなことを考えるわけです。 

それで、山鹿市全体のことについて、お伺いします。 

今日は、６人か７人、教育問題で質問された中で、鹿北の小学校のことも触れら

れた議員が何人かおりますけれど、なるべくならば重複しないように質問をしてい



 － 140 －

きたいと思います。 

まず、これは学校の今度建設が始まりますけれども、教育長にお尋ねですが、こ

の建築につきましての基本的な考え方についてお伺いをしたいと思います。小学校

から中学校まで、９年間の教育の中で、この教育の将来像というようなことについ

て教育長はどのように考えておられるのか。それから、鹿北町は合併前にいろいろ

教育問題では熱心にされておりました。その人は、この杉本教育長のおばさんに当

たります中村セイ子先生という人が、教育委員長で一生懸命に頑張っておられたわ

けです。鹿北から合併時に新市の市長宛に提言書というのが出してますけれど、こ

の提言書というのは、幼・保、小・中一貫教育ということを基本に、これは鹿北町

の48集落を毎晩回って切々とこの説明をされて、鹿北の人たちは全部一環教育とは

こういうものである。そらよかなというようなことで、納得した上でこういう提言

書が出ておると私は思っております。私も議員をしておりましたので、出ておると

いうことは分かっております。名前はそのときの町長の名前ですけれども、これは

実際は今申し上げました、教育委員長がトップでつくられたものでございました。

こういうことが出ておりますけれども、このことについて、教育長はどのような考

えを持っておられるのか。また、いつの間にかこの一貫教育が連携教育というよう

に変わってきたと、この頃知りましたけれども、その連携教育とは大体どのような

ものか。私は素人で分かりませんけれども、そういうことについてお伺いをしたい

と思います。 

次に、今回の鹿北町の小学校の建築につきましての設計ですが、これはプロポー

ザル方式を採用されております。他にも方式がありますけれども、このプロポーザ

ル方式を採用された理由、それはどういう考えで採用されたのか。 

また、設計する会社には設計料を払わにゃなりませんが、設計料は幾らぐらい今

度かかっておるのか。 

それから、選定委員会、プロポーザル方式ですので、選定委員会というのがみん

な設計が出てからそれを選ばにゃならん。これがコンペ方式なら素人でも分かりま

す。価格で高い、安いというようなことでわかるけれども、プロポーザル方式にな

るとなかなか素人では分からんというようなことで、選定委員会というのをつくっ

て選定をされるということですが、その選定委員会のメンバーはどのような人がな

られておったか。 

それから、今までの経過からずっと今、一応設計までなっておりますけれども、

この経過が私は所管委員会には報告をずっとされておるもの、協議もあっておるも

のと思っておりましたが、ほとんど所管委員会にはそういうことがなかったという

ことです。所管委員会にはそういうことをしなかったというようなことは、どうし
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てしないのか、どうせしたっちゃあっどもがわかりばしするかと思うとるとじゃな

いかと私は思いますけれども、そういうことの理由、これをお伺いします。 

それから山鹿と川辺の問題でありますが、ここも今さっきというようなことであ

りよりますけれども、この中で、設計の非常に高額な設計のようですが、設計単価

はどういうふうになっておるのか。それから、一つはオープンスペースというのが

あるそうですが、これが非常に現場から反対の声が出ておるというようなことを聞

きます。この構想を、何で現場の反対があるのにこれをやるのか、今後、それにつ

いての構想はどういうふうに考えておられるのか、さしよりこのくらい聞きます。 

簡単に簡潔にですね、大体あんまり学校の先生あたりはあいさつも長いというよ

うなことは昔から言われております。簡潔なご答弁をお願いいたします。 

○議長（横手啓介君）   

執行部の答弁を求めます。杉本教育長。 

［教育長 杉本作德君 登壇］ 

○教育長（杉本作德君）   

太田黒議員のご質問にお答えしたいと思いますが、今私がお聞きした範囲内では、

大体大きく分けて４点あったんじゃなかろうかと思います。 

まず１点目は提言書、平成17年にたしか出ただろうと思いますが、この提言書が

出ているというものがこのことについて小中一貫教育ということを連携教育にどの

ようにして変えたのか。それから、連携教育とはどのようなものなのかということ

を１点目聞かれたと思います。２点目は、プロポーザルを採用した理由と、設計料

は幾らかかったか。選定委員会をつくったそのメンバーはどんな人かということだ

ったと思います。それから３点目が、総務文教の所管委員会の方にその経過をどう

して報告しなかったか。それから４点目が、オープンスペースが今、山鹿小、川辺

小等に取り入れてあるが、現場から反対が出ている。今後どのように対応を考えて

いかれるか。９年間を通した将来像ということで、この４点を大まかに聞かれたと

思います。 

それでは、順を追って私の方から答弁したいと思いますが、鹿北町ではいわゆる

提言書の中で述べられておりますが、一貫教育を保幼小中一貫教育を進められてそ

の提言書の中に書いてありました。２次計画の中では中学校の再編を検討をしてい

かなければならないということ、それから義務教育においても全国的にこの小中一

貫教育が今広がりつつありますが、まだこれは十分に検証されておらず、山鹿市と

しては時期尚早じゃないかと考えております。市全体で保幼小中高までの連携の取

り組みを現在進めている点、それから保育園については福祉部の方で民間の活用等

を含め、現在検討しておられるという点、鹿北の小中においては、そういう点を含
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めまして一貫校ではなく、他の地区にない、より強い連携校を目指して、中学校と

併設した位置に統合小学校を設置したいと考えているわけです。 

それから、連携教育とはどういうことかということですが、私どももこの一貫教

育を阿蘇の方に見に行ってまいりましたが、なかなか小中一貫の方も非常に難しゅ

うございました。いろんなデメリット、メリットがあったようでございまして、こ

の連携教育の方がいいんじゃないかと。いろんな面で教育の分野で小学校と中学校

を併設して連携を進めていくという方がいいんじゃないかと、そういうふうに捉え

たわけです。 

それから、９年間を通した将来像ということですが、鹿北は恐らくこの提言書の

中身では、保育園から中学校まで一貫したそういった鹿北の教育を考えておられた

んじゃなかろうかと、そういうふうに私は考えております。したがって、小学校で

培われた教育を、そのまま今度は中学校でさらに郷土意識等も含めるために、中学

校まで一貫して教育を続けていきたいという、そういった思いがあられたんじゃな

かろうかと思います。しかしながら、今回我々がとっておりますこの併設して中学

校と小学校を統合しても、それは小学校から中学校までの９年間を通した子どもた

ちの育成ができるんじゃなかろうかと、そういうふうに考えております。 

それから、プロポーザル方式を採用した理由をということですが、学校規模適正

化基本計画に沿って、今後多くの学校施設を整備するにあたっては、学校施設が将

来にわたって市民共通の資産として質の高さが求められることから、設計業務を委

託しようとする場合には、設計料の高い、低いということだけ判断することではな

くて、設計者の創造性、技術力、経験等を適正に審査し、その設計業務の内容に最

も適正した設計者を選定することが重要だと考えました。そういう理由でこのプロ

ポーザル方式を採ったわけです。設計料が幾らかということはちょっとこちらの方

で把握をしておりませんが、プロポーザル方式による設計者の選定ですが、選定委

員会につきましては、その審査員の人選に当たっては、山鹿市立小中学校施設設計

者等選定委員会規程というのがございますので、それに基づいて、公平公正な立場

の建築、学校教育及び行政組織の専門家という観点から、県内の三つの大学のそれ

ぞれの分野、建築分野、都市計画分野、デザイン分野、行政とその専門家３名と、

市役所内部のそれぞれの分野、建築、学校教育、学校施設の中心的な職員３名、計

６名を選任しております。 

それから３点目ですが、所管委員会にはどうして報告をしなかったかということ

ですが、この点につきましては担当課が随時進めておった、そして地域の人たちの

ご意見やその他を聞いて、できるだけ期限のある間に聞きなさいということで、一

度教育委員会からも相談を受けましたが、もう一度地域の声を聞いてくださいとい
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うことで、最終的に地域審議会のご意見を聞いて、そして鹿北地区内では大部分が

この建設予定地は鹿北中学校グラウンドにという意見が固まったということで、最

終教育委員会でこの線を決定したわけです。その段階で、ある程度意見が固まった

段階で所管委員会の方には報告をしなければ、途中で左にいったり右にいったりし

たり、そういった状況では到底まだこれはご説明ができないと、私考えまして、固

まった段階でご説明をしようと、そういうふうに思っていたわけです。途中、その

経過を少しでも状況が言えておればよかったかなと、そういうふうに思うわけです

が、私としてはある程度結論が固まった段階でご報告をしようと、そういうふうに

思っておりました。 

それから４点目の、オープンスペースの件ですが、このオープンスペースについ

ては私どもも教育委員会といたしまして、どうしても設計上は、とてもすばらしく

見えるけれども、学校の子どもたち、あるいは先生たちが活用するには少し問題が

ありそうだということで、現在、この設計者と検討を重ねて改善をしておるところ

です。 

設計料につきましては、今手元に資料がございませんので、少し時間をいただけ

ればと思います。よろしくお願いします。 

○議長（横手啓介君）   

太田黒議員、了解ですか。 

○27番（太田黒鐵郎君）   

議長。 

○議長（横手啓介君）   

太田黒議員。 

［27番 太田黒鐵郎君 登壇］ 

○27番（太田黒鐵郎君）   

今度の学校建築につきましては、今、鹿北のことはお聞きいたしました。今から

次々に建築をしていく中で、基本的な考え方というのは今なかったようですが、こ

の基本は私は子どもたちのためにというようなことが基本であると思います。だれ

のために学校を建築するかということは、子どもの将来のためにということが基本

である。今までの経過を見てみますと、非常にいろいろな問題で提案をしてあるけ

れども、それが話は聞いておるけれども答えが返ってきておらんというようなこと

が多いわけですが、まずその体育の時間のローテーションは小学校、中学校一緒に

やらにゃんが、どちらも上手くいくのですかというような質問を一つ挙げますとし

てある。そういうときには岩野小学校に行けというようなこと。何10キロも離れて

はおらんけれども、どうやって行くか、歩いて行ったり来たりしよるなら、それで
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終わるわけですが、バスで行けというようなこと、それからこの間プールの話が総

務委員会の方で出ておりましたが、これは原議員から出ておりました。簡単に私た

ちはそれこそ全然聞いたことないけれども、もう一つつくりますと言うたけれども、

その以前の質問のときには、小学生のときには水を抜くと浅くなります、当たり前

の話です。それは水を抜くと浅くなるということは。水を抜いて深くなるところは

ありません。非常にこういうふうな答弁をしておる。このようなことでは子どもが

かわいそうと思います。特に小学校、中学校のこの教育というものは、人間形成の

土台と私は考えるところです。先ほどからもあっておりました、私は川野議員のよ

うに上品に理路整然とはなかなか質問もできませんけれども、中嶋市長が今年当初、

「子どもはやまがの宝だ宣言」というようなことをされましたが、学校の建設でこ

ういう考えを持ってやるということは、この宣言に逆行しておるのではなかろうか

というようなことを考えるところです。 

それから、これは余談になりますけれども、子どもは宝だ宣言ということを言い

始めましたので、申し上げますけど、子どもは宝だ宣言と言うて、宣言ばかりして

も、何か伴わんならば、絵に描いた餅というようなことになります。何か起爆剤を

見つけにゃいかんというようなことですけれども、まずこれは私の考えですけれど

も、必ず統合をした後には廃校ができます。今はそれぞれの委員会とか政務調査費

で、跡は何するかというようなことでの考えで、視察あたりがされております。私

たちの地元からもいろいろ言っておるようですが、高齢者のいろいろなそういう施

設とか、そういうことばかり見てきよる。やっぱり高齢者のことも大事です。今は

高齢化社会ですから大事ですが、高齢化のことについては、国も県も補助事業を出

していろいろな事業があって、毎年山鹿市でも小さな施設ではあるけれども、あち

こちに圏域をつくって建設ができよるわけです。 

私はこの廃校跡に、これは宮崎県の山間地でやっておる事業ですが、まだ時間が

なかったので視察に行っておりませんけれども、そこでは独身住宅というのをやっ

ております。賃貸料、家賃が１万円というようなことで、独身の男女、何十人か知

らんけれども、そこに入る。例えば、宮崎の方は廃校じゃないかもしれませんけれ

ども、廃校跡ならば隣には体育館があったりします、運動場もあります。夜はスポ

ーツもできます。それから、お互いの交流ができると思う。そこで独身の住宅をつ

くるならばカップルが生まれるというようなことで、今まで山鹿市でも結婚相談員

とかいろいろあったけれども、ほとんどできておらん、成立しない。とうとう結婚

相談員なんかやめになったというようなことですから、こういうことも一つの考え

方じゃなかろうか。そして、一つのカップルができたならば、もうそこの独身住宅

ですから、そこから出にゃいかん。結婚したなら子ができる、子ができたなら今度



 － 145 －

は子育て住宅をつくらにゃいかん。これは何人かで長野県の山の中に視察に行きま

した。日本一出生率の高いところというようなことで、人口もふえておるというよ

うなことで、やりようでは非常にそういうこともできるというようなことで、例え

ば子どもが一人いるところは幾ら、二人できたならば、もう少し下げてやろうか、

三人できたならもう少し下げてやろうかというような、そういう発想でも持ってお

いてやるならば、これはやっぱり子どもを育てるならば山鹿に行かにゃんばいとい

うようなことになりはせんか。高齢者も大事ですけれども、やはり高齢者の方々は

今から税金ば使っていく人たち、それなら若い人たちは子どもはできるわ、そして

よそに仕事に出ておいて税金は持ってくるわ、納めにくるというようなことで、税

収も上がってくる、人口もふえる、山鹿市にここに優秀な職員の皆さん方が退屈し

て座っておるけれども、人口が減るという計算は５年先、10年先、15年先までぐら

いしきるけれども、ふえる計算ばしきる者は一人もおらんかもしれん。頭がどがん

よかったっちゃふえる計算ばしきる者はなかなか少ないというようなことで、この

人口がふえるような計算のできるような山鹿にし直さにゃいかん。そういうことを

して初めてこの「子どもはやまがの宝だ宣言」が生きてくるのではなかろうかとい

うようなことを考えるわけです。これは余談ですけれども。 

元に戻りますと、プロポーザル方式というようなことを採用されたということに

つきましては、評価するわけですけれども、私に言わせるならば、非常にいいけれ

ども山鹿の場合に間違いがある。それは何かと言いますと、鹿北の場合、場所の決

定をせずにプロポーザルに出す、こっちの設計はここに設計した、こっちの設計は

こっちに設計したというようなことならば、なかなか選定も難しかろうし、問題が

ここに出てくるわけです。これを先にしておくならば、今のような問題は出てきて

おらん。白紙になったから、今からまた一番からやり直すけれども、そういうこと

が非常にあったのではなかろうかと思います。 

いろいろ調べてみましたが、プロポーザル方式は発注者は事前に建築物の場所、

目的、時間を示すとなっておるわけです。そして、受託希望者はその設計に対する

遂行方法、その方法を選択するメリットを提案し、提案書の形でまとめる。発注者

はその提案書を審査するとともに、受託希望者に提案内容についてのヒアリングな

どを行う。発注者は提案書並びにヒアリングの結果をもとに、受託者の受託希望者

を選定するというようなことになっておるわけですので、もともとのここから間違

ってきているわけです、今度の問題は。それで、例えば個人が家を建てる、自宅を

建てるときでも、その辺に設計してくれんなという者はおらん。私はここに家を建

てようと思っておるけん、ここでどういう家がいいかあなたが設計してくれんか、

あたも設計してみてくれんな。どっちがよかろうかというような設計を選ぶという
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ようなことがプロポーザル方式の原点と思いますが、そこから間違うてきたもんだ

から、なかなか今、こういうふうになってきたわけです。 

もう一つの欠点は、これはあるところです、ここじゃありませんかもしれません

けれども、ほとんどどこでもこの審査について、今もありましたように大学教授が

審査員となっておられます。しかし、あるところではその大学教授が設計会社の顧

問になっておる。他の者は余りわからんけれども、顧問になっておらす。そこから

顧問料をもらいよるから、それで、おのずからそういうふうになってそこに発注が

いくわけです。素人でわからんことですから、あるところでは１番と２番と入れか

わったというようなこと。何番と入れかわっても、わかりはせんわけです。コンペ

方式ならば、こっちの値段が安かとこれ、こっちゃんしたとかと、素人の私たちが

言うても、それはこういう理由というようなことですぐわかるけれども、プロポー

ザル方式はそこがわからんというようなところに私はいい方式じゃあるけれども、

欠点がある。また、これもこういうことがあってはならんけれども、担当職員と業

者との癒着、接待を受けちゃおらんかとか、いろいろな噂が流れるというようなこ

とで、これは調査をせにゃわからんことですけれども、私もそういうことでいろい

ろ耳にしたものだから、調査を始めたばかりですので、私は大体一般質問は１番か

２番か３番までぐらいにしよりましたが、この通告が遅れたのも、そういう事情で

遅れたわけでして、これはちょっとおかしいなというようなことですけれども、そ

ういうことがあってはならないというようなことです。 

それから、先ほど教育長は、議会への報告が遅れた理由を言われたけれども、聞

くところによると、議員にはある程度できてから言うとよかというようなことです

が、先ほどの答弁の中での遅れた理由が、真意であるかないか、どのくらいこれを

重視して考えておられるのか。簡単にこの辺を考えておるのではなかろうかという

ことを感じますので、これを再度聞きます。 

それから、９月１日の開会日に、総務文教委員会の方でこの問題において白紙撤

回ということになりましたけれど、その後で、すぐ職員に手を回させて根回しをし

たというような卑劣なことをやったというようなことは、これは部長か教育長の指

図じゃなかろうかと思いますが、このことについてどう考えておるのか、お尋ねを

いたします。 

それから、日にちはわかりませんけれども、８月中ごろだろうと思いますけれど

も、市長と語る会というような、先ほども川野議員から出ましたけれども、川野議

員は当事者ですけれども、こういう会合があったという話を聞きました。その中で、

鹿北の中学校の方から、これは語る会だけん何でんよかけん言うてくれという話だ

ったという話ですが、そういうことで発言があったというようなことです。その発
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言に教育長は非常に立腹されたような話です。そして、会議が終わったけんすぐ帰

るというようなことだったと。これは聞いた話ですけど、本当か何か知りませんけ

れども、部長も大変です。この次は懇親会がありますけん懇親会にはかたってくだ

はりまっせて言うてからなだめたという話。懇親会場にこられたけれども、乾杯し

てすぐ帰ったというようなことです。そのことを先日の総務文教委員会で尋ねる方

があっとった。私は傍聴です、何も言えませんけれども。そのときの教育長の答弁

にこういうことがある。それはそういうことでした、しかし、あの場におるならば

手が出るはずじゃったというような話でした。私が岩野弁で言うなら手が出るとい

うことは食らわせるはずじゃったということです。教育長という人がですな、そう

いうことを口に出すということは、非常にこれは資質が問われるというようなこと

じゃなかろうかと思います。そして翌日、その発言した人を呼んで、発言した人は

怒られたと言いよる、教育長は指導したと言う。指導ということは、教え導くこと

と、私は知らんけん広辞苑を繰ってみた。教え導くこと、前の日、食らわせるごつ

腹立てておる人が、明くる日、冷静になって、教え導くというようなことができる

のだろうか。呼び出された人が怒られたというのが本当じゃなかろうかと私は思い

ますが、今申し上げましたように、山鹿市の教育者のトップとして、本当にこの資

質が疑われるわけです。教育長の見解を尋ねます。 

○議長（横手啓介君）   

答弁を求めます。杉本教育長。 

［教育長 杉本作德君 登壇］ 

○教育長（杉本作德君）   

太田黒議員の、ただいまのご質問にお答えしたいと思います。まず第１回目に質

問されました設計料の額ですが、基本設計、実施設計を合わせまして5796万円であ

ります。それから、ただいまご質問のありました件ですが、今度、グラウンドの方

に建てるということになったら、結局共有する体育館、プールあたりがそういった

のが出てくるわけです。それから、グラウンドも共有する形になるかもしれないと

いうことですが、体育館とプール、先日申し上げましたこのプールは、やはり小学

生と中学生を同じ深さのプールで一緒に泳がせるということは、これは到底考えら

れませんことでして、このプールの方も小学生用、それから中学生用ができるよう

に、一つのプールを工夫していく。その工夫については今後、業者と相談しながら

考えていく。あと教育課程の編成でローテーション等は十分これを検討して考えて

いく、共用につきましては。グラウンド等も、どうしても共用ができないときは市

のグラウンド等を利用させていただく。そういった対応を考えていきたい。そうい

うふうに思っております。この面については、今後の話し合いになると思いますの
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で、十分学校側と話し合いをしながら進めてまいりたい。いわゆるソフト面、ハー

ド面にわたって、子どもたちが利用できる、一番利用できて教育効果が上がるよう

な、そういった対応を考えていきたいと思っております。 

それから、先ほどの議会への報告が遅れた理由は、これは真意なのかということ

ですが、これは全く私の真意です。私は総務文教委員さん方にも、それは約束をし

ております。今回じゃなくて、この前の段階で、総務文教委員さん方にお約束をい

たしました。皆様方にご報告ができる段階になりましたら、必ずご報告をいたしま

す。それは私は守ってきたつもりです。 

先ほど言いましたように、ある程度教育委員会としての、執行部としての考え方

がまとまりましたならば、必ず報告をするつもりでおったわけです。そういう理由

で、真意であるととらえていただきたいと思います。 

それから、根回しをしたのは教育長の指図かということですが、私はこれは全然

指示もしておりませんし、こういうことがあっておることも承知しておりません。

したがいまして、事実確認をして、こういうことがありましたならば、しっかり指

導をしたいと、そのように思います、 

それから、最後に出ました校長会での発言ですが、これは校長会に、校長先生方

26名、それと総務文教委員さん方全員が参加されて、市長、それから私と教育部長

が参加したわけです。私にその校長会の会長であります山鹿小の校長が前日にやっ

てきまして、こういうことでお互いに意見を交換したいということでしたので、そ

れでいろいろなですね、意見交換をやりまして、担当を決めて市長の方に学校現場

のこれから学習指導要領も変わるから非常に難しい面がある。先生方がこういうふ

うに頑張っておる。そういう実情をわかってもらいたいということを担当を決めて

ご説明を申し上げるということでした。ただ、あのときに司会進行が何でもいいと

言ったのは、これは確かでして、それを受けてある校長先生がご意見を言われたと

いうことです。実はあのときに私、話を聞いておって大変怒ったわけですが、実際

その場では怒りませんでしたが、本当にどうしてこんなことをこういう場で言うか

なというふうに怒ったわけです。と言いますのは、教育委員会でグランド案を最終

的に決める段階までに意見を少し本人に確認する、個人的にしっかり本人が了解す

るまで確認はできなかったかも、承認をすることができなかったかも分かりません

が、幾つかの会議を開いて、最終的に地域審議会を経て全員一致のもとにご了解を

鹿北地区ではいただいておるという結論を私もとらえて、委員会で結論を下したわ

けです。そういう中で校長先生の意見も恐らく入ってきたろうと思います。もちろ

ん、学校をあずかる経営者としては、私も経営者でしたので校長が学校を守らなけ

れば、これはどうにもならないということは十分承知をしております。校長先生も



 － 149 －

そういう気持ちで反対意見を出されたんじゃなかろうかと思いますが、総意の上で

決定したことに対して、そしてもう一度いわゆるああいう会合でどうにかならんか

というふうな、そういったお気持ちが出てきた。それで、私もこういうことはやっ

ちゃならん、校長として、指導者として。毛頭意見を聞かないと言う気持ちではご

ざいませんでした。一度決まったことをもう一度どうにかしてくれんかということ

を、公的な場で申し上げることは、これは言っちゃならんと私は教育長として判断

をしたわけです。したがって、翌日、校長会の幹部５人を会長以下呼びまして、そ

してそういう発言をした校長にも私は指導をいたしました。教育長としての指導を。

具体的に例を挙げて指導しました。どういう例を挙げたかと言いますと、先生が部

活動の顧問をしておって、明日試合がある。レギュラーがなかなか決まらない。前

日、一生懸命考えた末にレギュラーを決定して、そしてＡ君がレギュラーに選ばれ

なかった。これで行くぞということで総意のもとに決まった場合に、レギュラーに

選ばれなかったＡ君が翌日来なかったらどうするか。全くそれがそれに当てはまる

わけじゃございませんが、こういうことにも考えられるんじゃないか。総意のもと

で出てきた結論をやはりもう一度どうにかしてほしい。気持ちは分かるがそういう

ことじゃないかということで指導をしたわけです。それから、校長会の幹部にはす

べての校長先生方にあなたたちの計画が伝わっておったのか、こういうことをやる

ということ、それからどんな話し合いをそこで出していくかということが、すべて

の校長先生方に伝わっておったのかと確認をいたしましたところ、役員の間には恐

らく通じていたんじゃなかろうかと思います。後で確認しましたところ、どうもす

べての校長先生方に、26名すべての校長先生方に伝わっていなかったんじゃないか

と、そういうふうな情報も得ております。したがって、私はそれはいかんとじゃな

いかと、校長会主催でこれを開いて、そして校長先生方にそれを伝えておかないと、

司会者が何でもいいですから言うてくださいというふうな、そういう発言もするぞ

と。ある発言をされた校長先生は、何でもいいとおっしゃったから私は言いました

ということでしたけれども、そのあたりが問題じゃなかったかということは校長会

の五役に指導をしたわけです。教育長として指導いたしました。 

それから、私が後の懇親会に乾杯が終わったら帰ったということですが、私も非

常に自分の気持ちの整理ができないぐらいこのことに対して思っておりましたので、

ああいうことになったわけですが、私は議員さん方には申し訳なかったと思います

けれども、校長会の方に激怒したわけです。こういうことを何でやったかというこ

とで。 

それから、全員協議会で私が申し上げましたことは、本当にああいう気持ちでお

りました。言葉はこれは教育長として申し訳ない発言をしたと、そういうふうに思
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っておりますが、まことにその点は反省をしております。そういう気持ちでおった

ということをご理解をいただきたい。そういうふうに思います。 

以上、答弁とさせていただきます。 

○議長（横手啓介君）   

太田黒議員、了解ですか。 

○27番（太田黒鐵郎君）   

   議長。 

○議長（横手啓介君）   

太田黒議員。 

［27番 太田黒鐵郎君 登壇］ 

○27番（太田黒鐵郎君）   

教育長もいろいろなことで立腹されるようです。いても立ってもおられないよう

に、私もそういう気持ちです、今日は。しかし帰りには倒れるかもしれんけん、あ

んまり言うといけませんけど。 

先ほど、自分の発言に対しては反省というようなことがありましたが、教育長は

まだ不備な点がいっぱいある。今日は私が期待しておったのは、いろいろな問題で

大変議会にも迷惑をかけました。今後一切そういうことがないように今からやりま

すので、どうぞというような言葉が出るかと思っておったところが、言いますなら

ば、あんまり非は認めない。正当化だけ、正当化ということは言い訳だけ。そうい

うようなことです。何回言っても同じことですから、もうあんまり言いませんけれ

ども、先日、１日に白紙撤回になりました。それで、６日の午後７時から鹿北町の

方で地域審議会並びに嘱託員、学校関係、それからＰＴＡ関係、14名ぐらい集まっ

ていただきまして、そして１時間半程度、今までの経過を報告しながらざっくばら

んに何でも言うてくれというようなことで、私たち地元議員３人出席いたしまして、

そして聞いたわけですが、全員から最も多かった意見といたしまして、担当課いわ

ゆる教育委員会、学校施設課、学校規模適正化推進室、この辺の地域への説明不足

というようなこと。それから、我々の意見を軽視しておるという意見。それから、

これは大事なことですが、担当者の都合のいい誘導説明というようなことが非常に

多く出た。私が全協のときにいろいろ申し上げましたが、これは非常にオーバーな

ことば言いよるねて皆思われたかもしれんけれども、実際集めてひざつき合わせて

何でもいいからゆっくり話そうじゃないかというようなことでやると、こういう意

見が出てくる。全然まとまっておらん。こっちにいて話すときにはこっちの方の、

例えばＰＴＡの方はこういうふうによかて言いなったというような話をこっちには

する。こっちに行って話すときは地域審議会は全員一致ですと話す。そういうこと
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をするならば、やっぱり鹿北あたりは純朴で人間のよか人ばかりですから、すぐそ

れには騙されるわけです。そういうことを今までやってきたから非常にこういう大

きな問題になっておるということです。 

そこで、総務文教委員長にお願いです。今まで申し上げましたような問題ですの

で、現地をちゃんと調査されて、そしてこの中学校の運動場、今計画が白紙になっ

たところ、もう絶対ここには通らんわけですから、これを変えにゃんならば設計か

ら白紙にして、そしてまた最初からやり直しということで、ここで決めろと言って

も決まりませんので、総務文教委員長はその辺をしっかり審議して決めていただき

たい。お願いします。 

そういうことで、私は今度のこの問題については、命をかけてやるわけです。私

は議員を今日辞めても明日辞めても別に関係ありません。そのくらいの気持ちで何

でもやらんと、自分の保身ばかり言いよるようなことでは本当の改革はできません。

こういう嫌われるようなことを言ってきましたけれども、鹿北のためだけじゃない

と冒頭申し上げましたように、山鹿市全体のためというようなことで考えてやって

おるわけです。今から100億円の事業をやらにゃならんのに、こういうことでは最

後までできあがらんと思います。 

どうか私の心理をお酌み取りいただきまして、私の質問を終わります。 

○議長（横手啓介君）   

以上で、太田黒議員の一般質問は終了いたしました。 

ここでしばらく休憩いたします。 

午後３時14分 休憩 

―――――――――――――― ○ ―――――――――――――― 

午後３時25分 開議 

○議長（横手啓介君）   

休憩前に引き続き、会議を開きます。 

次の通告順により、吉本政幸議員の発言を許します。吉本議員。 

［14番 吉本政幸君 登壇］ 

○14番（吉本政幸君）   

14番、みらい山鹿、吉本です。なかなか白熱した一般質問の後ですので、やりに

くい点もございますけど、私はオーソドックスにやらせていただきたいと思います。 

それから、ただいま太田黒議員の方から、余談の中に「子どもはやまがの宝だ宣

言」で高齢者の云々という話がございましたけれども、ちょっとこのことを取り上

げておりますのでやりにくいなと思うところでありますけれども、よろしくお願い

いたします。 



 － 152 －

それでは、通告にしたがいまして、２点の一般質問をさせていただきます。 

最初に、ひとり暮らしの高齢者の見守りについて、お尋ねいたします。 

この見守りが気になった理由は、この夏の猛暑であります。９月に入ってもおさ

まることを知らず、先日は京都で本年最高の気温が記録されたと報道があっており

ます。このことは今朝の新聞か何かに、草が巻きついておって本当の計測か何かわ

からないという話もございましたけれども、連日、どこかで36度、37度、38度とい

うような状況が続いております。秋分の日ぐらいまでは、この猛暑が残るとの予想

がされているようです。 

このような中、この暑さ、私たちはもちろん、特に高齢者の方々にとっては健康、

体調面で心配されるところであり、その一番の心配が現在は熱中症であるのではな

いかと思います。気温と同時に、熱中症のことが大きく報道で取り上げられてきま

した。全国で梅雨明けから４万人を超える人々が緊急搬送され、500人以上の方が

亡くなられているとのことであります。また、その80％が70歳以上の高齢者であり、

屋外だけでなく、屋内で亡くなられた方も多く、先般も２人暮らしの高齢者の方が

２人とも自宅で亡くなっていたという悲しいニュースが報じられておりました。 

市の状況はどうかと思い、広域消防本部にお聞きしましたところ、管内というこ

とで６月に４名、７月に19名、８月に25名の熱中症搬送がなされ、このうち65歳以

上の高齢者の方は29名で、２名の方が亡くなられているとのことでした。 

高齢者の方が外温に対して反応が鈍り、暑さやのどの渇きに気づきにくい。この

ようなことがこういう事態になっていると聞きます。我が市においても、高齢化が

進み、中山間地を中心に高齢者のひとり暮らし、高齢者のみの世帯がふえ、今、熱

中症のことを申し上げましたが、こういう意味で見守りの重要性を感じます。総合

計画の中にも保健福祉事業の推進というところに高齢者の安否の確認ができ、緊急

時、対応が円滑に行われ、安定した在宅生活につながるよう、地域のさまざまな社

会資源を活用した体制づくりの推進と書かれております。現在、民生委員さんを中

心にひとり暮らしの高齢者、また高齢者のみの世帯の訪問がなされていると聞きま

すが、そこで現在の高齢化の状況、また何回も申しますが、ひとり暮らしの高齢者

や高齢者のみの世帯への訪問等の対応は現在どのようにされているのか、お尋ねし

ます。 

次に、２点目です。社会を明るくする運動の支援ということでお尋ねします。 

昨年末より、この運動に携わる身となり、活動に参加している状況であり、その

ようなときに聞いたこと、感じたことを投げかけさせていただきます。この社会を

明るくする運動は、昭和24年、戦後の荒廃の中、東京銀座の商店街の有志の方々が

町にあふれる子どもたちの将来を危惧し、非行の予防等を広く訴えようと開催され
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た銀座フェアーというものがきっかけになり、昭和26年から始まり今回で60回を迎

えるとのことであります。鹿央地区におきましても、７月の強調月間にあわせ、啓

発活動として保護司さん、更生保護女性の会の役員さん、民生委員さん、鹿央駐在

員さん、社協職員さん、それから市の職員の皆様方と鹿央地区を一周し、マイクを

通して広報活動が行われ、その間に各小中学校を訪問、非行の防止等を訴えておら

れます。また、各集落に更生保護女性の会の会員さんがいらっしゃって、啓発のの

ぼり旗の設置、街頭活動として鹿央町においては、ちょうど鹿央里やま蓮まつりが

行われおりますので、会場横で啓発グッズの配布、地区民集会と、いろいろな働き

かけが行われております。そのような中で、行政側の取り組みが旧市町間で違いが

あるとも聞きます。活動自体が保護司さんたちが中心であるためではないかとも言

われますが、市として、この社会を明るくする運動のとらえ方、現在、運動に対す

る活動の状況をお尋ねいたします。 

○議長（横手啓介君）   

執行部の答弁を求めます。富田市民福祉部長。 

［市民福祉部長 富田辰郎君 登壇］ 

○市民福祉部長（富田辰郎君）   

吉本議員の一般質問の１点目、ひとり暮らしの高齢者の見守りにおける現在の取

り組み状況につきまして、お答えいたします。 

現在、我が国の急速な少子高齢化の進展を初めとする社会情勢の変化に伴い、本

市におきましても高齢化率は30.1％であり、全国平均の21.7％と比較しましてもか

なり高い数値を示しており、今後、団塊の世代が高齢期を迎えることでその傾向は

さらに加速度を増すものと推察されます。 

また、市全体の人口は減少しておりますが、世帯数は増加しており、核家族化が

進んでいる状況です。その中で、山鹿市第４期高齢者福祉計画及び介護保険事業計

画におきまして、山鹿市が目指す都市像として、「高齢者のだれもが尊厳を保持す

るとともに、その人らしく自立し、住み慣れた家庭や地域社会で心豊かに生き生き

と暮らすことができる都市やまが」を掲げ、高齢者福祉施策に取り組んでいるとこ

ろです。 

現在の高齢者福祉施策といたしましては、介護保険制度による介護サービスの提

供、温泉わくわくクラブ等の介護予防事業、176カ所で実施しておりますサロン事

業、在宅福祉サービス事業を実施しております。 

また、増加している認知症の方への施策として、市が養成した認知症サポーター

の方が、平成22年８月現在6059人おられ、この方たちの支援も得ながら、高齢者の

方が住み慣れた地域で安心して暮らすことができるよう、ともに支え合う地域社会
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づくりを目指しているところです。あわせまして、通所系事業における欠席された

方への連絡や訪問、食の自立支援事業における手渡しによる安否確認、緊急通報体

制等整備事業におけるお元気コール、生活管理指導事業における生活指導員の派遣

等に取り組んでいるところです。また、日常の見守りとして、地元民生委員さんの

訪問活動、山鹿市社会福祉協議会における地域福祉協力員の方による見守り活動、

老人クラブ助成事業における友愛活動も実施されているところです。 

このように、ひとり暮らし高齢者の方を身近な地域で支え合い、見守り体制を構

築することが最も重要なことであり、家族や地域から孤立しがちな高齢者への支援

が図られるものと認識いたしております。 

続きまして、質問の２点目、社会を明るくする運動の現状につきまして、お答え

いたします。 

この運動につきましては、法務省が主唱し、運動に賛同した機関、保護司会、更

生保護女性の会等、さまざまな団体が連携して、全国的に多様な活動や運動が実施

されております。 

毎年７月１日から７月31日までの１カ月間を運動月間として、すべての国民が犯

罪や非行の防止と、罪を犯した人たちの更生について理解を深め、それぞれの立場

において力を合わせ、犯罪や非行のない地域社会を築こうとする全国的な運動です。

市民の方が安全に安心して暮らせる社会を実現するために、さまざまな団体との協

力や連携が不可欠なものであると考えております。 

本市の取り組み状況ですが、現在は各総合支所ごとに取り組んでおりまして、防

災無線やオフトークによる周知、街頭啓発活動時のティッシュやうちわなど啓発グ

ッズ配布、また市民集会の開催や講話を実施し、庁舎や総合支所にのぼり旗、懸垂

幕の設置を行い、社会を明るくする運動への取り組みを行っております。 

社会を明るくする運動の推進委員会につきましても、今年度統一に向けて取り組

んでいるところです。以上、お答えいたします。 

○議長（横手啓介君）   

吉本議員、了解ですか。 

○14番（吉本政幸君）   

議長。 

○議長（横手啓介君）   

吉本議員。 

［14番 吉本政幸君 登壇］ 

○14番（吉本政幸君）   

最初の見守りについては、高齢化率は計画の予想では平成24年度に30％となって
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いたと思いますが、先ほどの答弁でありましたように本年30.1％とのことであり、

高齢化がより一層、早目に進んでいるように感じます。また、活動的にも民生委員

さん、福祉協力委員さん、老人クラブの方々という訪問活動がなされており、安心

するところでありますが、以前にいただきました山鹿市総合計画、後期計画の地域

別計画に係る現状と課題というところで、高齢化社会を迎えひとり暮らしや認知症

の方々がふえつつある。友愛訪問でテレビの音は聞こえるが返事がないので家の中

に入ってみたら倒れておられ、救急車を呼んだが間に合わなかったとの反省から、

その後、交代で訪問回数をふやしておられるクラブもあるという提言がなされてい

ました。 

先ほど申しました、本年のような猛暑はこのような状態をますます引き起こすこ

とと考えます。今まで以上の対応が必要となります。 

参考になると思いますが、鳥取県のある自治体では、行政と事業者が協定を結び、

中山間地集落安全安心見守り隊を組織し、35の事業者が参加されているとのことで

あります。あるスーパーの方は、買い物の不自由をなくすため、注文から宅配まで

の活動をなされ、週３回高齢者宅を訪問されたり、牛乳、新聞販売店の方々は取り

忘れ、電気の消し忘れ等があった場合、行政、または民生委員さん等へ連絡したり、

また出張理容等が行われているとのことであります。その中では、スーパーの方が

宅配されたときに、ひとり暮らしのおばあちゃんが倒れた拍子に腰の骨を骨折され

ていたというような事例があったと言われておりました。 

また、旧鹿央町においても、ある集落で過去に地域ネット事業を活用し、試験的

な部分もあったということでありますが、社会福祉協議会と話し合いをされ、シル

バーヘルパーさんを利用し、乳酸飲料の宅配をされたということがあったそうです。

以前は閉塞的になりがちな高齢者の方も、後では待っておられるような状態にまで

なったこともあると聞きます。 

取り組みについては、官民一体となって知恵を出し合い、今まで以上に見守り活

動をやっていかなければと感じます。現在の社会的状況の厳しさもあると思います

が、今までを踏まえ、今後の取り組みについてお尋ねいたします。 

２点目です。推進委員会の統一というお話であり、市としても啓発運動のより一

層の充実を考えていただきたいと思います。 

実は、このような活動の中で、先ほども申しましたが、いろんな声が聞こえてき

ます。７月の啓発のぼりの設置ということで答弁にも出ておりましたが、実際、パ

レード等で各地域を車で走っていると、古くなって薄くなっているようなのぼり旗

が結構見受けられます。今まで社協より買っていただいたり、できるときには少し

ずつ買いかえているとのことでありますが、啓発のことを考えると早目の交換が必
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要であると思います。その点、どのように考えられるか。 

また、ある地区の保護司さんでもあり、更生保護女性の会の会長さんが、新しい

取り組みを考えているが、行政側にお願いしづらい点もあるとのお話を聞きました。 

先にも申しましたように、この活動が保護司さん、また更生保護女性の会が主で

あるためかどうかわかりませんが、行政側としては一歩下がった感じでの協力があ

るためかなというふうに感じます。会長さんとしてはお願いしづらく思われている

のは、そういう点ではと考えます。ぜひとも力強い協力をいただければ、各団体の

皆さんの励みになるものではと考えます。いかがでしょうか。 

以上、お尋ねし、質問を終わります。 

○議長（横手啓介君）   

答弁を求めます。富田市民福祉部長。 

［市民福祉部長 富田辰郎君 登壇］ 

○市民福祉部長（富田辰郎君）   

２回目のご質問の、今後の取り組みにつきまして、お答えいたします。 

介護保険制度が10年前にスタートしまして、家族だけでなく社会で支え合い、安

心して在宅の生活を継続できるサービスの充実を目指してきましたが、最近の調査

では介護が長期化し、老老介護の実態が裏づけられる結果となり、介護サービスの

24時間体制の不足も明らかになってきた状況です。また現在、全国で所在の分から

ないお年寄りの方々が次々と明らかになる中、家族や地域から孤立しがちな高齢者

の方への在宅生活支援は急務の状態となっております。国におきましては、次期介

護保険制度改正の中で、高齢者のひとり暮らしや夫婦のみの世帯に向け、まず１点

目としまして、24時間地域巡回・随時訪問、２点目としまして、見守りつき高齢者

住宅住みかえ支援、３点目としまして、認知症支援を新型サービス３本柱として新

たな生活支援策を追加する方針が示されたところです。 

なお、本市における今後の取り組みとしましては、現在実施しております見守り

体制等の拡充、拡大を図るとともに、地域包括支援センターにおきまして介護保険

の認定を受けている方を除く65歳以上の高齢者の方全員に生活や体の状況をお尋ね

する基本チェックリストを送付し、回収しておりますので、今後、未回収の方の状

況把握に努めていきたいと考えております。あわせまして、アンケートや実態把握

の内容をもとに、必要な支援対策を創出し、第５期介護保険事業計画に盛り込んで

いくことといたしております。また、災害時の見守り体制といたしまして、災害時

要援護者支援計画の中で支援の必要な方を登録するシステムを構築することといた

しております。 

以上のことを踏まえまして、今後、ひとり暮らし高齢者や高齢者夫婦のみの世帯
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が増加傾向にあることから、まずは行政における関係部署との連携、協力等を強化

するとともに、地域住民や社会福祉協議会、老人クラブ、民生委員さん等の関係団

体、また医療機関や介護サービス事業所との協働、連携のもと高齢者の方を地域全

体で支えていく体制である地域包括ケアシステムの構築に積極的に取り組んでいき

たいと考えております。 

続きまして２点目の、社会を明るくする運動についてですけども、この運動時に

のぼり旗、懸垂幕、横断幕等を設置し、啓発活動を行っているところですが、現在、

のぼり旗は139本、懸垂幕２枚、横断幕１枚の掲示で啓発を行っております。今後

の購入につきましては、古くなった分より随時購入をしていきたいと考えておりま

す。 

また、本運動に積極的に取り組んでおられる保護司会、更生保護女性の会、民生

委員等の団体と連携を図りながら、さまざまな活動や運動に取り組んでいきたいと

考えております。以上、お答えいたします。 

○議長（横手啓介君）   

吉本議員、了解ですか。 

○14番（吉本政幸君）   

終わります。 

○議長（横手啓介君）   

以上で、吉本議員の一般質問は終了いたしました。 

これをもちまして、通告による質疑・一般質問は全部終了いたしました。 

これにて質疑・一般質問を終結いたします。 

お諮りいたします。 

ただいま議題となっております。議案第84号 人権擁護委員の推薦につき意見を

求めることについては、会議規則第37条第３項の規定により、委員会付託を省略い

たしたいと思います。 

これにご異議ありませんか。 

［「異議なし」と呼ぶ者あり］ 

○議長（横手啓介君） 

ご異議なしと認めます。よって、議案第84号は委員会付託を省略することに決し

ました。 

―――――――――――――― ○ ―――――――――――――― 

日程第２ 委員会付託 

○議長（横手啓介君） 

   日程第２、委員会付託を行います。ただいま議題となっております議案第84号を
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除く全案件を、お手元に配付いたしております付託表のとおり、それぞれの常任委

員会に付託いたします。 

―――――――――――――― ○ ―――――――――――――― 

 散 会 

○議長（横手啓介君） 

   以上で、本日の日程は全部終了いたしました。 

   本日はこれにて散会いたします。 

午後３時48分 散会 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 
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平成22年（第４回）山鹿市議会９月定例会会議録 

 

議 事 日 程（第４号） 

 

平成22年９月17日（金曜日）午前10時開議 

第１ 議案第70号 専決処分の承認を求めることについて 

         （平成22年度山鹿市一般会計補正予算（第３号）） 

 議案第71号 山鹿市職員の育児休業等に関する条例の一部を改正する条例 

   議案第72号 山鹿市職員の勤務時間、休暇等に関する条例の一部を改正する条例 

   議案第73号 山鹿市国民健康保険条例の一部を改正する条例 

   議案第74号 山鹿市さくら湯再生基金条例 

   議案第75号 山鹿市営一里木団地管理条例の一部を改正する条例 

   議案第76号 山鹿市営原団地・幸ヶ丘第２団地管理条例の一部を改正する条例 

   議案第77号 八千代座等条例の一部を改正する条例 

   議案第78号 平成22年度山鹿市一般会計補正予算（第４号） 

   議案第79号 平成22年度山鹿市国民健康保険事業特別会計補正予算（第１号） 

   議案第80号 平成22年度山鹿市老人保健事業特別会計補正予算（第１号） 

   議案第81号 平成22年度山鹿市介護保険事業特別会計補正予算（第２号） 

議案第82号 財産の取得について 

   議案第83号 山鹿市過疎地域自立促進計画について 

   議案第84号 人権擁護委員の推薦につき意見を求めることについて 

   認定第１号 平成21年度山鹿市一般会計歳入歳出決算の認定について 

   認定第２号 平成21年度山鹿市国民健康保険事業特別会計歳入歳出決算の認定に

ついて 

   認定第３号 平成21年度山鹿市老人保健事業特別会計歳入歳出決算の認定につい

て 

   認定第４号 平成21年度山鹿市後期高齢者医療特別会計歳入歳出決算の認定につ

いて 

   認定第５号 平成21年度山鹿市農業集落排水事業特別会計歳入歳出決算の認定に

ついて 

   認定第６号 平成21年度山鹿市介護保険事業特別会計歳入歳出決算の認定につい

て 

   認定第７号 平成21年度山鹿市・植木町介護認定審査事業特別会計歳入歳出決算

の認定について 

   認定第８号 平成21年度山鹿市簡易水道事業特別会計歳入歳出決算の認定につい
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て 

   認定第９号 平成21年度六郷財産区特別会計歳入歳出決算の認定について 

   認定第10号 平成21年度城北財産区特別会計歳入歳出決算の認定について 

   認定第11号 平成21年度稲田財産区特別会計歳入歳出決算の認定について 

   認定第12号 平成21年度稲田六郷財産区特別会計歳入歳出決算の認定について 

   認定第13号 平成21年度山鹿市水道事業会計決算の認定について 

   認定第14号 平成21年度山鹿市病院事業会計決算の認定について 

   認定第15号 平成21年度山鹿市下水道事業会計決算の認定について 

   請願第１号 日米ＦＴＡ・日豪ＥＰＡに反対し、日本の農業を守る意見書提出に

ついての請願書 

   付議事件  議員定数等に関する調査の件 

（委員長報告） 

討   論 

採   決 

―――――――――――――― ○ ―――――――――――――― 

本日の会議に付した事件 

第１ 議案第70号 専決処分の承認を求めることについて 

         （平成22年度山鹿市一般会計補正予算（第３号）） 

 議案第71号 山鹿市職員の育児休業等に関する条例の一部を改正する条例 

   議案第72号 山鹿市職員の勤務時間、休暇等に関する条例の一部を改正する条例 

   議案第73号 山鹿市国民健康保険条例の一部を改正する条例 

   議案第74号 山鹿市さくら湯再生基金条例 

   議案第75号 山鹿市営一里木団地管理条例の一部を改正する条例 

   議案第76号 山鹿市営原団地・幸ヶ丘第２団地管理条例の一部を改正する条例 

   議案第77号 八千代座等条例の一部を改正する条例 

   議案第78号 平成22年度山鹿市一般会計補正予算（第４号） 

   議案第79号 平成22年度山鹿市国民健康保険事業特別会計補正予算（第１号） 

   議案第80号 平成22年度山鹿市老人保健事業特別会計補正予算（第１号） 

   議案第81号 平成22年度山鹿市介護保険事業特別会計補正予算（第２号） 

議案第82号 財産の取得について 

   議案第83号 山鹿市過疎地域自立促進計画について 

   議案第84号 人権擁護委員の推薦につき意見を求めることについて 

   認定第１号 平成21年度山鹿市一般会計歳入歳出決算の認定について 

   認定第２号 平成21年度山鹿市国民健康保険事業特別会計歳入歳出決算の認定に

ついて 
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   認定第３号 平成21年度山鹿市老人保健事業特別会計歳入歳出決算の認定につい

て 

   認定第４号 平成21年度山鹿市後期高齢者医療特別会計歳入歳出決算の認定につ

いて 

   認定第５号 平成21年度山鹿市農業集落排水事業特別会計歳入歳出決算の認定に

ついて 

   認定第６号 平成21年度山鹿市介護保険事業特別会計歳入歳出決算の認定につい

て 

   認定第７号 平成21年度山鹿市・植木町介護認定審査事業特別会計歳入歳出決算

の認定について 

   認定第８号 平成21年度山鹿市簡易水道事業特別会計歳入歳出決算の認定につい

て 

   認定第９号 平成21年度六郷財産区特別会計歳入歳出決算の認定について 

   認定第10号 平成21年度城北財産区特別会計歳入歳出決算の認定について 

   認定第11号 平成21年度稲田財産区特別会計歳入歳出決算の認定について 

   認定第12号 平成21年度稲田六郷財産区特別会計歳入歳出決算の認定について 

   認定第13号 平成21年度山鹿市水道事業会計決算の認定について 

   認定第14号 平成21年度山鹿市病院事業会計決算の認定について 

   認定第15号 平成21年度山鹿市下水道事業会計決算の認定について 

請願第１号 日米ＦＴＡ・日豪ＥＰＡに反対し、日本の農業を守る意見書提出

についての請願書 

   付議事件  議員定数等に関する調査の件 

                （委員長報告） 

討   論 

採   決 

第２ 議案第85号 非核・平和都市宣言について 

議員提出議案第１号 山鹿市議会議員定数条例 

意見書案第１号 日米ＦＴＡ・日豪ＥＰＡに反対する意見書 

―――――――――――――― ○ ―――――――――――――― 

出席議員（30名） 

１番  永 田   健 君   

２番  稲 葉   昇 君   

３番  藤 本 芳 雄 君 

４番  福 本 義 文 君   

５番  冨 丸 洋一郎 君   
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６番  藤 本 峰 秀 君   

７番  北 原 昭 三 君   

８番  芹 川 正 美 君   

９番  藤 原   豊 君   

10番  立 山 秀 木 君   

11番  立 山   隆 君   

12番  原     徹 君   

13番  平 井 邦 廣 君   

14番  吉 本 政 幸 君   

15番  池 田 誠 一 君   

16番  堀   茂 幸 君   

17番  永 田 紘 二 君   

18番  森 川 昭 彦 君   

19番  川 野   功 君   

20番  古 荘 克 郎 君   

21番  森   芳 顕 君   

22番  家 入 憲 隆 君   

23番  横 手 啓 介 君   

24番  高 野 誠 二 君   

25番  藤 原   弘 君   

26番  森   久 雄 君   

27番  太田黒 鐵 郎 君   

28番  丸 山 寛 治 君   

29番  寺 崎 勇 児 君   

30番  丸 山 康 昭 君   

―――――――――――――― ○ ―――――――――――――― 

説明のため出席した者  

市      長     中 嶋 憲 正 君   

副 市 長     池 田 永 実 君   

教 育 長     杉 本 作 德 君   

市 民 福 祉 部 長     富 田 辰 郎 君   

農 林 部 長     潮 﨑 昭 二 君   

商 工 観 光 部 長     三 森 兄 臣 君   

建 設 部 長          緒 方 淳 一 君   
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環 境 部 長          古 荘 秀 幸 君   

病 院 事 務 部 長     荒 木   隆 君   

教 育 部 長          倉 原 謙 治 君   

総 務 部 次 長         本 多 隆 文 君   

市民福祉部次長         有 働   博 君   

農 林 部 次 長         冨 田 弘 海 君   

水 道 局 長          富 安   豪 君   

病院事務部事務次長       田 上 信 博 君   

会 計 管 理 者          北 井 孝 範 君   

総 務 課 長     木 村 厚 男 君   

職 員 課 長          阿蘇品 貴 司 君   

福 祉 課 長          山 内 敏 雄 君   

農 林 企 画 課 長     戸 次 由 夫 君   

商 工 課 長          大 森 健 司 君   

観 光 課 長          早 田 順 二 君   

建 設 課 長          宮 崎 錦 也 君   

監査事務局長兼選管事務局 長          緒 方   栄 君   

―――――――――――――― ○ ―――――――――――――― 

事務局職員出席者 

議 会 事 務 局 長     幸 村 英 星 君   

議 会 総 務 係 長         渡 邊 義 明 君   

議 事 係 長          中 村 武 志 君   

書 記          森   英 州 君   

―――――――――――――― ○ ―――――――――――――― 
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午前10時00分 開会 

―――――――――――――― ○ ―――――――――――――― 

○議長（横手啓介君） 

   これより、本日の会議を開きます。 

―――――――――――――― ○ ―――――――――――――― 

日程第１ 議案第70号～議案第84号 

認定第１号～認定第15号 

請願第１号 

付議事件 

○議長（横手啓介君） 

   日程第１、各常任委員会及び特別委員会に付託してありました議案、認定、請願、

付議事件、及び議案第84号の全案件を議題といたします。 

―――――――――――――― ○ ―――――――――――――― 

議案第70号 専決処分の承認を求めることについて 

        （平成22年度山鹿市一般会計補正予算（第３号）） 

議案第71号 山鹿市職員の育児休業等に関する条例の一部を改正する条例 

議案第72号 山鹿市職員の勤務時間、休暇等に関する条例の一部を改正する条例 

議案第73号 山鹿市国民健康保険条例の一部を改正する条例 

議案第74号 山鹿市さくら湯再生基金条例 

議案第75号 山鹿市営一里木団地管理条例の一部を改正する条例 

議案第76号 山鹿市営原団地・幸ヶ丘第２団地管理条例の一部を改正する条例 

議案第77号 八千代座等条例の一部を改正する条例 

議案第78号 平成22年度山鹿市一般会計補正予算（第４号） 

議案第79号 平成22年度山鹿市国民健康保険事業特別会計補正予算（第１号） 

議案第80号 平成22年度山鹿市老人保健事業特別会計補正予算（第１号） 

議案第81号 平成22年度山鹿市介護保険事業特別会計補正予算（第２号） 

議案第82号 財産の取得について 

議案第83号 山鹿市過疎地域自立促進計画について 

議案第84号 人権擁護委員の推薦につき意見を求めることについて 

認定第１号 平成21年度山鹿市一般会計歳入歳出決算の認定について 

認定第２号 平成21年度山鹿市国民健康保険事業特別会計歳入歳出決算の認定につ

いて 

認定第３号 平成21年度山鹿市老人保健事業特別会計歳入歳出決算の認定について 

認定第４号 平成21年度山鹿市後期高齢者医療特別会計歳入歳出決算の認定につい

て 
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認定第５号 平成21年度山鹿市農業集落排水事業特別会計歳入歳出決算の認定につ

いて 

認定第６号 平成21年度山鹿市介護保険事業特別会計歳入歳出決算の認定について 

認定第７号 平成21年度山鹿市・植木町介護認定審査事業特別会計歳入歳出決算の

認定について 

認定第８号 平成21年度山鹿市簡易水道事業特別会計歳入歳出決算の認定について 

認定第９号 平成21年度六郷財産区特別会計歳入歳出決算の認定について 

認定第10号 平成21年度城北財産区特別会計歳入歳出決算の認定について 

認定第11号 平成21年度稲田財産区特別会計歳入歳出決算の認定について 

認定第12号 平成21年度稲田六郷財産区特別会計歳入歳出決算の認定について 

認定第13号 平成21年度山鹿市水道事業会計決算の認定について 

認定第14号 平成21年度山鹿市病院事業会計決算の認定について 

認定第15号 平成21年度山鹿市下水道事業会計決算の認定について 

請願第１号 日米ＦＴＡ・日豪ＥＰＡに反対し、日本の農業を守る意見書提出につ

いての請願書 

付議事件  議員定数等に関する調査の件 

―――――――――――――― ○ ―――――――――――――― 

○議長（横手啓介君） 

各常任委員長及び特別委員長の報告を求めます。 

平井建設環境常任委員長。 

［建設環境常任委員長 平井邦廣君 登壇］ 

○建設環境常任委員長（平井邦廣君） 

   建設環境常任委員会の報告をいたします。 

本定例会におきまして、当委員会に付託されました案件は、議案４件、認定５件

であります。去る９月９日、午前10時から議員控室におきまして委員全員出席、執

行部に関係職員の出席を求め、委員会を開催しました。議案審査に入る前に、７月

１日付で人事異動による職員の自己紹介を受けた後、慎重に議案審査を行いました。

その結果について、ご報告いたします。 

議案第70号 専決処分の承認を求めることについて（平成22年度山鹿市一般会計

補正予算（第３号）中所管）。原案のとおり承認すべきものと決しました。 

議案第75号 山鹿市営一里木団地管理条例の一部を改正する条例。原案のとおり

可決すべきものと決しました。 

議案第76号 山鹿市営原団地・幸ヶ丘第２団地管理条例の一部を改正する条例。

原案のとおり可決すべきものと決しました。 

議案第78号 平成22年度山鹿市一般会計補正予算（第４号）中所管は、原案のと
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おり可決すべきものと決しました。 

認定第１号 平成21年度山鹿市一般会計歳入歳出決算の認定について（中所管）。

原案のとおり認定すべきものと決しました。 

認定第５号 平成21年度山鹿市農業集落排水事業特別会計歳入歳出決算の認定に

ついて。原案のとおり認定すべきものと決しました。 

認定第８号 平成21年度山鹿市簡易水道事業特別会計歳入歳出決算の認定につい

て。原案のとおり認定すべきものと決しました。 

認定第13号 平成21年度山鹿市水道事業会計決算の認定について。原案のとおり

認定すべきものと決しました。 

認定第15号 平成21年度山鹿市下水道事業会計決算の認定について。原案のとお

り認定すべきものと決しました。 

以上、建設環境常任委員会の報告を終わります。 

○議長（横手啓介君） 

   池田経済観光常任委員長。 

［経済観光常任委員長 池田誠一君 登壇］ 

○経済観光常任委員長（池田誠一君） 

経済観光常任委員会の報告をいたします。 

まず、閉会中の継続審査でありました請願第１号 日米ＦＴＡ・日豪ＥＰＡに反

対し、日本の農業を守る意見書提出についての請願書について、去る８月20日、午

前10時から議員控室におきまして、委員全員出席、請願の紹介議員及び執行部に関

係職員の出席を求め、委員会を開催いたしました。 

会議の冒頭、紹介議員であります原議員から、請願の趣旨について詳しい説明を

受け、慎重に審議をいたしました結果、請願第１号につきましては、採択すべきも

のと決しました。 

続きまして、本定例会におきまして付託されました議案３件、認定５件につきま

して、９月10日、午前10時から議員控室におきまして、委員全員出席、執行部に関

係職員の出席を求め、委員会を開催いたしました。 

議案審査に先立ちまして、現地調査を行いました。最初に菊鹿町の矢谷渓谷キャ

ンプ場「きらり」にて、施設や指定管理者の概要について説明を受け、その後、三

玉校区の底原・霊仙区自治会が実施主体となり、県産材利用加速化促進事業として

建築されております霊仙交流センターにて、建物の施工状況や地域産材の調達につ

いて、詳しい説明を受けました。その後、帰庁し、午後１時10分から委員会を再開、

慎重に議案審査を行いました。 

議案第70号 専決処分の承認を求めることについて（平成22年度山鹿市一般会計
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補正予算（第３号）中所管）。原案のとおり承認すべきものと決しました。 

議案第74号 山鹿市さくら湯再生基金条例。原案のとおり可決すべきものと決し

ました。 

議案第78号 平成22年度山鹿市一般会計補正予算（第４号）中所管。原案のとお

り可決すべきものと決しました。 

認定第１号 平成21年度山鹿市一般会計歳入歳出決算の認定について（中所管）。

原案のとおり認定すべきものと決しました。 

財産区特別会計の決算４議案について審査をいたしましたが、審議は一括議題と

いたしました。 

認定第９号 平成21年度六郷財産区特別会計歳入歳出決算の認定について。原案

のとおり認定すべきものと決しました。 

認定第10号 平成21年度城北財産区特別会計歳入歳出決算の認定について。原案

のとおり認定すべきものと決しました。 

認定第11号 平成21年度稲田財産区特別会計歳入歳出決算の認定について。原案

のとおり認定すべきものと決しました。 

認定第12号 平成21年度稲田六郷財産区特別会計歳入歳出決算の認定について。

原案のとおり認定すべきものと決しました。 

以上、経済観光常任委員会の報告を終わります。 

○議長（横手啓介君） 

永田福祉厚生常任委員長。 

［福祉厚生常任委員長 永田紘二君 登壇］ 

○福祉厚生常任委員長（永田紘二君） 

福祉厚生常任委員会の審査の経過と結果について報告いたします。本定例会にお

きまして、当委員会に付託されました案件は、議案５件及び認定７件であります。 

当委員会は、９月13日、午前10時から３階会議室におきまして、委員全員出席の

もと、執行部に関係職員の出席を求め、委員会を開催し、付託案件について慎重に

審査を行いました。 

議案第73号 山鹿市国民健康保険条例の一部を改正する条例。原案のとおり可決

すべきものと決しました。 

議案第78号 平成22年度山鹿市一般会計補正予算（第４号）中所管。原案のとお

り可決すべきものと決しました。 

議案第79号 平成22年度山鹿市国民健康保険事業特別会計補正予算（第１号）。

原案のとおり可決すべきものと決しました。 

議案第80号 平成22年度山鹿市老人保健事業特別会計補正予算（第１号）。原案
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のとおり可決すべきものと決しました。 

議案第81号 平成22年度山鹿市介護保険事業特別会計補正予算（第２号）。原案

のとおり可決すべきものと決しました。 

認定第１号 平成21年度山鹿市一般会計歳入歳出決算の認定について（中所管）。

原案のとおり認定すべきものと決しました。 

認定第２号 平成21年度山鹿市国民健康保険事業特別会計歳入歳出決算の認定に

ついて。原案のとおり認定すべきものと決しました。 

認定第３号 平成21年度山鹿市老人保健事業特別会計歳入歳出決算の認定につい

て。原案のとおり認定すべきものと決しました。 

認定第４号 平成21年度山鹿市後期高齢者医療特別会計歳入歳出決算の認定につ

いて。原案のとおり認定すべきものと決しました。 

認定第６号 平成21年度山鹿市介護保険事業特別会計歳入歳出決算の認定につい

て。原案のとおり認定すべきものと決しました。 

認定第７号 平成21年度山鹿市・植木町介護認定審査事業特別会計歳入歳出決算

の認定について。原案のとおり認定すべきものと決しました。 

認定第14号 平成21年度山鹿市病院事業会計決算の認定について。原案のとおり

認定すべきものと決しました。 

以上、福祉厚生常任委員会の報告を終わります。 

○議長（横手啓介君） 

川野総務文教常任委員長。 

［総務文教常任委員長 川野 功君 登壇］ 

○総務文教常任委員長（川野 功君） 

総務文教常任委員会の報告をいたします。本定例会におきまして、当常任委員会

に付託されました案件は議案７件、認定１件であります。 

去る９月14日、午前10時から本庁３階会議室におきまして、委員全員出席、執行

部に関係職員の出席を求め、委員会を開催いたしました。 

議案審査に先立ちまして、現地視察を行いました。 

まず最初に、鹿北中学校にて、鹿北３小学校統合校の建設予定地について、学校

規模適正化推進室から説明を受けました。 

次に、八千代座交流施設にて、施設・設備の概要について、文化課から説明を受

けました。 

午後１時から、委員会を再開、慎重に議案審査を行いました。その後、５時から

協議会を開き、主に鹿北３小学校統合校の建設に関する協議を行いました。 

それでは、委員会の議案審査の結果を報告いたします。 
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議案第70号 専決処分の承認を求めることについて（平成22年度山鹿市一般会計

補正予算（第３号））。原案のとおり承認すべきものと決しました。 

議案第71号 山鹿市職員の育児休業等に関する条例の一部を改正する条例。原案

のとおり可決すべきものと決しました。 

議案第72号 山鹿市職員の勤務時間、休暇等に関する条例の一部を改正する条例。

原案のとおり可決すべきものと決しました。 

議案第77号 八千代座等条例の一部を改正する条例。原案のとおり可決すべきも

のと決しました。 

議案第78号 平成22年度山鹿市一般会計補正予算（第４号）。原案のとおり可決

すべきものと決しました。 

議案第82号 財産の取得について。原案のとおり可決すべきものと決しました。 

議案第83号 山鹿市過疎地域自立促進計画について。原案のとおり可決すべきも

のと決しました。 

認定第１号 平成21年度山鹿市一般会計歳入歳出決算の認定について。原案のと

おり認定すべきものと決しました。 

以上、総務文教常任委員会の報告を終わります。 

○議長（横手啓介君） 

   池田特別委員長。 

［特別委員長 池田誠一君 登壇］ 

○特別委員長（池田誠一君） 

議員定数等に関する特別委員会の報告をいたします。 

始めに、６月定例会での中間報告以降の審議の経過について、ご報告いたします。 

開会日の冒頭に、議長からも報告がありましたように、去る６月23日の第11回特

別委員会における丸山前委員長、川野前副委員長の辞任を受けまして、正副委員長

の互選を行いました。その結果、後任の委員長に私、池田が、副委員長には平井議

員が選任されました。 

次に、７月27日開催の第12回特別委員会では、今後、議員定数について絞って協

議をすること、９月定例会をめどに報告できるよう審議を進めることなどについて、

確認をいたしました。 

次に、８月９日開催の第13回特別委員会では、前回の審議の結果を踏まえて、定

数案の範囲を具体的に絞り込むことを目的に、委員長を除く委員15名による投票を

行い、定数案の集約に努めました。 

８月20日開催の第14回特別委員会では、各委員の議員定数に対する思いや考え方

が多岐にわたり、これまでの全会一致を目指した話し合いによる決定は困難である
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との判断から、９月定例会において、本委員会の結論を報告するためには、投票に

よる方法によらざるを得ないと考え、全委員の総意により投票を行い、結論を得る

に至りました。投票は、委員長を除く委員15名による投票とし、１回目の投票で過

半数を超える得票があれば、その定数案を、なければ、得票数の多かった上位二つ

の定数案に絞り、２回目の投票を行い決定することにいたしました。投票の結果、

１回目の投票で20人という定数案が過半数の票を獲得しましたので、本委員会にお

いて、議員定数案を20人とすることに決定いたしました。 

以上の経過を経まして、一昨日の15日、本定例会中に開催いたしました第15回特

別委員会では、本日議員提出議案として上程するための議案審査と、提出者・賛成

者を選任した後、本委員会の存続の可否について、協議を行いました。その結果、

定数案が決定に至ったことにより、本特別委員会を本会議において終結させること

が了承されました。 

以上、議員定数等に関する特別委員会の報告を終わります。 

○議長（横手啓介君） 

   以上で、各常任委員長及び特別委員長の報告を終わります。 

これより、委員長報告に対する質疑を行います。質疑はありませんか。 

［「議長」と呼ぶ者あり］ 

○議長（横手啓介君） 

家入議員。 

［22番 家入憲隆君 登壇］ 

○22番（家入憲隆君） 

   ただいま、経済観光常任委員会関係中所管の委員長報告の中で、矢谷渓谷の「き

らり」、また矢谷渓谷において指定管理者制度の云々についての説明がありました

が、この中で、８月26日、もう１件は８月４日、非常に大きな事故が発生しており

ます。８月26日の件は担当部長よりてんまつについては我々も全員協議会のときに

話を聞いております。８月４日の件については聞いておりませんが、これらについ

て常任委員会は、どれほどの調査をされたか、ただいまの報告の中にはありません

でしたので、その調査をされたかどうか。されなかったとすれば、なぜこれだけ大

きな問題をされなかったのか。されたのならば、なぜそれを報告されないのか。説

明を求めます。 

○議長（横手啓介君） 

   答弁を求めます。池田経済観光常任委員長。 

［経済観光常任委員長 池田誠一君 登壇］ 

○経済観光常任委員長（池田誠一君） 
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   ただいまの家入議員の質疑について、お答えを申し上げます。 

先ほど報告をいたしましたとおり、９月10日に現地調査を行いました。報告のと

おり、菊鹿町にありますキャンプ場「きらり」を視察したわけですけども、先ほど

家入議員の質疑にもありましたように、「きらり」を現地調査した理由につきまし

ては、新聞報道でもなされておりましたとおり、８月26日における重大事故という

ものが発生したというのを受けまして、現状としてどのようになっているのか、そ

してまたその対応はどうなっているのかということを調査するために現地調査を行

った次第であります。 

現地調査をいたしました折に、「きらり」を管理されております担当の係の方よ

り説明を受け、またあそこを利用されましたその人数の30名、はっきり記憶はあり

ませんけども、の方達、高校生を対象とした受け入れであったということと、そし

てまたその先方のそれに付随されました職員並びに当時雇われた方が３名ほどいら

っしゃったということですけども、約20名ほどでその対応に当たってこられたとい

うことでして、当時、あそこを担当されております職員の方たちは、それを受け入

れて、順次巡回を行っておったという説明を受けたところです。行かれた方は分か

ると思いますけども、キャンプ場に着きまして、それから約200メートルほど上っ

たところに自然水を利用した約20㎡ぐらいの池を人工でつくってあります。一番深

いところが約３メートルほどあったということで、そこに水が滝みたいな形で上か

ら流れ落ちるという状況下の中で、高さが約2.5メートルほどあったかなというふ

うに思いますが、その所から飛び込むというのが、そこを利用する方たちの大きな

目玉的な部分があるわけでして、その当時の生徒がそこから飛び降りたときに、深

みにはまっていたのを発見し、すぐ一緒に随行されておりました職員２名が救助に

向かったけれども、深いがためにすぐに救出することができずに、また何回も救助

を試みて何とか上に引き上げることができた。そのときにすぐ救急隊に連絡をとり、

緊急ヘリの中で日赤の方に運ばれて、そのとき意識がなかったということですけど

も、後日、意識が戻り、今、順調に回復に向かっていると説明を受けたところです。 

何でそういうことになったかということを、お聞きしたわけですけども、あそこ

を管理されておる皆さんにとりましては、巡回をしながら危険につきましての待避

を行ってきたということですが、もう１点は先ほどから申し上げますように、それ

を利用された生徒さんたち２人に１人の割合で職員の方がついてこられたというの

を受けたということでして、そういう説明を受けたところです。具体的にその調査

を行ったかといえば、それ以上のことはしていないというのが現実です。 

８月４日の件につきましては、調査を行っておりません。以上です。 

○議長（横手啓介君） 
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   家入議員、了解ですか。 

○22番（家入憲隆君） 

議長。 

○議長（横手啓介君） 

家入議員。 

［22番 家入憲隆君 登壇］ 

○22番（家入憲隆君） 

   今の委員長の説明は、先ほど言いましたように、部長がそのてんまつについては

十分説明があって、それ以上のものではなかったんですよ。常任委員会が調査する

というのは、この指定管理者制度が始まって初めての問題です。そのために、「き

らり」という矢谷キャンプ場というのが、今までつくり上げたイメージが一遍に壊

れて、非常に不人気な場所になってしまった。これは指定管理者制度がもたらした

ものであるが、この件についてどのような契約がなされ、それを委員会はどこまで

掘り下げて調査をしたか。ましてや４日に事故が起きたことを調査もしていないと

いうのはどういうことですか。もう１回説明をお願いします。 

○議長（横手啓介君） 

   答弁を求めます。池田経済観光常任委員長。 

［経済観光常任委員長 池田誠一君 登壇］ 

○経済観光常任委員長（池田誠一君） 

   家入議員の２回目の質疑に、私が知っている範囲の中でお答えをさせていただき

たいと存じます。 

今、再度質疑なされたわけですけども、確かに家入議員おっしゃるとおり、そう

いった事件があったということを踏まえて、どういった理由の中でこの指定管理者

制度の根本の問題、そしてまた「きらり」と交わされました契約内容等を綿密に審

議をすべきことが、本当の調査の根本だろうというふうに思っておりますが、先ほ

ど申し上げましたように、本委員会におきましての調査は現場を見て、現場の方よ

り説明を受けて、そしてまたその対応策につきましては、今後あそこの真ん中に補

助用のポールを建てる。それと同時に、救命用のロープを引くということの説明を

受け、帰ってきた次第です。 

以上、他のことは審議をいたしておりません。それが事実ですので、お答えを申

し上げます。 

それから、８月４日の件に関しましては、私もまず存じておりませんでしたし、

今ちょっと職員の方にもお聞きしましたところ、職員の方もまだそういう報告は受

けていないということでしたので、まことに申し訳ありませんけども、８月４日の
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件につきましては、そういった事実の把握はしておらなかったということです。以

上、報告を終わります。 

○議長（横手啓介君） 

   家入議員、了解ですか。 

○22番（家入憲隆君） 

議長。 

○議長（横手啓介君） 

家入議員。 

［22番 家入憲隆君 登壇］ 

○22番（家入憲隆君） 

   残念ながら、常任委員会が形式的な常任委員会ならやめた方がいい。これだけの

事件を調査しないとはもってのほか。これはここで調査していないなら言ってもし

ょうがないですから、今後、閉会中の所管事務調査というのが当初３月定例会で付

託されておるわけですから、今後、閉会中にこの件について掘り下げて調査を強く

要望して、私の疑問とするところを終わります。 

○議長（横手啓介君） 

   ほかに質議はありませんか。 

［「議長」と呼ぶ者あり］ 

○議長（横手啓介君） 

原議員。 

［12番 原  徹君 登壇］ 

○12番（原  徹君） 

   12番、日本共産党の原徹です。私は、議員定数について、また再びですが、池田

特別委員長にお尋ねをいたします。 

４点ありますけど、まず２点だけ質問します。 

私は、定数を一挙に10人も減らして20人にする。こう報告を聞いたときに、全

く驚きました。私が傍聴したときには22人か24人で論議されていたからです。定数

20人がよいという結論に達した最大の理由は何ですか。報告では十分に触れられま

せんでしたので、伺いたいと思います。 

２点目です。丸山康昭議員が特別委員長のときでした。各委員の考え方が多岐

にわたり、なかなかまとまらず結論を出すのが困難でした。そこで、丸山委員長は、

全会一致を目指すために委員長の折衷案として定数22人を提案されたわけです。し

かし、それも余りにも減らしすぎるということで、合意を得られなかったわけです。

そのために、丸山委員長と川野副委員長は責任をとって辞任されたわけです。定数
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22人は減らし過ぎると否認しておきながら、今度はそれよりもさらに２人減の20人

を委員会議決としたわけです。実におかしいわけです。これでは筋が通りません。

このことを何と説明されるのか伺いたいと思います。 

○議長（横手啓介君） 

   答弁を求めます。池田特別委員長。 

［特別委員長 池田誠一君 登壇］ 

○特別委員長（池田誠一君） 

   原議員からの質疑がありましたけども、先ほど家入議員の質疑に対しまして、本

当に私たちに対する不行き届きの点に対して、真摯なるご提言をいただいたことに

本当に肝に銘じまして、これから先、その方向に向かって当委員会は閉会中の審査

ということで、対処していきたいというふうに思いますので、ここで答弁になり代

わりましてのお答えとさせていただきます。 

続きまして、原議員の質疑ですが、24人がどうして20人になったかという質疑で

したけども、１点目と２点目、共通した質疑ですので、あわせて答弁を申し上げた

いというふうに思います。 

まず１点目ですが、これは丸山前委員長、そしてまた川野前副委員長、先ほど原

議員おっしゃいましたように、全会一致をもっての特別委員会の提案としたいとい

う趣旨があられましたので、それぞれに向かって本当に１年有余にわたり私どもも

それぞれ審議を行いましたし、丸山委員長もご努力をなされたわけです。そういう

中において、一本化がどうしてもできない、それぞれの委員の皆様方のご意見等あ

りまして、最初は30人という数字から14人という数字、この幅広いそれぞれの議員

の意見がありました。そういう中で、集約に集約を重ねて、20人、22人、24人とい

うこの３案まで絞り込むことができたと記憶しております。そういう中で、一本化

ということで委員長が22人でどうだろうかという案を提示されましたが、その結果

につきましては先ほど原議員おっしゃいましたとおり、一本化にどうしてもなり得

ないということで、委員長、副委員長、ご辞任をされた。それを受けまして私が委

員長を引き受け、副委員長に平井議員に副委員長にご就任いただいた。この２人を

もって６月定例会後の特別委員会より、皆さんに審議を図り、いろんな形の中でそ

れぞれの委員の意見を賜り、そして私も一本化を目指したわけですけども、どうし

ても一本化というのが無理だという結論に達しましたので、採決を取らざるを得な

かったということです。そういう中において、それぞれの委員より、記名投票にお

いて最初に自分が譲れる数字を書いていただきたいという旨で、それぞれの委員よ

りそれぞれの自分の思いの人数を書いていただきました。最後に譲れるところとい

うことで、その折に18人の方、20人の方、22人の方、24人の方、ばらけて提出をな
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さいました。そしてそれぞれのその理由を伺うために、私と副委員長とで全委員の

皆さん方のところに出向き、それぞれの意見をお聞きしたわけです。そして、どう

にか一本化できないでしょうか、ということでの皆さんの意見を伺ったわけですが、

私、そしてまた平井副委員長と相談し、その結果は一本化は難しいという結論に達

しましたので、次の委員会において投票をせざるを得ない、という結論で投票を行

った結果です。その結果につきましては、先ほど申し上げましたように、数字とい

たしましては20人の方が８名、22人の方が１名、24人の方が６名という結果になり

ましたので、一番８名の20人というのが過半数に達しておりますし、８名という数

字が出ましたので、この20人をもってそれを当委員会の決定事項とさせていただく

ということになったわけです。 

以上が、当委員会での決定された数字の内容ですので、ご了承いただきたいと思

います。 

○議長（横手啓介君） 

   原議員、了解ですか。 

○12番（原  徹君） 

   議長。 

○議長（横手啓介君） 

   原議員。 

［12番 原  徹君 登壇］ 

○12番（原  徹君） 

私が聞いたのは、そういう数のことではなく、定数20人というのが一番いいんだ、

最適なんだと、その理由を聞いたんです。どういう利点があるのか、20人になった

場合。24人よりも20人の方が良いという結論に達したその理由は何かと聞いたんで

すよ。数のことを聞いたんじゃありません。 

それから、これは質問じゃないですけども、同じメンバーの委員会です。それな

のに22人はダメと言いながら、じゃあ20人がいい。22人だったら余りにも削り過ぎ

だと言いながら、さらに削って20人がいいという結論というのは、おかしくはない

ですか。こういうことを私は言ったんです。 

３点目です。 

議員定数を決める場合、最も重要なことは市民の声や意見、要求、すなわち民意

を議会に反映させるという観点が必要だと思います。このこと抜きには、定数につ

いてきちんと判断することはできないと思うんです。委員長報告にはありませんで

した。民意を議会に反映させるという論議はあったのですか。伺いたいと思います。 

４点目です。 
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委員会で採決した結果、８対６対１、８対７としておきますが、１票差で定数20

人が決まったとのことであります。議員定数は、議会制民主主義を守るという点か

らも重要な案件であり、過半数とはいえ、わずか１票差で議決してしまうというこ

とは極めて問題ではないかと思うんです。丸山前委員長が全会一致を目指したよう

に、さらに議論を深めて、満場一致とは言わなくても圧倒的多数で可決するような

条件をつくるべきではなかったかと考えるわけです。 

池田委員長として、どのようにその点を考えておられますか。 

○議長（横手啓介君） 

   池田特別委員長。 

［特別委員長 池田誠一君 登壇］ 

○特別委員長（池田誠一君） 

まず１点目ですけど、数ということではなく、どうして20人になったのかという

理由ということをお伺いされたかと思います。この件につきましては、私のときに

はそれぞれの委員の意見は、それまでに前委員長のときに、それぞれの考え方を申

し述べていただいております。そういう中において、どうして減らさざるを得ない

のか。そしてまた、いろんな他地域との比較等も行ってまいりました。その中で、

理由といたしましては、この山鹿市におきましても、他自治体もそうですが、財政

的な部分の中で本当に今、危機に迫っているという部分もあります。そしてまた、

職員の数も３分の１ほど減らさなくてはならないという、その方向性を持って今、

執行部もそれぞれに努力をなされているのも事実だろうというふうに思います。そ

ういうことを踏まえまして、ただ私たち議会がそのことに手を携えることなく、そ

れを放置するということはいかがなものか。そしてまた、民意というものがそうい

う、どこの自治体でもそうですけども、議員、そしてまた、その市職員に対する風

潮というものが余りにも良すぎるというような風潮があるもの事実ですし、そうい

った矢面に立たされている部分もあります。とするならば、議員みずから血を絞り、

市民の皆様に理解していただくような努力の結果、目に見える結果をまずは見せる

という方法として、大いなる削減というものを取り上げたという理由の一つはそこ

です。 

そしてまた、他地区、当山鹿市と似たような人口比率を持った市の中で、合志市

であるとか、もっと進んでいるというか、議員定数を減らしている地域等を比較し

た場合に、山鹿よりももっと20人以上の削減を行っている地域もあります。そうい

ったのを比較したときに、熊本県下の中で、当山鹿市が30人から20人という数字を

得たということは、他市にとってもモデルになるような、また先駆者となるような、

パイオニアとなるようなモデルとして生きるためには、この20人というのは大きな
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価値があるんじゃないか。山鹿市をＰＲする上においても大きなメリットになりは

しないかという思いがあったのも事実です。そういった理由において20人という数

字が出されました。 

それから、民意を取り上げることができなかったのかということですけども、今

回の議員定数等に関する特別委員会を議員提案とする上においては、議員提案です

ので、確かにそれぞれの民意の、それぞれの団体、そしてまたそれぞれの役職にお

られる方たちの意見を吸い上げ、そしてまたそれを反映することがベストであろう

というふうには思いますが、議員提案ということですので、まずはその市民の代表

者である議員の皆様の意見を集約することによって、議員みずからの意見を取りま

とめたということです。以上、答弁を終わります。 

○議長（横手啓介君） 

   原議員、了解ですか。 

○12番（原  徹君） 

討論で行います。 

○議長（横手啓介君） 

   ほかに質議はありませんか。 

［「なし」と呼ぶ者あり］ 

○議長（横手啓介君） 

   質疑なしと認め、質疑を終結いたします。 

これより、討論を行います。 

討論の通告があっておりますので、発言を許します。 

原徹議員。 

［12番 原  徹君 登壇］ 

○12番（原  徹君） 

12番、原徹です。討論に入る前に、資料を準備いたしましたので、議長に配付の

許可をお願い申し上げます。 

○議長（横手啓介君） 

   資料配付の要求があっておりますので、会議規則第150条の規定により、これを

許可いたします。職員に配付させます。 

［資料配付］ 

○12番（原  徹君） 

では、討論を始めます。 

これまで、議員定数の適正化について、熱心に検討してこられました特別委員の

皆さんには、大変心苦しい気持ちでありますが、ただいまの委員長報告は、私の考
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えと相反しますので、反対を表明せざるを得ません。 

今から、反対する理由を３点から述べます。 

１点目は、削減の仕方が余りにも急激であるということです。定数30人を20人に

削減するという報告でありますが、一挙に３分の１の議員が減るわけです。私はこ

のような削減の仕方に賛同できないわけです。財政面の確保という答弁がありまし

たが、市民の声や願い、すなわち民意を議会に反映させるという見地からの議論が

特に重要なわけです。資料をご参照いただきたいと思います。市議会議員１人当た

りに占める有権者数を、市選管の資料をもとに作成してみました。民意を議会に反

映させるという観点からの一つの指標になると思います。定数30人を一挙に10人削

減しますと、議員１人当たりに占める有権者数は1858人から2377人になります。熊

本市を除く13市では、９位から一気に３位に浮上するわけです。このような定数の

決め方が妥当なのでしょうか。合併した他の市は、市民に不安を与えないようにと、

段階的に定数を削減しているのが分かります。玉名市は30人を４減させて26人に、

合志市は３減させて21人に、菊池市は５減させて23人に、阿蘇市は４減させて22人

となっています。この点から考えますと、山鹿市も一挙に10人を削減するのではな

く、６減のあとに４減、こういった段階的に削減して20人にもっていけば多くの市

民が納得できるのではないでしょうか。また、近隣自治体の議員定数は山鹿市より

も有権者の多い玉名市が26人、山鹿市よりも有権者が少ない菊池市が23人となって

います。この点から、山鹿市はその中間にあって、市の面積も考慮しますと24人が

妥当ではないかと私は考えるわけです。 

２点目は、より広範な市民の意見を参考にして、さらに審議を深めるべきだとい

うことを言いたいわけです。私は委員会傍聴に４回ほど出席しましたが、私が出席

したときは定数をどうするのかという数的な論議が中心でありました。結局はまと

まりませんでした。私はもっと広範な市民の考えや、特別委員会に入っていない議

員の考えなども参考にして、論議を深めていくべきだと思うわけです。 

私は、市民の皆さんがこの件に対してどのような判断を取るのか、少ないですけ

ども15名の方にインタビューをしてみました。質問は、ちょうど委員長報告があり

ましたので、当時、10減の20人が良いか、それとも６減の24人がいいか、二者択一

でやりました。 

紹介してみます。主なものだけですが、Ａさん、農業。「ためにならん議員が多

すぎる。20人どころか、それ以下に減らしてもよか。」Ｂさん、農業。「近くに議員

がいれば市政について聞くことができ、またお願いもできる。減らすのには賛成だ

が、一度に10人減は余りにも急ぎ過ぎだ。」Ｃさん、商店経営。「議員が近くにいな

いと困るのは過疎地の住民ではないだろうか。中心街に居住している者にはさほど
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影響はない。しかし、一度に10人減では議会制民主主義の点から、不安を感じ

る。」Ｄさん、元議員であります。「減らすのには反対。」私は減らせと言うかと思

ったら、この人だけは減らすのには反対。「財源が不足するなら、議員報酬を減額

すべきだ。議員が減ったら市民の声が議会に届かなくなる。また、馴れ合いになり、

議会での切磋琢磨がなくなる。」Ｅさん、現在の区長です。「校区区長会から定数減

の陳情書が提出されたが、一度に10人も減らせということではない。これでは市民

の声が議会に反映されにくくなり、市民が不安を感じるのではないか。」Ｆさん、

婦人会の幹部の方です。「議会傍聴に数回行ったが、質問する議員が多いほど様々

な問題が取り上げられ勉強になった。一度に10人も減らすのは乱暴ではないか。質

問者も減って議会が停滞するのではないかと心配だ。」私がインタビューした人た

ちは、１人を除き、一度に10人減は多い過ぎ。まず24人にすべきではないかと、こ

ういう意見が圧倒的でした。このように、市民の声を集約していけば、自ずと答え

が出てくるのではないでしょうか。 

３点目は、重要な条例改定につながりますので、さらに議論を深め、全会一致を

目指すべきだということです。特別委員会は、全会一致を目指しましたが一致でき

ず、最終的には採決を行い、定数20人にする案が15名中８名で、１票差の僅差で決

まったとのことです。賛成はわずか53％です。このような重要な問題を、過半数と

はいえ、余りにも賛成率が低いのではないでしょうか。これを結論にするのではな

く、さらに討論を深めて全会一致か、少なくとも圧倒的多数で可決することを探求

すべきだと考えるわけです。 

この点からも、私はあえて委員長報告に反対を表明するものです。なお、この後、

採決がありますが、私は山鹿市議会会議規則71条、議長が必要と認めるとき、また

は出席議員３人以上から要求があるときは、記名または無記名の投票で評決を取る。

この規則を適用して、無記名投票で行うよう要求しております。その理由は、今後

の山鹿市議会の議会制民主主義に関わる重要な問題であり、議員各位が自分なりの

考えを自由に、かつ明確に表現できるような評決の仕方にする必要があるというこ

とです。また、特別委員会においても無記名投票で決したと聞いております。 

私も何名かの議員の皆さんとお話をしましたけれども、始めは26人とか28人、24

人と強く自分の考えを表明した人たちが、最近全く口を閉ざしておるわけです。非

常に考えが拘束されておる。こういう重要な問題を、一人一人の議員の考え方を大

切にしないで決めていいのか。こういう考えがあるわけです。 

したがって、起立や挙手、あるいは記名投票ではなかなか勇気を出して書いても

らえない。そういう方もいると思うんです。したがって、私は無記名投票を要求し

ているわけです。どうぞ、ご協力をよろしくお願いいたします。 
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最後に、議員の皆さんには、自分なりの考えを勇気を持って明確に表示されるこ

とを期待して、討論を終わります。 

○議長（横手啓介君） 

   次の通告順により、平井邦廣議員の発言を許します。平井議員。 

［13番 平井邦廣君 登壇］ 

○13番（平井邦廣君） 

議席番号13番、平井です。 

賛成討論を行います。議員定数については、20年９月29日、議会運営委員会で議

員みずから考え、市民各位に示すべきとの意見の集約がなされ、20年11月21日、全

員協議会で審議され、承認されたのが定数に関するスタートとなりました。特別委

員会の委員は、各委員会より４名選出し、計16名の委員で構成することが確認され

ました。21年５月29日の第１回特別委員会から、22年９月15日まで、重ねること15

回。経緯、結果につきましては委員長報告のとおりです。合併時、６万人を超えて

いた山鹿市の人口も22年３月31日現在、５万7505人。山鹿市の人口比率で現在の議

員数１人当たり1916人。さっき、原議員がおっしゃいました、これは有権者数で割

り出してありましたけれども、私は全市民を対象に計算しております。20人になり

ますと、議員１人当たり2875人となります。全国806市、人口５万7000人から６万

人の市、24市。私の資料から抜粋した平均議員数は23人。人口比率で3000人弱です。

山鹿市議会も定数に関して全国レベルの議員数になりますし、議員の行動、活動は

拡大され、議員としての責務の重さは今まで以上に増大してくると思います。 

山鹿市の基幹産業である農林業、就農者の高齢化、担い手不足で振興の兆しも見

えないのが現状です。また、商業地域の衰退も現実として受け止めなくてはいけな

いという状況にあります。 

合併して６年。合併特例債措置も残り４年でなくなりますし、また交付税の大幅

な減額も予想され、少子高齢化が急速に進む中、人口の減少にも歯止めがかからな

い状態が今後拡大してまいります。職員数も最終的には600人体制になり、人事院

勧告による給与の削減が続いている現状を考えてみたときに、議員みずから定数に

関して立ち上げた特別委員会の決定に賛成するものです。 

市民の声を20人の議員でも十分にこたえられると信じております。定数20人とい

う案は、市民各位、そして嘱託員連合会、校区長の陳情に対しても十分なご理解を

いただけるものと思います。 

最後に、前正副委員長及び新委員長並びに委員各位のご協力に深甚なる感謝を申

し上げ、賛成の立場からの討論といたします。 

○議長（横手啓介君） 
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   以上で、通告による討論は終わりました。 

他に討論はありませんか。 

［「なし」と呼ぶ者あり］ 

○議長（横手啓介君） 

   討論なしと認め、討論を終結いたします。 

ここで、しばらく休憩いたします。 

―――――――――――――― ○ ―――――――――――――― 

午前11時02分 休憩 

午前11時14分 開議 

―――――――――――――― ○ ―――――――――――――― 

○議長（横手啓介君）   

休憩前に引き続き、会議を開きます。 

これより、採決を行います。 

議案第70号に対する委員長報告は、承認であります。委員長報告のとおり決する

ことにご異議ありませんか。 

［「異議なし」と呼ぶ者あり］ 

○議長（横手啓介君） 

   ご異議なしと認めます。よって、本案は原案のとおり承認されました。 

次に、議案第71号から議案第77号までの７案件を一括採決いたします。議案第71

号から議案第77号までの７案件に対する委員長報告は、可決であります。委員長報

告のとおり決することにご異議ありませんか。 

［「異議なし」と呼ぶ者あり］ 

○議長（横手啓介君） 

   ご異議なしと認めます。よって、７案件は原案のとおり可決されました。 

次に、議案第78号から議案第81号までの４案件を一括採決いたします。議案第78

号から議案第81号の４案件に対する委員長報告は、可決であります。委員長報告の

とおり決することにご異議ありませんか。 

［「異議なし」と呼ぶ者あり］ 

○議長（横手啓介君） 

   ご異議なしと認めます。よって、４案件は原案のとおり可決されました。 

次に、議案第82号及び議案第83号の２案件を一括採決いたします。議案第82号及

び議案第83号の２案件に対する委員長報告は、可決であります。委員長報告のとお

り決することにご異議ありませんか。 

［「異議なし」と呼ぶ者あり］ 
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○議長（横手啓介君） 

   ご異議なしと認めます。よって、２案件は原案のとおり可決されました。 

次に、議案第84号 人権擁護委員の推薦につき意見を求めることについて。原案

のとおり同意することにご異議ありませんか。 

［「異議なし」と呼ぶ者あり］ 

○議長（横手啓介君） 

   ご異議なしと認めます。よって、本案件は原案のとおり同意することに決しまし

た。 

次に、認定第１号に対する委員長報告は、認定であります。委員長報告のとおり

決することにご異議ありませんか。 

［「異議なし」と呼ぶ者あり］ 

○議長（横手啓介君） 

   ご異議なしと認めます。よって、認定第１号は原案のとおり認定されました。 

次に、認定第２号から認定第15号までの14案件を一括採決いたします。認定第２

号から認定第15号までの14案件に対する委員長報告は、認定であります。委員長報

告のとおり決することにご異議ありませんか。 

［「異議なし」と呼ぶ者あり］ 

○議長（横手啓介君） 

   ご異議なしと認めます。よって、14案件は原案のとおり認定されました。 

次に、請願第１号に対する委員長報告は、採択であります。 

委員長報告のとおり決することにご異議ありませんか。 

［「異議なし」と呼ぶ者あり］ 

○議長（横手啓介君） 

   ご異議なしと認めます。よって、請願第１号は採択とすることに決しました。 

   次に、付議事件、議員定数等に関する調査の件を採決いたします。この採決につ

いては、会議規則第71条第１項の規定により、原徹議員、吉本政幸議員、芹川正美

議員から、無記名投票による投票評決の要求と、池田誠一議員、平井邦廣議員、丸

山康昭議員、寺崎勇児議員、太田黒鐵郎議員、川野功議員、永田紘二議員、立山隆

議員、立山秀木議員、藤原豊議員、北原昭三議員、冨丸洋一郎議員、福本義文議員、

藤本芳雄議員、稲葉昇議員、永田健議員から記名投票による投票評決の要求があっ

ております。 

いずれの方法によるかを会議規則第71条第２項の規定により、無記名投票をも

って採決することになっております。 

初めに記名投票による評決の要求について採決いたします。念のため申し上げ
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ます。記名投票によることを可とする議員は賛成、否とする議員は反対と記入願い

ます。なお、投票中、賛否を表明しない投票及び賛否が明らかでない投票は、会議

規則第73条第２項の規定により、否と見なします。 

議場の閉鎖を命じます。 

［議場閉鎖］ 

○議長（横手啓介君） 

   ただいまの出席議員数は、議長を除き29人であります。 

投票用紙を配付させます。 

［投票用紙配付］ 

○議長（横手啓介君） 

   投票用紙の配付漏れはありませんか。 

［「配付漏れなし」と呼ぶ者あり］ 

○議長（横手啓介君） 

   配付漏れなしと認めます。 

投票箱を改めさせます。 

［投票箱点検］ 

○議長（横手啓介君） 

   異常なしと認めます。 

念のため申し上げます。記名投票を可とする議員は賛成、記名投票を否とする議

員は反対と記載の上、職員の点呼に応じて、順次投票を願います。 

なお、重ねて申し上げます。投票中、賛否を表明しない投票及び賛否が明らかで

ない投票は、会議規則第73条第２項の規定により、否と見なします。 

   点呼を命じます。 

[ 職員点呼・議員投票 ] 

―――――――――――――― ○ ―――――――――――――― 

１番 永田  健議員     ２番 稲葉  昇議員 

３番 藤本 芳雄議員     ４番 福本 義文議員 

５番 冨丸洋一郎議員     ６番 藤本 峰秀議員 

７番 北原 昭三議員     ８番 芹川 正美議員 

９番 藤原  豊議員     10番 立山 秀木議員 

11番 立山  隆議員     12番 原   徹議員 

13番 平井 邦廣議員     14番 吉本 政幸議員 

15番 池田 誠一議員     16番 堀  茂幸議員 

17番 永田 紘二議員     18番 森川 昭彦議員 
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19番 川野  功議員     20番 古荘 克郎議員 

21番 森  芳顕議員     22番 家入 憲隆議員 

24番 高野 誠二議員     25番 藤原  弘議員 

26番 森  久雄議員     27番 太田黒鐵郎議員 

28番 丸山 寛治議員     29番 寺崎 勇児議員 

30番 丸山 康昭議員 

―――――――――――――― ○ ―――――――――――――― 

○議長（横手啓介君） 

   投票漏れはありませんか。 

［「投票漏れなし」と呼ぶ者あり］ 

○議長（横手啓介君） 

   投票漏れなしと認めます。 

投票を終了いたします。 

議場の閉鎖を解きます。 

［議場開鎖］ 

○議長（横手啓介君） 

   開票を行います。会議規則第31条第２項の規定により、立会人に森久雄議員と、

家入憲隆議員を指名いたします。よって、両議員の立ち会いを願います。 

［開票］ 

○議長（横手啓介君） 

   投票の結果を報告いたします。 

投票総数29票、これは先ほどの出席議員数に符合いたしております。そのうち有

効投票28票、無効投票１票。有効投票中、賛成23票、反対５票。 

以上のとおり、賛成が多数であります。 

よって本件は、記名投票とすることに決しました。 

   これより、付議事件を採決いたします。 

   この採決は、記名投票をもって行います。議場の閉鎖を命じます。 

［議場閉鎖］ 

○議長（横手啓介君） 

   ただいまの出席議員数は、議長を除き29人であります。 

投票用紙を配付させます。 

［投票用紙配付］ 

○議長（横手啓介君） 

   投票用紙の配付漏れはありませんか。 
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［「配付漏れなし」と呼ぶ者あり］ 

○議長（横手啓介君） 

   配付漏れなしと認めます。 

投票箱を改めさせます。 

［投票箱点検］ 

○議長（横手啓介君） 

   異常なしと認めます。 

念のため申し上げます。本件を可とする議員は白の白票を、否とする議員は青の

青票を、職員の点呼に応じて、順次投票を願います。 

   点呼を命じます。 

[ 職員点呼・議員投票 ] 

―――――――――――――― ○ ―――――――――――――― 

１番 永田  健議員     ２番 稲葉  昇議員 

３番 藤本 芳雄議員     ４番 福本 義文議員 

５番 冨丸洋一郎議員     ６番 藤本 峰秀議員 

７番 北原 昭三議員     ８番 芹川 正美議員 

９番 藤原  豊議員     10番 立山 秀木議員 

11番 立山  隆議員     12番 原   徹議員 

13番 平井 邦廣議員     14番 吉本 政幸議員 

15番 池田 誠一議員     16番 堀  茂幸議員 

17番 永田 紘二議員     18番 森川 昭彦議員 

19番 川野  功議員     20番 古荘 克郎議員 

21番 森  芳顕議員     22番 家入 憲隆議員 

24番 高野 誠二議員     25番 藤原  弘議員 

26番 森  久雄議員     27番 太田黒鐵郎議員 

28番 丸山 寛治議員     29番 寺崎 勇児議員 

30番 丸山 康昭議員 

―――――――――――――― ○ ―――――――――――――― 

○議長（横手啓介君） 

   投票漏れはありませんか。 

［「投票漏れなし」と呼ぶ者あり］ 

○議長（横手啓介君） 

   投票漏れなしと認めます。 

投票を終了いたします。 
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議場の閉鎖を解きます。 

［議場開鎖］ 

○議長（横手啓介君） 

   開票を行います。会議規則第31条第２項の規定により、立会人に高野誠二議員と、

森川昭彦議員を指名いたします。よって、両議員の立ち会いを願います。 

［開票］ 

○議長（横手啓介君） 

   投票の結果を報告いたします。 

投票総数29票、これは先ほどの出席議員数に符合いたしております。そのうち賛

成25票、反対４票。 

以上のとおり、賛成が多数であります。よって付議事件は承認することに決しま

した。 

―――――――――――――― ○ ―――――――――――――― 

 [ 記名投票の結果 ] 

（賛成 25 人） 

永田  健  稲葉  昇  藤本 芳雄  福本 義文  冨丸洋一郎 

北原 昭三  藤原  豊  立山 秀木  立山  隆  平井 邦廣 

池田 誠一  堀  茂幸  永田 紘二  森川 昭彦  川野  功 

古荘 克郎  森  芳顕  家入 憲隆  高野 誠二  藤原  弘 

森  久雄  太田黒鐵郎  丸山 寛治  寺崎 勇児  丸山 康昭 

 

（反対４人） 

藤本 峰秀  芹川 正美  原   徹  吉本 政幸 

―――――――――――――― ○ ―――――――――――――― 

○議長（横手啓介君） 

   ただいま、議案１件、議員提出議案１件、意見書案１件が提出されました。 

   職員に配付させます。 

［議案書配付］ 

○議長（横手啓介君） 

お諮りいたします。 

この際、議案１件、議員提出議案１件、意見書案１件を日程に追加し、議題とす

ることにご異議ありませんか。 

［「異議なし」と呼ぶ者あり］ 

○議長（横手啓介君） 
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   ご異議なしと認めます。 

よって、議案１件、議員提出議案１件、意見書案１件を日程に追加し、議題とす

ることに決しました。 

―――――――――――――― ○ ―――――――――――――― 

日程第２ 議案第85号     非核・平和都市宣言について 

     議員提出議案第１号 山鹿市議会議員定数条例 

     意見書案第１号   日米ＦＴＡ・日豪ＥＰＡに反対する意見書 

○議長（横手啓介君） 

   日程第２、直ちに一括議題といたします。 

議案第85号について、提案理由の説明を求めます。中嶋市長。 

［市長 中嶋憲正君 登壇］ 

○市長（中嶋憲正君）   

議案第85号、非核・平和都市宣言について、ご説明申し上げます。 

本宣言は、合併前、旧市町においてなされていた同趣旨の宣言を新市に引き継ぎ、

核拡散防止条約の締結による国際的な枠組みでの核廃絶への機運が高まる中、戦後

65年、本市誕生５年目の節目に当たり、本市として核兵器のない平和な世界を希求

していることを県内外に表明するため、宣言するものです。 

それでは、非核・平和都市宣言を読み上げさせていただきます。 

非核・平和都市宣言。 

平和を脅かす核兵器の廃絶はもとより、戦争のない平和で安全な社会の実現は私

たち人類共通の願いです。 

しかし、今もなお核兵器を開発、保有する国が存在し、世界各地では依然として

悲しむべき戦争や紛争が絶えず、人類の生存や自然環境の保全に大きな脅威と不安

をもたらしています。 

私たちは、戦争による世界唯一の被爆国として広島、長崎の惨禍を二度と繰り返

すことがないよう、核兵器の恐ろしさ、平和の尊さを後世へ伝え、真の平和が世界

に訪れることを心から願ってやみません。 

山鹿市は、先人から受け継いだ豊かな自然と郷土愛護の精神の下、我が国の非核

三原則がすべての国の原則となることを願い、隣人同士喜びを分かち合える社会の

実現を強く世界に訴えていくため、ここに「非核・平和都市」であることを宣言し

ます。 

以上、よろしくご審議賜りますよう、お願いいたします。 

○議長（横手啓介君） 

   次に、議員提出議案第１号について、提案理由の説明を求めます。提出者、池田
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誠一議員。 

［15番 池田誠一君 登壇］ 

○15番（池田誠一君） 

議員提出議案第１号、山鹿市議会議員定数条例の制定について。提案理由をご説

明申し上げます。 

本案は、山鹿市議会議員の定数について、平成21年３月に設置されました議員定

数等に関する特別委員会におきまして、これまで15回にわたり慎重に審議を重ね、

合併協議に基づく配置分合に伴う議員の定数に関する協議書によって、30人となっ

ている議員の定数を20人とするものです。 

附則といたしまして、本条例は公布の日から施行し、同日以後、初めてその期日

を告示される一般選挙から適用するものです。 

以上、特別委員会委員の連名により、議員提出議案として条例制定を提案するも

のですので、議員各位におかれましてはその趣旨をご斟酌賜り、全会一致をもって

ご賛同いただきますようお願い申し上げまして、提案理由の説明を終わります。 

○議長（横手啓介君） 

   次に、意見書案第１号について。職員に朗読させます。 

［職員朗読］ 

意 見 書 案 第 １ 号

平成２２年９月１７日提出

 

日米ＦＴＡ・日豪ＥＰＡに反対する意見書 

 

地方自治法第９９条の規定による意見書を会議規則第１４条第１項の規定により提出

する。 

 

提出者          

山鹿市議会議員 池田 誠一

賛成者          

山鹿市議会議員 川野  功

山鹿市議会議員 永田 紘二

山鹿市議会議員 平井 邦廣

山鹿市議会議長 横手 啓介 様 
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 農林水産省は、「世界の食料は、穀物等の在庫水準が低く需要がひっ迫した状態が連

続する。食料価格は２００６年以前に比べて高い水準で、かつ、上昇傾向で推移す

る。」と分析している。 

 現に、昨年の大暴落以降、一時下落傾向にあった穀物の国際相場が再高騰の流れにあ

り、世界の食料需給は依然としてひっ迫した状況にある。 

 こうした中で明らかなのは、これまでの輸入自由化万能論の立場では、深刻な世界の

食料問題は解決できず、それぞれの国が、主要食料の増産を図り、食料自給率を向上さ

せる以外に打開できないということが、明白になっていることである。 

 こうした事態は、農産物貿易の全面自由化と農業補助金の削減・廃止を世界の農業に

押しつけた、ＷＴＯ自由貿易協定路線の見直しを強く求めている。また、ＷＴＯ路線を

前提にした２国間・地域間の協定であるＦＴＡ（自由貿易協定）、ＥＰＡ（経済連携協

定）路線も同様に見直さなければならない。日米ＦＴＡ・日豪ＥＰＡは、日本農業に壊

滅的打撃をもたらすことは明らかであり、到底容認することはできない。一旦交渉が開

始されたら、取り返しのつかない事態を招くことが懸念される。 

 今、求められることは、食料をさらに外国に依存する政策と決別し、世界の深刻な食

料自給に正面から向き合い、４０パーセント程度に過ぎない食料自給率を向上させる方

向に大きく踏み出すことである。 

 以上の理由から、地方自治法第９９条の規定に基づき、ＦＴＡ・ＥＰＡ推進路線を見

直し、交渉を行わないことを強く求めて意見書を提出する。 

 

平成２２年９月１７日 

熊本県山鹿市議会   

衆議院議長 横路孝弘 様 

参議院議長 西岡武夫 様 

内閣総理大臣 菅 直人 様 

農林水産大臣 山田正彦 様 

外 務 大 臣 岡田克也 様 

経済産業大臣 直嶋正行 様 

 

○議長（横手啓介君） 

   意見書案第１号について、提案理由の説明があれば、発言を求めます。提出者、

池田誠一議員、ありませんか。 

○15番（池田誠一君）   

ありません。 
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○議長（横手啓介君）   

この際、議案審査のため、暫時休憩いたします。 

―――――――――――――― ○ ―――――――――――――― 

午前11時54分 休憩 

午後０時02分 開議 

―――――――――――――― ○ ―――――――――――――― 

○議長（横手啓介君）   

休憩前に引き続き、会議を開きます。 

これより、ただいま議題となっております３案件について、質疑を行います。質

疑はありませんか。 

［「質疑なし」と呼ぶ者あり］ 

○議長（横手啓介君） 

   質疑なしと認め、質疑を終結いたします。 

お諮りいたします。 

ただいま議題となっております、３案件については、会議規則第37条第３項の規

定により、委員会付託を省略いたしたいと思います。 

これにご異議ありませんか。 

［「異議なし」と呼ぶ者あり］ 

○議長（横手啓介君） 

   ご異議なしと認めます。よって、３案件は、委員会付託を省略することに決しま

した。 

これより、討論を行います。討論はありませんか。 

［「討論なし」と呼ぶ者あり］ 

○議長（横手啓介君） 

   討論なしと認め、討論を終結いたします。 

これより採決を行います。 

議案第85号 非核・平和都市宣言について。原案のとおり決することにご異議あ

りませんか。 

［「異議なし」と呼ぶ者あり］ 

○議長（横手啓介君） 

   異議なしと認めます。よって、本案は原案のとおり可決されました。 

   次に、議員提出議案第１号について。原案のとおり決することに賛成の諸君の起

立を求めます。 

［賛成者起立］ 
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○議長（横手啓介君） 

   起立多数であります。よって、本案は原案のとおり可決されました。 

これをもって、議員定数等に関する特別委員会を終結いたします。 

次に、意見書案第１号について。原案のとおり決することにご異議ありませんか。 

［「異議なし」と呼ぶ者あり］ 

○議長（横手啓介君） 

   ご異議なしと認めます。よって、本案は原案のとおり可決されました。 

―――――――――――――― ○ ―――――――――――――― 

 閉 会 

○議長（横手啓介君） 

   これをもちまして、本議会に付議されました案件の審議は全部終了いたしました。 

よって、平成22年（第４回）山鹿市議会９月定例会を閉会いたします。 

午後０時05分 閉会 

   ～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 
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地方自治法第１２３条第２項の規定によりここに署名する。 

 

 

 

         山鹿市議会議長  横 手 啓 介 
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